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平成１８年第５回玉名市議会定例会議事及び会期日程

月 日 曜 会議別 摘 要

開 会 宣 告 午前１０時
１ 会議録署名議員の指名
２ 会期の決定
３ 市長あいさつ
４ 議案上程（議第１７６号から議第１９４号まで）

12 ８ 金 本会議 ５ 提案理由の説明
６ 報告３件
７ 請願・陳情の報告（請第３号・陳第９号から陳第１

７号）
８ 決算特別委員長報告（質疑・討論・採決）

散 会 宣 告
（全員協議会）

12 ９ 土 休 会

12 10 日 休 会

12 11 月 休 会

12 12 火 休 会

12 13 水 休 会

12 14 木 本会議 一般質問

１ 一般質問
12 15 金 本会議

２ 議案及び請願・陳情の委員会付託

12 16 土 休 会

12 17 日 休 会

・ 総務委員会
12 18 月 委員会

・ 建設委員会

・ 産業経済委員会
12 19 火 委員会

・ 文教厚生委員会

12 20 水 休 会

12 21 木 休 会

委員長報告（質疑・討論・採決）
12 22 金 本会議

閉 会 宣 告
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平成１８年第５回玉名市議会定例会会議録（第１号） 

 議事日程（第１号） 
平成１８年１２月８日（金曜日）午前１０時開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 市長あいさつ 
日程第 ４ 議案上程（議第１７６号から議第１９４号まで） 
日程第 ５ 提案理由の説明 
日程第 ６ 報告３件 
日程第 ７ 請願・陳情の報告（請第３号・陳第９号から陳第１７号） 
日程第 ８ 決算特別委員長報告（質疑・討論・採決） 

        散 会 宣 告 

              （全員協議会） 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
 本日の会議に付した事件 
日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 市長あいさつ 
日程第 ４ 議案上程 
議第１７６号 平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号） 

議第１７７号 平成１８年度玉名市老人保健事業特別会計補正予算（第２号） 
議第１７８号 平成１８年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 
議第１７９号 平成１８年度玉名市下水道事業会計補正予算（第２号） 
議第１８０号 玉名市天水老人憩の家条例の一部を改正する条例の制定について 
議第１８１号 玉名市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 
議第１８２号 玉名市立小中学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 
議第１８３号 玉名市営グラウンド条例の一部を改正する条例の制定について 
議第１８４号 玉名市立小中学校運動場夜間照明施設条例の一部を改正する条例の制定

について 
議第１８５号 熊本県後期高齢者医療広域連合の設置について 
議第１８６号 有明広域行政事務組合の規約の一部変更について 
議第１８７号 熊本県市町村総合事務組合の規約の一部変更について 
議第１８８号 第１次玉名市総合計画基本構想の策定について 
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議第１８９号 土地改良事業の計画の概要を定めることについて 
議第１９０号 工事請負契約の締結について 
議第１９１号 業務委託契約の変更について 
議第１９２号 人権擁護委員候補者の推薦について 
議第１９３号 人権擁護委員候補者の推薦について 
議第１９４号 人権擁護委員候補者の推薦について 
日程第 ５ 提案理由の説明 
日程第 ６ 報告３件 

報告第１２号 専決処分の報告について 専決第１１号 

報告第１３号 専決処分の報告について 専決第１２号 

報告第１４号 専決処分の報告について 専決第１３号 
日程第 ７ 請願・陳情の報告 
請第 ３号 ＪＲ不採用問題の早期全面解決を求める意見書の提出に関する請願 
陳第 ９号 療養病床の廃止・削減の中止を求める意見書の提出に関する陳情 
陳第１０号 安全・安心の医療と看護の実現のため、医師・看護師の大幅増員を求める

意見書の提出に関する陳情 
陳第１１号 庶民大増税に反対し、国民健康保険の充実を求める意見書の提出に関する

陳情 
陳第１２号 労働法制の規制緩和策中止を求める意見書の提出に関する陳情 
陳第１３号 障害者自立支援法の働く場への適用中止を求める意見書の提出に関する陳

情 
陳第１４号 公的年金改善を求める意見書の提出に関する陳情 
陳第１５号 核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情 
陳第１６号 健やかな子どもたちを育てる環境に関する陳情 
陳第１７号 障害者自立支援法の利用者負担軽減に関する陳情 
日程第 ８ 決算特別委員長報告（質疑・討論・採決） 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
出席議員（３０名） 
 １番  萩 原 雄 治 君  ２番  中 尾 嘉 男 君 
 ３番  宮 田 知 美 君  ４番  北 本 節 代 さん  

 ５番  横 手 良 弘 君  ６番  前 田 正 治 君  

 ７番  近 松 恵美子 さん  ８番  作 本 幸 男 君  

 ９番  福 嶋 譲 治 君  １０番  竹 下 幸 治 君  

 １１番  青 木   壽  君  １２番  森 川 和 博 君  
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 １３番  内 田 靖 信 君  １４番  髙 村 四 郎 君  

 
 
１５番  大 﨑   勇 君  １６番  松 本 重 美 君  

 １７番  江 田 計 司 君  １８番  多田隈 保 宏 君  

 １９番  永 野 忠 弘 君  ２０番  林 野   彰 君  

 ２１番  髙 木 重 之 君  ２２番  本 山 重 信 君  

 ２３番  吉 田 喜 德 君  ２４番  田 島 八 起 君  

 ２５番  田 畑 久 吉 君  ２６番  小屋野 幸 隆 君 
 ２７番  堀 本   泉 君  ２８番  松 田 憲 明 君  

 ２９番  杉 村 勝 吉 君  ３０番  中 川 潤 一 君  

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
欠席議員（なし） 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
事務局職員出席者 

事 務 局 長  松 岡 誠 也 君  事務局次長   梶 山 孝 二 君 

次 長 補 佐  中 山 富 雄 君  書    記   和 田 耕 一 君 

書 記  松 尾 和 俊 君     

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
説明のため出席した者 

市    長  島 津 勇 典  君  助 役  髙 本 信 治 君 

総 務 部 長  村 田 隆 夫  君  
企 画 財 政 部 長 兼 
玉名総合支所長兼 
玉名自治区事務所長 

 牧 野 吉 秀 君

市 民 部 長  田 上 敏 秋 君  福 祉 部 長  元 田 充 洋 君 

産業経済部長  谷 口   強 君  建 設 部 長  取 本 一 則 君 

地域自治区 
調整総室長  井 上   了 君  出 納 局 長  徳 井 秀 憲 君 

岱明総合支所長兼 
岱明自治区事務所長  前 田 繁 廣 君  

横島総合支所長兼 
横島自治区事務所長  田 上   均 君 

天水総合支所長兼 
天水自治区事務所長 

 
 
望 月 一 晴 君  企 業 局 長  中 原 早 人  君

教育委員長  坂 本 清 一 君  教 育 長  菊 川 茂 男  君 

教 育 次 長  杉 本 末 敏  君  監 査 委 員  髙 村 捷 秋  君 
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午前１０時１２分 開会 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（松田憲明君） おはようございます。 

 ただいまから平成１８年第５回玉名市議会定例会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（松田憲明君） 会議録署名議員を指名いたします。 

 １３番議員 内田靖信君、１４番議員 髙村四郎君、以上の両君をお願いいたしま

す。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（松田憲明君） 会期についてお諮りいたします。このたびの会期については、

１２月１日の議会運営委員会の結論に基づき、本日から１２月２２日までの１５日間に

いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から１２月２２日ま

での１５日間に決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 市長あいさつ 

○議長（松田憲明君） 次に、市長より発言の申し出があっておりますのでこれを許可

いたします。 

 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） おはようございます。 

 本日は、平成１８年第５回玉名市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様

にはずいぶんと寒くなり、師走のお忙しい中ではございますが、そろって御出席をいた

だき、審議を進めていただきますことに対し、感謝申し上げます。 

まず、夕鶴等の作品で知られました劇作家木下順二氏が、１０月３０日にお亡くな

りになりました。伊倉で代々続いた惣庄屋の家系に生まれられ、熊本市に移られてから

もしばしば伊倉を訪れられ、平成６年の歴史博物館こころピア開館に際しては、木下家

の書画や文書などの資料１,５００点余りを寄贈いただき、御来臨の上に特別講演まで

いただいております。御逝去に対し、玉名市民を代表し、心から生前の御功績を称え、

謹んで哀悼の意を表します。 
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去る９月２６日に第９０代になりますが、安倍内閣が発足することになりました。

小泉内閣という極めて個性的な内閣のあとを受けられた安倍内閣でございますだけに、

御苦労もひとしおかと思いますが、掲げられた改革の継続、教育、経済、財政、各範に

わたる改革への歩みをとどめることなく、「美しい国、日本」の実現のために御奮闘い

ただくことを期待申し上げたいと思います。ただその中で、ぜひ地方への目線を怠るこ

となく、地方に一層の取り組み、充実も期待を申し上げておきたいと思います。 

昨今、福島県、和歌山県、続いて九州の宮崎県でも知事あるいはその周辺をめぐる

官製談合事件が取り上げられ、不祥事が続いております。市町についても、全国的には

何人かの不祥事が起こっております。誠に遺憾な出来事であります。一方、夕張市の財

政破たんは、唯一の老人ホームの閉鎖や公共料金の大幅な値上げなど市民に大きな不安

を与えております。これらの出来事は、せっかく高まっていかねばならない地方分権へ

の動きに水を差す出来事であると、極めて残念に受け止めております。市政を預かるも

のとして、市民の信頼と負託にこたえるために、改めて気を引き締めて市政の運営にあ

たる所存であります。 

このような中で、私ども玉名市は、合併１年を通過しました。振り返ると、新幹線

関連事業や２０８号バイパス等のハード事業は、私なりに比較的順調な進捗を見たと受

け止めておりますが、旧市町間の行政制度や事業の一体的な推進のために、大きな労力

を使った１年でもあったと感じております。老人会、婦人会、体育協会等の組織の一本

化や検診体制、保険料、保育料などの統一は、合併協議をもとに調整を進め、実現でき

たと承知してますが、痛みが先にきた部分やなお調整すべき項目を多数抱えており、市

民の一体感と同時に、各種制度や組織が市民生活になじむよう、引き続き努力してまい

る所存であります。 

明るいニュースとしては、「菊池川堤防のハゼ並木」が、国の登録記念物としては国

内初めて植物分野としての登録に向けて、国の文化審議会から文部科学大臣に答申さ

れ、近々正式に登録される予定と聞いております。また、今年の夏から秋にかけて、玉

名町小の全国のハンドボール大会で男子が優勝し、女子が準優勝するなど、子どもたち

を中心にして、各種目で大変な活躍をしてくれたことは、市民に大きな喜びと感動を与

えてくれたと受け止めております。 

そういう中での最近の市政の主な取り組みでありますが、新市になって初めての基

本構想として、「信頼と勇気ある改革」を基本理念とし、また「人と自然がひびきあう

県北の都玉名」を将来像に掲げた総合計画の基本構想案を本議会に提案しており、議決

の際は、今後１０年間の総合的かつ計画的な行政運営の指針となるものであります。市

民の関心の高い新庁舎建設の基本構想の策定にあたりましては、市民の皆さまの御意見

を可能な限り反映させようと９月末に市政フォーラムを開催し、市民代表や有識者の
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方々から貴重な御提案をいただいたところでございます。また、それぞれの地域自治区

において、１０月末から１１月にかけて行なわれた地域協議会でも御意見を聴取し、さ

らに先月２４日には、市議会全員協議会におきまして議員各位の御意見を拝聴する機会

を設けさせていただいたところであります。今後は、このような場で拝聴いたしました

御意見を踏まえ、市民の皆さまにとって関心の強い問題である新庁舎の建設位置につい

て、早い時期に決断し、年度内には基本構想を確定させ、次の段階へ移れるよう進めて

いきたいと考えております。玉名バイパスにつきましては、現在暫定供用区間２.３キ

ロメートルに加え、起点の寺田から県道玉名山鹿線の２キロメートルについても、平成

１９年度内供用開始に向けて順調に工事が進捗しております。一方、立願寺から終点の

岱明町開田までの４.２キロメートルにつきましても、７月に地元関係者の方々に対し

計画説明会が実施され、現在は建物調査や用地測量等が行なわれており、用地買収に向

けての準備が進んでおります。今後も引き続き、九州新幹線の全線開業にあわせた玉名

バイパスの全線供用を目指し、県と一体となって国に対し働きかけるとともに、総力を

挙げて事業推進に努めてまいりたいと考えております。 

次に、九州新幹線関連事業でありますが、仮称新玉名駅の駅舎デザインについて

は、幅広い市民等からいただいた御意見をもとに、本年６月、駅舎の建設事業主体であ

る鉄道運輸機構に提言書を提出し、先般その要望を取り入れた内容の駅舎デザインの素

案が機構から示されたところであります。機構によりますと、この素案をベースとし、

今後市と修正や調整を行ないながら、本年度末までにデザインを固め公表したいとのこ

とであります。駅名につきましても、玉名青年会議所が中心となり、フォーラムが開催

されるなど新幹線開通を契機とするまちおこしの機運が高まりつつあります。その他に

も市が取り組むべき各種事業に全力を挙げる所存でありますので、議員各位の格別の御

理解と御協力をお願いいたします。 

今議会には、一般会計並びに特別会計補正予算案４件、条例関係５件、広域連合の

設置１件、基本構想の策定１件、人事案件３件、規約の変更２件、事業の計画概要１

件、契約関係２件、報告３件と各方面にわたり多数の議案を御提案申し上げておりま

す。具体的な事柄につきましては、企画財政部長、助役等からのちほど御説明をさせて

いただきます。 

以上、いろいろ申し上げましたが、暮れのお忙しい中ではございますけれども、皆

さま方の御審議をお願いを申し上げて、１２月定例議会開会のごあいさつにさせていた

だきます。お世話さまになります。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 議案上程（議第１７６号から議第１９４号まで） 

○議長（松田憲明君） これより議案を上程いたします。 
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 議第１７６号平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号）から、議第１９４号人

権擁護委員候補者の推薦についてまでの議案１９件を議題といたします。 

 お手元に配付しております議案の朗読はこれを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 提案理由の説明 

○議長（松田憲明君） ただいまの各議案について提案理由の説明を求めます。 

 企画財政部長 牧野吉秀君。 

［企画財政部長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画財政部長（牧野吉秀君） おはようございます。 

  ただいまから議第１７６号から議第１７９号までの補正予算関係４件につきまし

て、提案理由の御説明を申し上げます。初めに、議第１７６号平成１８年度玉名市一般

会計補正予算（第３号）でございますが、今回御提案いたしております補正予算は、現

計予算計上後の事情の変化によりまして補正を行なう必要が生じましたので、御提案を

いたすものでございます。お手元に配付いたしております資料を御覧いただきたいと思

います。第１表歳入歳出予算補正につきましては歳入歳出それぞれ４,９８８万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を２７８億４,８００万円とするものでございます。まず歳

入の主なものを申し上げますと、１款市税は４６０万円の増額、１２款分担金及び負担

金は７９１万８,０００円の減額で、農業施設災害復旧費分担金の減によるものでござ

います。１３款使用料及び手数料は１,９４６万６,０００円の減額で、指定管理者制度

導入によりますところの使用料の減が主なものでございます。１４款国庫支出金は３,

７７８万８,０００円の減額で、主なものは、災害復旧費の減とまちづくり交付金１,９

１９万７,０００円の増、住宅費補助金３４６万８,０００円の増が主なものでございま

す。１５款県支出金は１,９３５万５,０００円の増額で、農林水産業費補助金２,０１

０万１,０００円の増が主なものでございます。１６款財産収入は４,３５３万５,００

０円の増額で、土地売払収入の１,４６７万７,０００円の増と草枕温泉てんすいの解散

によります出資金の清算分といたしまして２,８８５万８,０００円の増でございます。

１８款繰入金は減債基金からの繰り入れで、２,４８５万９,０００円の増額でございま

す。１９款繰越金は、前年度からの繰越金で２,６４４万６,０００円の増額でございま

す。２１款市債は１,５００万円の減額で、主なものは災害関係の減によるものでござ

います。 

  次に、歳出について御説明申し上げます。２款総務費は２,７６０万円の増額で、草

枕温泉てんすい清算金２,８８５万８,０００円を市有施設整備基金に積み立てることが

主なものでございます。３款民生費は１,６４５万円の増額で、主なものは障害福祉費

の障害者自立支援法に係るものと福祉バス購入によります社会福祉協議会への補助金５
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２０万９,０００円の増が主なものでございます。６款農林水産業費は２,０５８万８,

０００円の増額で、主なものは農業振興費補助金の増によるものでございます。７款商

工費は４６８万１,０００円の増額で、山田の藤トイレ整備の補助金としましてお願い

するものでございます。８款土木費は２,９５０万２,０００円の増額で、街路事業、都

市再生整備事業、住宅管理事業の増によるものでございます。９款消防費は６５２万

７,０００円の増額で、有明広域行政組合負担金の増が主なものでございます。１０款

教育費は１,５６１万７,０００円の増額で、主なものは玉名小学校、岱明中学校の特殊

学級設置による増と、要保護・準要保護生徒就学援助費の増によるものでございます。

１１款災害復旧費は９,６３１万２,０００円の減額で、農林水産施設災害復旧費８,４

２８万２,０００円の減と公共土木施設災害復旧費７９０万８,０００円の減でございま

す。１２款公債費は２,４０４万５,０００円の増額で、簡易生命保険資金の繰上償還と

して２,４８５万９,０００円の増が主なものでございます。 

  次に、第２表地方債補正につきましては、変更といたしまして、海岸保全施設整備

事業負担金が３４０万円から４６０万円に、県営農免道路整備事業負担金が１,７６０

万円から２,０２０万円に、畑地帯総合農地整備事業負担金が９９０万円から１,２７０

万円に、まちづくり交付金事業が５億２,５００万円から５億２,０４０万円に、公営住

宅建設事業が１,５１０万円から１,９３０万円に、災害復旧事業費が１億１,９２０万

円から９,８００万円にそれぞれ限度額の変更をお願いするものでございます。 

  以上が一般会計補正予算の説明でございます。 

  次に、議第１７７号平成１８年度玉名市老人保健事業特別会計補正予算（第２号）

でございます。歳入歳出それぞれ１億９,８３３万１,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を９０億６,４２２万２,０００円とするものでございます。歳入の主なものは、

１款支払基金交付金は１億５,４８１万９,０００円の増額でございます。２款国庫支出

金は、医療費負担金２,８７８万１,０００円の増額でございます。３款県支出金は、老

人医療費負担金７１９万５,０００円の増額でございます。４款繰入金は、一般会計か

らの繰入金７５３万６,０００円の増額でございます。 

  次に歳出の主なものは、２款医療諸費の医療給付費負担金１億９,７９９万円の増が

主なものでございます。 

  次に、議第１７８号平成１８年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）でございます。歳入歳出それぞれ５６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１０億

３,９４６万円とするものでございます。主な内容は、歳出の建設事業費委託料から工

事請負費に組み替えによる増額で、歳入においては、その財源調整のためのものでござ

います。 

  最後に、議第１７９号平成１８年度玉名市下水道事業会計補正予算（第２号）につ
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いてでございます。収益的収入及び支出の補正につきましては、支出で１款下水道事業

費用５０万９,０００円の減額でございます。 

次に、資本的収入及び支出の補正でございますが、収入につきましては、公共下水

道事業債７５０万円と国庫補助金１,０００万円の増額でございます。支出につきまし

ては、施設建設費２,０３５万円と企業債償還金５０５万円の増額でございます。 

次に、企業債の補正につきましては、変更といたしまして、公共下水道事業債５億

１,６６０万円から５億２,４１０万円に限度額を変更するものでございます。 

以上、議第１７６号から議第１７９号までの補正予算関係４件につきまして、提案

理由の御説明を申し上げましたが、詳細につきましては所管の各委員会におきまして御

説明を申し上げますので、御審議の上、原案どおり御承認賜りますようよろしくお願い

いたします。以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 助役、髙本信治君。 

［助役 髙本信治君 登壇］ 

○助役（髙本信治君） おはようございます。私の方からは、今議会に提出しておりま

す議案のうち条例等案件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

議案の１ページをお願いいたします。議第１８０号玉名市天水老人憩の家条例の一

部を改正する条例の制定についてでございますが、これは指定管理者に利用料金を収受

させるため、条例の整備を図るものでございます。改正の主な内容は、指定管理者の経

営努力による利用料金の増収が図られるとともに、市にとりましても利用者の増加及び

会計事務の省力化等の利点があることを考慮して、利用料金収受のための条項を加える

ものでございます。 

次に３ページ、お願いいたします。議第１８１号玉名市重度心身障害者医療費助成

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、これは、障害者自

立支援法の施行に伴い、条例の整備を図るものでございます。改正の主な内容は、法律

改正により、医療費の定義を改めるとともに、文言の整備を行なうものでございます。 

次に、４ページをお願いいたします。議第１８２号玉名市立小中学校設置条例の一

部を改正する条例の制定についてでございますが、これは玉名市立天水中学校の改築移

転に伴い、条例の整備を図るものでございまして、天水中学校の位置を改めるものでご

ざいます。 

次に、５ページの議第１８３号玉名市営グラウンド条例の一部を改正する条例の制

定についてでございますが、これも前号と同じく、玉名市立天水中学校の改築移転に伴

い、社会体育施設を学校施設へ変更し、あわせて玉名市横島グラウンドの使用の適正化

を行なうため、休場日や使用時間等を定めるなどの条例の整備を図るものでございま

す。 
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７ページをお願いいたします。議第１８４号玉名市立小中学校運動場夜間照明施設

条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、これも前号と同じく、玉名

市立天水中学校の改築移転に伴い、条例の整備を図るものでございまして、第２条に天

水中学校の照明施設を加えるものでございます。 

８ページをお願いいたします。８ページから１３ページまでですが、議第１８５号

熊本県後期高齢者医療広域連合の設置についてでございますが、これは高齢者の医療の

確保に関する法律に規定する後期高齢者医療制度の事務の一部を広域にわたり処理する

ため規約を定め、熊本県後期高齢者医療広域連合を設けるものでございまして、地方自

治法第２９１条の１１の規定により、議会の議決を得る必要があるためでございます。 

飛びまして、１４ページをお願いいたします。議第１８６号有明広域行政事務組合

の規約の一部変更についてでございますが、これは地方自治法の一部改正に伴い、収入

役を会計管理者に、吏員を職員に規約改正するものでございます。 

次の１５ページですが、議第１８７号熊本県市町村総合事務組合の規約の一部変更

についてでございますが、これは消防組織法の一部改正に伴い、規約中に引用しており

ます法律の条項を改めるものでございます。 

１６ページでございます。議第１８８号第１次玉名市総合計画基本構想の策定につ

いてでございます。これは、市がその市域における総合的かつ計画的な行政の運営を図

るための基本構想を定めるには、地方自治法第２条第４項の規定により、議会の議決を

得る必要があるため提案するものでございます。内容につきましては、所管の委員会に

おいて御説明申し上げますので、御審議の上御承認賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

次に、１７ページ、議第１８９号土地改良事業の計画の概要を定めることについて

でございますが、これは市が土地改良事業を実施するときは、土地改良法第９６条の２

第２項の規定により、その計画の概要について議会の議決を得る必要があるためでござ

います。計画の内容ですが、大園地区の排水路の整備を行なうことにより、水田の汎用

化及び維持管理の節減並びに農業経営の安定向上を図るものでございます。 

１９ページをお願いいたします。議第１９０号工事請負契約の締結についてでござ

いますが、これは玉名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する

条例第２条の規定によるものでございまして、玉名市農業集落排水事業の大開地区汚水

処理施設を新設するにあたって、地盤改良及び基礎杭打ち等の土木工事一式を行なうも

のでございます。１１月６日に１０業者による指名競争入札を実施し、入札の結果、福

岡市の株式会社鴻池組九州支店が２億３,７３０万円で落札したところでございます。

現在、同社と仮契約を締結しており、本議会で御承認をいただきましたのちに、本契約

の締結をいたすものでございます。 
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２０ページをお願いいたします。議第１９１号業務委託契約の変更についてでござ

いますが、これは平成１８年８月２日議決の業務委託契約の締結についての一部を変更

するものでございまして、国の補助事業で認められなかった児童生徒用パソコン２７６

台及び普通教室、特別教室用パソコン８１台を市の単独事業で追加して整備することと

したことに伴い、契約金額が５,１０３万３,５０７円の増額になりますことから、議決

事件の変更を行なうものでございます。市単独事業でのパソコンの整備につきまして

も、操作性に違いが生じることがないよう、国の補助事業で整備を行なう同一の機種を

整備することとし、また機器の調達、接続環境の設定及び動作確認といった作業を一体

的に行なうことが望ましいために、増額分につきましても西日本電信電話株式会社熊本

支店に委託することとし、同社と変更の仮契約を締結しており、本議会で御承認をいた

だきましたのちに、本契約の締結をいたすものでございます。 

以上が、条例案件等の提案理由でございます。御審議いただき、速やかに御承認い

ただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） それでは、議第１９２号から議第１９４号までの人権擁護委員

候補者の推薦についてでございますが、現委員廣瀬征雄氏が平成１９年３月３１日をも

ちまして任期満了となるため、高井薫氏を、同じく現委員和田恭次氏が同日をもちまし

て任期満了となるため、荒木修太氏を、同じく現委員荒木守氏が同日をもちまして任期

満了となるため、同氏をそれぞれ推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定

によりまして、議会の意見を求めるものでございます。 

よろしくお願いいたします。ちなみに、先ほどの全員協議会においてお話がござい

ましたので、付け加えさせていただきます。人権擁護委員は、法務大臣に対して各市町

村からその委員の候補者を推薦するものでございます。私どもの玉名市の場合に、旧玉

名市が５名、岱明町が４名、天水町が３名、横島町が３名、計１５名の人権擁護委員を

推薦しているところでございます。４日から１０日まで人権擁護週間でございますが、

主な業務としては、人権にかかわるこういう週間行事でありますとか啓発時等に御努力

をいただく、また月に当番日が決められているそうでございますが、法務局の方で人権

の相談等に預かっていただく、そういう事柄が主な任務かと承知をしております。法務

大臣の委嘱でございますので、いろんなルールは非常にシビアなものがあると受け止め

ております。以上です。 

○議長（松田憲明君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 報告３件 
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○議長（松田憲明君） 次に報告第１２号専決処分の報告について、ほか２件の報告が

あります。 

○議長（松田憲明君） 総務部長 村田隆夫君。 

［総務部長 村田隆夫君 登壇］ 

○総務部長（村田隆夫君） おはようございます。 

ただいまから報告３件について御説明を申し上げます。議案の２４ページでござい

ます。はじめに報告第１２号専決処分の報告についてでございますが、これは地方自治

法第１８０条第１項の規定により、専決処分した損害賠償の額の決定について、同条第

２項の規定のより、これを報告するものでございます。内容といたしまして、平成１８

年８月１０日午後６時ごろ、田上敏秋氏が運転する乗用車が六田のドラッグスーパーコ

スモス店前の路上において、市道敷きに布設している下水道マンホールが突き出ていた

ため、乗用車の底部に接触し、破損したものでございます。相手方への損害賠償といた

しまして、当市は８５％に当たる５０万６,８７１円を支払ったものでございます。 

 次に、報告第１３号専決処分の報告についてでございますが、前号と同じく地方自治

法の規定に基づき報告するものでございます。内容といたしまして、平成１８年７月１

１日午後１１時ごろ、塚川寛樹氏が運転する乗用車が市道六栄線友田踏切付近において、

路上に生じた穴に落ち、車両左前輪及び左後輪のホイールを破損したものでございます。

相手方への損害賠償といたしまして、当市は６０％に当たる３３万７,６８０円を支払

ったものでございます。 

 次に、報告第１４号専決処分の報告についてでございますが、これも地方自治法

の規定に基づき報告するものでございます。内容といたしまして、平成１８年９月２３

日午後１０時２０分ごろジャスコ玉名店駐車場において、市職員が運転する公用車が駐

車中の木村洋介氏が所有する乗用車の右後部オーバーフェンダーに接触し、破損させた

ものでございます。相手方への損害賠償といたしまして、当市は１００％に当たる７万

４,１２５円を支払ったものでございます。 

以上で、報告の説明を終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で報告の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第７ 請願・陳情の報告 

○議長（松田憲明君） 次に、請願・陳情の報告をいたします。今回請願１件、陳情９

件が提出されております。内容につきましては、お手元にその要旨を配付しております

ので説明を省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第８ 決算特別委員長報告（議員提出第３号） 
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○議長（松田憲明君） 次に、継続審査となっておりました議第１４３号平成１７年度

玉名市一般会計歳入歳出決算から議第１５５号平成１７年度玉名市下水道事業会計決算

についてまでの決算議案１３件について、決算特別委員長の報告を求めます。 

○議長（松田憲明君） 決算特別委員長 林野 彰君。 

［決算特別委員長 林野 彰君 登壇］ 

○決算特別委員長（林野 彰君） おはようございます。ただいまから決算特別委員会

の審査経過と結果を御報告申し上げます。 

決算委員会は、１０月３０日から３１日までの２日間にわたり審査を行ないました。

今般、委員会に付託されました案件は、議第１４３号平成１７年度玉名市一般会計歳入

歳出決算から議第１５５号平成１７年度玉名市下水道事業会計決算までの議案１３件で

あります。今般の決算委員会は、合併後の平成１７年１０月３日から平成１８年３月３

１日までの半年間の決算であります。合併により、それぞれの旧自治体での決算の執行

時期など状況が異なっており、決算項目によっては、収入未済額や不用額が高額になっ

ているものが見受けられました。審査の方法は、執行部の説明の都合上、またよりスム

ーズな進行のため、別途作成しました平成１８年度（１７年度）決算分特別委員会審査

分割表に沿って審議を進めましたが、ここでの御報告に関しましては、付託されました

議題に沿って御報告申し上げます。 

まず、議第１４３号平成１７年度玉名市一般会計歳入歳出決算の審査でありますが、

歳入、歳出と執行部より歳入歳出決算書事項別明細書により説明があった後、まず全体

的に不用額の金額が高額になっているものが数多く見受けられるため、その内容につい

ての説明が委員から求められました。特筆すべき質疑、答弁は、以下のとおりでありま

す。①民生費の社会福祉費、障害福祉費のうち、扶助費の不用額が６,１３４万円計上

されているが、これほど高額になった理由についての質疑が委員から出されました。執

行部より、次の答弁がありました。１市３町が昨年１０月３日に合併した後、それぞれ

が有していた福祉予算の扶助費を合算し、１２月に本予算に切りかえたものです。執行

事業数は２６事業であり、予算額の８７％の執行率でありますが、扶助費は福祉行政の

根幹であり、合併直後における施策の不足額が発生しないように執行を優先したため、

このような不用額の発生に至ったところであります。今後の予算の編成に対しては、か

かる事態にならないように最善をつくしたい旨の答弁がありました。②同じく民生費の

社会福祉総務費のうち、社会福祉協議会に対する負担金補助金及び交付金において、

１,０８０万円と１,０２８万円の補助金が記されているが、その内容についての質疑に

対し、執行部より、岱明総合支所において負担行為により支出命令が合併前に出されて

おり、町社会福祉協議会補助金と明記し、その他のものを社会福祉協議会補助金と分け

て計上されているとの答弁でありました。③農林水産業費の水産業費、漁港建設費の繰
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越明許費５,０００万円についての質疑があり、執行部からノリの収穫期との兼ね合い

から、ノリ養殖終了を待って着手するため繰越明許するものであって、対象漁港は玉名

漁港の大浜地区及び滑石地区と岱明町大正開漁港である旨の回答がありました。④農林

水産業費の不用額についても質疑されました。執行部より、工事請負費や委託料、また

需用費など入札残等によるものと答弁がありましたが、委員から、農業は現在不振が続

いており、不用額の出ないような執行を強く要望する旨の発言があっております。⑤玉

名市において、台風・大雨による３９０カ所に及ぶ災害復旧補正が先の議会でなされた

が、災害に備えての予算措置についての質疑があり、執行部から災害復旧費にて対応し

ているとともに、農地などが崩落した場合には申請額４０万円以上について国６５％、

市２５％、地元１０％の負担にて対応しているとの回答でありました。⑥土木費の道路

橋梁費、道路新設改良費のうち、公有財産購入や補償費及び委託料の不用額、繰越明許

についての質疑がありました。市道としての用地購入費は、所有者の死去に伴い相続人

との協議や委託料・橋梁工事費に関しては、ＪＲに依頼した結果、予定した金額より減

額されたことが主な要因との答弁がありました。⑦教育費の社会教育費、博物館費につ

いて、平成１７年度博物館入場者数の質疑に対し、執行部より今般の決算に係る入場者

数は１,１９５人となっているが、今年度については、確定していないとの回答でし

た。⑧教育費の社会教育費、社会教育総務費では、町史編纂委員など報酬が計上をされ

ているが、旧１市３町の編纂状況の質疑に対し、執行部より、岱明町・天水町及び玉名

市は終了しているが、旧横島町については、平成１９年度刊行を目指すとの答弁であり

ました。また、関連の質疑応答で、当初企画サイドにおいて旧玉名市の市史編纂作業の

一環として、考古編の刊行を予定していたが、執筆調査員の手当てができず、長い中断

によって発行に至らなかった経緯があり、現時点において、今後印刷刊行の予定はない

とのことであります。⑨その他、社会教育諸団体の合併後の活動状況・団体名、図書館

費についてや、教育費、中学校費における心の教室相談員、適応指導員、さらに金栗杯

玉名ハーフマラソン大会、玉名市横島町いちごマラソン大会の補助金などについての質

疑答弁もなされたことも御報告申し上げます。 

以上審査の結果、議第１４３号平成１７年度玉名市一般会計歳入歳出決算につきまし

ては、実質収支に関する調書のとおり、歳入総額１７５億３,４５５万３,０００円、歳

出総額１６３億８,４２０万１,０００円、歳入歳出差引額は１１億５,０３５万２,００

０円、継続費逓次繰越額は１億１,２９２万５,０００円、繰越明許費繰越額は４億１,３

０１万７,０００円、事故繰越し繰越額は０円。以上、翌年度への繰り越すべき財源は

５億２,５９２万２,０００円、実質収支額は６億２,４４１万円であり、採決の結果、全

員異議なく認定することと決定いたしました。 

次に、議第１４４号平成１７年度玉名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につ
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いて。執行部の説明の後、委員から①歳出の保険給付金、療養諸費の約８,６００万円

の不用額と歳入における諸収入の８億９,２３１万円の収入未済額についての質疑がな

されました。執行部から、合併前のそれぞれの旧市町分の不用額をそのまま持ち越した

ために発生した不用額であり、歳入の諸収入の収入未済額については雑入の減額による

ものであり、合併前に歳入不足を生じたための措置でありますとの答弁であります。②

高額医療費共同事業についての質疑があり、県下国保連合会で８０万円を越えるレセプ

ト報酬、具体的には、腎臓透析や高度医療の手術などが対象になるとの執行部の答弁で

ありました。以上審査の結果、議第１４４号につきましては、実質収支に関する調書の

とおり、歳入総額４５億９,２３８万６,０００円、歳出総額４３億８,０８１万２,００

０円、歳入歳出差引額、いわゆる実質収支額は２億１,１５７万４,０００円であり、採

決の結果、全員異議なく認定することと決定いたしました。 

次に、議第１４５号平成１７年度玉名市老人保健事業特別会計歳入歳出決算につい

て。執行部の説明の後、委員から歳出、予備費の不用額についての質疑がありました。

執行部より、１億４,２７６万１,０００円の不用額については、合併後の歳入不足のた

め予備費で調整したものであり、歳入残を計上したとの説明がありました。そのほか委

員から特に質疑はなく、全員異議なく認定することと決定いたしました。 

次に、議第１４６号平成１７年度玉名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算につい

て。執行部の説明の後、委員から前述の老人保健事業特別会計と同様に、歳出、保険給

付費、介護サービス等諸費の居宅介護サービス給付費負担金、及び施設介護サービス給

付負担金に係る不用額についての質疑がありました。執行部より、介護サービス等諸費

の不用額合計としての５,５４０万円の不用額について、以下の答弁がありました。 

不用額の発生した要因と今後の処置については、居宅介護、施設介護サービス給付費

に係る見込みが非常に難しかったことであったが、今後は充分精査し、計上したいとの

回答がありました。採決の結果、全員異議なく認定することと決定いたしました。 

次に、議第１４７号平成１７年度玉名市大衆浴場事業特別会計歳入歳出決算につい

て。執行部の説明の後、委員から平成１７年度の玉名市「玉の湯」の入浴者数や指定管

理者制度、足湯近辺におけるイベントに伴う駐車場整備計画についての質疑がありまし

た。執行部より、平成１７年度の「玉の湯」の入浴者数は１８万４,６７８人であり、

指定管理者制度に係る質疑に対して、収益状況や経費の見直し等を充分精査し、検証し

て半年後をめどに改善するべき点があれば指導する考えを示されました。また、足湯近

辺におけるイベント等に対応でき得る駐車場整備計画については、観光客が出入りする

ための駐車場整備は喫緊の課題であり、現在設計や植栽を市で実施する予定である。平

成１８年度予算に計上している旨の答弁がありました。採決の結果、全員異議なく認定

することと決定いたしました。 
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次に、議第１４８号平成１７年度玉名市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

いて。執行部の説明の後、委員から歳入の使用料及び手数料のうち、使用料としての収

入未済額の説明と地域性における特筆すべき事項や課題、さらに普及率や維持管理につ

いての質疑がなされました。執行部より、①使用料の滞納状況について平成１６年度ま

でにおいて１７９万円の滞納があり、その内訳は、横島町が５５件の１５７万円、天水

町が５件の２２万円とのことです。②地域性による特筆すべき事項や課題については、

横島地区は、平坦地域であり、真空式の下水道施設が必要であり、天水地区は自然勾配

による管埋設が可能である、普及率向上のため、大開地区など鋭意工事を進めていると

の答弁であります。③普及率や維持管理については、当事業においては申請事業である

ため、地域により未供用率に差異があるが、各々の数値については、「主要な施策の成

果に関する説明書」に記載されているとおりである、具体的には、横島９番地区では、

平成１０年度より供用開始を行なっているが、景気低迷等の原因などにより低迷してい

る。今後、さらなる推進活動を展開する旨の回答がありました。以上の答弁の後、さら

に委員から企業局と地元の連携を強固にとって事業を進めてほしいとの強い要望がなさ

れました。採決の結果、全員異議なく全会一致をもって認定することと決定いたしまし

た。 

次に、議第１４９号平成１７年度玉名市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につい

て。執行部より、事項別明細書により説明の後、委員から事業の概要説明の中の有収率

６５.７６％の説明が求められました。執行部からは、本事業は昭和４１年から開始し

ており、既に４０年経過しているため、多大なる漏水が考えられる。昨年１２月には、

水源池の水を抜いたため有収率が増加した。このことは、上水として排水したが料金と

しては反映していないとの答弁がありました。採決の結果、全員異議なく認定すること

と決定いたしました。 

次に、議第１５０号平成１７年度玉名市土地取得特別会計歳入歳出決算及び議第１５

１号平成１７年度玉名市宅地開発事業特別会計歳入歳出決算については、委員から特に

質疑はなく、全員異議なく認定することと決定いたしました。 

議第１５２号平成１７年度玉名市浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算について。執

行部の説明の後、委員から事業の概要や使用料、手数料についての質疑がなされ、執行

部より当事業は、天水町のみの市町村設置型事業であり、個人型の浄化槽整備に関して

は入っていない。すなわち、国・県の補助事業により市が工事、管理するものであり、

負担金・検査・清掃等に関しても市が委託を受けるものです。また、個人設置の場合、

市に申し込みの後、可能なところは合併浄化槽の使用料を徴収することにする旨の答弁

がありました。そのほか委員から特に質疑はなく、全員異議なく認定することと決定い

たしました。 
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次に、議第１５３号平成１７年度玉名市スポーツ傷害補償特別会計歳入歳出決算につ

いて。執行部の説明の後、委員から当事業の趣旨についての質疑がありました。執行部

から、天水町のみの事業であり、スポーツ傷害補償において本人負担が３割になるとい

う事業だったものであるが、平成１８年度から当該事業は廃止し、全国市町村総合賠償

保険で対応することとなり、公共施設内でのスポーツ中の賠償に移行するとの答弁であ

りました。そのほか委員から特に質疑はなく、全員異議なく認定することと決定いたし

ました。 

次に、議第１５４号平成１７年度玉名市水道事業会計決算について。決算書の平成１

７年度玉名市水道事業報告書に沿って、総括事業、業務状況、財政状況及び建設計画の

概要等の説明が執行部より行なわれ、委員から水道事業損益計算書の営業外収益、雑収

益５,１３６万円について、またほかの委員から資本的収支に関し、消火栓の設置負担

の現状についての関連質疑がなされました。執行部から、営業外収益、雑収益５,１３

６万円について、退職給与を引き当て、引受金を雑収入として計算書に入れているとの

答弁であり、消火栓の設置の現状については、小田・梅林地区の６基、上横田地区の１

基、糠峰地区の２基、大倉地区の５基、以上４地区の合計１４基の設置との答弁であり

ました。この消火栓設置に関して、ほかの地域について要望のあった地域は残っている

のかとの質疑に対し、総務課消防係と連携しながら対応している旨の回答が、執行部よ

りありました。また、送配水管布設事業の整備促進に係る事業に対し、建設改良積立金

として７,７００万円計上してあるが、老朽化に対応するときの契約についての質疑に

対し、執行部より指名競争にて契約しているとの答弁があっております。さらに給水計

画区域の認可を受けているところ、給水戸数等の質疑もあり、採決の結果、全員異議な

く認定することと決定いたしました。 

最後に、議第１５５号平成１７年度玉名市下水道事業会計決算についてであります。

執行部の説明の後、委員から浄化センターの放流水質や改修等や使用料についての質疑

があり、執行部より菊池川に旧玉名市分を放流しているが、放流水質は基準内であり、

問題はないと考えている。また、改修工事については、平成３０年まで計画をしている

とのことでありました。また、使用料単価に対し、汚水処理原価が高い状況にあるが、

旧玉名市分と岱明町分を合算した単価により計算しているが、４２.２％の使用料の格

差がある。処理原価をもとに、今後使用料を検討していきたい旨の答弁がありました。

採決の結果、議第１５５号平成１７年度玉名市下水道事業会計決算については、全員異

議なく認定することと決定いたしました。 

以上、特別委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で、決算特別委員長の報告は終わりました。 

ただいま委員長の報告について、質疑ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第１４３号平成１７年度玉名市一般会計歳入歳出決算

から議第１５５号平成１７年度玉名市下水道事業会計決算についてまでの決算議案１３

件については、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、日程の追加についてお諮りいたします。ただいま議題となっております議第１

９２号人権擁護委員候補者の推薦についてから議第１９４号人権擁護委員候補者の推薦

についてまでの人事案件３件については、議事の都合により、これを先議し、あわせて

委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、日程追加として、議第１９２号

人権擁護委員候補者の推薦についてから議第１９４号人権擁護委員候補者の推薦につい

てまでの人事案件３件については、これを先議し、あわせて委員会付託を省略すること

に決定いたしました。 

 議第１９２号人権擁護委員候補者の推薦について、議第１９３号人権擁護委員候補者

の推薦について、議第１９４号人権擁護委員候補者の推薦については、質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 

討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。 

これより採決に入ります。議第１９２号人権擁護委員候補者の推薦については、原

案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、議第１９２号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

議第１９３号人権擁護委員候補者の推薦については、原案に同意することに御異議

ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、議第１９３号については、原案に

同意することに決定いたしました。 

議第１９４号人権擁護委員候補者の推薦については、原案に同意することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、議第１９４号については、原案

に同意することに決定いたしました。 

○議長（松田憲明君） 以上、本日の日程は終了いたしました。 

明９日から１３日までは休会とし、１４日は定刻より会議を開き、一般質問を行な

います。一般質問を希望しておられる方は、質問の要旨を具体的に記載し、１１日の正

午までに事務局に届けてください。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時２４分 散会 



第 ２ 号

１２ 月 １４ 日（木）
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平成１８年第５回玉名市議会定例会会議録（第２号） 

 議事日程（第２号） 
平成１８年１２月１４日（木曜日）午前１０時開議 

日程第１ 一般質問 
１ ６番 前 田 議 員 
２ ５番 横 手 議 員 
３ ７番 近 松 議 員 
４ ２３番 吉 田 議 員 
５ ９番 福 嶋 議 員 
６ １４番  村 議 員 
７ １番 萩 原 議 員 
８ １３番 内 田 議 員

        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
 本日の会議に付した事件 
日程第１ 一般質問 
１ ６番 前 田 議 員 

１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 
 
 
３ 

福祉と市民サービスについて 
（１） 国保税２割軽減について 
（２） 老人保健での自己負担割合について 
（３） 障害者認定控除証明書の発行について 
（４） 国保資格証明書について 
（５） 後期高齢者医療制度について 
（６） 多重債務者の相談及び救済窓口設置について 
（７） 平成１９年度住民税申告会場の配置について 
（８） 住宅リフォーム助成制度について 
入札について 
（１） 小規模工事等について 
（２） 菊池川堤防の除草工事について 
今後の総合支所の機能について 

２ ５番 横 手 議 員 
１ 
２ 
３ 

農業問題について 
境川堤防改修について 
教育問題について 
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３ ７番 近 松 議 員 
１ 
 
 
２ 
 
 
３ 

高齢者が安心して暮らせるまちづくりについて 
（１） 高齢者の実態の把握と生活支援ハウスの活用について 
（２） 有料老人ホーム等の実態とケアプランについて 
安心して子どもを産み育てられるまちづくりについて 
（１） 多子世帯子育て支援について 
（２） 地域子育て支援センター事業について 
活力あふれる玉名市づくりについて 
（１） 総合支所方式における問題点について 
（２） 協働社会の実現に向けての市の姿勢について 

４ ２３番 吉 田 議 員 
１ 
 
 
 
２ 

教育問題について 
（１） 必修科目の未履修高問題と中学校の実態について 
（２） いじめ問題と各校の取り組みについて 
（３） 教育委員会について 
仮称「はぜ並木水辺公園」と周辺環境整備について 

５ ９番 福 嶋 議 員 
１ 
 
２ 
３ 

県営赤仁田地区畑地帯総合整備事業の進捗状況と今後、他地区への導入

の考えについて 
公立幼稚園及び保育所の現状と今後の方針について 
第１次玉名市総合計画の特徴について 

６ １４番  村 議 員 
１ 
 
 
 
２ 
 

定住促進対策について 
（１） 定住者受け入れのための対策について 
（２） 宅地造成及び整備について 
（３） 人口増計画への対策について 
通学路の整備について 
（１）通学路の安全対策について 

７ １番 萩 原 議 員 
１ 
２ 
災害復旧工事の進みぐあいと今後の計画について 
二級河川境川の河床にあるコンクリートについて 
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８ １３番 内 田 議 員 
１ 合併に伴う職員給与の取り扱いと人事評価・人材育成について 
（１） 合併時の１市３町のラスパイレス指数と職員の平均年齢・平均

給料について 
（２） 合併協議会における職員給与の取り扱いについて 
（３） 在職者調整に伴う人件費増と１／３採用における削減額につい

て 
（４） 人事評価制度について 
（５） 人材育成について 

        散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
出席議員（３０名） 
 １番  萩 原 雄 治 君  ２番  中 尾 嘉 男 君 
 ３番  宮 田 知 美 君  ４番  北 本 節 代 さん  

 ５番  横 手 良 弘 君  ６番  前 田 正 治 君  

 ７番  近 松 恵美子 さん  ８番  作 本 幸 男 君  

 ９番  福 嶋 譲 治 君  １０番  竹 下 幸 治 君  

 １１番  青 木   壽  君  １２番  森 川 和 博 君  

 １３番  内 田 靖 信 君  １４番  髙 村 四 郎 君  

 １５番  大 﨑   勇 君  １６番  松 本 重 美 君  

 １７番  江 田 計 司 君  １８番  多田隈 保 宏 君  

 １９番  永 野 忠 弘 君  ２０番  林 野   彰 君  

 ２１番  髙 木 重 之 君  ２２番  本 山 重 信 君  

 ２３番  吉 田 喜 德 君  ２４番  田 島 八 起 君  

 ２５番  田 畑 久 吉 君  ２６番  小屋野 幸 隆 君 
 ２７番  堀 本   泉 君  ２８番  松 田 憲 明 君  

 ２９番  杉 村 勝 吉 君  ３０番  中 川 潤 一 君  

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
欠席議員（なし） 

      

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
事務局職員出席者 

事 務 局 長  松 岡 誠 也 君  事務局次長   梶 山 孝 二 君 
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次 長 補 佐  中 山 富 雄 君  書    記   和 田 耕 一 君 

書 記  松 尾 和 俊 君     

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
説明のため出席した者 

市    長  島 津 勇 典  君  助 役  髙 本 信 治 君 

総 務 部 長  村 田 隆 夫  君  
企 画 財 政 部 長 兼 
玉 名 総 合 支 所 長 兼 
玉名自治区事務所長 

 牧 野 吉 秀 君

市 民 部 長  田 上 敏 秋 君  福 祉 部 長  元 田 充 洋 君 

産業経済部長  谷 口   強 君  建 設 部 長  取 本 一 則 君 

地域自治区 
調整総室長  井 上   了 君  出 納 局 長  徳 井 秀 憲  君 

岱明総合支所長兼 
岱明自治区事務所長  前 田 繁 廣 君  

横島総合支所長兼 
横島自治区事務所長  田 上   均 君

天水総合支所長兼 
天水自治区事務所長  望 月 一 晴 君  企 業 局 長  中 原 早 人  君 

教育委員長  坂 本 清 一 君  教 育 長  菊 川 茂 男  君 

教 育 次 長  杉 本 末 敏  君  監 査 委 員  髙 村 捷 秋  君 
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午前１０時０２分 開議 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（松田憲明君） ただいまから本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（松田憲明君） 日程に従い、一般質問を行ないます。質問は通告の順序によっ

て許すことといたします。 

 ６番議員 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） おはようございます。日本共産党の前田正治です。通告に沿い

まして、一般質問を行ないます。合併をしましてから１年間が過ぎました。この合併は

果たして市民の皆さんにとりまして、よかったのか悪かったのか、今年に開催された校

区懇談会では施設利用や補助金、市民サービスなどさまざまな要望や意見が出されてお

りました。合併によって今まで行なわれていたことが、後退することに対する不満であ

ります。一歩後退、二歩前進という言葉もありますが、合併してよかったか悪かった

か、結論を出すには私はまだ早いかなあ、こういうふうに思っております。しかしここ

で確認しておきたいことがあります。それは合併を協議するに当たり、当時の総務省が

作成しました合併協運営マニュアルであります。その中の第３章市町村合併は誰のため

か、という項目の中に市町村合併は誰のためかという問いに対する答えは、自明のこと

であり、住民のための市町村合併ということにほかなりません。住民のための住民によ

る住民の合併こそが今回の平成の合併の理念であり、目的です。合併は国のためにやる

ものでもなく、また国が無理やりさせるものでもありません。住民の利益、納税者の利

益のために行なうものであります。云々。こういうふうに書かれております。合併して

よかったか悪かったか、まだ答えは出ておりませんが、市長や我々議会、議員に求めら

れることは合併してよかったと市民の皆さんが感じるような玉名市をこれから作ってい

くことだ、こういうふうに思うわけです。 

そこで通告に沿って質問に入りますが、質問の第１番目①国保税２割軽減について

であります。国民健康保険税は所得に応じて７割、５割、２割の３段階で税を軽減する

制度になっています。７割、５割軽減につきましては住民税の申告あるいは確定申告

後、市役所が自動的に軽減するようになっていますが、２割軽減につきましては市民の

納税者の申請が必要となります。１８年度における２割軽減の対象者とその実施状況は

どうなっているでしょうか。 

②老人保健でかかっておられる人と７０歳以上の人が支払う医療費が今年の１０月

からまた引き上げられました。現役並み所得者と判定されれば、３割負担になります。
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しかしその世帯の状況によりましては、１割の負担になるということですが、そのよう

な対応は担当課におきましてどうされているのか。 

③障害者控除認定書の発行についてであります。この認定書は確定申告の際に障害

者手帳を取得していなくても、市長あるいは福祉事務所長が障害者に準じる者として認

定した証明書により、障害者控除が適用されるものでありまして、特に介護認定を受け

ておられる人にとりましては所得控除が大きくなるわけであります。玉名市における認

定書の発行状況とこの制度の周知については、どのようにされているか。 

④国民健康保険における国保資格証明書についてであります。国保資格証明書は通

常の保険証と違いまして、病院の窓口で医療費の１０割負担をして後で７割が戻ってく

る、こういうものです。ですから資格証明書をもらった人は病院に行きたくても足が遠

のく、こういう状態が発生いたします。リストラなどによる収入減で、税金の滞納が増

え、資格証明書の発行が増加している、こういうテレビ報道もあっております。玉名市

における資格証明書の発行数と発行にあたり、どういった点に注意をされているかお尋

ねをいたします。 

⑤後期高齢者医療制度についてであります。後期高齢者医療制度は７５歳以上の高

齢者、つまり後期高齢者を現在加入している国民健康保険やあるいは組合健保などか

ら、後期高齢者を被保険者とする独立した医療保険制度であります。平成２０年４月か

らスタートしますが、その準備段階として今度の議会にも広域連合設置議案が提案され

ています。この制度は後期高齢者の医療給付費が増えれば、後期高齢者が支払う保険料

の値上げにつながるという問題や保険料の徴収が介護保険と同じように年金から天引き

される、こういう問題がありまして、高齢者の暮らしと健康に大きな影響をもたらすこ

とが心配されます。玉名市におけるこの制度の対象者は何人いるのか、また保険料の月

額、これは一体いくらぐらいになるのか、保険料を軽減する減免の規定はどうなってい

るか、さらに保険料を滞納した場合、どういった対応がなされるのか。 

次に⑥番、多重債務者の相談及び救済の窓口設置についてであります。国会では昨

日貸金業改正法が成立しました。上限金利を最高２０％を限度として、いわゆるグレー

ゾーン金利を廃止いたしました。今日サラ金利用者は全国で約１,６００万人、その中

で約２００万人が多重債務に陥っていると言われております。バブル崩壊後の長引く不

況によるリストラや収入減と金融機関の貸し渋りなどによりまして、貸してくれる所は

サラ金しかないという社会になり、生きるためにあるいは子どもを育てるために仕方な

く高金利の貸し金に手を出さざるを得なかったという人がたくさんおります。多重債務

者の大半は社会状況や経済状況が悪くなったために生まれた被害者といっても言い過ぎ

ではありません。そして多重債務に陥ると当然税金の滞納にもつながってきます。平成

１６年度の不納欠損処分の理由を見てみますと、市民税の５０％、国保税の６６％が低
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収入または長期病気療養中で財産なし、納税余力なしと判断されております。一たん多

重債務に陥りますと厳しい取り立てを恐れて、収入の大半を返済に充て、将来の展望も

見失っていく、自力で解決することが非常に難しくなるそうであります。また多重債務

者の多くは、借金生活から早く抜け出したいと思っておられますが、弁護士に相談する

にも費用が心配、結局相談して解決する当てもないままずるずると借金を膨らませるこ

とになるということです。税務課におきましては、納税相談が常時取り組まれておりま

すが、滞納を克服する上でも多重債務を解決することはこれは玉名市にとりましてメリ

ットは非常に大きいと思います。多重債務者の相談及び救済の窓口を設置することにつ

いて、執行部の見解をお聞きします。 

⑦番、平成１９年度の住民税申告会場の配置についてであります。１８年度の会場

につきましては、それまでから大幅に会場が限定されて不便になった、遠くなった、こ

ういう市民の声がありました。先だっての議会でそういったことを私申し上げまして、

改善を申し入れたところでありますが、平成１９年度の会場につきまして市民の声がど

のように生かされているか、会場数は１８年度より多くなるのかどうか、お尋ねいたし

ます。 

次に⑧番、住宅リフォーム助成制度についてであります。市長は新幹線開通に伴い

まして、人の定住化を打ち出しておられます。人が住み、人口が増えていき、いきいき

と生活する、このことが町の活性化につながる一つであることは間違いありません。住

宅リフォーム助成制度は現在全国１９都道府県の７３の自治体で実施をされ、新潟では

県が単費事業として取り組んでおります。一般住宅のリフォームを行なう際に市内の業

者に依頼すれば、助成をするというもので金額は約１０万円前後がほとんどでありま

す。そしてその補助も市内の商店街で使用できる商品券で補助するという自治体もあり

まして、住宅リフォーム助成制度は地域経済への波及効果が大きいと評価をされており

ます。九州内では宮崎県の日南市、日向市、小林市など６つの自治体で実施されており

ます。ぜひ玉名市でもこの制度の導入に向けて検討されてはいかがでしょうか。執行部

の御意見をお伺いいたします。 

○議長（松田憲明君） 市民部長 田上敏秋君。 

［市民部長 田上敏秋君 登壇］ 

○市民部長（田上敏秋君） おはようございます。前田議員の福祉と市民サービスにつ

いて８項目にわたって御質問がありましたけども、市民部関係の質問に対して１項目か

ら５項目についてお答えいたします。まず最初に国保税２割軽減についてでございます

けれども、平成１８年度の２割軽減の世帯対象者は１,５２４世帯で内申請件数が１,４

０９件でございます。申請割合は９２.５％ということになっております。この事務的

な手続といたしましては、税務課において世帯の対象世帯につきまして、軽減申請の案
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内はがきを発送し、未請者等につきましては再度案内を発送をしているところでござい

ます。 

次に、老人保健での自己負担割合の中で申請により１割になるための対応はどうし

ているかということについて、お答えいたします。現役並み所得者の判定を受けまして

も収入額が基準額を下回る方は申請することにより１割負担、または経過措置対象者に

なることができます。申請には収入額を証明できる書類を添付することが必要ですが、

公簿等により確認できるものは省略することができるとなっております。本市におきま

しては基準収入額適用申請については、広報等で周知を図るとともに毎年７月の定期判

定時にはあらかじめ公簿等により確認をし、申請の対象となる可能性のある方に対して

お知らせと基準収入額適用申請書を送付し、申請の勧奨を行なっております。申請期限

を過ぎても申請されない方に対しましては、電話や書面等において再度申請の勧奨を行

なっております。今年度定期判定では対象者９９人全員が申請をされておられます。ま

た毎月の世帯異動に伴い基準収入額適用申請の対象となられた方についても再度その都

度電話や書面等で申請の勧奨を行なっております。 

次に障害者認定控除証明書の発行についてお答えいたします。老齢者の所得税・地

方税法上の障害者控除対象者の認定につきましては、本年３月に玉名市障害者控除対象

者、判定のための基準を作成し、整備したところでございます。今年の確定申告時、市

民からの電話等での問い合わせが数件ございましたが、実際には２件の方の申し出があ

っております。しかしいずれの方も本年認定証の交付には至っておりません。また本制

度については今後来年２月からの確定申告時期に合わせまして、広報等で住民にはお知

らせをしたいというふうに考えております。 

４番目に国保資格証明書についての御質問にお答えいたします。発行件数でござい

ますけども、一応１４年度から申し上げますと平成１４年度が１９１件、平成１５年度

が２３５件、平成１６年度が２５９件、平成１７年度が２５５件、平成１８年度が２８

４件でございます。国保資格者証の発行に当たっての留意点につきましては、国民健康

保険の被保険者の負担の公平を図る観点から、特別な事情がない場合に１年以上保険税

を滞納している世帯主の方につきましては、あらかじめ書面で通知の上、被保険者証の

返還を求め、これに代えて被保険者資格証明書を交付をいたしております。また特別な

事情がある方については除外措置が定められております。 

５番目に後期高齢者医療制度についてお答えいたします。まず対象者数と保険料の

月額についてでございますけども、玉名市の後期高齢者数は約１万５００人ぐらいと見

込んでおります。保険料につきましては、国の方から具体的な算定基準が示されておら

ず、まだ算定の基礎となる詳細なデータ等もないため、具体的な額につきましては今後

広域連合の方で決定をされます。 
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次に保険料の減免規定についてですが、低所得者については世帯の所得水準に応じ

て保険料の軽減がされることになっております。また今まで保険料を負担されなかった

被用者保険の被扶養者の方も保険料を負担されることになりますので、後期高齢者医療

制度に加入された時から２年間保険料が５割軽減になります。滞納者の取り扱いにつき

ましては、保険料を滞納された場合には国保同様、短期者証が発行され、また滞納発生

後１年を経過した滞納者の方については被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付す

ることになっております。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 産業経済部長 谷口 強君。 

［産業経済部長 谷口 強君 登壇］ 

○産業経済部長（谷口 強君） 前田議員の多重債務者の相談及び救済窓口設置につい

ての御質問にお答えをいたします。景気好転の兆しが見えてはいるものの、長引いた不

況を反映してか、生活苦へと陥った多重債務者が年々増加し、熊本県におきましても多

重債務者を含むサラ金、クレジット関連の相談が平成１７年度において１,９１４件、

熊本県消費生活センターに寄せられております。本市におきましても市民の方々に対し

ての消費者保護の観点から消費生活相談窓口を商工観光課に設置いたしております。多

重債務者の相談に限らず、商品購入などによるトラブルなど消費相談の全般において随

時相談をお受けいたしております。相談件数につきましても本年も含め、過去３年間で

の件数は６０件でありました。内最も多いものは架空請求の２３件、訪問販売による高

価な物品購入に伴うクーリングオフの相談の９件が主なものであります。多重債務につ

いての相談は１件あっております。相談内容につきましては特に慎重に対応しておりま

すが、専門的な知識を必要とする時、また問題が複雑化しているときは熊本県消費生活

センター、弁護士会等とも連携をとりながら対処をいたしているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 総務部長 村田隆夫君。 

［総務部長 村田隆夫君 登壇］ 

○総務部長（村田隆夫君） 前田議員の平成１９年度住民税申告会場の配置について、

会場の増設の検討、改善はなされているのかという御質問にお答えをいたします。御承

知のとおり合併後の平成１８年度は効率的で適正な事務処理ができるよう光ファイバー

を設置し、市内５カ所で申告を実施したところでございます。その後、今年の申告状況

等を踏まえ、数箇所の申告会場の増設を含め、検討いたしましたが設備や駐車場が整っ

た公共的会場が見つからず、平成１９年度は前年度同様玉名市民会館、桃田運動公園総

合体育館、岱明町公民館、横島総合支所、天水町公民館の５カ所で実施したいと考えて

おります。ただ大浜校区につきましては今年の桃田運動公園総合体育館より横島総合支
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所が近く利便性を考慮し、横島総合支所への会場変更を計画しているところでございま

す。さらに市民の皆様には申告期間中、どこの会場でも受付ができますので、日程とと

もに広報たまなで周知いたします。また、申告受付に要する時間につきましても申告者

を待たせないように事前に十分職員の操作研修や申告受付研修等をして時間短縮に努め

たいと思います。なお、非課税、年金者のみの方や６５歳以上の年金受給者で年金額が

１４８万円以下の方には事前に簡易申告書や申告不要のはがきを送付し、該当される方

には申告会場に来られなくてもいいようにいたしております。従来からいたしますと申

告会場が遠くなり、市民の皆様には不便をおかけすることもありますが、申告がスムー

ズにそして気持ちよくできますよう、職員一同努めてまいりたいと思っておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（松田憲明君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 前田議員の定住化に向けた政策として住宅リフォーム助成

制度についての御質問にお答えいたします。住宅リフォーム助成制度につきましては、

他県の自治体におかれて、個人の住宅をリフォームする際に地場産材の活用あるいは地

元の建設業に発注するなどの一定の要件や限度額を定めて、リフォーム費用の１割程度

の助成を行なっているところもあり、この助成によって経済的波及効果もあっているそ

うでございます。しかし、現在のところ熊本県内におきましては県を初め県内の市町村

でもそのような助成制度を行なっている自治体はございませんし、一般的に見て個人的

に受益をこうむるものに対しては、原則的に受益者負担と考えられ、市民の税金である

補助金を支出して果たして市民の理解が得られるかは疑問でございますので、今のとこ

ろは考えておりません。しかしながら今後の社会情勢や経済情勢等あるいは県内市町村

の動向を見極めながら調査を行ない研究してまいりたいと考えております。 

○議長（松田憲明君） ６番議員 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） 再質問します。①番の国保税２割軽減について対象者が１,５２

４世帯ということで、そのうち申請されたのが１,４０９世帯、計算すると１１５世帯

ぐらいが申請されなかったのか、あるいは連絡も取れんだったのか、よく定かでありま

せんが、この２割軽減につきましては確かこれは広報でも知らせがありましたが、申請

の受付というか、その期限も切ってあったかというふうに思います。それで案内のはが

きをやって、それぞれ努力されているようですが、文書で通知をして返事がない人への

対応、また期限もありますのでその素早い対応が求められると思います。申請すること

によって初めてその益を受けられるわけですから、そこら辺も知らなかったというよう

なことがないようにですね、ぜひ努力をしてもらいたいというふうに思うわけです。 
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②番の老人医療費１割負担については、対象者今のところ全員の人が申請をされて

その受益というか利益を受けられているということでありますので、これも知らずに３

割払っておったというようなことがないようにですね、ぜひ努力をお願いしたい。 

③番の障害者控除認定書の発行についてでありますが、現在は発行していないとい

うことでありまして、この制度の周知は今後広報等で知らせると、この控除認定書につ

きましては、これもまた申請して認定されればそこで初めて所得控除が受けられるとい

う制度でありまして、申請そのものがなければこれもまた生きてきません。私は行政に

はいろいろ自動的になるものと申請して初めてなるものというものがありますが、いわ

ゆる申請主義の担保は何かと考えれば、それはやはり周知徹底することだと思っており

ます。この件につきまして、これから広報で知らせるということでありましたが、広報

で知らせることと合わせて、要介護の認定者には介護保険の認定者には、こんな制度が

ありますという通知を、先だって熊本市がそういう通知をしたというのが報道されてお

りましたが、対象者と思われる人に通知をするというこういうことがやはり障害者控除

認定書の発行につきましても、住民サービスの点からこれは必要なことだと思います。

通知をすることについて見解をお聞きします。 

④番の国保資格証明書の発行についてでありますが、私が調べてもらいました資料

によりますと、資格証明書発行世帯の４２.６％が年間所得、年間の所得が１３３万円

未満の世帯でありまして、こういうところは恐らく生活費にも苦労されているのではな

いかと思うわけです。その資料の中には無申告が３６.６％含まれておりますが、大方

が所得２３０万円未満の世帯の方が資格証明書をもらっているわけであります。払いた

くても税金を払えないというそれがこういうところの実態ではないかと思うわけです。

そういうところに資格証明書のことをしっかり出かけていくなり、市役所の方に来てい

ただくなりして説明、理解を求めれば、納税についての合意もとれるのではないか、そ

ういうふうに思うわけです。そうすれば資格証明書の発行は極力抑えることができるの

ではと思っております。悪質な滞納者ならともかく資格証明書発行につきまして、先ほ

ど答弁ありました特別な事情が十分考慮されているのかどうか、その辺を再度お尋ねし

ます。税金の滞納があれば、これは誰しも市役所の敷居が高くて相談に来るのもちゅう

ちょする、当たり前ではないでしょうか。資格証明書発行世帯は市役所の中で把握をさ

れておりますので、年に数回病気をしておりませんか、困っておりませんかというそう

いう声かけもですね、役所の側からする必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

⑤番の後期高齢者医療につきまして、保険料はまだ決まっていないということであ

りますが、これに関して国が示した資料によりますと年間平均７万何がしで、当初軽減

処置が激変緩和の処置があるから、年間６万円ぐらいを示してあるようなちょっと資料

も私見てきました。勉強しました。具体的実際的には今後、広域連合の中で決まってい
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くものと思いますが、後期高齢者医療制度につきまして、保険料は家族に扶養されてい

る人も含めて、いわゆる全部の老人の方の年金から天引きするなど、これはもってのほ

かでありまして、介護保険料と合わせての天引きは生活費をますます切り詰めることを

強要するものである、こういうふうに思うわけです。さらに保険料が滞納になると病院

の窓口での１０割負担の資格証明書を発行するなど、高齢者いじめの何ものでもありま

せん。大体国保では、国民健康保険では老人医療を受ける人に対しては資格証明書を発

行していなかったわけであります。ですから老人福祉に対する大幅な後退と言わざるを

得ません。この件につきまして再質問の１点目にこの制度が高齢者の受診抑制につなが

らないかどうか、高齢者の健康対策としてどういったことを今後検討、強化されていく

のか。２点目、後期高齢者医療制度の実施主体が熊本県下一つの広域連合になることに

よりまして、玉名市民の声が果たしてどこまで実施主体である広域連合に届くのか、心

配であります。広域連合の議員は熊本県下全域で３２名ということでありますので、玉

名市から議員が選出されるという保障もありません。市民の声を反映させるための対策

はあるのかどうか、お尋ねします。 

次に⑥番の多重債務者の相談及び救済についてであります。何らかの相談多重債務

者も含めて、消費問題やいろんな悪徳商法についての問題など、そういった相談窓口を

設けておられるということでありますが、この多重債務者のことで私質問するに当たっ

て、弁護士さんにも話を聞いたわけでありますが、弁護士さんによりますと大体５年以

上返済を続けている人は法定金利で計算すれば払いすぎている可能性が大きいというこ

とであります。先ほど国保税滞納で資格証明書が発行されて、病気治療をためらう心配

があることを言いましたが、多重債務の解決でサラ金地獄から解放され、過払い金が借

主に返還されて、滞納も解決すると、そして自治体の財政改善にも役立つ。こういう例

も実際、鹿児島県の奄美市ではあっておりまして、ここでは多重債務者の救済は行政の

役割として取り組みがしっかりなされております。行政が弁護士や司法書士と連携を取

り、多重債務者の債務整理に当たっているそうであります。昨年３月から１年３カ月で

回収した過払い金が約２億円、借金が消滅した上、相談者の手元に相当の金が戻り、こ

れがその地域で消費をされ、あるいは滞納の税金として支払われたそうであります。多

重債務対策は自治体の財政改善、地域経済の活性化にも貢献するものであると、私確信

をするところであります。市民サービスをさらに向上させる上からも多重債務者の相談

及び救済に行政の真剣な取り組みを求めるものでありますが、再度見解をお尋ねいたし

ます。 

⑦番の平成１９年度の住民税申告会場につきましては、検討した結果残念ながら昨

年と同じ会場にならざるを得んだったということでありますが、やっぱし広報でどこど

こ地域の人は、例えば桃田運動公園とかあるいは市役所とか表で入れてありますと、や
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っぱりおかしなもので、どこでも申告はできますよということになっておってもやっぱ

そこに行かんと気が済まんというか、心配するというかそういうのがありまして、これ

から合併後の課題の一つかもしれませんが、いわゆる全市一体感を醸成するというか

な、そういう上からもこのこと一つとっても、大事なことだと思いますので、不便には

なったけど近かところならどこでもよかっですよということばですね、大きく打ち出し

て広報されるということを要望いたしておきます。 

⑧番の住宅リフォーム助成制度についてですね、個人の利益に関するようなことで

市民の理解が得られるかどうか、疑問であるというそういう旨の答弁もありましたが、

この制度は地域活性化のために役立つということで全国７３の自治体でも今取り組まれ

ているわけです。そしてですね、全国のあちこちで地域を活性化するためのさまざまな

工夫がなされておりまして、玉名でもハロースタンプや子どもの応援券などが取り組ま

れていることは、もう知られております。合併をしない町宣言をしました福島県の矢祭

町では商店街のスタンプ券を集めて、それで税金を支払うということができる、こうい

う制度も作っているそうです。また違うところでは敬老祝金や報酬、職員退職金の一部

を市内の商店街の商品券で支給する制度を作って活性化に役立てているというところも

あるそうです。経済活性化、地域経済活性化のさまざまな取り組みがなされておりま

す。玉名でもですね、ぜひ地域経済を活性化すると、そういう観点から住宅リフォーム

助成制度につきまして今後検討、研究されますことを強く要望いたします。 

再質問についていくつかお答をいただきます。 

○議長（松田憲明君） 市民部長 田上敏秋君。 

［市民部長 田上敏秋君 登壇］ 

○市民部長（田上敏秋君） 前田議員の再質問にお答えいたします。まず国保税２割軽

減について、また老人保健での１割対象者に対する催告でございますけれども、この件

につきましては、先ほど御答弁をいたしましたとおり再度未申告者につきましては、は

がき等ではがきなり電話等でこういう制度があるというようなことを、周知をしている

ところでございますので、この件につきましては御理解をしていただきたいというふう

に思います。障害者認定控除証明書に関してでございますけども、この対象者につきま

しても通知をしたらどうかと、熊本市当たりはやっているのではないかというような御

質問でございますけども、議員も御承知のとおり介護保険法上の認定と介護度の認定と

障害者手帳、障害者としての認定というのが、認定の基準というのが違うわけでござい

ます。そういうことでただ単に介護度がもっているから、それを即、障害者控除として

の認定をするということにつきましては、大変事務的にも困難が発生するのではないか

なあというような気もいたしまして、先ほど御答弁をいたしましたとおり本市におきま

しては、寝たきり者を対象とした認定の基準を設けているところでございまして、これ
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につきましてもそういう申請に基づいて、認定書の交付を行なうというようなことにい

たしているところでございます。事実熊本市におきまして、そういう通知をいたしたと

ころ、これにつきましても相当混乱があっているというようなこともお聞きいたしてお

ります。そういうことでこの控除証明書の交付につきましては十分検討していかなけれ

ばならない問題だろうというふうに考えております。 

次に国保資格者証の交付じゃなくて、後期高齢者医療制度、それは国保資格者証の

証明につきましても同じでございますけども、老人に対する健康対策はどのようなこと

を考えているかというような御質問でございますけども、これにつきましては高齢介護

課の方でいきいき活動支援なり介護予防事業等実施をしているところでございますけれ

ども、高齢者が身近なところでこういう健康運動ができるようにそういうような事業を

さらに充実して、健康対策について努めていきたいというふうに考えております。それ

と後期高齢者医療の保険料に伴う保険料の負担が多くなるのではないかというようなこ

とで、これが広域連合の方で保険料の決定等されるわけでございますけども、市民の声

がどこまで届くかというような御質問でございますけども、これにつきましては議員も

御承知のとおり広域連合の議会というのがございまして、これには当然市の方からも議

員の皆さんからも一応出てもらうのではないかなあというふうに考えております。市議

会の方から県下８人が議会の方に議員として出てもらうということになっております

し、また市長の方も県下８人が出てもらうということで、当然あの広域連合の方に市の

方からも出ていただくということで、認識をいたしておりますのでそういう議会あたり

を通して市民の声を強く反映させていきたいというふうに考えております。この件につ

きましては、議員の皆様方もよろしく御理解なり御支援をお願いをいたしたいというふ

うに思います。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 産業経済部長 谷口 強君。 

［産業経済部長 谷口 強君 登壇］ 

○産業経済部長（谷口 強君） 前田議員の多重債務者についての再質問にお答えいた

します。先ほども御答弁申し上げましたように玉名市では過去３年間で多重債務者の御

相談が１件あっているところでございます。玉名警察署生活安全課でも調査をされてお

りまして、平成１６年が５２４件それから平成１７年が１６８件、平成１７年が減って

おりますけども、これは振り込め詐欺も含むというような調査結果でございますけど

も、先ほど議員御案内ありましたように弁護士の方の話によると５年間返済をし続ける

と、払い過ぎている人が多いというようなことでございましたが、今後一人でも相談に

おいでいただくようにせっかく市でも商工観光課の方に相談窓口を設けておりますの

で、今後多重債務者の救済につながるように広報等でも解説のＰＲをしていきたいと思
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っております。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） ６番、前田議員。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） 次に、入札についてというところにいきます。①小規模工事と

契約事業についてであります。この制度は玉名市が発注する小規模な工事または修繕に

ついて、金額は３０万円未満の工事などで、いわゆる指名願いを提出していない市内業

者に対して公共工事の受注の機会を与えることにより、事業者の経営の安定と市内経済

の活性化を図ることを目的としています。中小業者には大変歓迎される制度でありま

す。そこで現在、小規模工事等契約事業者登録者は何名いるのか、また昨年度実績で玉

名市発注の３０万円未満の工事発注は何件あって、その内小規模工事等で発注したのは

何件あるのかお聞きいたします。 

２番目、菊池川堤防の除草工事についてであります。広報たまなに入札の結果が公

開されるようになりまして、多くの市民が関心を持っております。私もその中の１人で

あります。菊池川堤防の草切りは年に２回ほどされておりまして、昨年はその入札結果

が公表されて、昨年はその入札結果が公表されておったようですが、今年は草切りは終

了しているにもかかわらず、入札結果が公表されていなかったように思います。工事は

完了していますので、どこの業者が工事をした、どこかの業者が工事をしたはずであり

ます。どのような手続でどこが請け負ったのか、また予定価格、契約額、落札率は何パ

ーセントだったのかお尋ねいたします。 

次に、今後の総合支所の機能についてであります。合併をして市役所が旧玉名市の

役所１カ所になってしまうと、住民サービスの低下につながるということもありまし

て、総合支所として天水、横島、岱明の役所がそれぞれ現在機能をしております。先に

策定されました玉名市集中改革プランでは、職員の数を退職者の３分の１しか新規で採

用しない方針を打ち出して、平成１７年１０月３日合併時と比べて、平成２２年４月１

日には９１人削減する計画になっています。３人辞めて１人のみ採用でありますので、

単純に考えると３人の仕事を１人で賄うということになります。平成１１年から平成１

６年までの職員数の増減は旧玉名が６年間で２１人減、旧岱明が１人減、旧横島が増減

なし、旧天水が７人減であります。合併して５年間で９１人減るということがこれは仕

事量に対して、果たしてどうなのか大変心配するところであります。今後仕事量が減る

見通しがあるならともかく、減るどころか地方分権がさらに進み、人が減って仕事は増

えると思うからであります。新庁舎の建設計画が日程にのぼり、場所の選定が進行中で

ありますが、役所の機能が本庁１カ所になってしまうと住民の顔が見えない役所になっ

てしまうのではないかという心配があります。横島は新築の総合支所、岱明もまだまだ
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十分使用できる建物、天水は若干古く感じますが、まだ立派に使える建物であります。

新庁舎建設についての討論会が市民会館であった際に、現在の総合支所をどう活用する

かも考えた方がよいというような発言をされていましたが、私は思わずそうだそうだと

拍手を送りました。今後の総合支所のあり方について執行部の見解をお聞きいたしま

す。 

○議長（松田憲明君） 企画財政部長 牧野吉秀君。 

［企画財政部長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画財政部長（牧野吉秀君） まずあの入札に関しましての小規模工事等についての

御質問にお答えいたします。玉名市小規模工事等契約業者登録につきましては、玉名市

が発注します３０万円未満の小規模な工事または修繕の契約につきまして、玉名市競争

入札参加資格者名簿に登録されていない市内業者に対しまして、公共工事の受注の機会

を与えることにより小規模事業者の経営の安定と市内経済の活性化を目的に平成１７年

４月から施行された制度でございます。登録することができます業種は建設業法で２８

業種のうち下水道に係ります工事を除く３業種まで登録できるようになっておりまし

て、現在８２の市内業者が登録をされております。小規模工事等の発注件数につきまし

ては、平成１７年度の実績で合計４３１件、２,０７８万５,０００円となっておりま

す。内訳につきましては、その内大半が修繕４３０件で２,０６０万８,０００円でござ

いまして、委託が１件１７万７,０００円でございます。３０万円未満の工事につきま

しては１件ありますが、これにつきましては水道指定店に発注しているところでござい

ます。 

次のお尋ねで今後の総合支所の機能についてということで、前田議員御質問の総合

支所の機能につきましてお答えいたします。現在の組織及び機構につきましては、合併

に際しまして旧１市３町で締結しました合併協定書にも示されております整備方針であ

ります合併の趣旨を踏まえ、合併の効果を最大限に生かすために住民サービスの維持・

向上に十分配慮しながら、できる限り統合一元化に努めるということを踏まえまして、

随時見直しを図っているところでございます。また旧３町におきます総合支所の現在の

事務分担につきましては、新市発足時の機能を維持しつつ、効率性あるいは事務量、職

員削減数等を勘案しまして、今年度は地域振興課と総務課を統合したところでございま

す。今後につきましては先ほど申し上げました、整備方針の下に従来行なわれていた行

政サービスに急激な変化をもたらさないよう留意しながら、組織の再編、統合や本庁へ

の機能及び事務の移管などによりまして、効率的な行政サービスの実現に努めてまいる

必要があると思います。なお、新庁舎建設に伴いまして行政全体の組織や機能、それと

あわせて岱明総合支所あるいは天水、横島等々の総合支所についてもお尋ねかと思いま

すけども、支所機能につきましてはやはり市民生活に密着したサービスというものは基
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本的に例えば証明書発行でございますとか、あるいは届出等の窓口業務を維持した形で

の検討を進めていく必要があろうかと思っております。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 前田議員の菊池川堤防の除草工事について答弁いたしま

す。菊池川堤防の除草工事は菊池川左岸と右岸に分けて発注をいたしております。今年

度左岸につきましては、株式会社熊野組に発注し、予定価格の１４４万８,０００円に

対し請負額１３６万５,０００円で９４.２６％の請負率でありました。また右岸につき

ましては株式会社中川組で予定価格２２４万６,０００円に対し請負額２１０万円で、

請負率は９３.４９％であります。いずれも国土交通省発注の除草工事にあわせ随意契

約にて発注したものであります。 

○議長（松田憲明君） ６番、前田議員。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） まず①番の小規模工事等契約事業について、登録者が８２事業

所おられるということで、こういう小規模の業者の人がですね、公共工事を指名願い出

していないところが公共工事を発注できる機会をつくって、これも活性化に役立てたい

という制度でありますので、これはちなみに全国で３３１の自治体で今実施をされてお

ります。どんどん広がっております。それで３０万円未満の工事がですね、この制度に

基づいてやっぱし小規模のところ登録した業者の方で優先して仕事ができる、発注する

ことができるということが、この制度を本当に生かすことにつながると思いますので、

今後徹底するように要望いたしておきます。 

再質問の菊池川堤防の除草工事についてでありますが、予定価格が１４４万円と２

２４万円だったと、それで２つとも右岸、左岸とも随意契約でやったということであり

ます。随意契約で工事をしたということでありますが、随意契約につきましては地方自

治法の定めがありまして、ひとつが売買貸借請負その他の契約で、その予定価格が別表

第５上欄に掲げる契約の種類に応じ、同表下欄に下の欄に定める額の範囲内において普

通公共団体の規則で定める額を超えないものとすると。で、玉名市はこの額を規則で定

めておりまして、どういうふうに定めているかというと、１点から６点までありまし

て、①工事または製造の請負で１３０万円。②が財産の買入れで８０万円。③物件の借

り入れ４０万円。④財産の売払い３０万円。⑤物件の貸付け３０万円。⑥今言いました

前の各号に掲げるもの以外が５０万円。じゃあその草刈りの工事が今言いました６つの

中のどれに当たるかということでありますが、予定価格が１００万円を超えていると、

金額的に随意契約が適正かどうか判断しますと除草は財務につきましてのいわゆるＱ＆
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Ａによりますと、これは役務費として取り扱うことが適当とされておりというふうに解

説がありますので、玉名市財務規則の随意契約の限度額に照らせば、項目から言えば⑥

に当たるのじゃないかと。しかし金額から言えば該当しない。随意契約する場合は、こ

れは５０万円の上限を定めてありますので、したがって予定価格が１４４万円と２２４

万円でありますので、これは競争入札になるわけで、したがいまして昨年はちなみに隋

契ではなく入札がなされたわけであります。菊池川堤防の除草は法に照らしても、玉名

市財務規則でも随意契約の用件にこれはどう見ても当てはまらないというふうに思うわ

けであります。再質問の１点目として何をもって随意契約でいけると判断をされたの

か。２つ目が随意契約によるメリット及び経費の削減効果が落札率も９４.２６と９３.

４９ということでありましたが、効果がどれほどあったのかどうか。３番目、先ほどお

っしゃいました請け負った企業は、これは玉名ではいわゆるトップクラスであると思い

ます。入札につきましては予定価格に応じて指名する企業のランクを設定してあると思

いますが、小規模な事業も大手に発注した場合は中小の業者は成り立たなくなっていき

ます。業者の健全育成を図る上からもまた市役所自ら決めたルールをしっかり守るとい

う上からも今回の随意契約につきましては、どうも納得がいきません。今後どういった

対応をされるのかお尋ねいたします。 

○議長（松田憲明君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 前田議員の再質問についてお答えいたします。菊池川堤防

の除草工事につきましては、市の堤防は管理、路肩から車道部分、路面を含めまして路

肩１メートルまでが玉名市の方で管理をいたしております。これが国土交通省が除草し

た後、残り部分の玉名市市道敷きの路肩より１メートルを市独自で業者選定し、契約を

今まで行なっておりましたが、国の除草が終わったあとも路肩１メートル部分が残り、

市民の皆様方よりなぜ路肩部分の刈り取りが、除草が行なわれてないのかというような

ことをよく御指摘をいただいておりました。このような状況を解消するためにも国土交

通省が行なう同一業者に国土交通省が契約いたしておりました同一業者に発注すること

により経費の節減及び工期の短縮が図れるため、随意契約で発注したものであります。

随意契約で行なうとどのくらいの経費が削減になるかということでございますけど、市

の単独で今までどおり行なっていたものからしますと、この随意契約にしますと約７％

程度の経費削減が図られております。別に単独で発注するものと随意契約で発注するも

のでは７％ぐらいの経費削減が行なわれております。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） ６番、前田議員。 

［６番 前田正治君 登壇］ 
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○６番（前田正治君） 今の件に関してでありますが、国土交通省が発注した工事金額

がいくらぐらいになって、どういった企業が受注するのが国土交通省が発注した工事に

ついては私存じ上げておりませんが、それでは今おっしゃったようなことからいけば、

これからずっと国土交通省がした業者にそのまま随契でさせるというふうに思ってもそ

れは仕方がないような答弁になっておっとったじゃないかなあと。なぜ随意契約するこ

とについては、これこれしかじかのルールが決めてあるのか、それに基づいてなぜほん

なら玉名市もきちんと決めているのか、その辺ばしっかりやっぱ守っていかんとでけん

っていうふうに私は思うわけです。自ら決めたルールをやっぱ逸脱するようなことはで

すね、これはやっぱしちゃでけんとじゃないかなあというふうに思いますが、このこと

について再度何かあるなら御答弁いただきたいということと、最後に私の一般質問の最

後に申し述べますが、先だって９月の議会で天水老人憩の家に関して私質問しまして、

先月天水の担当課の皆さんともども事実の確認をしましたところ、問題のパイプは実際

に道路に埋まっておりましたが、既に切断をされておりまして、中からはいわゆる残っ

た水というかそういうものが流れ出て来たということを確認いたしました。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 以上で、前田正治君の質問は終わりました。 

議事の都合により暫時休憩いたします。 

午前１１時１５分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時２７分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ５番議員 横手良弘君。 

［５番 横手良弘君 登壇］ 

○５番（横手良弘君） おはようございます。市民クラブの横手でございます。今回私

は３項目についての質問を準備しておりますので、執行部の皆様方の明確な答弁の方を

よろしくお願いいたします。 

それではまず、通告に従いまして質問を始めたいと思います。まず最初に農業問題

についてでありますが、我が玉名市は人口の約２割が農業人口でありますし、それに兼

業農家を加えますとかなりの人が１次産業である農業とは切っても切り離せない関係に

あるかと思われます。近年は機械化が進み、肉体的には随分楽になったものの常に自然

災害との闘いであり、本年も梅雨時の大雨に始まり９月１７日に九州地方を襲った台風

１３号により農作物全般に甚大なる被害をもたらしました。特に我が玉名市における稲

作の被害は、当初はあまり目立たなかったものの、いざ刈り取ってみると思った収量の

７割程度しかなく、農家の皆さんもがっくり肩を落としたものでした。そこで本年の３
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月議会でも質問した担い手対策でありますが、本年度より農政改革の３本柱であります

品目横断的経営安定対策、米政策改革推進対策、農地・水環境保全対策がスタートする

ことになりました。担い手農家の育成を大きな目標に掲げた対策になっているようで、

昨年あたりまでは何となく思っていたことが、いよいよ本年の麦作から本格的に認定農

家や一定の要件を満たす集落営農組織でなければ補助金の対象とならないし、このこと

は農業の競争力強化のために国が今までのように農家を一律に支援する政策から、大規

模農家や集落営農に補助金を重点配分する政策へ、転換を勧めているように思われま

す。中でも品目横断的経営安定対策の対象者は認定農業者で４ヘクタール以上、集落営

農組織で２０ヘクタール以上の経営規模を有することが条件であり、このためここに来

て全国各地で駆け込みの認定農家の申し込みがあっていると聞きますが、本市において

も現在までに認定農業者の育成や集落営農組織の設立を展開されてきたと思いますが、

その成果として新規の認定農業者数もかなり増えたのではないかと思われますが、いか

がでしょうか。以上のことから次の３点についてお伺いします。現在の認定農業者の申

請状況は。２点目に集落営農組織の設立状況はいかがなものか。３点目に現在、設立が

できていない地区への今後の働きかけはどう行なわれるつもりなのか。以上お伺いいた

しまして、次の質問に入りたいと思います。 

○議長（松田憲明君） 産業経済部長 谷口 強君。 

［産業経済部長 谷口 強君 登壇］ 

○産業経済部長（谷口 強君） 横手議員の農業問題についての御質問にお答えをいた

します。認定農業者の申請状況についてでございますが、担い手作りは農政改革の最重

点課題であります。市といたしましても本年８月新たに農業経営基盤の強化の促進に関

する基本的な構想を策定し、農業者の効率的かつ安定的な農業経営の育成に努めている

ところでございます。この中で農業経営改善計画の認定を受けた農業者、いわゆる認定

農業者への農地貸借による経営規模拡大を促進するため、土地利用集積を図るなど積極

的に認定農業者の育成に努めております。認定農業者の申請の状況でございますが、１

１月末現在で９９８名となっており、認定農業者の総数では県下で１位、九州でも３位

に位置しているところでございます。品目横断的経営安定対策に伴い、育成運動の成果

として、新規の認定農業者数はかなり増えてきたところであり、本年度は現在までに９

５名の農業者を新規認定したところでございます。 

次に集落営農組織の設立状況についてでありますが、新しい対策の受け皿となる集

落営農組織につきましても国の政策転換に合わせて、県を初め、農協、農業委員会と十

分なる相互の連携の下で濃密な指導を行なうための玉名市担い手育成総合支援協議会を

設置いたしまして、昨年末から各地区で説明会を開き、新しい組織の設立を推進してき

たところでございます。その結果、これまでに麦作生産地域を中心として旧玉名におい
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ても築山、小田などの８集落と岱明の野口の計９つの集落営農組合が設立総会を開き、

発足いたしております。中でも伊倉集落営農組合については２００戸の農家が組合に加

入し、県下でも最大規模の営農組織であります。また岱明の野口生産集落営農組合は県

下で初めての特定農業団体としての設立であり、いずれも県下の集落営農組織の中で注

目をいただいているところでございます。 

次に現在設立ができていない地区への今後の働きかけはどう行なわれるのかとのお

尋ねでございますけれども、本市におきましては担い手の高齢化が進み、後継者不足と

耕作放棄地の増加が深刻化しております。地域農業を支える担い手の育成が重要課題で

あります。今後の働きかけといたしましては、玉名市担い手総合支援協議会の関係機関

と連携を取りながら、水稲、大豆の生産地域の集落営農組織育成について、平成１８年

度の重点的な推進地域である大浜の２地区、横島の神崎、十番ほか７地区、天水の竹崎

及び米山、斉藤の２地区を平成１９年３月ごろまでに設立予定とし、取り組んでいると

ころであります。また平成１９年度には新たに他の地域の重点的地域を決め推進してま

いりたいと考えております。個人農業者に対しましては認定農業者への移行推進を図る

とともに５年ごとの再認定につきましても積極的に働きかけを行なってまいりたいと考

えております。また農業生産の重要な女性農業者についても農業経営改善計画の共同申

請を勧め、女性農業者の積極的な地域農業への参画を促進するため認定農業者で組織す

る認定農業者協議会においても、女性部の設置に向けても取り組みを進めているところ

であります。さらに認定農業者に農地の集積を図るため、市単独で推進しております農

業担い手規模拡大助成事業につきましても、今回品目横断的経営安定対策の実施に伴い

まして、農地の賃借権設定の申請がかなり増加しておりまして、事業の成果が大きく図

られておるところでありまして、助成金の大幅な増額を今議会にお願いをしているとこ

ろでございますので、引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） ５番、横手議員。 

［５番 横手良弘君 登壇］ 

○５番（横手良弘君） ありがとうございました。今後本市においても担い手の高齢化

が進むことは確実であり、そのことにより後継者不足と耕作地の放棄が増えるのではな

いかと危惧するものであります。それを避ける意味からも地域農業を支える担い手の育

成が今後ますます重要になり、また現在ＪＡたまなにおいても女性組合員の増強に力を

入れておりますし、先ほどの答弁にもありましたように今後も本市におきましても引き

続き女性農業者への働きかけもお願いしたいと思います。 

認定農業者については、早い人はもう５年がたち、切り替えの時期の人も出てきて

いるかなあと思いますが、その点もスムーズな切りかえの方をよろしくお願いしたいと
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思います。それと今後はますます農業機械も大型化に拍車がかかり、先ほど言われまし

たように農業担い手規模拡大助成事業は、本市の独自の事業であり、非常に素晴らしい

ものかと思いますので、このことについても今後もっともっと成果が出ますようにお願

いしておきたいと思います。それにより農地の集積・集約が図られ、もっともっと機械

化が進み農業がこれから担い手になる人が出来てくるのではないかと思います。よろし

くお願いしておきます。 

次に境川の改修工事についてであります。今年の梅雨は例年になく、多くの雨が降

り梅雨明けも遅かったように思われます。特に６月２６日と７月２３日の大雨はひど

く、１時間に５０ミリを超えるという豪雨が３時間以上も降り続き、近年にない雨量に

なりました。我が玉名市においても随所で支流がはんらんし、道路が冠水し家屋にまで

浸水したのはまだ記憶に新しいものであります。そこで私の住んでおります滑石と高道

の境を流れている境川でありますけども、滑石の塩浜区のところで有明海に流れていま

す。通常の雨量のときはもちろん何ら問題がないのですが、今回のように豪雨でありし

かも有明海が大潮・満潮のときは塩浜の樋門を閉じないと川に海水が逆流することにな

り、普段のときも樋門を閉じるのですが、今回のようなときは岱明町大野地区にありま

す野口排水機場の排水機も川に水をくみ出せずに機械を止めなくてはなりません。それ

でなくても今回は上流から水量が多く、私の記憶では小浜と大野地区の堤防をオーバー

フローしたのは初めてではないかと思います。そこで質問ですが、一つ目に現在下流の

方から堤防の補修工事がなされておりますが、今後の方向性と見通しについてお伺いい

たします。２つ目に川底に多くのよしや草木が繁茂していますが、その除去作業の計画

はあるのかお尋ねいたします。 

次に教育問題についてであります。このところ連日のように新聞やマスコミで子ど

もたちのいじめや自殺の問題が報じられておりますが、まことに胸が痛む思いでいっぱ

いです。昔私たちが小さい頃も多少のいじめはあったように思いますが、現在のように

陰湿で陰に隠れたようなものではなかったように思えます。それにちゃんとクラスの中

に正義の味方がいて、適当なところで仲裁に入ったものでした。それに家では親父、社

会では警察、学校では先生と怖くて権力があり、存在感のある人がいたように感じま

す。今全国各地で報じられているいじめの問題にしても、国もプロジェクトチームをつ

くり、本腰をいれて取り組みを開始したように聞いておりますが、本市の教育委員会に

おいてはどのような施策をとられているのかお伺いいたします。それと先日もニュース

であっておりましたが、子どもを学校にお世話になり、もちろん給食もあるわけです

が、その給食費を払わない人があると聞きました。それなのに本人は親はですね、高級

外車に乗っているようなことを言っておりましたが、まさか玉名市においてはそういう

人はいないと思いますが、いかがでしょうか。 
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以上の２点についてお伺いいたします。 

○議長（松田憲明君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 横手議員の境川堤防改修の見通しについての質問にお答え

いたします。まず２級河川境川は玉名市滑石地先の塩浜樋門より、玉名市築地かずやコ

スメディア付近の南大門橋までの全延長５.１キロメーターが熊本県の管理河川であり

ます。議員御承知のとおり毎年梅雨時期に入ると河川流域一帯の集落、農地等への浸水

被害が発生し、市民の生活基盤に多大な影響を受けているところでございます。そうい

う状況の中、浸水被害の防止並びに集落の環境整備、農業経営の安定化並びに交通体系

の整備を図る目的で昭和６０年１０月２１日に境川改修事業促進期成会が発足し、毎年

熊本県土木部へ改修事業の早期完成要望を行なっているところでございます。県は平成

元年度より今年まで約１１億円の事業費で塩浜樋門より清松橋までの約８００メートル

の改修工事を実施されていますが、御存じのとおり厳しい財政下で思うように進展しな

い状況にあります。促進期成会や地元からの強い要望により県も早期改修事業完成のた

めには国の補助金による国庫補助事業が必要と判断し、平成１７年度より河川整備計画

策定と新規採択に努力をしていただいているところでございます。なお整備計画の内容

については平成１９年度に本市へ提示の予定と聞いております。 

次に川底のよしや草木の除去作業についてお答えいたします。今年７月２３日の集

中豪雨により早朝より有明広域行政事業組合第１衛生センター上流両岸の一部堤防越水

は私どもも今回初めての経験で被害が拡大せず、安堵しているところでございます。今

回の気象庁の降水状況では最大日雨量１９８ミリ、最大時間雨量７２ミリと記録的な数

値が発表されております。当然本市でも議員御指摘のとおり各地に多大の被害をもたら

したところでございます。市といたしましても早速県へ状況報告し、対策をお願いした

ところ、現河川の排水断面能力は１０年に１回程度の降雨を想定した現状断面であり、

将来的には５０年に１回程度の断面が必要とのことであり、未整備区間については河川

の土砂等の堆積状況目視し、部分的な土砂撤去を随時実施し、断面の確保を行なうこと

でした。市といたしましても今後整備計画の早期実現と土砂等の撤去予防を行なってま

いりますので、御理解をお願いをいたします。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 横手議員の質問にお答えいたします。いじめ問題に対して玉

名市教育委員会がどのような施策をとっているのかということでございますが、まずい

じめ問題は議員も御承知のとおり以前から多少はあったわけでございますが、最近マス

コミで取り上げられるようになって、さらにいじめが表面化してきたとこのように思わ
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れております。いじめについて文科省は平成６年に次のように定義をいたしておりま

す。自分より弱い立場のものに一方的に身体的、心理的な攻撃を継続的に加え、相手が

深刻な苦痛を感じているもの、そしてその行為がいじめに当たるかどうかはいじめられ

ている児童生徒の立場に立って判断するようにと、指導しております。そのような意味

から本人が嫌な気持ちになった場合、いじめられたと感じている児童生徒は多いのでは

ないかと思われます。先日の県教育委員会の無記名によるいじめ緊急アンケート調査で

も玉名市の小学生で８９２名、中学生で２６８名が今年になっていじめられたことがあ

ると答えております。今回の調査は無記名であること、また例えばにらまれたとかある

いは押されたとか、嫌なことを言われたとか、あだ名を言われた等ちょっとしたことで

も子どもがいじめと感じたものにつきましては、すべてあげるようにということになっ

ておりますので、このように多くなったんじゃないかと思われております。いずれにし

てもそのような現状の中、教育委員会といたしましてはいじめ問題を喫緊の課題として

とらえ、市内の小中学校に対して１１月の６日、いじめ根絶のための取り組みの徹底と

いうことについての通知文を出し、次のようなことについて校長会等を通して指導の徹

底を図っております。まず、学校に対してはいじめは絶対に許されない行為であり、傍

観的態度も許されない行為であること。２つ目には教師自身の人権感覚を磨くようにす

るということ。３つ目にいじめがどの学校でもどの子どもにも起こりうる問題であるこ

とを認識し、早期発見、早期対応に努めること。４つ目に児童生徒の信頼関係を築き、

心の居場所となるような学級・学校づくりに努めること。５つ目に生命はかけがえのな

いものであり、絶対に自らの命を絶ってはいけないこと。人は皆使命を持って生まれて

きていることを訴えるように指導をいたしております。 

次に家庭に対しては、家庭教育の重要性について本年度策定いたしました玉名市家

庭教育憲章を活用しながら、親子のふれあいの時間をつくる、親が社会のルールを教え

るなど積極的に訴えるような指導をいたしております。そのほか市内６中学校に非常勤

で適応指導教室指導員を、教育委員会に教育相談員を配置して、教育相談活動の充実を

図りながら、いじめや不登校問題の解消に当たっております。また各学校で系統性のあ

る指導ができるよう、命を大切にする心や規範意識を大切にする年間指導計画を作成さ

せ、指導の充実を図っております。さらに本年度は各学校で校長先生方が命を大切にす

る心や規範意識を育むために児童生徒に話をされたものを集めて、命を大切にする心や

規範意識を育む校長講話事例集を作成中であります。今後各学校に配付し、児童生徒の

心に響く指導に役立てていくように考えております。 

次に給食費の滞納についてお答えいたします。玉名市におきましても給食費の滞納

は若干ありますが、議員御指摘の高級外車に乗る未納者はおりません。玉名市の未納理

由といたしましては、経済的な困窮がほとんどでございます。最近払えるのに払わない
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という風潮が増加傾向にあるようですが、給食費は学校給食法により保護者負担と定め

られておりますので、そのようなことがないように今後も保護者の理解を求めてまいり

たいと思っております。また滞納分につきましては学校側より保護者と連絡を取りなが

ら速やかな納入のお願いや、また分納などの措置を講じたり経済的に困窮されている家

庭につきましては、就学援助制度の説明を行なう等の対応をいたしておるところです。

教育委員会といたしましても学校と連携を取りながら未納者が少なくなるよう努力して

まいりたいと思っておりますので、御理解のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（松田憲明君） ５番、横手議員。 

［５番 横手良弘君 登壇］ 

○５番（横手良弘君） ありがとうございました。境川の堤防の改修の件ですけれど

も、これは今回のこととは若干違うかと思いますけれども、常に校区懇談会の中で出て

おります堤防の除草の問題となかなか離合箇所の方の整備が進んでいない、対向車が来

た場合どちらかの車がですね、よけて止まってなかなかスムーズな離合ができないとい

うことも出ておりますので、その離合箇所の方もですね、進めていただきたいと思いま

す。それと塩浜工区の今５０１号のちょっと上まで堤防の補強工事がなされております

けれども、そこの部分が雨が降ればですね、常に今通っている舗装してある部分が低い

ために水が溜まって非常に住民の方々から通りずらいということがあります。ですから

その辺の改正の方もですね、よろしくお願いしたいと思います。それと草などが繁茂し

ている部分はですね、早急に期成会もありますようでございますので、その方面からも

ですね、ぜひ何といいますか、取り除く方策をですね、してもらいたいと思います。 

それと教育問題のいじめに関しましては、いろんな施策が行なわれているようでご

ざいましたので、安心いたしました。しかし答弁の中に市内の小学校でも８９２名です

か、中学校でも２６８名が今年いじめられたと答えているというようなアンケートの結

果が出ております。今生徒数が全体で何人なのか私も把握しておりませんが、相当の子

どもたちがいじめられたと認識しているようでありますので、その内容は先ほどおっし

ゃいましたようにちょっとしたものから大きなものまで大小あるかと思いますけれど

も、言われましたようにいじめも病気と一緒で早期発見、早期対応が必要だと思いま

す。そして何よりも大切なのは先生たちが威厳を持って毅然とした態度で子どもたちに

接することが第一ではないかと思います。それにその先生方を指導する立場の教育委員

会の皆様方が今後も先生方の御指導の方をよろしくお願いしたいと思います。 

以上で私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（松田憲明君） 以上で、横手義弘君の質問は終わりました。ここで昼食のため

午後１時まで休憩いたします。 

午後 ０時０２分 休憩 
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―――――――――――――――――――――― 

午後 １時０３分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ７番議員 近松恵美子さん。 

［７番 近松恵美子さん 登壇］ 

○７番（近松恵美子さん） こんにちは。有明クラブの近松です。合併して１年がたち

ました。新玉名市の市政が力強くそれでいてきめ細かに、ときに厳しく進められている

ことを頼もしく感じながらも議員は議員の立場で、監視機能をきちんと果たしていかな

ければならないと思っております。通告に従いまして、３つの項目で質問いたします。 

まず第１番は、高齢者が安心して暮らせるまちづくりに関してであります。このこ

とに関して高齢者の実態の把握と生活支援ハウスの活用についてお伺いします。生活支

援ハウスというのはわかりやすく言いますと、老人下宿みたいなものです。６０歳以上

の方で一人で暮らすことに不安がある方などが入居することができます。そこでは他の

入居者との交流を図ることができ、また生活上の相談も受けることができます。ただし

食事、居室の掃除などの家事や介護が必要な場合は介護認定を受けて、居宅介護サービ

スを利用しながら生活する施設であります。私は予算書を見まして、このような施設が

あることを初めて知りまして、１０月頃にお伺いしてみましたところ、御利用者が定員

５名に対して３名でした。合併前には次々に入居され定員を満たしていたそうでありま

すが、合併後定員割れが続いていたそうです。組織のあり方が変わったことや、今年の

４月より在宅介護支援センターが包括支援センターへとその活動内容もさま変わりした

ため、宣伝が行き渡ってないんではないかと感じました。入居者の管理費として約６５

０万円が市から出ていますので、単純に考えますと入居者が３人であるならば１人の高

齢者に対して２００万円の経費がかかっているというふうになります。お一人に２００

万円あげたならもっとよい施設に入れるわけですので、もったいない話であります。こ

の生活支援ハウスの存在は玉名市の介護保険の利用の手引きにも掲載されていません。

大きな玉名市になったときに行政から忘れられてしまったのではないでしょうか。この

ほかにも市は配食サービス、軽度生活援助事業、外出支援サービス、生きがいデイサー

ビスなどたくさんの事業をしていますが、この介護保険外のサービスと対象者を結びつ

ける役割を今はどこが担っているのか、サービスを必要としている高齢者の実態をどの

ように把握されているのかについてお伺いします。特に今後市の施策を考える上で重要

になってくると思われる独居老人の数や高齢者数の数、そのようなことについてもどの

ように把握されているのかについても合わせてお伺いいたします。 

次に有料老人ホーム等の実態とケアプランのチェックについてであります。入所施

設の不足から要介護老人を１軒の家で数人預かる老人下宿や宅老所などと呼ばれる施設
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が一時期増えてきました。介護する家族もまた要介護の一歩手前というような家庭もあ

りますし、外で働く女性が増えたことや子どもが近くにいないなど、いろいろな事情で

施設に頼らざるを得ない家庭が増えており、現状のサービスだけでは対応できないこと

からこのような小規模民間介護施設が増えてきています。しかし中には劣悪な環境で過

剰な介護サービスの請求をする施設があったことなどや、公で施設整備をするには経費

がかかることなどから、今年の４月より老人福祉法が改正になりました。有料老人ホー

ムは今まで届け出の基準が１０人以上であったのが、人数の要件がなくなりました。つ

まり一人預かって居住空間を提供するだけでも有料老人ホームとして県に届け出をしな

ければならないようになったのであります。県としては快適な住環境であるか、また契

約金など運営面について監視していくようであります。このように有料老人ホームの届

け出は県でありますが、市としてもしっかり有料老人ホームを把握していただきたいと

私が考えますのは、住宅型有料老人ホームの利用者は施設内で居宅介護サービスを利用

するからであります。自宅にいるときには自分の土俵ですから、掃除など家事サービス

の頻度を自分で決めることができます。しかし施設にいますとどうしてもお世話になっ

ているという負い目から自分の希望で介護サービスを選択することができない、断りに

くいという面があるのではないかと危惧するのであります。また居住空間も自宅と施設

内の居室内では相当違っていますので、そこでの介護の給付が適正になされているかど

うか、ケアプランのチェックが必要になってまいります。そこで現在把握されている有

料老人ホームや類似施設の実態とケアプランのチェックはどうなっているかについてお

尋ねいたします。 

以上、まず２点について、２つの項目についてお尋ねして、また再質問いたしま

す。 

○議長（松田憲明君） 市民部長 田上敏秋君。 

［市民部長 田上敏秋君 登壇］ 

○市民部長（田上敏秋君） 近松議員の質問にお答えいたします。高齢者の実態把握と

生活支援ハウスの活用についてでございます。まず高齢者の実態把握についてお答えい

たします。議員も御承知のとおり、ただいま御指摘のとおり、昨年度までは在宅介護支

援センターが在宅介護支援事業の中で実態調査を行なっておりましたけども、今年度か

ら地域包括支援センターによりこれを行なうことになりました。地域包括支援センター

での実態把握はセンターの事務量からしまして厳しい状況にありますが、総合相談支援

事業を通して地域と交流を図り、情報収集に努めてまいります。また旧３町におきまし

ては独居老人及び高齢者のみの世帯を民生委員の活動の中で把握をされておりましたけ

ども、そのデータを社会福祉協議会が現在保有をいたしております。必要に応じて情報

を得ることが容易でございます。合併をいたしまして今年４月から民生委員協議会の事
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務局は社会福祉協議会となりましたので、こういう点を新市といたしましても活用し、

実態把握に努めてまいりたいというふうに思います。そして真に生活支援が必要な高齢

者の漏れがないようにしてまいりたいというふうに考えております。 

次に生活支援ハウスについてでございますけども、自宅で生活することが困難で援

助が必要な高齢者に対して介護支援を行なうことで高齢者が安心して健康で明るい生活

を送るため、介護支援機能、住居機能、交流機能を総合的に提供する生活支援ハウスと

いうのはこういう施設でございます。本市におきましては平成１５年４月に社会福祉法

人天恵会が天水町に今開設をされた天水生活支援ハウスがございます。市は管理運営事

業を委託をしているところでございまして、玉名市天水生活支援ハウス運営事業要綱及

び定数５人以下に対する生活援助委員配置基準に基づく常勤職員１名分の人件費等を委

託費として支出をしているところでございます。議員御指摘がありました入居者の数で

ございますけども、この施設の定数は５人となっておりますけども、現在は旧天水町の

方が３名、旧玉名市の方が１名、計４名の方が入所をされておられます。現在１名の方

から入所の希望の申請が上がっておりますので、近いうちに調整会議をし、入所基準に

合うということであれば定数の５名に達する予定でございます。 

続きまして、有料老人ホーム等の実態とケアプランについてでございます。有料老

人ホームについてはただいま議員からもありましたとおり、老人福祉法第２９条で老人

を入所させ、入浴、排泄若しくは食事の介護の提供又はその他日常生活上必要な便宜を

供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設等でないものと定められており

ます。平成１８年４月１日施行の老人福祉法第２９条の改正に伴い、国の有料老人ホー

ムに対する設置運営標準指導指針が一部改正となり、同有料老人ホームの届けに係る人

員要件、これも先ほど議員が言われましたとおり１０人以上となっておりましたけど

も、これ人員要件がなくなり情報公開、帳簿の整理等の規定が改正されました。同指針

については地域の実情に応じて各都道府県において定めることとされているため、熊本

県において今年５月に改正されたところでございます。このように国の法律改正により

熊本県では有料老人ホームの登録を現在も行なっているところでございますけども、玉

名市の老人ホームとしての、有料老人ホームとして登録されている施設は現在のところ

１カ所だけでございます。有料老人ホームの登録は一定の基準が必要であり、人数要件

がなくなっても高齢者のアパートがすべて有料老人ホームとなることではございませ

ん。市内には高齢者住宅等ができておりますけれども、そこに入所している高齢者で介

護サービスを受けておられる方もおられますが、そのサービスが一部の事業所に偏って

いるのではないかとの御指摘もあります。高齢者のためのケアプランが偏ったプラン、

過剰なサービスになっていないのか、また不適切なサービスにつながる可能性も考えら

れ、高齢者の介護費用の一部負担が過重になる恐れもございますので、ケアプランのチ
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ェック等が必要であると考えております。ケアプランチェックにつきましては、平成１

５年度より昨年度まで市内の居宅介護支援事業者への適切なケアマネージメントを活動

支援により効果的なサービスが提供され、利用者の自立支援を促し、介護給付の適正化

を図るため、適切なケアマネージメント活動支援事業及び介護給付適正化事業を実施

し、問題居宅支援事業所や問題ケースのケアプランチェック及び指導や居宅支援事業所

の研修会を行なってまいりました。平成１８年度は介護保険法の一部改正によりシステ

ムが大きく変わり、地域包括支援センターが開設され、同センターが介護支援専門員の

指導、支援を担っております。そのため今年後は玉名市においては、この事業は行なっ

ておらず地域包括支援センターの運営状況を見てまいりました。しかし同センターでは

介護支援専門員への指導も手探りの状況であり、玉名市も指導する形で平成１９年度か

ら適切なケアマネージメントを活動支援事業及び介護給付適正化事業を実施し、ケアプ

ランチェックや適切なケアマネージメントの研修会の開催を検討していきたいというふ

うに考えております。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） ７番、近松議員。 

［７番 近松恵美子さん 登壇］ 

○７番（近松恵美子さん） ただいまお答えいただいたことでちょっと１点わからない

ことがありましたので、質問させていただきます。旧３町では独居老人それから高齢者

世帯も把握しているということまで伺いましたけども、旧玉名市についてはそういう情

報は整理されていないのかどうかということを後でお答えいただきたいと思います。在

宅介護支援センターがなくなったということは大きなことだと思いますので、民生委員

さん、それから旧玉名市にあります高齢者相談員さんなどのお力を借りて、やはり今あ

るサービスが周知されるようにそのようなことをお願いしていきたいと思います。生活

支援ハウスにつきましては、空白定員割れの時期もありましたけども、その後入居者が

見つかり、もうすぐ５名になるということで安心しました。住宅型有料老人ホームとい

うのを調べましたら非常に高いわけなんですけども、玉名市内に最近それに似たものが

できましたのを見に行きましたら、入居費が１１万円から１３万円ということで、非常

に常識的に見たら安くて良心的なところだなあと感じたわけですけども、１１万円から

１３万円、これに介護が必要になりまして介護費用が入りますと、１５万円は必要です

ので、国民年金の収入の方ではとても利用できないというのが実情であります。しかし

この生活支援ハウスは収入に応じた負担でありますので、国民年金の範囲内で利用でき

ますので、この利用に当たっては公平になされるように周知をぜひ多くの方に知られて

本当に困っている方が利用できるような方法をまた考えていただきたいというふうに思

います。また有料老人ホームの件に戻りますけども、高齢者がほとんど入居している状
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態であっても一般の方が入っていたりということで、必ずしも有料老人ホームとしては

登録されない場合もありますが、現実はやはりその居宅、部屋を借りて生活していると

いうことでは、同じような有料老人ホームと同じような施設があると思いますので、そ

の辺のところのサービスが過剰であるかどうかということはぜひ念頭に入れてしていた

だきたいと思います。私１軒だけ、玉名市で有料老人ホームは１軒というふうに聞きま

したので、まだあるんじゃないかということで県の方に条件がどうなのかということを

今問い合わせているわけですけども、このことに関しては県でも広告で把握したりする

しか方法がないというふうに言っておりました。しかし市では介護が必要な方には介護

認定調査をしておりますので、調査員にこういう条件が、こういう条件を満たしたら有

料老人ホームなんですよということを説明して、話しておかれますならば市の方で早い

段階でこの有料老人ホームというのを存在を認知することができるんじゃないかという

ふうに思いますので、どうかその辺を努力いただきたいと思います。ただ私が申し上げ

ましたのは現在あります玉名市の有料老人ホームが非常に疑問であると、そういった意

味ではございませんので、それをつけ加えておきます。この数年前に普通の民家に数人

集めてそういうことがされてた経過がありまして、問題がありまして、そこが居宅が取

り消しになったんだろうと思いますけども、数年前にあったことから注意をしておきた

いということでありまして、現在のところに疑問を持っているということでの質問では

ございませんので、重ねて申し上げておきます。 

次に安心して子どもを産み育てられるまちづくりについてお伺いします。多子世帯

の子育て支援についてであります。少子化の影響で日本でも人口減少が始まっておりま

す。日本では毎年、熊本市が一つなくなっていくようなスピードの人口減であるといわ

れています。熊本県で考えるならば毎年約１万人、つまり町が一つ毎年なくなってい

く、そんな状態だそうで、このように具体的に聞きますとぞっといたします。地球規模

で適正な人口はと考えますと、人口減少も悪くないのではないかと思いますが、日本の

ように少子高齢化という非常にバランスが悪い形での人口減少は、この先私たちの暮ら

しがどうなっていくのかと不安であります。そのために子どもを産んでくれという考え

には批判もあると思います。しかし家庭で子育てしている女性が生活の心配がなく、子

育てを手助けしてくれる人が身近にいたり、また女性が子どもを何人産んでも自分の好

きな仕事を続けることができるとしたら、子どもがたくさんいるってやっぱり楽しいこ

とだねって、多くの人が感じると思います。ここに妻の年齢別に見た予定子ども数が理

想子ども数を下回る理由について調査した結果があります。たしか県がしたんだと思い

ます。具体的に言いますと、例えば理想としては子どもは３人ほしいけど、自分は２人

しか産まないと答えた女性のその理由です。１番大きいのが経済的理由となっておりま

す。子育てや教育にお金がかかり過ぎるからと答えた女性が２０代の女性では８０％超
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しております。８２％ぐらいになっております。なぜか高等教育の教育費がかさむと考

えられる４０代の女性では５０％、５９％、５７％ぐらいになっております。これを見

ますと若い世代が経済的な負担感が強いと言えます。次に多いのが自分の仕事に差し支

えるからであり、これは２５歳未満の女性では３３％にもなっています。ほかの理由、

例えば高年齢で産むのは嫌だとか、心理的、肉体的負担に耐えられないからとか、健康

上の理由からとか、家が狭いからとかこういう理由は２０％以下であります。これを見

ますととにかく若い方の経済的な負担が大きいということがわかります。今年の９月の

県議会で松田県議が多子世帯の負担を軽減するために保育園に３人同時入所の要件を緩

和すべきではないかという質問をされました。それに対して潮谷知事が前向きに対応を

考えていきたいと答弁されましたので、その後の対応を県に聞きに行ってまいりまし

た。まず現状では３人目の１人入所に対しては県と市が半額補助しており、２人入所の

３番目の子どもに対しては国が半額、４分の１を県と市が補助している。さらに３人同

時入所の場合に限り、国が９割補助し、県と市が残りを補助しているということでし

た。つまり３人同時入所の場合に限って、３人目の保育料の保護者負担はないというこ

とです。しかし３人同時入所というのは非常に少ないのではないかと思います。そこで

同時でなくても３人目の子どもの入所費用、特に負担感が強い、未満児の保育料を免除

できないかという質問でありました。この松田県議の質問に対して、県の対応は保育料

が高い３歳未満児のみを対象とした場合、県内すべての市町が取り組んだと想定した場

合、県の負担額は６,０００万円、そこで県内の市町の意思を確認しましたところ４７

市町村中３８市町村が取り組む意思であり、さらにこれはもっと増えるだろうというこ

とでした。このような状況を見据えて予算化を準備中とのことであります。少子化対策

としてこれだけで十分なわけではありませんし、家庭で保育している方への支援もさら

に充実させていかなければなりません。しかし一方で未満児の保育料の高いことに困っ

ている家庭が多いことも事実であります。まずこれも少子化対策の第１歩として高額所

得者は除くなどの配慮をした上で玉名市も導入してはどうかと考えますが、いかがお考

えかお伺いいたします。 

もうひとつは地域子育て支援センター事業についてであります。子どもが少なくな

ったことや働く女性が増えてきたので、家庭保育しているお母さん方の話し相手が近所

にいない、子どもの遊び相手もいないので親子ともにストレスが溜まる、転勤でよそか

ら転入して来た人はちょっと困ったときに助けてくれる親、兄弟がいない。どんなとこ

ろにサービスがあるのかもわからない。こんな悩みに対応してくれているのが子育て支

援センターです。現在玉名市には公立が１カ所、民間保育園委託が２カ所あります。事

業内容として育児不安の相談指導、子育てサークルの育成支援、特別保育事業などの積

極的実施・普及促進、地域の保育資源の情報提供、家庭保育を行なう者への支援の５つ
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があり、さらに玉名市の場合１カ所につき７７９万円の補助が出ている従来型ですの

で、週５日開設した上、５つの事業のうち３つは取り組まなければならないとなってい

ますが、どのような取り組みをされているのか、また利用状況についてお伺いいたしま

す。また事業の実施にあたっては地域の保健センターや民生委員、幼稚園、医療機関な

どと連携を密にし、とあります。子育て支援センターというのは単なる子育て相談所に

とどまるのではなく、地域の中で子育て支援の輪を広げていく中心的役割を担うという

ことが設置の趣旨であります。このような役割を考えますと子育て支援センターの運営

協議会といいますか、連絡協議会みたいなものを作って地域の民生委員、母子保健推進

員、幼稚園、地区内の保育園、利用されている母親などの意見を取り入れながらセンタ

ーとしての役割を果たしていってほしいというふうに考えます。このような協議会の設

置に対する考えは検討されてないかどうかについてもお伺いいたします。また現在この

７７９万円の補助の対象になっていないが、機能を果たしている玉名の福祉センターで

の子育て支援など、地域で子育て支援を展開している施設もあります。現在のところ週

３日開設すればよい小規模型は２６１万円の補助基準であり、さらに小規模の１３０万

円程度のものも県が考えているとのことですが、市として今後現在の３つの子育て支援

センターで市内全域をカバーしていくのか、それとも増設していくのか、そのことにつ

いてもお考えをお伺いいたします。先ほどの旧玉名市における独居老人、高齢者世帯の

把握もされているかどうかのことも含めて回答よろしくお願いします。 

○議長（松田憲明君） 市民部長 田上敏秋君。 

［市民部長 田上敏秋君 登壇］ 

○市民部長（田上敏秋君） 近松議員の再質問にお答えいたします。独居老人、老夫婦

世帯の実態の把握についてでございますけども、先ほど申し上げましたとおり旧３町に

おきましては民生委員活動の中で実態把握をやっておりましたけども、旧玉名市におい

ては十分でなかったというふうに聞いております。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 元田充洋君。 

［福祉部長 元田充洋君 登壇］ 

○福祉部長（元田充洋君） 近松議員の安心して子どもを産み育てられるまちづくりに

ついて、その中でまず第一番目の多子世帯子育て支援についてお答え申し上げたいと思

います。まず現在の玉名市における保育料の状況から御説明をいたしますと、本年７月

に旧市町以来の保育料を統一したところでございます。統一しました結果、２４％の世

帯が増額、２１％の世帯が変更なし、５５％が減額となりました。増額世帯に対しまし

ては増額分の２分の１を減免する経過措置を設け、急激な負担増を避けるため軽減を行

なったところでございます。その保育料表でございますが、国の定める徴収基準額表に

比べまして低い水準に設定しているところでございます。それに加えまして個々の児童
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の保育料計算に当たりましては、１世帯より２人以上が同時に入所している場合に２人

目の保育料は２分の１の額に、３人目以降を１０分の１の額に計算することになってお

り、多子世帯の経済的負担の軽減を盛り込んだものとなっておるところでございます。

今議員の御質問の中にもありましたが、熊本県多子世帯子育て支援事業では、この多子

世帯の保育料の軽減、子育て家庭に対する経済的支援の考え方をさらに進め、１世帯か

ら３人以上が同時に入所している場合には３人目以降を無料に、３人未満でも３歳未満

児が入所している場合には１世帯につき一人の保育料を半額に減額するものでございま

す。現在玉名市において実施している事業でもございます。議員御質問の第３子保育料

の無料化は制度のさらなる拡充を図るものとなりますが、この制度改正につきましては

県において議員もおっしゃられましたが、９月議会で一般質問がなされ、１０月に熊本

県下４７市町に対し意向調査がなされたところでございます。多子世帯の負担軽減は少

子化対策の有効策の一つと考えますので、今後制度改正の内容と県の動向を見据えなが

ら検討を対応してまいりたいと思っております。 

次に、地域子育て支援センター事業についてでございます。地域子育て支援センタ

ーは地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭に対する育児不安

等についての相談指導、子育てサークル等への支援などを実施することにより、地域の

子育て家庭に対する育児支援を行なうことを目的としております。本市には敬愛保育園

で実施されている「子育てネットワーク」、岱明町大野保育所隣で実施されている「く

すの木」、天水町小天保育園内の「天水町地域子育て支援センター」の３カ所がありま

す。この事業につきましては、議員もおっしゃっておりましたけども、指定施設である

従来型指定施設と小規模型指定施設に分類されております。玉名市で実施しております

施設は従来型施設でありまして、その内容について申し上げますと目的の中にもありま

すようにまず、育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援等など４項

目くらいの事業を実施いたしております。それぞれの施設の利用状況は子育てネットワ

ークが４,８００人、くすの木が１,４００人、天水町地域子育て支援センターが８３０

人、年間延べ約７,０００人、相談件数は来所及び電話相談も含め、年間延べ２３９件

になっております。開所日は原則として週５日開所であります。その担当する職員の要

件は、児童の育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有するもの

であって、各種福祉施策についても知識を有しているものであること、従来型指定施設

は２名以上配置するようになっております。ただし少なくとも１名は事業専門に担当す

るものとし、各種研修に積極的に参加し、指導技術の向上に努めることとなっておりま

す。これからは子育て支援課としましても地域子育て支援センターと地域内の他の保育

所、保健センター、児童・民生委員、幼稚園、医療機関あるいは子育てサークル、子育

てボランティアとの連携を密にしまして定期的な講習会等の企画運営を行ない、地域の
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子育て中の家庭が自由に交流できるような機会を提供してまいりたいとしております。

つけ加えまして、それから議員から今いろいろな御質問をいただきました。まずその中

でも各センターごとの運営委員会の設置でありますとか、現在実施されていないところ

での子育て支援センターの設立等々の御質問をいただいたところでありますが、合併し

て１年が経過しまして、子育て支援に対するいろいろな問題が見えてまいりました。一

つずつ整理をしながら今後検討を重ねていかなければならないと思っております。例え

ば、今ありました実施されていない子育て支援センターの設立などにつきましても、現

在実施されている他の支援センターから出かけて行って事業を実施するなどやり方はい

ろいろあろうかと思います。今後もいろいろな方の御意見をお伺いしながら各センター

ごとの運営委員会の設置等も含めまして、検討を重ねていきたいと思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（松田憲明君） ７番、近松議員。 

［７番 近松恵美子さん 登壇］ 

○７番（近松恵美子さん） 介護保険制度が充実しましても本当にそれだけで足りなか

ったりするのが独居家庭であります。旧玉名市においては独居老人またそれにつながり

やすい高齢者世帯の把握がされていないということですので、早急に取り組んでいただ

きたいと思います。せっかく民生委員さんの組織と高齢者相談員も設置しておりますの

で、その情報が市の方にきちんと届きますように、そのようなことに努力いただきたい

というふうに思います。未満児の保育料無料化に関しては、それでも出生率の高いフラ

ンスと比べますとまだまだ日本の子育て支援というのは不十分な状態でありますけど

も、それでもまず第１歩、一つ一つ取り組んでいっていただきたいというふうに思いま

して、このことに期待していきたいと思います。子育て支援センターに関しては本当に

合併して各町のそれぞれのやり方を見ながら全体がわかるだけでも大変な１年であった

と思いますけども、この２年目に入り、ぜひ本来の活動ができるように市としてリーダ

ーシップをとっていただきたいというふうに思います。今日お昼休み、たまたま偶然で

ございますけども、松本議員より伊倉のまちづくりのたよりというのをいただきまし

た。そこに伊倉の子育て広場というのが載っていまして、伊倉で子育て広場がありまし

て、毎月１５組３０名前後の参加があるというふうに書かれてあります。ブックスター

ト、読み聞かせ、座談会、大変楽しい催し物をされているようです。このように地域で

本当に子育て支援の組織を作ってあっても、こちらには補助はほとんどないような状態

でございます。こういうグループが玉名市内、旧玉名市内には６つほどあるというふう

に聞いております。その６つで３０万円ぐらいの補助で運営されていると聞いておりま

すけども、市が委託してます子育て支援センターは７００万、８００万円近いお金を使

っていますので、本来のやはりそこの地域の子育て支援のその輪を広げていく、そして
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地域づくりをしていくという役割を担うことができるように、さらに活発に活動ができ

ますように市として十分なリーダーシップを発揮していただきますように指導力に期待

しまして、次の質問に移ります。 

 最後は活力あふれる玉名市づくりということです。活力あふれる玉名市であるために

はまず職員が元気、そして市民活動が活発であることが必要であるというふうに私は考

えております。そこで職員の士気に関して総合支所方式での問題点について、そして市

民との協働についてお尋ねします。合併後、支所の職員が少なくなりまして寂しいこと

であります。その上外部の方より支所の職員に聞くより本庁に行ったほうが早いと聞き

ましたので、支所の職員の権限はどのくらいなんだろうねと尋ねましたら、もう半分な

いだろうねということです。また半分どころではないという声もあります。建設課など

地元密着の事業を持っている部署とそうでない部署、さらに予算を１本化しているかど

うかによっても権限の違いがあると思います。関連の文書はすべて流れてきて情報の共

有化ができているのか、会議に出席して直接説明を受ける機会はあるのか、研修の機会

はあるのか、支所の業務だけでなく全体を把握できるような会議の機会はあるのか、本

流から支流となった場所にいる職員が新市建設に生きがいを持って邁進できる環境であ

るかというふうなことも含めまして、総合支所方式の問題についてお伺いいたします。

人は決定権を持つことで生きがいを感じ成長していけるのではないかと考えておりま

す。 

次は協働社会の実現に向けての市の姿勢です。私は長いこと仕事として健康づくり

に専念してまいりました。正しい知識を得て実践することで、また趣味や生きがいを持

つことで人は健康で長生きすることができます。しかしあくまでも生命を追及するこの

日本の医療制度が存続する限り、どんなに健康づくりに励んでも医療費の高騰は避けら

れないと私は感じております。健康づくりに努力することで寿命が延びたり、生活の質

が向上することは十分考えられますが、それによって医療費を減らせるかというと、ま

たこれは非常に難しい問題です。１００歳になっても病気になればＩＣＵに入り、あら

ゆる手を尽くして命を永らえる、今の医療が続く限り、やはり先ほど申し上げましたよ

うに医療費の高騰は続くだろうというふうに考えます。さらに少子高齢化で日本の経済

の成長を危うく、その上、このような少子高齢化の影響で医療、年金、介護などの社会

保障費がどんどん伸びてくる中で、行政がすべての住民のニーズに対応していくことは

困難になってきています。しかし、種々の貴重な経験を持ったお宝のような高齢者が地

域に増えてくると考えると悲観することばかりではありません。長い職業生活で養われ

た貴重な経験を社会の中で発揮していただくことは、地域のためでもあり、また本人に

とっては生きがいにもなります。団塊世代の大量定年時代を間近に迎えている今日、こ

のパワーの活用を具体的にどのように考えておられるのか、市の構想をお伺いします。
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協働とは住民と役所が力を合わせて住みよい町をつくっていくことと私は解釈しており

ます。その意味で社会教育の果たす役割は大きいと思います。また非常に市民の生活に

密接な仕事をしておられる環境、健康づくり、子育て支援、学校教育などあらゆる立場

でも市民とのパートナーシップを考えながら進めていかなければならないのではないか

と考えておりますので、市として総論的な考えといろいろな現場の立場からも協働につ

いての取り組みのお考えをお伺いします。 

○議長（松田憲明君） 総務部長 村田隆夫君。 

［総務部長 村田隆夫君 登壇］ 

○総務部長（村田隆夫君） 近松議員御質問の活力あふれる玉名市づくりについての１

番目、総合支所方式における問題点についてお答えいたします。現在本市は旧市町ごと

に総合支所を設け、それぞれの地域における行政サービスの提供を行なっております

が、この総合支所方式は合併前の状態に近く、市民にとって違和感が少ないことや庁舎

をそのまま利用できるというメリットがございます。その半面で職員数が合併前と同程

度必要であり、合併の効果が発揮できない、また新市の一体化が醸成されにくい、さら

には命令系統が複雑になり、迅速な対応ができないなどのデメリットが挙げられます。

残念ながら本市におきましても、この総合支所方式の弊害が少なからず見受けられると

認識しておりますが、新庁舎建設までの間、これは相当期間を要するわけでございます

が、職員に関する定員管理と組織機構の見直しを実施しながら、本庁、支所間の一体的

運営に努め、引き続き総合支所方式で対応してまいりたいと考えております。また職員

配置につきましてもこれまでは合併直後という特殊事情を考慮し、それぞれの総合支所

の職員は旧市町出身者を中心に構成しておりますが、新市発足から２年目を迎えたこと

を契機に現在策定中の人材育成に関する基本方針を年度内に完了させ、本庁、支所間の

積極的な人事異動を実施するなど、総合的な人事管理制度を確立することで幅広い視野

を持った人材の育成を図り、活力ある市政を実現してまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 企画財政部長 牧野吉秀君。 

［企画財政部長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画財政部長（牧野吉秀君） 近松議員の御質問に市全体の協働に対します方向性と

地域づくりについてお答えいたします。まず協働という言葉でございますが、複数の主

体が目標を共有し、ともに力を合わせて活動することを指しておりまして、近年市民と

行政の協働、ＮＰＯと行政の協働など分権社会における自治体経営における重要なキー

ワードの一つとなっております。本市におきましても、今後市民協働を進めるため、現

在企画課の地域振興係を窓口に市内の約１５０からのＮＰＯやボランティア団体の実態

調査を実施中でございます。また、まちづくり、地域づくりは市民と行政の協働により
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進めていくべきものであるという認識のもとに、現在策定中の玉名市総合計画の中で

も、「みんなで進める協働のまちづくり」というタイトルで１章設けておりまして、今

後今年度から取り組んでおります「玉名２１の星事業」の推進を初めとして、新たな公

共を担うＮＰＯやボランティア団体への支援などを掲げております。また市民参加、市

民協働の制度化のため、指針及び条例等の制定についても今後検討していきたいと考え

ております。 

○議長（松田憲明君） 市民部長 田上敏秋君。 

［市民部長 田上敏秋君 登壇］ 

○市民部長（田上敏秋君） 近松議員の御質問にお答えいたします。議員も御指摘のと

おり市民の健康づくりにつきましては、健康づくり各種団体等の協力、連携等が大変必

要になってまいります。そういうことで本市といたしましても、今後地域の健康づくり

につきましては、健康づくり推進協議会を中心に関係団体等々と協議をしながら、食

事、運動、休養の生活習慣改善等を中心に進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。特に高齢者の急速な進展に伴いまして、医療費の動向等が考えられます。そういう

ことで高齢者の元気づくりについては、今後大変重要なことだと考えております。そう

いうことで議員も御指摘のとおり、平成１８年度の介護保険法の一部改正により介護予

防重視型のシステムをつくっていくことが求められております。そこで高齢者で介護が

必要な状態になるまでの期間をできるだけおくらせ、元気な高齢者をふやしていくため

に、また新予防給付等のサービスを受けている方も地域の社会資源を活用し、元気づく

りにつながるよう玉名市のどこに住んでいても介護予防ができる介護予防型のシステム

を構築していくことが必要であります。そのために介護保険認定者の主な要因でありま

す脳卒中、腰痛、膝関節症、認知症などの予防をできるだけ、できる地域づくりを市

民、各種団体、行政、学識経験者などで協働で介護予防型のシステムを構築していくこ

とが望まれます。現在、玉名市では皆で寄って楽しく元気になる「場」を身近な地域に

つくり出すことができるよう公民館単位で住民主体の介護予防体操やいきいきふれあい

活動が普及できるよう支援をしているところであり、特に介護予防体操は今年２５カ所

以上の立ち上げはでき、心身ともに効果を出しているところであります。しかし、合併

もあり各支所の取り組みや介護予防の必要性、協働で取り組むことの意識の差など、ま

ちまちであったり各種組織団体などの連携が不十分でおのおので活動している状況であ

ります。そのため平成１９年度より介護予防に取り組む各種組織団体、関係する各課、

大学などの関係者がお互いに顔見知りになり、介護予防システムの理想的なイメージや

目的、目標、課題を検討、共有しお互いが知恵を出し合いながら解決策や役割を考え、

連携をしながらできるところからおのおのを取り組むことができるための仮称ではござ

いますも、「高齢者元気づくりネットワーク事業」を行ない、検討する場を設けていき
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たいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 教育次長 杉本末敏君。 

［教育次長 杉本末敏君 登壇］ 

○教育次長（杉本末敏君） 近松議員の質問にお答えいたします。一応社会教育課の中

でのことに対して、公民館は地域住民の最も身近な生涯学習の場として地域住民の生涯

学習を振興し、コミュニティーづくりを進めるという役割を担っています。その活動の

一つであります公民館講座は生きがいづくり、健康づくり、仲間づくりの場や個人、グ

ループの交流の場として、特に重要な役割を果たしていると考えております。また講座

は自発的な学習グループをつくるきっかけづくりになり、自主講座として多くの講座が

活動されているところでございます。しかし、公民館講座を含めた各種の学習機会を提

供するに当たっては住民の学習需要等に基づく学習テーマの設定、開設形態、実施方法

の選択などより多くの参加者が得られるよう努めることが重要と考えております。今後

は他の市、町の活動事例を参考にさらなる学習内容の充実に努め、今日的課題を重視す

るとともに地域の特色を生かした学習プログラムの開発や地域性のある学習課題を取り

上げ、公民館活動の多様で総合的な学習機会の提供に努めてまいりたいと思いますの

で、御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（松田憲明君） ７番、近松議員。 

［７番 近松恵美子さん 登壇］ 

○７番（近松恵美子さん） 今お答えいただいたことに対して、再質問させていただき

ます。ＮＰＯボランティア団体への支援などをしていくというふうなお答えいただきま

した。それから生涯教育の社会教育の立場ではまた今までの生涯教育とまた違った今日

的課題も取り入れた講座を開設することを検討していくということですので、それに対

して期待していきたいというふうに思います。私は市民の意識と行動を変えるという仕

事は最も市の仕事の中で難しい仕事の一つではないかというふうに考えております。そ

ういう意味で市民が本当に力を発揮できるそういうシステムをつくっていくということ

は、市の財産になるのではないかと思っておりますので、このことは非常に力を入れて

いただきたいというふうに思っております。今お答えいただいた中で私もうちょっと足

りないと思ったのは、社会教育の方はこれはお答えいただきましたけども、やはり人材

の発掘とか育成をどうするかですね。現在あるボランティア団体の支援ということも必

要ですけども、新たな人材の発掘、育成をどうするかということを力を入れていただき

たいと思います。そのためにそれをねらった講座というのをぜひしていただきたい。今

の高齢者の中で自分たちの老後はどうなるんだろうということを心配している方はたく

さんおられます。高齢者夫婦なんかたくさんおられます。それに対して安心して暮らせ
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る老後なのかどうなのか、例えば先ほどの有料老人ホームの実態はどうなのか、地域が

どうあったら高齢者夫婦でも暮らしていけるのか、そういった講座も今、今日的課題と

して必要とされているものじゃないかというふうに思います。それから子どものいじめ

をめぐる報道がありますと私たちも何かできないだろうか、あんなにかわいそうな子ど

もたちにという声もよく聞きます。そういう人たちが力を発揮できる場がありません。

このような問題にも対応できるような、そういうふうな人材育成の場を設けていただき

たいというふうに思っております。それから具体的な質問なんですけども、この活力あ

る玉名市にしていくためにこういった方面で公募しまして、講座を開設しましてそこで

学習を深めて、今の問題に気づいていただく、そしてみずからの役割を見出すというふ

うな方法もありますし、もう一つちょっとした強制力で人を集めて、そして改めて今の

問題に気づくという役割があります。やり方があります。その一つが今までありました

例えば保健推進の制度であり、それから地域婦人会ではなかろうかと思います。婦人会

も面倒で嫌だ嫌だと思いながら順番が来たので、嫌だけどしたということで広く自分の

視野が広くなり、そして仲間ができたという声も聞きます。保健推進員も同じでありま

す。地域には積極的に自分で捜し求めて活躍の場をつくっていく方もおれば、なかなか

誘いがなければ出られない方もおります。またまだまだ古い考えの中で女性が出て行く

にはやはり何かの委員さんをして、そして書類が来たときに家族に対して大手を振って

出て行けるという方もおります。その意味で従来各町にありました保健推進員なり健康

推進員なり、こういう地区組織を廃止していくということを聞きましたけども、非常に

もったいない役に立っていないから廃止したのかもしれないですけど、それは制度の問

題ではなくて、運用の問題ではないか。活用しきれなかったんじゃないかというふうに

私は考えております。一度なくしてしまったものをつくりあげるというのは、非常に難

しいことですので、予算面でしたらまたそれは別なところで考えながら、このような地

区組織をつぶさないで、そしてこの方たちとともにどうやったら市民活動に結びついて

いくかを職員が学ぶきっかけにしてもらいたいというふうに考えますけども、この件に

ついてどのようにお考えなのか、お伺いいたします。 

それから後先になりましたけども、職員の問題はまた総合的に考えていくというこ

とですので、ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。住民の中からもなんだか元気

がないねという声が聞かれることもあります。みんな適材適所、本当に力を発揮できる

場にあれば、それぞれ能力ある職員ですので、いきいきと１２０％の力が発揮できるの

ではないかと思っておりますので、積極的に本庁と支所の人事交流をしていただきたい

ということを切に願っております。 

では、今保健推進員のその地区組織のことについてだけ、御回答いただきたいと思

います。それから先ほど市民部長が申されました介護予防体操については、非常に玉名
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市の方に大きく広がっており、成果が上がってきて地域が元気になってきているという

ことを感じております。 

じゃあその１点だけよろしくお願いします。 

○議長（松田憲明君） 市民部長 田上敏秋君。 

［市民部長 田上敏秋君 登壇］ 

○市民部長（田上敏秋君） 近松議員の再質問にお答えいたします。健康づくり推進員

の件でございますけども、議員も推進員の活動等については御承知のことかと思います

けども、主な役割といたしましては各種健診希望の取りまとめや受診勧奨、健康づくり

に対する学習会や地域への啓発活動、こういうものが健康づくり推進員の主な活動内容

でございました。合併に伴いまして、その方向性を一本化するというようなことであり

ますが、中でも個人情報保護法の関係上、健診申し込みについてはすべて個人に郵送を

し、個人が本庁または支所にそれぞれ提出していただいておりますので、健診の取りま

とめについては業務は保健推進員としての業務はなくなったところでございます。しか

し地域での健康に対する啓発活動等につきましては、先ほども申し上げましたとおり今

後は健康づくり推進協議会や食会、ヘルスメイト、母子保健推進員、そういう健康づく

りグループ等もございます。そういう団体等とも十分協議をしながら健康づくりについ

ては進めていきたいというふうに考えております。推進員の存続についてでございます

けども、旧岱明町にあってはもう１７年度で推進員の任期が来ているというようなこと

でございまして、横島町が今年度いっぱい、天水町にあってが来年度いっぱい、委員の

任期があるというようなことでございます。それぞれ推進員としての研修あたりも受け

ておられますし、そういう個別の活動等につきましては行政といたしましても十分推進

また支援をしていかなければならないというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） ７番、近松議員。 

［７番 近松恵美子さん 登壇］ 

○７番（近松恵美子さん） いろんな組織を活用しながらやっていくという御回答だっ

たかと思いますけども、まだ時間もありますのでもう一度検討していただけるならあり

がたいというふうに思っています。やはり住民との接点の場をなくしてはならないので

はないかということ、健診の取りまとめだけが推進員の仕事ではないというふうに私は

考えております。せっかく多くの住民が行政との接点を持った場がなくなるということ

は、住民にとっても寂しいことでありますけども、職員にとっても成長の場がチャンス

が少なくなることじゃないかというふうに思います。役所にいますとそれなりの役割と

いうのがあるわけですけども、地域の方たちの力、知恵というのもすごいもんだという

ことを住民との触れ合いの中で感じながら、ともに新しい市をつくっていくことが必要
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じゃないかと思いますので、これは一つの例ですけども。住民との協働ということを協

働社会の実現ということを大きく市の施策の中で今後も考えていっていただきたい、そ

ういうふうに思っております。 

これで私の一般質問を終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で、近松恵美子さんの質問は終わりました。 

議事の都合により暫時休憩いたします。 

午後 ２時０８分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時２２分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ２３番議員 吉田喜德君。 

［２３番議員 吉田喜德君 登壇］ 

○２３番（吉田喜德君） 有明クラブの吉田喜德でございます。さきの熊本市長選では

有権者は投票の際にどの政策を重視したのかの調査で、２０代、３０代、４０歳代では

教育、子育てがトップ、全体でも三大重視の一つに挙げられています。国の教育再生会

議も今まさに盛況でありまして、例の高校の未履修問題から端を発し、学習指導要領改

訂問題に一層拍車をかけ、いじめ問題が毎日のように報道され、教育委員会のあり方に

ついてまで論議が波及し、教育問題が社会問題や大きな政治問題と化した時代に我が国

の将来にまた２１世紀を生きる子どもたちの前途に深い憂慮を覚えてなりません。と同

時に教育の重要性を改めて痛感いたした次第であります。１、必修科目の未履修高問題

と中学校の実態について。文部科学省は１１月２２日高校の必修科目未履修問題に関し

て全国の国公私立５,４０８校のうち、熊本県を除く４６都道府県の６６３校で未履修

が確認されたと発表しました。これで履修時間が不足している３年生は１０万４,２０

２人、公立は公立全体の９.２％３７１校、私立は私立全体の２１.７％２９２校という

ことで、富山の県立高校を皮切りに必修科目の未履修問題は全国の公私立高に広がり、

補修やリポートを課して卒業を認めることで一応決着しました。この間学習指導要領と

大学入試のずれが要因と指摘され、指導要領を無視した学校を見逃した教育委員会の責

任を問う声が高まりました。これは各県教委のことですが、結局は入試科目の軽減が未

履修につながったと指摘されています。これを中学と高校、つまり高校入試に当てはめ

て考えてみると、高校入学試験の科目も軽減され、科によって多少異なるものの以前は

９科目が１１科目、私立はほとんどが国・数・英の３科目がその入試科目となっている

ため、特に３年生になれば他の科目が軽視されがちで、受験科目すなわち入試科目に集

中される重点科目授業が展開されてはいないかと懸念するものであります。公立でも５

教科の入試科目であります。もちろん中学校は義務教育単位制ではありませんので、卒
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業には直接影響しないが、中学校でも学習指導要領が守られていない実態が判明したの

であります。１１月６日の衆議院教育基本法特別委員会で伊吹文部科学大臣は、中学校

についても実態を調査する方針を言明していますが、全国各地の中学校にその通達が来

たものと思われます。たとえ来てないとしても市内中学校に対し、調査する姿勢があっ

てもいいと思います。調査してあれば、その結果はどうだったのでありましょうか。中

学校の実情についてお尋ねいたします。さきに私は玉名中学校に参り、その実態調査や

あるいは特に受験するための課外授業等についてお尋ねいたしました。先に述べました

ように結局は入試対策のために他の教科がはしょられている、あるいは軽視されていは

しないかなどということをお尋ねしてまいりました。その答えは、そういうことは全体

としてはないが、いわゆる重点的に課外、受験のための課外授業を行なってはいる。し

かし、前みたいに学校側から指定するのではなく、一同にクラスに集めて希望者のみ質

問制によって、その受験勉強、いわゆるこの授業を行なっているということでありまし

たが、教育委員会の調査ではいかがでありますでしょうか。 

２、いじめ問題と各校の取り組みについて。北海道滝川市で昨年小学６年生の女児

が級友からいじめられたことを遺書に記して自殺。以来、ごく近ごろでは１０月１１月

だけでも福岡県筑前町町立三輪中学校２年男子生徒がいじめを苦に自殺。福岡県桂川町

と同県宗像市で中学２年生の男子生徒が相次いで首をつり自殺。大阪府富田林市で中学

１年の女子生徒が、あるいは奈良市で中学３年男子が、また埼玉県北本市で同県本庄市

でいじめられていることを苦に首をつったり、飛び降りたりして青春の命を絶ち、その

他自殺までには幸い至らなかったが、１年間現金などを恐喝されていたという事件、国

語作文教育研究所所長はいじめる側を指導する、命のとうとさを教えるという教育現場

で言われだしてから２０年にもなるのに、その成果は一向にあらわれていない。まだい

じめが全国的に蔓延しているという重い事実だという発言がありました。こうした中い

じめを苦にした自殺予告の手紙が文部科学省に相次ぎ、県内でも１１月１１日付熊本中

央の消印があるのが、伊吹文部科学大臣あてに予告はがきが届いていたことが判明して

おります。文部省から１１月１３日ファックスで連絡があり、これを受け県教委は対応

を協議、県内の小・中学校を対象に命の大切さを訴える講話の実施や、このはがきの内

容に該当する事例がないか確認を求め、調査の結果、特に該当する報告はなかったよう

ですが、県教育はさらにいじめの実態把握が必要として公立の県下全小中高校を対象に

児童・生徒への無記名アンケートと各学校のいじめ防止への取り組み状況調査を実施し

たのであります。午前中の横手議員の質問のお答えにかんがみ、多少ダブると思います

けれども、私なりに質問をさせていただきます。熊本県いじめ問題緊急実態調査と称し

て通達が来ております。５項目、６項目にわたって調査通達が来ておりますが、１つ２

つ、２、３取り上げますと、学校としていじめの防止や早期発見のため組織的にどのよ
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うな取り組みをしていますか。保護者に対していじめの防止や早期発見のため、どのよ

うな働きかけをしていますか。あるいは今回のアンケートを集計して、先ほど答えにあ

りましたけどですね、小学校８００数十人、中学校２００数十名ですか。今回のアンケ

ート集計してどのような課題が見つかりましたか。どのような課題に注目がされました

か。その課題に対して、どのような対策をとられましたか。私は通達の内容だけじゃな

くて、その通達によってどう小中学校がですね、市内の小中学校が取り組まれているの

か、こういうことをお尋ねするわけでございます。これは新聞紙上に発表されていたの

でありますけれども、たとえば熊本市立城東小学校の例とかあるいは植木町立五霊中学

校の例とか、たとえば校長さんが先頭に立って取り組んでいる、あるいは担任や学年主

任の取り組みが詳細に渡って報道されておりましたが、実情はどう対応されているの

か。通告はアンケート調査結果と実情について、ダブる点はお答えは結構でございま

す。 

２、学校のいじめ防止の取り組みについて。通達実態そのもの、通達のみじゃなく

て、実態そのもの、先ほどから何回も言います。各学校の各校のですね、独自な具体的

取り組み、特筆するべき小中学校、市内の小中学校がありましたらお尋ねをいたしたい

と思います。 

３、教育委員会について。未履修問題やいじめ問題が切実で重大深刻化し、教育委

員会の存在価値やあり方にまでも波及している中、衆院教育基本法特別委員会は１０月

３０日、安倍総理も出席し、総理と文部科学大臣はいじめによる自殺者が相次いでいる

ことを踏まえ、各自治体の教育委員会のあり方や機能などを見直す必要性を指摘、また

政府の教育再生会議が来年１月にまとめる第１次報告の骨格が固まり、その中の柱の一

つとして教育行政の地方自治体への分権化促進、教育委員の人数弾力化、あるいは人選

見直し等が中心になっております。教育長は教委の機能や権限等、制度全般の見直しに

ついてどうあったらよろしいのか、御所見をお伺い申し上げます。教育委員会の運営方

針は従来に対し、新たな方針があれば教育委員長にお答えを願いたいと思います。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 吉田議員の質問にお答えいたします。必修科目の未履修高問

題と中学校の実態についてということでございますが、中学校の学習指導要領の件につ

いての実態調査につきましては、現在のところ市の方まで通知文はおりてきておりませ

ん。議員お尋ねの件でございますが、玉名市の中学校におきましては学習指導要領を守

った指導が行なわれております。本市には小学校２１校、中学校６校の計２７校があり

ますが、本年度は玉名教育事務所に要請した学校訪問が１０校、市教育委員会の学校訪

問が１７校予定されており、現在までに２５校が終わっております。あと２校は来年１
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月に市教委訪問をする予定になっています。学校訪問ではそれぞれの指導主事が教育課

程の管理について、細かくチェックをしております。具体的に申し上げますと、学習指

導要領で決められた学習内容が行なわれ、授業時数がきちんと確保されているかを調べ

るために何をどんな目標で指導するのかを記した週計画案の点検であるとか、あるいは

授業時数集計表のチェック、指導要録の点検などをしております。中学校に関して申し

上げますと中学校６校の学校訪問が終わりましたけれども、どこの中学校におきまして

も各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間とも予定の授業時数に若干のプラス、

マイナスはあるものの、最終的に標準授業時数に達するよう各学校で取り組んでおりま

す。そういった意味から本市では議員が心配されている受験科目に重点をおいた授業は

行なわれておりません。それから玉名中学校を視察されて、課外授業を行なっているの

ではないかというふうなお尋ねもあったと思いますが、これについては課外授業という

のはもう一切行なわないということになっておりますし、玉名中学校の場合には質問を

中心の補習授業を行なっているのではないかなというふうに思います。そのように委員

会としては考えております。 

次にいじめ問題と各校の取り組みについてお答えいたします。先ほど横手議員にも

お答えしたところでございますけれども、先日の県教育委員会の無記名によるいじめ緊

急アンケート調査では、本市におきましても今年になって多くの子どもたちがいじめら

れたと感じております。細かいことにつきましては、申し上げませんがお尋ねのその結

果、どういうような処置を取ったかというようなことであったろうというふうに思いま

す。学校として組織的にどのような取り組みを行なったかということにつきましては、

それぞれの学校で定期的に全校の児童生徒を対象とした子どもを語る会、情報交換会と

いいますが、そういうのを実施し共通理解を図っております。それから定期的な教育相

談の実施、定期的にいじめアンケート等の調査、いじめ不登校対策委員会というのを設

けておりますので、それによっていろいろと検討すると。それから道徳や人権教育の授

業の実施、中学校においてはスクールカウンセラーや適応指導教室との連携活用を行な

っております。保護者に対しては、ほとんどの学校が学校通信といいますか、学校だよ

り、学年、学級通信等での情報提供や情報の交換を行なっております。そしていじめ防

止の呼びかけを行なうというような手だてを取っております。また、家庭訪問をして相

談活動やそのいじめがあった場合の対応等を実施しているということでございます。そ

ういった具体的なことをやっておりまして、先ほど横手議員のときにもお答え申し上げ

ましたように、特に校長を中心に命を大切にする心とか、あるいは規範意識をはぐくむ

ために、児童生徒にそれぞれ話をし、いじめ防止等においてもあるいは命を大切にする

というようなことについても講話等を通してですね、実施をしているということでござ

いますし、また、先ほど申し上げましたように命を大切にする心や規範意識をはぐく
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む、校長講話集を玉名市としてつくりまして、それをそれぞれの学校に配付し、参考に

していただきまして活用するというような手だてをとってまいりたいというふうに思っ

ております。 

最後に教育委員会について、教委の機能や権限、制度全体の見直しについてお答え

していきたいと思います。昨今いじめ問題等で連日のように教育についての議論がなさ

れており、教育委員会のあり方が問われております。政府は時代を背負って立つ子ども

や若者の育成のため、教育再生を国政上の最重要課題の一つに位置づけていますが、教

育の基本にさかのぼった改革を推進することで、２１世紀の日本にふさわしい教育体制

を構築し、教育の再生を図っていくことを目的として、教育再生会議が設置されておる

と思っております。その中で教育行政の地方自治体への分権促進等いろいろ論議がなさ

れておりますが、教育に関するさまざまな声を聞き、意見を集約して教育改革はなされ

るべきであろうというふうに思っております。教育委員会制度につきましてもさまざま

な課題が指摘される中で、教育委員会の任意設置化の意見も出て来ております。しかし

ながら、教育委員会の意義役割について考えるとき、まず教育に求められる要件として

政治的中立性の確保、継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映があげられます。

これらを実現するために教育行政では首長からの独立性、合議制、住民による意思決定

が必要であり、これら３つの実現の要請に答えるものとして、教育委員会制度というの

は今日においても必要であるというふうに考えております。玉名市の教育委員会におき

ましては、毎月の定例委員会のほかにいろいろな教育問題等が起きた場合に５人の委員

やあるいは職員と常に意見交換や情報交換を行ない、教育委員会としての対策を考えて

おります。教育行政は市と教育委員会との役割分担によって行なわれておりますので、

きちんとその役割を果たしていきたいと、このよう思っております。 

○議長（松田憲明君） 教育委員長 坂本清一君。 

［教育委員長 坂本清一君 登壇］ 

○教育委員長（坂本清一君） こんにちは。私は吉田議員の教育委員会の運営方針につ

いての御質問にお答えをいたします。今、国レベルでは教育基本法の改正問題や教育再

生会議の様子が論じられております。その中で教育委員会のあり方、ただいま教育長が

申し上げました機能については、さまざまな問題が投げかけられております。そのよう

な中で教育委員会として今後取り組まなければならないことは多々ありますので、今後

検討してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（松田憲明君） ２３番、吉田議員。 

［２３番議員 吉田喜德君 登壇］ 

○２３番（吉田喜德君） 熊本県いじめ緊急アンケート調査を大体１７、１８問いにつ

いて調査が行なわれております。生徒に対してですね。今の学年になっていじめられた
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ことがありますかと、第１番目に「ある」という人が先ほどの数字が出てたように、そ

れに対して周りの人はどうとめたかとか、あるいはシカトしたというか、無視したかと

かですね。あるいは誰に相談をその人はいじめられた人はしたかと、細目にわたって１

８にわたってアンケート調査が行なわれた。非常に綿密ですからこれはやはり各学校で

本当に真剣に一つ一つ研究されてですね、取り組まれればそういう解消にもなるんじゃ

ないかな、いじめ解消になるんじゃないかなと強く私は感じた次第でございます。また

教育再生会議や文部科学省はですね、いじめに対する８項目ですね、８項目のいじめ問

題、緊急提言というのを行なっております。その中の一つに注目したんですけれども、

チームをつくり学校としていじめを解決することと、チームをつくってですね。あるい

は教育委員会もチームを結成し、学校を支援していく、支援することと。こういうよう

な通達、学校はいじめを隠さず、学校評議委員などに報告すること。こういうのを提言

しております。緊急提言として。教育委員会のチームを結成し、学校もチームを結成し

取り組むと、これが私がどう取り組んでいられるのか、実態をということについての中

のお答えを期待していたわけでありますが、もし、現在そういうことを行なわれておら

れれば、また答弁をお願いしたいと思います。行なっておられなければ、また、これか

らの課題として研究していただきたいと思うわけでございます。私は教育委員会をです

ね、教育委員会を廃止しろという自論者ではございません。教育委員会をもちろん強化

し、その機能をですね、本当に発揮してもらいたいという願いでございます。教育委員

長の答弁は何か新しい方針が玉名市の教育委員会としてあられれば、御答弁お願いした

いということも申し上げましたけれども、今あられないわけなんですね。答弁にありま

せんでしたので。そういうことを御認識の上、お聞き願いたいと思いますが、これは教

育再生会議あるいは衆議院の教育基本法特別委員会、あるいは伊吹文部科学相の答弁、

あるいは談話、コメントですね。あるいは安倍総理の考え方、談話等をですね、何点か

申し上げてみたいと思いますので、今後のですね、指針あるいは、教育委員会のです

ね、参考にしてもらいたいと思います。各自治体の教育委員会のあり方や機能などを見

直す必要性を指摘と、強く先ほど申しましたように衆議院の基本法特別委員会で言って

おります。また教育委員会のチェック機能が働くようなあり方について、早急に議論す

べき必要があると。チェック機能をですね。伊吹文部大臣も制度的にかなり見直しをし

ていかなければならない、本当に見直しされるんじゃないかと思いますね。これだけ国

がはまっていますからですね。どこに教育委員会の責任があるのかとか、責任は最終的

にどこにあるのかとかいうのがですね、わからない点もあるんじゃないかと思います。

また委員会制度改革に関して教育委員会の活動状況を情報公開し、住民・地方議会がチ

ェックする体制整備が盛り込まれる第１の報告書にですね、模様だと。教職経験者に偏

らない適材適所の教育長任命など教育委員の人選方法の見直しも考えられておるようで
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ございます。市長、おわかりでしょうか。人選についてでございます。また担当室長が

ですね、この問題の担当室長が各地の教育長の７割近くが校長出身で、問題が起きると

ふたをしてしまう。うちの教育長のことを申しているわけではございません。ふたを閉

じてしまう傾向があると。教育長や教育委員会、教育委員長はですね、どう機能させる

かを研究してもらいたい。あるいは機能しないなら別の方策を考えていくことも必要だ

と記者団に語っておられます。あるいは最後ですけれども、都道府県教育長の任命承認

制度改善のための措置要求は１９９２年の地方分権一括法ですべて廃止され、責任の所

在があいまいな状況になっていると、各自治体にこれは権限が移譲されているのではな

いだろうかと、こういうようなことも考えるわけでございます。以上のことを御参考に

教育委員会のあり方について、機能あるいは制度等について本玉名市教育委員会も真剣

に考えていただければ幸いかなと思うわけであります。 

仮称、はぜ並木水辺公園と周辺環境整備について。本議会冒頭に市長も公表されま

したが、平成１８年１１月１８日、熊日朝刊第１面、（玉名市はぜ並木）国の登録記念

物に文化審答申、植物では初の見出しで報道されました。はぜ並木は菊池川右岸堤防沿

い３.７キロメートルに自生する２３７本、江戸時代に栽培され、今も巨木群が並木を

形成し、２００本以上のはぜが残っているのは国内的に例がなく、歴史的価値が高いと

評されています。一帯では地元の玉名町校区まちづくり委員会が毎年１１月２３日、玉

名はぜ祭りを開き、保存運動を展開、実を使った和ろうそくづくり体験などのイベント

を繰り広げて盛況を得ています。本年も並木を保存し、観光にも活用しようと４回目の

開催、雨の中祭りに先立ち島津市長を初め関係者代表によって、国内初国登録記念物

（植物）菊池川堤防のはぜ並木の標柱が立てられ、文字どおり全国的にも貴重な箇所と

なりました。ところで平成１５年９月１８日、初の玉名町松木水路整備計画、いわゆる

仮称、はぜ並木水辺公園水路整備計画打ち合わせが組織的に開催されました。１５年９

月１８日には国土交通省九州地方整備局菊池川河川事務所、岡田副所長御出席、行政か

らも企画課や下水道課や土木課や文化課や関係各課が出席、そしてまちづくり委員会、

市民茶会とか松木区の人々、こういう方が参加して初めて行なわれました。その後１５

年１０月３日、１５年１０月７日、続けざまにその年行なわれました。しかし１６年、

１７年と断片的には個々には行なわれていたようですが、そのまま停滞をしたかに思い

ます。先ほど申しましたように、この委員会には国の機関いわゆる国土交通省からも積

極的に参加されて提言ないし、意見を聞いておられます。１８年１１月１２日、松木、

六田両区長さんを中心に地元が行政からもおいでいただき、この問題について現状とあ

るいは将来像について真剣に話し合われ、同時に暗くなるまでの視察が行なわれまし

た。大変成果を得たんじゃないかなと思います。というわけで、先ほど申しましたよう

に１１月１２日再燃したのであります。つまりこういうことを私は強調したいのであり
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ます。さきに述べましたようにはぜ並木は県下はもちろん、飛躍すれば全国的に有名に

なり、また注目され、訪れる人々も多くなることでしょう。ところが右岸道路を越して

一歩足を踏み入れ、国土交通省が管理するあるいは市の一部が管理する水路やその周辺

は雑木です。雑草等が繁茂し悪臭が漂い、ハエ・蚊が発生するなど、また雨水による被

害が甚大となっていて、住環境の悪化を招いています。とてもとてもはぜ並木の景観と

はほど遠いイメージダウンとなります。またこの地域には老朽化し、今や言葉は悪いん

ですけど、ふん詰まりしている悪臭甚だしい旧玉名市のし尿処理場が存在し、文化の薫

り高いはぜ並木水辺とは言えません。はぜ並木の景観とはほど遠いイメージダウンとな

ります。また御承知のとおりこの地域すなわち松木・六田地区は区画整備事業でできた

新住宅振興地帯で戸数も４００ないし６００と玉名市でも突出している世帯数の地帯で

もあります。そこで地元の人たちが提言されていることが、はぜ並木水辺公園、登録記

念物、環境整備、この三位一体のこれは三位一体のものと考えるですね。登録記念物、

はぜ並木水辺公園、環境整備、三位一体のものと考え、１、水路等の管理当局を明確す

る。が、地元の人たちあるいはまちづくり委員会の人たちがこういうことを話や提言

し、あるいはまたお願い、その他要望にいかれるのが、どこが窓口にされて行かれるの

か、していいのかというようなことなんです。２、周辺地域の地勢調査。これはです

ね、松木から六田いわゆる小浜地域方面が下流とするならば、それまでの調査ですね、

あるいはこの一帯にどこに水周りがあり、どうしてこの辺が水没していくのかとか、こ

ういうようなのを調査する地勢調査を。３番、遺失物対策。用水路等のしゅんせつ、昔

はしびんちゃや、船小屋そういう水辺の非常にあの和む地帯であったのが、乾いて雨が

降ったら逆にそれが水浸しになっていくと、民家が水浸しになっていくという状況です

ね。４番、はぜ並木水辺公園実現に向けて国・県に市は強く提言を働きかけられること

などであります。市の取り組む姿勢と御見解を承りたいと思います。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 吉田議員の再質問にお答えいたします。いじめ問題緊急提言

の中のチームをつくり学校としていじめを解決、教委もチームを結成し学校支援という

こと、学校はいじめを隠さず、学校評議員などに報告と、これについてどうかという御

質問であったろうというふうに思いますが、先ほども申し上げましたけれども、いじめ

だけに限ってチームをつくっているわけではございませんが、校内ではいじめ不登校対

策委員会というのを設けております。校長、教頭それから担任、養護教諭、それから相

談員等を交えたチームをつくって、その都度いじめとかあるいは不登校に対して対策を

練っているというチームがございます。それから教育委員会内にも改めてチームをつく

ったということではありませんけれども、教育長とかあるいは指導主事とか相談員等が
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話し合いを持って、いじめとか不登校等に対しての支援を行なうというようなことはや

っております。教委と学校と関係機関の連携もこれもチームと考えていいんではないか

なあというふうに思っております。それから学校はいじめを隠さず、学校評議員などに

報告というふうな緊急提言がありますが、学校評議員等にその都度報告がなされている

かどうかは把握はしておりませんけれども、恐らく何校かはこういうふうなこともやっ

ているというふうに思います。ただいじめを隠すというようなことについては、学校と

してはですね、やっていないというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 助役 髙本信治君。 

［助役 髙本信治君 登壇］ 

○助役（髙本信治君） 仮称、はぜ並木水辺公園と周辺環境整備についてお答えをいた

します。このことにつきましては、複数の部局に関係をいたしますので、私の方からお

答えをいたします。はぜ並木につきましては、議員お話しのとおり歴史的、文化的景観

としての貴重な遺産であり、玉名町校区まちづくり委員会の御尽力もあり、ここ数年玉

名市の誇るべき観光資源として認識されるようになり、今年度の国の文化審議会答申に

よって菊池川堤防のはぜ並木が植物としては国内初の登録記念物になることが確実とな

りました。これからは景観的な面からも各種の機関から検証されることも見込まれてお

りますので、整備のあり方も景観整備の視点を導入することが必要になると考えており

ます。松木、六田地区の堤防下の水路につきましては、もともとの経緯はお話にもあり

ましたように昭和４９年に松木地区の区画整備事業が施行された際に、堤防用地として

提供され、国土交通省の所管になっておりますが、長年水路部分の整備が行なわれてい

ないのが現状でございます。このため雑草が繁茂し、水が滞留し、蚊も発生するなど住

環境の悪化を招いてきております。これらを解消するため毎年国・県等に対しまして水

路の整備について要望をしてきたところでありますが、平成１５年になりまして詳細な

経緯はわかりませんが、恐らくこの要望を受けてのことと思いますけれども、国土交通

省九州地方整備局菊池川河川事務所より市に対して、地域住民との共同による水路及び

周辺整備についてのプランの作成依頼がございました。これを受けて平成１５年１０月

から１１月にかけて地元住民の方々、玉名町校区まちづくり委員会の委員の皆様方など

と市の関係職員による現地視察及びワークショップを行ないまして、はぜ並木と水辺と

散策道を整備するという素案を作成し、実現に向けての要望を行なったところでござい

ます。その後も菊池川河川事務所に対して、整備の推進を要望してきているところでは

ございますが、国の予算等の関係でまだ手がつけられていない状況でございます。市と

いたしましても毎年国・県等関係機関に対して要望しておりますが、はぜ並木が国内初

の登録記念物の指定を受けることを踏まえまして、整備の実現に向けて今後さらに強く
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要望をしてまいりたいと考えております。 

次に遺失物対策についてでございますが、議員御指摘の箇所につきましては、玉名

市浄化センター東側で豪雨時に排水路よりはんらんし、住宅地が浸水いたしますため応

急的に下水道管に引き込み、被害を軽減しているところでございます。なお危険防止の

ため、排水路より下水管への引き込み口にスクリーンを設置しておりますが、一般ごみ

などで豪雨時のそのスクリーンを一時的にふさいでいる場合もございますので、現在設

置しているスクリーンの構造等を検討し、今年度中に改善をしたいと考えております。

また、しゅんせつにつきましては今後検討をさせていただきたいと思っております。国

交省とも協議をし、必要な措置を検討させていただきたいと考えております。お尋ねの

水路等につきましての市の窓口につきましては、建設部の土木課にすることといたして

おります。それから周辺の地勢調査、雨水がどのように流れているかの調査につきまし

ては、今後実施する方向で検討をしたいと考えておりますので、どうぞよろしく御理解

のほどお願いを申し上げます。 

○議長（松田憲明君） ２３番、吉田議員。 

［２３番議員 吉田喜德君 登壇］ 

○２３番（吉田喜德君） 教育委員会のあり方についてですね、存在意義について市

長、民主党は教育委員会の廃止を党の方針として打ち出しております。このことについ

て、今日は市長は全然答弁しておられないので、目覚ましのためにもお聞きしたいんで

すけど、まあいいです。私は教育委員会はですね、やはり先ほど申しましたように存続

させて、今よりも一段とですね、いい意味の強化をしていただき、あるいは機能を発揮

していただくようなシステム、こういうような状況の教育委員会の姿にしていただきた

いと、こういうようなことを常日ごろ思っているわけでございますが、頑張っていただ

きたいと思います。 

この地域に市長も、島津市長もびっくりされたと思うんですけどですね、先ほど触

れましたが、旧態依然とした老朽化して悪臭を放つし尿処理場がこの地域にあるわけな

んですね。風が吹けば並木通りに臭みが漂うというような状況ですけれども、これに対

してはお聞きするところによると整備計画を進めなきゃならんのかなとか、あるいはま

た進めていただいているのかなとか、見えるような状況をされているようでありますの

で、大変ありがたいと思いますが、よろしくお願いをしておきたいと思います。昔は高

瀬駅といいまして、玉名駅の前は調整池でありました。あるいは駅の西側通りはほとん

ど調整池等あるいは農業用に使うため池と申しますか、通称、そういうのがありまし

た。地元松木の区長さんはまちづくり委員会のかなめでありまして、事務局長もしてお

られて非常に頑張っておられる。下流の方の六田の区長さんはその一帯の地域の歴史家

とも言われて、いろいろと自ら研究、勉強されておられ、あるいははぜ並木を自分の得
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意を生かしてですね、水彩で描いておられる。こういう地域の方たちがですね、熱心に

このことを推進されている。これは地元だけのことの問題じゃないと思います。助役さ

んのありがたいお言葉も、答弁もいただきましたけれども、本当に実現のために皆が頑

張っていかなきゃならない地域だと痛感するわけでございます。どうかそのようなこと

を念じまして一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（松田憲明君） 以上で吉田喜德君の質問は終わりました。 

議事の都合により暫時休憩いたします。 

午後 ３時１３分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ３時２６分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

まず、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 

 ９番、福嶋譲治君。 

［９番議員 福嶋譲治君 登壇］ 

○９番（福嶋譲治君） こんにちは。有明クラブの福嶋譲治です。一番時間的にお疲れ

の時間でございますが、議員ぞれぞれ精いっぱいの思いを込めて質問を用意しておりま

すので、今しばらく頑張って聞いていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

私、今回３つのことについて質問を通告しております。１.県営赤仁田地区畑地帯総

合整備事業の進捗状況と今後、他地区への導入の考えについて。２.公立幼稚園及び保

育所の現状と今後の方針について。３.第一次玉名市総合計画の特長について。この３

つを通告しております。 

まず１番目、県営赤仁田地区畑地帯総合整備事業の進捗状況と今後、他地区への導

入の考えはということについて質問します。この事業は主に天水地区を中心であります

が、ミカン産地の担い手育成のために省力化を図り、生産性を上げようという事業だと

認識しております。ミカン農家にとりましては長い長い低迷が続いておりまして、ただ

本年産ミカンの販売価格は想像以上に久しぶりに、本当に久しぶりに高値で推移してお

ります。昨年と比較してみますと、極早生で１７年度産販売単価１１６円に対し、本年

度１８年度産では２１１円、早生ミカン１７年度産販売単価１１３円に対し、２４１

円。これは販売単価でございまして、経費を差し引いた手取り価格をちょっと比較して

みますと、１７年度産の極早生１１６円から経費、農協経費５５円を引きますと手取り

単価、農家手取り単価は６１円、大まかにですけど６１円。それに対し、本年度１８年

度産では２１１円から経費８０円を引きますと１３１円、手取りが１３１円です。早生

では１７年度産で１１３円の販売単価から５５円の経費を引きますと５８円の生産者手
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取り、本年度１８年度産では２４１円から経費８０円を引きますと１６１円の手取り。

単価の比較では極早生で倍以上、普通の早生で早生ミカンで３倍近くなっております。

聞いておられる方は経費が１８年度と１７年度では大幅に違うじゃないかという疑問を

持たれるかもしれませんが、これは単価が販売単価が高くなりますと当然、市場のマー

ジンの率でいきますので、市場のマージンが高くなります。それと生産量が少ないとい

うことで経費は高くなります。ただ今申しましたように単価の比較では倍、早生では極

早生では倍、早生では３倍近くなっておりまして、ただ出荷量はごく早稲で前年対比７

４％、早生で４６％、前年対比の出荷量が４６％となっております。これはちなみに玉

名農協、ＪＡ玉名の天水選果場でのデータとなっております。裏年ということで、収量

が大幅に減っておりますので、この２倍、３倍の販売単価がそのまま農家所得に反映す

ることにはなりませんが、こういった高い値段が出たということは、ミカン農家にとり

まして、これからのミカンの生産に対して希望がわき、少し励みにもなるかなあと思っ

ております。ということで、この事業が生産性を高め、消費者のニーズにあったミカン

づくりに寄与すると信じているわけでありますが、現在の進捗状況と今後のスケジュー

ルがどうなっているか、またこの事業が完了したあと、ほかの地域への導入の考えはあ

るのかを質問します。ちなみにどの事業かわからない方が、いらっしゃると思いますけ

れども、そこの屋上に出ますと三の岳、熊の岳ありますが、熊の岳の方に赤くその開墾

したみたいなところが広く天気のいい時に見えます。あの事業のことです。大体あの場

所を。はい、わかりました。 

次に２番目の質問として、公立幼稚園及び保育所の現状と今後の方針について、質

問します。現在玉名市には一つの市立の玉名市立の幼稚園と１１の玉名市立保育所があ

ります。幼稚園と保育所ではそれぞれ担当部署が違うのでひとまとめに話を進めるのは

おかしくなるかと思いますので、まず玉水小学校に併設されている幼稚園について教育

長に質問します。玉水幼稚園の現況と特徴、問題点などあるのかないのか。ほかの県内

の中でほかの公立幼稚園などはどうなっているか、伺いたいと思います。市長には私、

公立の幼稚園として、この幼稚園はそれなりの成果もあるのかなあと思いますが、同じ

天水地区内での平等性など疑問に思っている市民もたくさんおります。そういうことを

含めまして市長にこの幼稚園のこれからの方針なり、どういう方向付けを考えておられ

るのか、財政なども絡めてお答え願います。それと次に１１ある玉名市立の保育所につ

いても現況また公立であるところの利点、欠点、特徴などを担当よりお答え願います。

市長にはこの公立の保育所についても考えを述べていただきたいと思います。まず２つ

の質問について答弁をいただいてから３番目の質問に入りたいと思います。 

○議長（松田憲明君） 天水総合支所長 望月一晴君。 

［天水総合支所長兼天水自治区事務所長 望月一晴君 登壇］ 
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○天水総合支所長兼天水自治区事務所長（望月一晴君） 福嶋議員の県営赤仁田地区畑

地総合整備事業の進捗状況と今後、他地区への導入の考えについてお答えいたします。

この事業は熊本県が事業主体として実施するものでございまして、生産基盤を整備する

ことにより機械等の導入を可能とし、省力化とコストダウンを図るとともに、他事業と

の組み合わせで極早生温州や早生温州の新品種への改良を進め、担い手農家の育成と農

業所得の安定向上を図るものでございます。実施年度につきましては平成１７年度から

２０年度までの４年間の継続事業であり、総事業費は約１億７,５００万円でござま

す。負担割合といたしましては、国が５割、県が３割、玉名市１割、受益者１割でござ

います。事業計画といたしましては、測量、用地補償及び農地を集団化させるための区

画整理を行なうものです。工事の内容といたしましては整地工として９.７ヘクター

ル、支線道路新設工事延長１３０メートル、耕作道路工事としてコンクリート舗装工延

長１,８７５メートル、排水路工事として延長３１５メートルの整備を実施いたしま

す。また土砂流出防止や防災面を考慮した排水対策といたしまして、調整池を設置する

計画です。進捗状況は平成１７年度において実施測量及び換地事務を１,５００万円で

実施しております。１８年度において、実施測量それから用地補償、整地工事、耕作道

路工事及び排水路工事を１億４,２００万円で実施します。１９年度以降につきまして

は支線工事、付帯工事及び換地事務を実施する予定です。１８年度終了時点での進捗率

は事業費ベースで約９０％になる予定でございます。植栽につきましては、強い農業づ

くり交付金の生産総合事業において平成１８年度に実施いたします。天水地域全体とし

ては赤仁田地区を含めて受益戸数７０戸、改植面積約２０ヘクタール、事業費４,８５

０万円です。これの負担割合は国が５割、県が１割、受益者４割です。品種につきまし

ては肥のあかり、肥のあすかを植栽いたします。また議員お尋ねの他地区への導入につ

きましては、地元住民の要望や防災面での安全性を十分に考慮し、赤仁田地区の今後に

おける事業効果等を見ながら検討してまいりたいというふうに考えております。また価

格低迷の続く温州ミカンの振興につきましては、在来系統から高品質への更新を進め

て、消費者ニーズにあった高品質ミカンの生産と園地整備による省力化、機械の導入及

び規模拡大によるコストダウンを図りながら経営の安定化を推進してまいります。また

市単独事業による担い手規模拡大助成事業及び農業機械等整備助成等を併せて推進し、

担い手の育成、ミカン農家の経営安定を図り、ミカン産業の振興を推進してまいりま

す。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 福嶋議員の質問にお答えいたします。玉水幼稚園の現況と特
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徴、問題点などあるのかと、ないのか。県内の様子はどうであるかということでござい

ますが、まず県内の様子からお答えいたします。熊本県内の公立幼稚園の現状につきま

しては、公立幼稚園の数につきましては、平成１５年度が４５園、平成１６年度が４２

園、平成１７年度が４２園、平成１８年度が４１園でありまして、年々わずかではあり

ますけれども、減少している状況であります。また園児数におきましても平成１５年度

が３,１５５名、平成１６年度２,９９６名、平成１７年度２,９５３名、平成１８年度

２,８２４名でありまして、幼稚園の数と同様に年々減少しております。公立幼稚園の

減少につきましては、原因といたしまして、少子化や市町村合併によるものと思われま

す。園の廃止後は他の公立幼稚園や私立の幼稚園に入園しているようでございます。以

上が県内の公立幼稚園の現状であります。玉水幼稚園の園児数につきましては、平成１

５年度１０名、平成１６年度１４名、平成１７年度９名、平成１８年度１２名で、ここ

４年間、大体同じような数で推移をしております。また今後５年間の玉水地区の幼児に

ついては、あまり増減はありません。なお、１９年度の入園申し込みにつきましては、

平成１８年１２月２０日といたしております。幼稚園の目的、目標につきましては、学

校教育法で定められておりまして、幼児期における教育は家庭との連携を図りながら生

涯にわたる人間形成の基礎を培うために大切なものであり、幼稚園教育の基本に基づい

て展開される幼稚園生活を通して生きる力の基礎を育成するよう規定されております。

玉水幼稚園におきましては幼小の連携、家庭地域との連携を図り、環境構成に努め、生

涯にわたる生きる力の基礎を培い、健康で明るい子、思いやりがあり仲よく遊べる子、

よく考え自分なりに表現できる子に育てることを目標に定め、教育を行なっておりま

す。また玉水幼稚園は玉水小学校と同一敷地内にありますので、例えば運動会であると

か、あるいは小学生による読み聞かせ等一緒に行なっておりまして、小学校に入るとき

にスムーズにいくことができると、そういった点で他の公立幼稚園と比べ違う特徴があ

るというふうに思っております。問題点として考えられることは入園数が減少傾向にあ

ることではなかろうかなというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 元田充洋君。 

［福祉部長 元田充洋君 登壇］ 

○福祉部長（元田充洋君） 福嶋議員の公立幼稚園及び保育園の現状と今後の方針につ

いての中での保育所の現状について、お答えを申し上げたいと思います。議員の御質問

の中で公立の保育所ということで、限って御質問でございましたけれども、保育所は公

立、私立ともに児童福祉法に基づき保育にかける乳幼児を親にかわって保育するという

ことでは大きな違いはございませんので、公立、私立合わせたところでの答弁というこ

とでお許しをいただきたいと思います。現在、本市におきましては公立が１２園、私立
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が８園の合わせて２０園の保育所がございます。入所児童は現在定数が１,４０５名に

対しまして１,６６５名の園児が入所しております。全国的な諸問題となっております

待機児童は今のところゼロでございます。保育サービスの充実を図るために玉名市次世

代育成支援行動計画に基づき事業を展開しているところでございますが、特別保育につ

きましても延長保育や一時保育の拡充や保育サービスに関する情報提供に努め、子育て

支援を側面から支えているところでございます。また本年度からは休日保育事業のサー

ビスを開始し、保護者の皆様からも評価を得ているところでございます。現在、延長保

育が１３園、一時保育が６園、休日保育が１園の保育所で行なっておりますが、今後は

平成２１年度までにはこれをそれぞれふやしまして、事業を拡大する予定で計画してい

るところでございます。今後も様々な保育ニーズに対応するため保育所、行政、それぞ

れの役割を認識し、連携を深めてまいりたいと考えております。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 議員の皆様御苦労さまでございます。初めて登壇をさせていた

だきましたので、今日とりわけいじめの問題が複数の議員から提示されて議論がいろい

ろございました。私の感想を一、二申し上げたいと思います。まず教育委員会の対応で

ございますが、教育長の両議員に対する答弁を聞きながら、極めて内容のあるきちっと

した対応をとってくれていると私にはそう聞こえましたし、非常に安心をしたというの

が私の実感でございます。教育委員会が立ち上げられるときに合併協議のときの思いも

あって、各３町からお１人ずつ旧市から２人、こういう形で立ち上がりました。校長経

験者ばっかり並べたみたいな話がありましたが、決して意識してそういう形になったと

は私は受けとめておりません。今後、いろいろルールが合併時の教育委員会のでき上が

り方についてルールがございますので、それに従ってやっぱりいろんな時代に適応した

姿にとき折々の時勢を反映した教育委員会が構成されて、そして的確な玉名市のとりわ

け小中の教育を中心とした管理なり指導なりがなされていくと受けとめております。い

じめの問題がいろいろ言われました。私は常々感じておることはやっぱりこれこそ三位

一体の対応が必要なんではないか、三位一体というのはやっぱり学校において先生たち

がもっともっと子どもたちの間に入ってほしい、あの私はどっかの機会で県の教育委員

会の方にも申し上げたんですが、学校の先生というのは事務員じゃないんだから、あん

まりもう余分な事務は押しつけなすなよ、もっともっと子どもたちと触れ合う場、触れ

合える時間が持てるようにしてあげたほうがいいと、そういうことを申し上げました

が、もっと子どもたちの中に先生方が入っていただきやすい、そういう意識を持っても

らわなくてはならないし、そういう環境をつくっていかなきゃならん。同時に家庭にお

いてもですね、子どもに向き合う、じゃあ奥さんの方にばっかり押しつけて、子どもの
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悪かつはお前が悪かと私も言ったことがあるような気がするんですが、それじゃまずい

のかなあと両方ともどもに、もっと家庭の中でも子どもたちと向き合わなきゃならん。

同時に地域にあっては先ほどもちょっと出ましたある地域でこういうクラブがある、子

ども会であるとか、そういう子どもたちを意識したグループもありましょうし、そうで

なくてもそこには老人会もあるかもしれませんし、あるいはいろんな趣味の会もあるか

もしれません、そういう人たちが一緒になって、地域の子どもたちを見守っていこうと

いう雰囲気を高めていくことは極めて大事なことである。こういう学校、家庭、地域が

三位一体となってその地域の子どもたちを見ていくときに、決して言われているような

いじめの実態がはびこったり起きたりすることはないだろうと、私はこの玉名市内にお

いてそういうお互いの思いが一つ一つ高まっていくことを皆さんとともどもに願い続け

たいと思います。今、福嶋議員からありましたので、教育長と福祉部長の方から答弁を

いたしましたが、私にあえて登壇をしなさいとおっしゃったのは、恐らくもっと端的に

言えば玉水幼稚園どうするんですかと、廃止するんですか、続けるんですか、とまあ率

直に言えばこういうお尋ねだろうと思うんです。私は教育長が答弁いたしましたけど

も、やっぱり非常に特徴的な公立幼稚園だと認識をしています。私がちょうど県議会に

出る前の年だったと思うんですが、もうそろそろ２４、２５年になります。これは玉水

校区、玉水校区に限った子どもたちで、年長児だけを対象にした幼稚園ということで歩

み始めてきました。２０数年たちますからそれなりの歴史と経緯があります。地域の

方々もなじんでこられた部分は率直にあったと思っています。しかし全体の流れの中

で、今後ともこういう状態でいいのかなと問われれば、私はやはりここはひとつ地域の

方々の御意見を聴しながら、いつどうするかということは別ですよ。地域の方々の理解

がない中で事柄を進めていったんでは、それは教育現場に、幼稚園の現場に、あるいは

地域に混乱を残しますから、そういう努力は続けなきゃならんと思いますが、方向とし

てはそういうことではないのかなというふうに感じております。保育所についても同じ

ことが言えるんで、旧市の場合は既に公立保育園は民営化するんだということが松本市

政時代に一つの規制方針として決められております。３町の方では、３町といってもと

りわけありますのは岱明町それと天水の１園だけでございますけれども、その２町にお

いてはそういう規定とか歩みはありませんけれども、方向性としては私はこの公立保育

園もですね、やはり民営の方向に向かって動いていった方がいい、そのことが時代のニ

ーズに応えられる保育事業の展開につながっていくでのはないかなと受けとめておりま

す。しかし、これも先ほど申し上げたように、だからといって強引に突き進みますと、

いろいろ問題を惹起しますのでそういうことのないようにしっかり地域の皆さんと話し

合いながら、地域の理解の上にそういう方向性を目指すというのが基本的な方向である

べきだろうと、そういうふうに思っております。 
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以上です。 

○議長（松田憲明君） ９番、福嶋議員。 

［９番議員 福嶋譲治君 登壇］ 

○９番（福嶋譲治君） 市長には私の質問以外にも詳しく答弁いただきましてありがと

うございました。私はスピーディーな質問をしようと思いまして、４時には終わろうか

なと思っておりましたが少し時間を過ぎるかもしれません。幼稚園、保育園の問題につ

きましては私の認識不足の点もありまして、ちょっととんちんかんな質問になった分も

あったのかなと反省しております。ただそういうことがわかったということで質問して

よかったなと今思っております。それと市長の考え方でありますが、私もどっちかとい

うと同感でありまして、私がどういう判断を出すということじゃないんですけれども、

まず地域住民の理解というのが非常に重要となってくると思いますので、市長の答弁に

もありましたように地域住民の理解を得ながら、いいリーダーシップをとっていただき

たいと思います。後先になりましたが、１番目の質問の畑地総合整備事業の問題は天水

町の場合は熊本市河内町と違いまして、非常に早い品種に活路を求めて早生よりも極早

生、極早生よりももうひとつ早いやつ、さっき支所長より名前の出ました、肥のあかり

というのは９月の２０日から２５日ぐらいから出荷する品種なんですけれども、今年な

どはそういうのよりも今まで必ず１１月に最低の値段を出していた早生ミカンがその極

早生の高い値段が出るという非常に奇妙な現象になりました。そういったことを含めま

して長期的な先を見据えた間違いのない品種構成とか、そういうことも指導力を農協と

タイアップしながら連携しながら、いい指導力を発揮してもらいたいと思います。また

だんだんさっきから農業問題で出ております担い手の老齢化、高齢化に伴いまして、省

力化、やりやすい園地に改造していかなければいけないと思いますので、その辺への援

助、努力をお願いしたいと思います。 

３番目の質問といたしまして、第１次玉名市総合計画の特徴について質問したいと

思います。今議会に基本構想１０年間、基本計画５年間の第１次玉名市総合計画が提案

されています。これからの玉名の発展を左右する大変重要な構想だと認識しておりま

す。この構想で、玉名の人と自然、地域が生かされているのかどうか、この構想の特

徴、特に玉名としてこういう特徴を持っているんだ、こういう特徴を出すんだというの

があれば答弁願いたいと思います。特に活力ある玉名市を目指すには経済面が伸びなけ

れば、福祉にしましても教育にしましても、まず経済力をつけなければいけないと思い

ますので、そういう面も含めまして農業、商業、工業などに対する構想などもどういう

ふうに入っているのか、答弁願いたいと思います。まず市長に大きな骨子を答弁願いた

いと思います。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 
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［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 福嶋議員の質問にお答えいたします。これはこれをきちっと読

んでお伝えをいたします。総合計画については、約１年間作業を進めてきたわけでござ

いますが、総合計画策定審議会において１０月２５日にその基本構想の答申をいただ

き、地方自治法に基づき今回御提案したところでございます。本構想は合併後初めての

計画策定ということもあり、１市３町の速やかな一体化を促進し、新市の均衡ある発展

と住民福祉の向上を目指すものでございます。本構想では将来像の実現に向けた基本的

な姿勢を信頼と勇気ある改革と定め、その目指す将来像を人と自然が響きあう県北の都

玉名と掲げております。この理念、将来像につきましては市民と行政が信頼のきずなを

深め、市民の創意工夫により市民が主役のまちづくりを進めるとともに、豊かな自然を

舞台にし、自然が響き合い栄えていく、同時に県北をリードする拠点都市を築き上げて

いくという思いが込められております。本計画は市政の方向性を示す計画であり、魅力

ある玉名市を実現するためのものであります。御理解をいただき御指導をいただくよう

にお願いをいたします。 

○議長（松田憲明君） 企画財政部長 牧野吉秀君。 

［企画財政部長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画財政部長（牧野吉秀君） 福嶋議員御質問の第一次玉名市総合計画の特徴的なも

のについて御説明申し上げます。本構想の計画期間は先ほどお尋ねの中でもおっしゃっ

ていましたけども、平成１９年から平成２８年度までの１０年間といたしております。

本構想は合併前に作成されておりました新市建設計画を基本とし、さらにその中に新た

なニーズを取り入れた計画といたしておりまして、便利で快適なまちづくりを初め６つ

の施策体系で構成されております。特徴的な施策を申し上げますと便利で快適なまちづ

くりにつきましては、１市３町が合併し市域の一体的な推進を図るため中心市街地、ま

あこの市役所周辺でございますけども、この市域のどこからでも１５分以内で到達でき

る１５分構想をうたっております。また住環境の整備につきましては、高齢者から子ど

もまで多様な世代が交流できる住環境の整備を推進してまいります。人と自然に優しい

環境のまちづくりにおきましては、地球規模の環境の変化が進む中、市民の意識啓発を

図るため菊池川流域の９市町による菊池川流域同盟の環境保全活動を核とし、イベント

などへの参加者３倍増計画に取り組み、環境の先進地、環境立都玉名として全国へ情報

を発信し、環境啓発を推進してまいります。そのほか、人をはぐくむまちづくりでは学

校教育に関するものとして、子どものいじめや不登校など心の問題に対し、家庭や家族

の本来持つ機能や役割について見つめ直し、家庭教育の推進を図るものでございます。

また産業の分野では活力とにぎわいのある産業のあるまちづくり、安全で安心な農作物

の提供とともに玉名ブランドの確立や工業団地の整備による優良な企業の誘致活動を推
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進します。さらに生き生きと暮らせる福祉のまちづくりでは、九州看護福祉大学と連携

した専門性を生かした共同研究システムの構築を図ってまいります。皆で進める共同の

まちづくりに関するものとしましては、２１星の事業を初めとする市民がまちづくり活

動に気軽に参加できる仕組みづくりを確立することなどが基本施策として網羅されてい

るところであります。最後に基本構想における目標人口につきましては、全国的に人口

減少傾向が予想されますが、本構想におきましては九州新幹線開業によります交通拠点

機能向上の効果を活用するとともに、企業誘致の促進や住環境の整備を図り、定住化の

促進や広域観光の推進などに取り組み、魅力あるまちづくりを推進することによって増

加する政策人口を４,０００人と設定し、１０年後の目標人口を７万５,０００人として

おります。これからも安全で住みやすい夢のある玉名づくりに御支援を賜りますようお

願いを申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） ９番、福嶋議員。 

［９番議員 福嶋譲治君 登壇］ 

○９番（福嶋譲治君） いろいろ具体的に目標を掲げられて、これが一つずつ実現して

いくのかなと、実現していかなければいけないんじゃないかと思っております。最後に

部長からあった人口増加の問題、特に経済の発展には人口の増加が一番大切だと思いま

すので、このことは是が非でも数字目標に達するように頑張っていただきたいと思いま

す。いろいろほかの議員からも質問、意見が出ておりましたが、心の問題、体の問題、

そして経済の問題が健全で豊かな玉名市に、この構想、１０年の構想よりも早くなるこ

とを願いまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で、福島譲治君の質問は終わりました。 

引き続き、１４番、髙村四郎君。 

［１４番議員 髙村四郎君 登壇］ 

○１４番（髙村四郎君） 声の大きい福嶋議員の後に声の小さい 村が質問させていた

だきます。定住促進対策についてであります。一部新聞報道によりますと今、東京、大

阪、名古屋など都市部に集中している団塊世代の受け入れによる地域活性化を目指そう

という気運が高まっております。とりわけ人口減少に悩む北海道では、いち早く同世代

の移住促進のために施策を積極的に打ち出し、注目されております。もちろん九州各県

でもこうした動きは活発になってきました。わが熊本県では民間と行政がパートナーシ

ップを組み、地域住民促進プロジェクト市町村連絡協議会を立ち上げ、単に団塊世代だ

けでなく、対象を大きく拡大した移住促進のための相談に応じる考えを示唆しておりま

す。そこで新生玉名市における定住促進対策の状況はいかがなものでしょうか。振り返

ってみますと、島津市長は市長就任直後の所信表明の中で新幹線開業を視野に入れ、２
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０８号線、バイパス整備を初め幹線道路の整備促進、観光ＰＲ等企業誘致など新しいま

ちづくりの基本計画を披瀝され、鋭意努力されていることはまことに頼もしい限りで

す。また、人口増のための定住促進対策についても積極的に取り組むことを表明されて

おり、私も多くの市民同様、大いに関心を抱いております。第一次玉名市総合計画は市

長の思いが十分反映され、先日できました。その中で第５章、目標人口と土地利用の件

に絞ってお尋ねをしたいと思います。まず１点、定住受け入れのための対策でございま

すが、定住者を受け入れるためには宅地造成や宅地の提供などもろもろの準備、体制づ

くりが必要かと思われます。玉名市の現状は民間で供給されているようです。生活圏域

の広がりは都市化の進展によって、最近では市街地からスプロールしているように思わ

れますが、市の計画及び具体策はどうなっているのでしょうか。２点目は宅地造成及び

整備について、天水町が公設による宅地造成整備をされています。興味を持って注目し

ているところです。玉名市にはこのような公設で宅地造成及び整備はこれまであったの

か、これから先計画があるのか、そしてその経済効果を検討されたことがあるのか、お

尋ねします。次に３点目は、近隣市町村では若者や退職者など定住促進について、どの

ような施策を行なっておられるのかわかる範囲で御指示いただきたいと思います。 

お答えをいただきまして、次の質問に移りたいと思います。 

○議長（松田憲明君） 企画財政部長 牧野吉秀君。 

［企画財政部長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画財政部長（牧野吉秀君） 村議員の御質問にお答えいたします。まず定住者受

け入れのための対策についてでございますが、現在策定中の総合計画の基本構想、基本

計画の中で平成２８年度の目標人口７万５,０００人としまして、４,０００人の先ほど

も御案内しましたけども、定住人口増加像を見込んでいるところでございます。これに

つきましては交通機能の向上やあるいは新駅周辺整備並びに企業誘致促進などの都市機

能の充実を図るとともに住環境の整備でございますとか、あるいは子育て支援の充実さ

らには広域観光推進などの魅力あるまちづくりの形成を推進することによりまして、目

標の人口を目指すものでございます。また本年２月熊本県と玉名市で締結されました新

玉名（仮称）駅周辺地域等の整備に関する協定書におきましても新駅周辺の開発構想と

ともに定住促進策の具体化につきまして重要項目として位置づけられております。現在

新玉名（仮称）駅周辺地域開発構想等検討会議の中でも熊本県からの御指導をいただき

ながら定住促進構想について、議論をし、計画を進めているところでございます。その

ような中、本年度中に玉名市定住化構想を策定することとしておりますが、本構想では

特に本市の優位性を確立し、新幹線通勤・通学の補助など新幹線を生かした定住化とと

もに宿泊体験でございますとか、あるいは農業体験などソフト事業を通して交流による

定住化についても検討しているところでございます。平成１７年の国勢調査によります
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と、荒尾市や玉名郡４町につきましても同様でございますが、玉名市におきましても人

口減の厳しい状況となっておりますので、熊本県が予定されております定住促進連絡会

議におきまして、県との連携を図りながら定住化施策の推進に向けてさらに努力してま

いりたいと考えております。宅地の造成及び整備状況についてでございます。過去にそ

ういう、そういった整備があるかということでございますけども、当然玉名市あるいは

町等におきましても、先ほど 村 議員の方からは天水の方の御紹介がございました。近

隣ではこれは玉名市ではございませんけども、荒尾の方でもかなり大規模に平成８年か

らそういう分譲開始をされているようでございます。さて、玉名市本市におきます今後

の宅地整備につきましては、現在、玉名農業共同組合が宅地整備を計画されておりま

す。このような民間の力と申しますか、技術を生かした事業に対しまして今後、市とい

たしましても一体的な取り組みを視野に入れながら、宅地開発等を目指してまいりたい

と考えております。そういう中で事業推進に必要な行政の役割、協力の範囲でございま

すとか、あるいはそういった開発に対する魅力でございますとか、そういった内容につ

きましても今後、定住促進構想の中で先ほど若者に対するアプローチと申しますか、そ

ういったものも含めてですね、十分検討していかなければならないというふうに考えて

いるところでございます。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） ちょっと少し部長答弁に補足をさせていただきますが、今、宅

地造成の分でＪＡが宅地造成に取り組んでいるというような印象の話がございました。

これ少しニュアンスが違うんで、ＪＡは今年の総会の折に玉名市が定住化構想について

の考えを持っておられると、市と呼応してＪＡも取り組みたいという議案を提案をして

おられます。場所も特定をして、自分たちが持っているこの土地を中心にして市と呼応

してここに定住化のための団地造成をしていこうと、こういうのが今年のＪＡの総会に

おいて決議されております。あくまでも玉名市と一緒になって呼応してこれから進めて

いこうと、こういう話でございまして、既に何か不動産屋みたいなことをやっていると

いう意味ではございませんので、私の方から補足をさせていただきます。 

○議長（松田憲明君） １４番、髙村議員。 

［１４番議員 髙村四郎君 登壇］ 

○１４番（髙村四郎君） ありがとうございました。１０年後には人口７万５,０００人

という具体的な目標も出ております。宅地と職場を提供すれば定住者が増え、人口増に

つながるのではないでしょうか。若者には雇用を、移住者には宅地を提供することが定

住者促進対策にもっとも必要なことと思います。そのためにも計画的に土地区画整理事
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業などを活用され、安価で良質な宅地を提供できるように努力していただくことをお願

いいたします。 

次の質問に移ります。通学路の安全についてで、次に通学路安全整備の状況につい

てお尋ねいたします。玉名市内においては各地で通学路の整備が粛々と行なわれており

ます。充実することはまことに喜ばしいことでありますし、しかし市道はあるいは農道

と通学路を隔てる側溝、歩道の整備についてまだ危険箇所があるようです。特に広域農

免道路、天水の小天東から荒尾の府本までつながる道路では日ごと車の量が増している

ように思います。梅林小田地区では交通事故も多発しています。主な幹線との交差点に

は信号もまだなく、横断歩道もないような状況で児童の通学も大変危険な思いをしてお

ります。そこで信号機の設置の予定はあるのか、予定があればいつごろかお聞きしま

す。また立願寺東区、山田、蛇ヶ谷公園、看護福祉大の周辺道路はアップダウンが激し

かったが、その一部が緩和され、車での走行がよくなりました。しかし歩道に面した側

溝のふたが設置がなされていません。事故注意などの看板を設置をしておられますが、

その予定はどうなっているのかお尋ねいたします。 

最後にもう１点、築山小学校の東側にある交差点に設置されている押しボタン式の

信号機であります。いつも利用されている地区の方のお声によりますと、交通量も増え

わき道から侵入車や右折車などでの大変危険を感じているそうです。なぜ普通機能の信

号にできないのでしょうか。規定なり理由があればお尋ねします。 

○議長（松田憲明君） 総務部長 村田隆夫君。 

［総務部長 村田隆夫君 登壇］ 

○総務部長（村田隆夫君） 村 議員の通学路の安全対策についての御質問にお答えい

たします。初めに梅林校区のあそこのコンビニ横の県道瀬川玉東線と市道玉名橋高城線

の交差点の信号機の設置につきましては、今年度１８年度に設置の予定となっておりま

すので、よろしくお願いいたします。また小田校区の通学路であります市道上小田、下

小田２号線と県道瀬川玉東線の交差点の信号機及び横断歩道の設置につきましては、市

を経由して要望書を警察署の方に提出しているところでございますが、これは県の公安

委員会で設置箇所における交通量の状況等を調査いたしまして、危険度の高いところか

ら年次計画により設置されている状況でございますので、これが今の段階でいつになる

というようなことはまだはっきり申し上げられません。そういうことで御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

それから最後に築山小学校横の点滅信号についてでございますが、これは交差しま

す市道の幅員が立願寺築地線は１６メートルあります。対する境川山田線の幅員は約５

メートルでございまして、大変狭くなっておりまして境川山田線上に自動車が赤信号で

停車をいたしますと、対向車の離合ができなくなるという状態になるそうでございまし
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て、現在の押しボタン式の点滅信号によって交通の流れをスムーズにするように図って

いるという説明が警察の方からございました。そういう理由で点滅信号方式にしてある

ということでございます。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 村 議員お尋ねの市道青木小岱線における側溝のふたにつ

いて答弁いたします。蛇ヶ谷公園付近の道路整備につきましては、以前アップダウンが

きつく走行に大変支障を来しておりましたが、平成１４年度より国の補助事業で整備を

行ない、本年度で完了をいたしております。議員御指摘の側溝のふた布設につきまして

は、本年度市の単独事業として計画しており、早急に整備する予定でございますので、

御理解のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（松田憲明君） １４番、髙村議員。 

［１４番議員 髙村四郎君 登壇］ 

○１４番（髙村四郎君） 大変ありがとうございました。さまざまな規制や事情がある

かと思いますが、交通事故での児童の被害が全国的に多発しております。玉名市内にお

いても事故を未然に防止するためにも今後の対応のお願いいたしまして、質問を終わり

たいと思います。 

○議長（松田憲明君） 以上で、 村四郎君の質問は終わりました。  

議事の都合により暫時休憩いたします。 

午後 ４時２６分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ４時３７分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 １番議員 萩原雄治君。 

［１番議員 萩原雄治君 登壇］ 

○１番（萩原雄治君） 皆さん、こんにちは。有明クラブの萩原雄治です。通告に従い

まして一般質問を行ないます。今回の質問は災害復旧工事の進みぐあいと今後の計画に

ついてと、２級河川境川の川床にあるコンクリートについての２つです。まず初めに災

害復旧工事の進みぐあいと今後の計画について質問をいたします。６月２７日火曜日と

７月２３日日曜日に７０年ぶりの豪雨に見舞われました。この豪雨で玉名市全体では約

３９０カ所の被害があったと聞いています。９月定例議会におきまして田島八起議員が

「水害常襲地の解消に向けて」と題して早期完成を含め、水害常襲地の解消に向けた取

り組みについて３点についてお尋ねをされています。その中で田島議員の質問１点に取
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本建設部長は今年も例年にない異常気象で６月、７月にかけて集中豪雨によりまして、

多大な被害を受け土木関係災害復旧費で１億８,４００万円の補正をお願いしていると

ころでございます。と答弁をされております。この１億８,４００万円の補正予算の執

行状況をお尋ねします。そして被害を旧玉名市、旧岱明町、旧横島町、旧天水町に分け

てまた災害の程度に分類して詳しい説明をお願いいたします。 

○議長（松田憲明君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 萩原議員の災害復旧工事の進みぐあいと今後の計画につい

てお答えいたします。今年６月２６日、７月２３日の災害復旧工事についてお答えいた

します。まず災害の復旧方法といたしましては、早急の対応策が必要であると判断いた

します。道路、河川及び住宅等の災害復旧費として全体で２４９カ所、復旧費２,９８

２万３,０００円であります。内訳といたしまして、玉名市総合支所で１９１カ所の２,

４４２万３,０００円、岱明総合支所で１４カ所の２０９万８,０００円、横島総合支所

で６カ所の４２万４,０００円、天水総合支所で３８カ所２８７万８,０００円であり、

これらにつきましては既に地元の区役と市の機械借上料で復旧済みとなっております。

次に道路河川の一部崩壊に伴う復旧方法といたしましては、復旧費６０万円以上が補助

災害、それ以下を単独災害で対応し、現在請負工事により工事発注済み及び契約準備を

行なっているところでございます。市全体の災害箇所では１０７カ所で復旧費１億３,

６３４万９,０００円で、執行状況といたしましては４４％となっております。内訳と

いたしましては、玉名総合支所３４％、岱明総合支所９２％、横島総合支所５７％、天

水総合支所４６％となっております。なお残る箇所の復旧につきましては、年度内の完

成に向けてまいりたいと思いますので、御理解をお願いをいたします。 

○議長（松田憲明君） １番、萩原議員。 

［１番議員 萩原雄治君 登壇］ 

○１番（萩原雄治君） 大変わかりやすい説明ありがとうございました。再質問いたし

ます。細かい質問になりますけども、私が住んでいる築山校区だけの災害復旧状況と今

後の工事予定がわかれば教えてください。引き続き２つ目の質問に入ります。２級河川

境川の川床にあるコンクリートについて質問をいたします。玉名市六田から岱明町野口

にわたる境川の上に新しく橋がかかりました。その橋の名前を境橋といいます。この境

橋と玉名長洲線の間の境川の中に川幅いっぱいに南北に約６メートル、高さで約５０セ

ンチメートルで３段になっています。ですから合計したら南北に１８メートル、高さが

１メートル以上にもなるコンクリートがあります。境川にはこのコンクリートから数十

メートル上流まで砂が堆積しています。それから９月議会の田島議員の質問にも水害常

襲地として国道２０８号線の日本たばこ付近と出てきます。このようにこのコンクリー
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トから上流に水害常襲地があります。ですからこのコンクリートのおかげで砂が堆積し

たり水害に見舞われるのではないかと地元住民より声が上がっています。そこで質問で

す。１、一体このコンクリートはいつ誰が何のためにつくったのか。２.現在も必要な

のか。３.必要がなければ撤去はできないものなのか、また雨が降れば毎回被害をこう

むる地元春出１区の皆様の要請で 本助役と吉田議員が現地を視察されています。その

後の経過もあわせてお答えください。 

○議長（松田憲明君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 萩原議員の再質問にお答えいたします。築山校区だけの災

害復旧状況と今後の工事の予定についてですが、まず機械借り上げによる早急な災害復

旧箇所でございますが、全体で１５カ所の復旧費１７８万９,０００円であります。内

訳といたしまして道路１２カ所、その他３カ所は既に復旧済みとなっております。次に

請負契約による災害復旧箇所は全体で１８カ所、復旧費１,９８１万６,０００円となっ

ております。内訳といたしましては、補助対象８カ所の１,２２８万９,０００円及び単

独経費１０カ所７５２万７,０００円で、現在８カ所の工事契約及び準備を行なってい

るところです。残る１０カ所の工事箇所につきましても年度内完成に向けて準備を行な

っているところでございます。 

次の２級河川境川の河床にあるコンクリートについてお答えいたします。この施設

は熊本県玉名地域振興局が昭和３７年度から昭和６１年度に建設いたしました一般県営

かんがい排水事業で、玉名市、熊本市ほか１町の関係市町が受益面積４,１４９ヘクタ

ールの農業基盤の確立を図り、農業経営の安定、向上に資することを目的として、建設

された施設であります。施設の管理運営につきましては、玉名市河崎地区に事務所があ

ります玉名平野土地改良区でございます。議員お尋ねのコンクリート施設は玉名市月田

地区にあります菊池川白石頭首工より自然取水し、菊池川の右岸を導水路を通し流下

し、両迫間幹線用水路として２級河川境川を暗渠横断し、岱明、長洲の農地へ送水して

いる水路でございます。構造はコンクリート暗渠で縦１.６メートル、横２.５メートル

のボックス暗渠で上部をコンクリートで被覆した施設でかんがい用として毎秒３.１５

トンを送水している非常に大切な施設であります。施設の設置高については境川計画河

床高よりオーバーしないよう県土木と協議を踏まえ建設されていますので、今回議員の

御質問での上流地区の被害がコンクリート構造物による砂の堆積が直接の水害被害をも

たらしたとは言えないかと存じます。９月の田島議員の質問でも答弁いたしましたよう

に、現在県では平成１７年度から平成１８年度の２カ年間で河川整備の基本方針、整備

計画の策定を行なっているところであります。平成１９年度には水害常襲地の解消に向

けた整備計画を本市へ提示予定と聞いておりますので、御理解のほどお願いいたしま



 

 － 9 0 －

す。先ほど助役と吉田議員が現場に行って見られたその後のということですが、あそこ

は今の青果市場のところあたりのこの間水害でつかった場所と聞いておりますが、そこ

については先ほども答弁いたしました河川改修全体の計画のもとにですね、そこらあた

りの改修計画を考えておりますので、御理解をよろしくお願いします。 

○議長（松田憲明君） １番、萩原議員。 

［１番議員 萩原雄治君 登壇］ 

○１番（萩原雄治君） 再質問のお答えありがとうございました。残りの復旧工事の

方、速やかによろしくお願いをいたします。それから２つ目の質問に関しては再質問で

はなく、お願いをいたします。午前中、横手議員より境川堤防改修工事についての一般

質問がありました。この件も同じ境川の問題であります。あわせてお願いをいたしま

す。それから境川改修期成会に大先輩の堀本議員や作本議員も会員としておられますの

で、両先輩議員のお力を借りながら期成会会員全員でバックアップしてまいりたいと思

いますので、住民の地元住民のために早期完成に向け、なお一層の御努力をお願いをい

たしまして、私の今回の一般質問を終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で、萩原雄治君の質問は終わりました。 

引き続き、１３番 内田靖信君。 

［１３番 内田靖信君 登壇］ 

○１３番（内田靖信君） １３番内田でございます。本日最後の一般質問を行ないま

す。それぞれの自治体が合併をしまして、約１年が経過をしておりまして、合併した市

町村におきましては合併１周年記念式典が開催をされておりまして、当市におきまして

も去る１０月３日に玉名市民会館におきまして華やかにその記念式典がとり行なわれた

ところでございます。このような時期をとらえまして、熊日新聞におきまして合併後の

自治体を検証しております、「合併その後」がシリーズで報道をされております。その

中で去る１０月２０日の熊日新聞におきまして、合併後の給与の取り扱いについて大き

く「上にあわせた人件費増」との見出しで報道されておりまして、その大筋は合併の一

つの大きな目的でございました人件費を削減することによって、財政基盤を強化し、で

きる限り各行政サービスを維持、向上させるとの趣旨に玉名市の現状は反しているので

はないかとの論調だったと記憶をしております。そこで、合併に伴います職員給与の取

り扱いと人事評価、人事育成についてお尋ねを申し上げます。まず、合併をしました１

市３町は、それぞれ独自の自治体として長期間にわたり給与を初めとする人事制度を運

用して合併に至ったところでございます。１市３町ともそれぞれの地域性があります。

また給与制度におきましても人事院が示すその範囲内におきまして、それぞれの考え方

あるいは給与実態の様々な事情などを考慮してその運用が行なわれてきたところでござ

います。それにより１市３町の給与体系には相当の格差が生じておりまして、１市３町
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が合併した時点での国を１００とした給与水準でありますラスパイレス指数が旧玉名市

においては９６.７、旧天水町においては９２.２との報道がなされております。ラスパ

イレス指数はその自治体の給与水準をあらわすものでありまして、職員の年齢構成とも

関連があるものと考えておりますが、合併当時の１市３町のラスパイレス指数と職員の

平均年齢、平均給与についてお尋ねをいたします。また当時の県下１１市のラスパイレ

ス指数についてもお知らせをいただきたいと考えております。 

２点目に新聞報道によりますと、合併協議の段階でこの給与調整につきましては、

職員の給与などは公正に処理しなければならないことを確認され、具体的、実質的な協

議は合併自治体幹部でつくる人事連絡協議会にゆだねられたとしております。この職員

給与の取り扱いにつきましては、その人事連絡協議会において旧玉名市を標準に在職者

調整と上乗せすることを決定し、基準額を上回る職員は、新市基準に並ぶまでその給与

枠を据え置く経過処置も決め、それを最終決定機関である合併協議会で了承されたとの

ことですが、以上のことを含めまして職員給与全般にわたる合併協議会の了承事項はど

のような項目であったのかをお尋ねいたします。 

３点目に新聞によりますと、旧３町の職員を中心とする約７０人に定期昇給時に２,

０００円から８,０００円を在職者調整として上乗せをし、在職者調整に伴う人件費の

増加につきましては早期退職や昇進で額が変動し、総額はわからないとし、増大するの

は短期間、新規採用減と２００８年度からの団塊の世代の大量退職により将来は人件費

は下がるとコメントされております。その在職者調整にかかる資産の複雑さや、団塊の

世代の大量退職に伴う人件費が削減されるであろうことは理解はできますものの、在職

者調整にかかる必要額や退職に伴います新規採用を３分の１とすることによる人件費の

削減額も、試算も公表されておりませんで、市民の声として住民サービスのカットよ

り、人件費を見直すのが先ではないか、増大額も試算もなく予算に盛り込むのは甘すぎ

るとの報道もされておりますが、この批判はしごく当然のことと受けとめております。

この在職者調整に要する経費はどの程度なのか、また、退職に伴う新規採用者を３分の

１とすることによる削減額はどの程度になるのかお尋ねいたします。 

○議長（松田憲明君） 総務部長 村田隆夫君。 

［総務部長 村田隆夫君 登壇］ 

○総務部長（村田隆夫君） 内田議員御質問の合併に伴う職員給与の取り扱いと人事評

価、人材育成についてお答えいたします。委員御指摘のとおり、先般、熊日新聞の記事

で「合併その後」をシリーズで報道され、その中で「上にあわせた人件費」の見出し

で、本市の給与の取り扱いが放送されました。この記事の内容を見たときに、合併効果

の最大の要因の一つである人件費の削減が全然見えてこない、それどころか逆に人件費

増と勘違いするような記事になっているような感じを私も受けたところでございます。
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合併協議の中で１市３町の議員、議会議員の方々や三役、教育長など諸先輩の方々が真

摯に御協議いただいたおかげで合併ができたわけでございます。人件費を削減し、財政

基盤の強化を図ることは新市にとりまして極めて重要なことと考えております。まず御

質問の合併時の１市３町のラスパイレス指数と職員の平均年齢、平均給料についてでご

ざいますが、平成１７年４月現在で玉名市のラスパイレス指数は９６.７で、平均年

齢、給料が４２歳１１カ月で３４万１,２００円、岱明町は９３.７で４０歳８カ月、３

０万４,６００円、横島町は９５.２で４１歳１１カ月、３２万２,０００円、天水町は

９２.２で４３歳、３２万６,７００円でございます。なお当時の県下１１市の状況を申

し上げますと、これは平成１６年４月の資料でありますが、玉名市が９６.４に対し、

熊本市は１００ちょうどであります。その他八代市、人吉市、本渡市はほぼ玉名市と一

緒でございます。このことは当時の旧玉名市の指数としては財政規模、人口規模からい

たしまして、ほぼ標準といった数字だと理解をしております。次に合併協議会における

職員給与の取り扱いについて、協議会で承認された事項については、職員の給与につい

ては市町村の合併の特例に関する法律第９条第２項により公正に処理するとなっていま

す。また身分保障、現給保障、いわゆる新市でも職員として保障することや、合併前の

現在の給料額を保障するということと、新市は部長制としてその給料表は９級制とする

ことなどを承認されています。議員御指摘の新聞報道によると人事連絡協議会で旧玉名

市を標準に在職者調整として上乗せすることを決定し、合併協議会で承認された後の記

事ですが、この記事の内容は少し違っております。事実は合併協議会組織の中の市町長

会によりゆだねられた人事検討委員会会議で、職員の給料については地域の実情により

職務、職種など差異があることからこの処理を行なう上で新市の組織、人事等と一体的

に公正に処理する必要があることを確認し、新市で実施する９級制の昇格運用に照らし

合わせて職務に応じた給料を支給することとしたもので、旧玉名市に合わせて調整した

ということではございません。なお、新市の昇格運用に照らし合わせて支給したとき合

併前の職員間での給料の追いつきなどが発生した場合、在職者調整で対応することとし

たものでございます。次に在職者調整に要する経費はどの程度かと、また退職者に伴う

新規採用職員を３分の１にすることによる削減額はどの程度になるのかというお尋ねで

すが、在職者調整に要する必要経費は１８年度が５７２万円で、これは年々少なくなり

まして５、６年で完了するものと考えています。また新規採用職員を退職者数の３分の

１にすることによる給料の削減額は、１８年度から向こう１０年間に削減する職員数は

１８５名の見込みで退職者の平均給料から概算で算出しますと、１０年間で約４０億円

の削減効果があると試算しております。これは１年あたり平均で約４億円程度となりま

す。そういうことで人件費の削減を図ることとしておるところでございます。 

○議長（松田憲明君） １３番、内田議員。 
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［１３番 内田靖信君 登壇］ 

○１３番（内田靖信君） ただいま総務部長から報告がございましたが、合併前それぞ

れの自治体における給与水準には相当の格差が生じておったようでございます。これは

長年の各自治体の給与制度の運用、特に先ほど申されました旧玉名市は９級制を採用し

ておりました。また、特別昇給の運用あるいは地域経済の状況等々でこの格差に大きく

反映をされているものと察しております。このようなことから、合併協議会における給

与、職員給与の取り扱いについては、身分保障、現給保障そして旧岱明町、旧横島町、

旧天水町においては８級制の給料表であったものを、新市においては玉名市が採用して

おりました９級制とすることが定められたとのことであります。また、自治体職員の格

差是正については合併特例法で認められております公平処理の原則に基づいて行なうこ

とが承認されたとのことでございます。当時の市町長会の付託組織でありましたこれは

人事検討委員会でしょうか、人事検討委員会では合併時の人事と職員の給料の取り扱い

が検討されて、現在の給料調整を行なわれているところでありまして、非常にこれは難

しい事業でも事務でもあるかと承知しておりますが、また、できる限り早く到達すべき

課題と考えておりますが、この合併に伴う給与格差の是正をどの程度の期間かけて行な

われる計画なのかをお尋ねいたします。また、新聞紙上ではこの給与調整について旧玉

名市職員と旧３町職員間にあつれきがあるような、また不公平感が深まっているような

報道もなされておりまして、全員一丸となって合併事業等に取り組むべき時期に職員の

士気にも影響はしないかと心配をしております。職員の皆さんに合併協議を踏まえた職

員給与の取り扱いについてさらに周知し、理解を深めていただくならばと考えておりま

すが、その見解をお尋ね申し上げます。また、合併協議会で定められました３分の１採

用は相当の人件費削減に寄与するものと見受けますが、新聞にはその削減効果や削減額

の見通しなども発表されておらず、市民の方からも厳しい声があっておりました。報道

機関や市の広報などにおいて、できるだけの数値を提供し、それにより合併効果を説明

し、合併事業を初めとするさまざまな事業につきまして市民の皆さんの理解と協力を仰

ぐことが重要になってくるものと考えておりますが、この点につきましてどのような見

解をお持ちなのかお尋ねを申し上げます。 

それでは４点目の質問に移ります。この在職者調整の実施を受けて、仕事は変わら

ないのに何で８,０００円以上も上がるのか、実績が反映される制度にすべきだ、また

旧市職員の方が仕事密度はかなり高いのに、などの報道があって、不協和音が旧自治体

間の職員にあるかのように報道されておりますが、これをどのように受けとめられてい

るのかをお尋ねいたします。また、このような背景には在職者調整に対する旧自治体の

職員間の認識の相違とともに人事評価制度が十分に機能していないのではないかと思い

ます。特に昨年の給与条例等の改正によりまして従来の普通昇給と特別昇給は廃止をさ
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れておりまして、昇給はすべて勤務実績に基づく昇給となっており、職員間の公平、不

公平感をなくすためにも、また、職員モラルを高め、公務の率を高めるためにも勤務成

績の評定が必要となっていると考えておりますが、現在どのような方策をとられている

のかをお尋ね申し上げます。 

次に、人材育成についてお尋ねいたします。現在、公表されております市職員の推

計表によりますと、平成１８年４月１日の職員数が６８２名で平成２８年４月１日には

５１７名となり、１０年間で約１６５名の人員削減がなされることとなっております。

これは合併前の旧天水町の職員数の約２倍に相当しまして、合併の一つの大きな目的で

ありました人件費の削減に大きく寄与するものと考えておりますが、一方職員数が大幅

に削減される中、高度で多様な行政事業の増加や地方分権に伴います権限移譲等に対応

すべく職員の少数精鋭化が強く求められ、それぞれの職員の人材育成が今まで以上に大

きな課題となってまいってきております。今議会の議決に付されております第１次玉名

市総合計画におきましても、職員の資質向上のための研修計画の策定が掲げられており

ますが、合併後どのような研修計画のもと、職員研修が実施されているのか、また今後

の研修計画についてお尋ねを申し上げます。 

○議長（松田憲明君） 総務部長 村田隆夫君。 

［総務部長 村田隆夫君 登壇］ 

○総務部長（村田隆夫君） お答えいたします。先ほどお答えをいたしました在職者調

整に伴う人件費増に関連いたしまして、職員を今後１０年間３分の１採用した場合、ど

れだけの人件費の削減につながるか、こういったことを主といたしまして計画を立てて

いるところでございますが、こういったことについては十分に広報たまな等で市民等に

周知すべきだという御指摘でございますので、ぜひ我々といたしましてもそういった方

法で市民の方々にお知らせをしたいというふうに考えております。 

次に、人事評価についてでございますが、初めにこの在職者調整の実施を受け、旧

自治体の職員間に不協和音があるというふうに報道されたところでございますが、この

ことにつきましては確かに職員の関心の大きい給料等のことですし、不信感を持った人

も多かったというふうに思っております。在職者調整につきましては、各総合支所、総

務課職員へこれは２度にわたって市の本庁の人事課の方が説明をしておりますけれど

も、まだ全職員が十分に理解するまでには至っておりませんので、今後何らかの方法で

再度、説明会を実施するようにいたしたいというふうに考えております。この人事評価

制度につきましては、議員御承知のとおり、昨年の給与構造改革による人事評価制度で

ございますが、この制度は職員の勤務状況に関して主に業績面と能力面で評価を行な

い、人材の適正配置、有効活用、公正な処理に資することを目的とするものでございま

す。この実施については現在評価制度の構築に向けた準備を進めているところでござい
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まして、平成１９年度に評価項目の検討及び評価シートの作成等の制度設計を完了し、

平成２０年から一部施行、平成２１年度から本格実施を考えております。なお、本年度

につきましては勤務成績の評定について、職員への十分な周知が整っておらず、各職場

においても混乱を招く恐れがあるため、旧玉名市で実施していた勤務評定を元に本年度

は実施する予定でございます。 

次に、人材育成についてでございますが、議員御指摘のとおり、大幅な職員削減を

行ないながら、高度で多様な行政運営に対応できるパワーアップされた職員をつくり上

げることが大きな課題であります。そこで現在、玉名市人材育成基本方針という本市の

職員を育成していくに当たっての方向性や方策等をまとめた方針の策定作業を現在進め

ているところでありまして、今年度中に完成する予定でございます。この方針は玉名市

に必要な職員や職員の能力開発、人事評価に関する方策等を示したものでございます。

今後、戦略的に総合的な人事制度を構築していく上での根拠となるものであり、玉名市

の人材戦略ともいえるものでございます。今後はこの基本方針に基づいた計画的な職員

研修の実施など総合的で戦略的な人事制度を展開していくことで、職員の少数精鋭化を

図り、また高度で多様な行政需要や地方分権の推進に伴う権限移譲等に対応のできる職

員を育成していく方針でございます。なお、現在の職員研修につきましては市町村職員

中央研修会への派遣研修や新規採用職員にかかる前期・後期研修、また、全課の担当者

を対象とした法制執務する研修等を実施しているところでございますので、御理解と今

後も御協力、御支援を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（松田憲明君） １３番、内田議員。 

［１３番 内田靖信君 登壇］ 

○１３番（内田靖信君） 従来、企業や国を初めとします地方公共団体などにおいては

長らく年功序列制度を基本とした人事体系を採用してきたところでございますが、この

年功序列制度においては組織を活性化させ、あるいは業績を上昇させ、また、有能な人

材を育成することが難しいものとされておりまして、現在はほとんどの企業や団体で人

事評価制度を導入しております。その評価により昇給・昇格の格付を行ないまして、職

員間に競争原理を導入することによって組織の活性化や人材の育成、業績のアップが図

られております。民間企業と自治体における人事評価を同一に論ずることは多少無理す

るところもあり、また、人が人を評価し、それを給与や昇格に反映することの難しさは

私も経験上理解をしているつもりでございますが、人事評価制度を導入することにより

管理職員もまたそれぞれの職員も緊張感を持って職務に臨み、そのことにより組織が活

性化され、より市民サービスも向上するものと考えております。この人事評価制度につ

きましては、先ほどの答弁で２０年度からの一部施行、２１年度からの本格施行という

ことで少々対応の遅れが気になるところでございますが、いずれにしましても各関係機
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関とも協議を重ねられ、１日も早く人事評価制度の定着を図られ、また、職員の皆さん

にもその内容等十分に周知されますよう望むところでございます。また、人材育成基本

方針が紹介をされたところでございますが、御承知とはございますが北海道のニセコ町

では職員研修費に相当の予算を計上され、独自の先進的な研修制度が創設をされており

まして、また、民間の研修期間などを活用して職員の資質向上を図る自治体も増加して

おります。このような事例も参考とされ、人材育成に取り組まれますよう希望いたしま

して、私の一般質問といたします。 

○議長（松田憲明君） 以上で、内田靖信君の質問は終わりました。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 明１５日は、定刻より会議を開き、一般質問を行ないます。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ５時１５分 散会 
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午前１０時００分 開議 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（松田憲明君） おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（松田憲明君） 日程に従い、一般質問を行ないます。質問は通告の順序によっ

て許すことにいたします。 

 ２４番、田島八起君。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） おはようございます。社民党の田島八起です。今年もあます

ところあと半月となりました。本当に月日のたつのは早いもので、昨年の１０月に合併

してから１年あまり過ぎました。この間、市民の間からは不満の声も聞こえ、現状を見

ればそうだと思うところもありますが、地方財政の厳しい状況の中で合併を選択したこ

ともあり、もう少し大きな目で見つめてほしいと思うところであります。しかし、そう

は言っても一般会計の当初予算においては２７０億円近くの予算があるわけですから、

島津市長におかれても市民の来年の予算編成においては、市民の声も生かしながら効率

的な予算を提案していただくようにお願いをいたします。さて質問に入ります前にひと

つ訂正させていただきたいと思います。私の通告では３項目が後期高齢者制度となって

いますが、これは後期高齢者医療制度についてでありますので、そのように訂正をさせ

ていただきまして、質問に入ります。 

まずは、学校用務員問題についてであります。この問題については前議会からの続

きになりますが、再び取り上げました。私は前議会で学校用務員の廃止に対しては継続

拡充の方向で進めるべきだとの質問をしたところですが、答弁としては行革の一環であ

り、廃止について理解をしてほしいとの答弁でした。その後市長と用務員さんの話し合

いや教育長による用務員さん全員との個人面談等も行なわれており、教育委員会として

も再検討していただいたものと思います。したがいましてそれらの経過を踏まえてどの

ように御検討いただいたか、現在の御見解をお伺いします。 

次は学校におけるいじめ問題と対策についてであります。この問題については昨日

横手議員と吉田議員から同様の質問もあっており、教育長の答弁では教育委員会として

は本市においてもいじめ問題は存在するとの認識に立ち、これまでの取り組みとして教

員に対してはいじめに対して傍観的立場に立たず、人権感覚を身につけ、早期発見に心

がけるよう、また定期的に子どもを語る会、相談、道徳、人権教育等に取り組み、保護

者に対しては学級通信、家庭訪問による対策、命の尊さについて校長の講話集をつくり
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配布をするということまで考えておられるようで、また市長におかれても教育長の答弁

のほかに先生たちがもっと子どもに接する機会をつくるべきだとの見解も述べられてお

りますし、このような取り組みや考え方を聞くと本市のいじめ対策についての理解もで

きるところでありまして、重複する点につきましては省き、次の点について御質問をい

たします。 

御存じのように北海道から始まった学校内のいじめによる子どもの自殺から同様の

事件が全国的に広がり、特に８月以降、愛媛、福岡、岐阜、埼玉、大阪、山形などへ広

がり、深刻な社会問題となりました。このような現状を踏まえて政府としても安倍総理

の直属の機関である教育再生会議がいじめ問題の解消を目指す緊急提言をまとめて発表

するに至っています。１１月２９日に発表だったと思います。この子どもの自殺に関す

る問題に対しては、熊本県内からも文部科学省に対して自殺の予告があるなど、身近な

問題として存在することを伺わせるところとして、本市においても決してありえない事

象ではないと思っています。 

まず、質問の一つといたしまして学校におけるいじめによる自殺が多発し、また事

件が起きた学校においてはいじめを隠すような言動が目立っています。学校のこのよう

な体質がいじめを増長すると思われます。マスコミを通じての印象ではありますが、教

育長としてはこのような現象をどのように受け止めておられるか、その御見解をお願い

いたします。２、教育再生会議のいじめ問題の緊急提言についてであります。安倍首相

の直属の教育再生会議は１１月２９日、いじめ問題に関する緊急提言を８項目にまとめ

て発表しました。その内容はいじめ問題の第一義的責任は校長、教頭、教員にあり、さ

らに家庭や地域の一人一人が当事者意識を持ち、いじめを解決する環境を整える責任を

持つ、教育委員会も学校のみに任せず、関係者、保護者、地域を含むすべての人々が社

会総がかりで早急に取り掛かる必要があるとの認識に立った提言となっています。この

前段の記述にせよ、８項目の提案にせよ、あまり実効性のあるものはなく、ただ問題児

への対応といじめを放置助長した教員に懲戒処分を適用する程度のものと思われます。

したがいまして本市の教育委員会としては、この緊急提言の中から、これから本市のい

じめ対策に取り入れられる内容はどんなものがあるのか、その御見解をお伺いします。

３、緊急提言にある言葉の解釈についてお尋ねいたします。提言の中には教員の懲戒に

関して、東京都や神奈川県に倣いと記述されています。またクラスマネージメントとい

う教育にあまりふさわしくないような表現もあります。その意味することはどんなこと

か、さらに出席停止とはどんな内容か、これはいろいろ論議があったようですけれど

も、結果的には表現から外されて提言から外されたところですけれども、なぜ外された

のか、その点についての御所見をお伺いいたします。 

まず教育問題に対する答弁をお聞きしまして、次に進みたいと思います。 
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○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） おはようございます。田島議員の学校用務員問題についてお

答えいたしたいと思います。合併当時から学校用務員の廃止問題が取り上げられており

ましたけれども、今年の９月議会の一般質問でもお答えいたしましたように、平成１９

年度からは行政改革の一環で廃止の方向であるということに変わりはございません。し

かし、現在雇用いたしております用務員の方々の再就職につきましては、再雇用を希望

される方について再検討をしてまいりたいと、こういうふうに思っております。具体的

に何歳までの方を雇用し、どのような業務をしていただくかにつきましては、今後検討

を進めてまいりたいと思っておりますので、御理解をお願い申し上げたいと思います。 

次に、教育問題についてお答えいたします。学校におけるいじめ問題とその対策に

ついてということでございますが、いじめはどの子どもにもどの学校にも起こり得るも

のですけれども、決して許されないことであるという認識を思っております。いじめは

昭和５５年代に社会問題化に最悪期の昭和６０年には中学生のいじめ自殺が９件も起き

ております。その後、数の上ではいじめは減少傾向にあり、昨年度の文科省の調査によ

ると小中高のいじめの発生は約２万件で１０年前の３分の１になっております。しか

し、それは大人には見えないところで陰湿ないじめが進行し、それに気づかない親や教

師が増えていたのではと考えております。いじめに当たるかどうかは児童生徒の立場に

立って判断する、この視点で教師は今一度子どもたち一人一人を見つめ、子どもの発す

るサインを見逃さないようにしなければならないと思っております。いじめでかけがえ

のない命を亡くすということが断じてあってはならないと考えております。いじめの３

原則といわれるものがありますが、「いじめを許さない、いじめられる子を責めない、

見て見ぬふりをしない」これを徹底して今後とも指導してまいりたいと思っておりま

す。いじめ問題につきましては自殺といじめを結びつける証拠がはっきりしていない場

合やいじめとの因果関係について断言するのは難しいケースもあるかと思います。しか

し、子どもが自殺をした場合は当然何らかの原因があったわけですから、学校としては

調査をきちんとして隠すことなく情報を公開することは大事なことであると、かように

思っております。 

本市におけるいじめの現状とその対策については、昨日、横手議員と吉田議員の質

問に対して答弁しておりますので、ここのところは省略いたしたいと思いますが、教育

再生会議のいじめ緊急提言から、教育委員会として取り入れるものにどんなものがある

かということでございますが、玉名市教育委員会からの通知文には、いじめ緊急提言の

中の４項目とかかわりのあるものを載せて指導しているところです。すなわちいじめが

絶対に許されない、どんな小さなサインも見逃さない、チームをつくって対応する、家
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庭の責任も重大であるというようなところは大体同じだというふうに考えております。 

４点目の次の緊急提言である東京都、神奈川県に倣いとはこの２つの教育委員会で

は児童・生徒へのいじめまたは児童・生徒間のいじめ、教師が加担若しくは助長と行な

った場合は減給や戒告の懲戒処分が適用されております。さらにその内容が悪質である

場合には児童・生徒の苦痛の程度が重い場合、免職や停職の懲戒処分が適用されており

ます。そのことが東京都、神奈川県に倣ってという意味であります。クラスマネージメ

ントというのは学級経営、学級づくりにあたるものと思います。子どもたちは学校にお

いては学級を単位として生活をしております。その学級づくりがうまくいかなければい

じめや暴力が起こってくるのは当然のことであります。つまり学級づくりがいかに大切

かという意味からクラスマネージメントという言葉が掲げてあるというふうに考えてお

ります。 

次に出席停止がこの提言から外されたことについてどう思うかということでござい

ますが、児童生徒の出席停止につきましては、学校教育法の中に規定がしてありまし

て、したがって現在でもできるわけですが、いじめ問題は事実関係を確定するのがなか

なか難しく、また教育権の問題であるとかあるいは出席停止から学校に戻ってきた子ど

もの友達関係がどうなるのかとか、いろいろと問題があり慎重にすべきであるというよ

うなことから明記されなかったものと、こういうふうに考えております。 

○議長（松田憲明君） ２４番、田島議員。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） ただいま御答弁をいただきました。まず学校用務員の問題に

ついてでありますけれども、用務員を廃止をすると方向には変わらないけれども、再就

職を希望される方には今後再雇用を検討するという御答弁だったと思います。そういう

意味では来年の３月３１日をもってすべて契約満了解雇ということだけは避けられるの

かなあという思いがいたしております。今後検討するということでありますから、具体

的にも進められるというふうに思いますけれども、一つはですね、今御答弁で気になっ

たところが、確かに今回の現在の用務員さんの年齢構成を見ていると６２歳、６４歳、

７３歳、７４歳と６０歳を、６０歳定年とすれば定年をオーバーした方もおられます

し、どっかで線を引きたいということについてもですね、理解ができないところでもな

いわけですけれども。今日、公的年金の厚生年金や共済年金等の支給年齢が引き上げら

れておりますし、一つはそういう中から公務員においてもですね、対象６０歳定年後の

再雇用の問題が対応としては出てきておりますので、一つはそういうことも考慮に入れ

てですね、ぜひ考えてほしいという思いがいたしますし、またあと一つは再就職を何ら

かの形で検討される場合に、現在の労働条件をですね、下回らないようにお願いをした

いというふうに思うところですけれども、そこら辺の見解をですね、再質問という形で



 －106－

御答弁をお願いしたいというふうに思います。 

それからいじめ対策についてで、まず第一番目の問題については、端的に言います

けれども、隠すことなく、そういう事件が起きたならば隠すことなく公開すべきと思う

という明快なお答えをいただきましたので、そこら辺の姿勢について評価をするところ

であります。 

それから２つ目の教育再生会議のいじめ問題の緊急提言から教育委員会として、本

市の教育委員会として取り入れるのはどんな点があるかいうことで４項目について言わ

れましたけれども、これはもう玉名市としてはもう既に今まで取り組んできておられた

中身ではないかと、昨日の答弁からしてもですね、そういう印象を私は受けたところで

す。これは１１月のまだ発表されてから緊急提言があってからですね、２週間ぐらいし

か経っていない中で昨日の答弁を聞いておったわけですけれども、大体もうあの提言に

今４項目言われましたけれども、既に玉名市としては既に取り組まれておったと。だか

らそういう意味で私はあんまり８項目、首相の直属機関の日本で最高の教育問題のグル

ープかなあという思いがしておったところですけれども、それにしてはですね、内容と

しては本当にあまり「おお、これは」ということは出ていないんじゃないかという思い

がしたところでありまして、そういう印象を答弁をいただいて余計持ったところであり

ます。 

それから出席停止の問題ですけれども、これは私はある校長先生と２時間ぐらいい

ろんな話を最近したところでありますけれども、その中でも出席停止というのは単に子

どもを学校に来らせないということではなく、その実際は家庭におって学校の授業と同

じことをですね、家庭でさせると。だから言うならば先生か誰か出て行ってですね、き

ちっとした指導を家庭でやるんだと、そういう中身を含んでおるというお話を聞いてで

すね、何でこの出席停止が緊急提言の中から除外されたのかなあと、そこまでとても学

校で対応できないのじゃないかという思いがあってですね、そういうことも考えられて

そこまで踏み込むことはできなかったんではないかという思いがしておるところです。

緊急提言についてはそういう思いもしながらですね、本当に身になるようなというより

も今実践されておるのをですね、まとめて提言されたというふうな印象が強いところで

ありますので、本市における取り組みについては昨日から聞いておりますので、それを

着実にやっていかれればですね、いいんじゃないかという思いがいたしました。 

したがいまして、ちょっと学校用務員さんの問題の再質問を受けてですね、次の質

問にいきたいと思います。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 用務員さんの問題につきましては、私もお一人お一人にお会
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いして、いろいろとお話を伺いました。個人個人にとりましては本当に大切な問題であ

りまして、長年学校教育に貢献をしていただいたことに対して心から感謝を申し上げ、

労をねぎらうといいますか、そういうことをいたしたわけでございますが、年齢につき

ましては議員がおっしゃるようにどこで線引きをするかというふうなことでですね、今

いろいろと検討しているところでございます。先ほど申し上げたとおりでございます。

雇用条件につきましては、現在の雇用条件を下回らないようにはしてまいりたいと、こ

ういうふうに思っております。いじめ問題等についての緊急提言のことにおふれになり

ましたが、玉名市においてはその提言が出る前に通知文を出しておりまして、いろいろ

と取り組んでおるわけでございます。出席停止等の問題もありますけれども、先ほど答

弁いたしましたようにいろいろと問題がありますので、玉名市としてもそういうような

ことについてはあまり考えておりません。これは答弁外のあれでございますけれども。

今後は検討課題だとはいうふうに思っております。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） ２４番、田島議員。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） 教育長の答弁をいただきまして、これからそういう点も含め

て十分御検討をお願いしたいというふうに思います。 

次は後期高齢者医療制度の発足と問題点についてであります。この問題についても

昨日前田議員の質問もあり、少し重複するところがあるかと思いますけれども、通告の

とおりに質問をいたします。これは７５歳以上の高齢者を対象に介護保険に次ぐ高齢者

医療制度として、平成２０年４月より発足するとされています。しかし、そのためには

来年２月には熊本県内の４７市町村で構成するこの制度の事業主体となる広域連合を発

足させねばならず、今議会にはそのための条例の提案もされています。少子高齢化社会

が進む中で高齢者医療が厳しくなるのは理解できるところですが、だからといって次々

と新しい制度をつくり、負担を求めることに対しては疑問を持つものです。老人医療が

パンクするからといって介護保険が発足してまだ６年しか経っていません。そしてこの

制度です。しかもこの制度を知ったのは９月議会の全員協議会の説明を受けただけで、

社会的にもほとんど論議がされておらず、いささか政府の早急なやり方に怒りを覚える

ところです。したがって、この問題に対しては７点についてお尋ねいたします。 

１、後期高齢者医療制度がなぜ必要かということについてであります。いただいて

いる後期高齢者医療制度の概要によると、健康保険法等の一部を改正する法律が成立し

たことに伴い云々とされていますが、これまでの制度を大きく変えるわけですから、も

っときちっとした説明があって然るべきと思うところですが、その点不親切と思いま

す。執行部としてはどのように受け止められていますか。その御見解をお伺いします。
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２、新たな高齢者医療制度の創設とともに保険者の再編、統合等所要の措置を講ずると

されていますが、どのようなことを検討されているか、その検討内容がわかっておれば

お知らせください。３、現在７５歳を対象とする老人医療保険があります。この制度は

どのようになるのか、また財政はどうなるか、その御所見をお伺いします。４、保険料

の仕組みと徴収方法についてであります。新制度の発足とともに保険料が徴収されるこ

とになっています。保険料については国が示した試算によると保険料は応益割と応能割

とになっており、その比率は５対５となっています。平均保険料は年金収入で年額２０

８万円、月額に直すと１７万３,０００円で応益割３,１００円、応能割で３,１００

円、合計６,２００円となっており、年金年額７９万円以下では応益割の９００円のみ

で、それに低所得者の軽減措置として、失礼しました。年収２０８万円で６,２００

円、それから年金額７９万円以下については軽減措置として７割、５割、２割の軽減措

置がありますので、９００円というふうになっております。しかし、この算出がどのよ

うな形でされるのか、その仕組みが理解できないところがありますので、わかっておれ

ばこの保険料の料率の仕組みとまた徴収の方法についてお伺いします。５、国民保険税

との関係についてであります。現在、国民保険税を支払っており、これからは国保税プ

ラス介護保険料プラス後期高齢者保険料となるのか、その御所見をお伺いします。６、

将来的な保険料の負担についての見通しについてであります。７５歳を対象とする保険

ですからこれからも加入者はどんどん増えることが予想され、また病気にかかる率も高

くなることは明らかです。またこの制度の費用の総負担の説明では、国や県や市町村が

５割、残りの５割を国保や各被用者保険で４割、残りの１割を高齢者の負担となってい

ます。しかも保険料の設定については２年ごとに見直し、２年後の見直しにおいては若

人の減少率の２分の１を高齢者の負担増とすることとし、若者の減少と共に後期高齢者

の負担を増やすことが方向付けられています。この点も考え合わせると導入時の負担は

ともかくとして、２年後からは相当の負担増になることが予想できます。この点を執行

部としてどのように見ておられるか、その御所見をお伺いします。７、新しい制度は介

護保険より高い負担を求めながら国民にはほとんど論議がされなかったように思われま

す。市民への周知徹底はどのように考えておられるか、その御所見をお伺いいたしま

す。 

○議長（松田憲明君） 市民部長 田上敏秋君。 

［市民部長 田上敏秋君 登壇］ 

○市民部長（田上敏秋君） おはようございます。田島議員の後期高齢者医療制度につ

いてお答えいたします。 

まず最初に後期高齢者医療制度の発足と問題点についてでございますけども、７５

歳以上を対象とする後期高齢者医療制度はなぜ必要かというような御質問でございます
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けども、これにつきましては世界的に例を見ない少子高齢化の進展に伴い、医療費の増

加が見込まれ将来にわたり医療保険制度の持続的かつ安定的な運営を確保すると、そう

いうことが必要であるとして、新たに今回後期高齢者医療制度が創設されたところでご

ざいます。 

２番目の高齢者医療制度の創設とともに保険者の再編、統合等所要の措置を講ずる

こととしているとされているが、どのような検討がされているかについてでございます

けども、保険財政運営の規模の適正化や地域の医療費水準に見合った保険料水準の設定

を図るため、都道府県単位を軸とした保険者の再編、統合を推進しているところでござ

います。中でも政府管掌健康保険の保険者として国から独立した公法人を設立し、都道

府県単位での財政運営や市町村国保の都道府県単位での広域化を推進しているところで

ございます。 

３番目の現在の老人保健医療制度はどうなのか、財政についてはどうかというよう

なことでございますけども、現在の老人医療保険制度は平成２０年４月から老人保健法

が高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、原則７５歳以上の後期高齢者を対象と

した国民健康保険や被用者保険から独立した医療制度となります。財政面につきまして

は、まず国民健康保険への影響は具体的に国から算定方法が示されていないため、どの

ような財政への影響があるか現時点ではわかりません。しかし、大まかには優良な納税

者である高齢者の方が脱退することにより収納率の低下が懸念されるところでございま

す。 

次に新しく保険料が徴収されるが、保険料の仕組みとその徴収方法についてでござ

います。保険料の仕組みにつきましては高齢者の保険料を１割、現役世代からの支援金

を約４割、公費を約５割の負担割合で賄うことにより、高齢者の保険料と支え手である

現役世代の負担の明確化を図っているところでございます。徴収につきましては市町村

が担当する事務とされております。特別徴収と普通徴収とに被保険者を分けておりま

す。特別徴収につきましては年額１８万円以上の年金受給者を対象に保険料が年金から

天引きされることになっております。ただし介護保険料と合わせた保険料額が２分の１

を超える場合には普通徴収となります。また、国の見通しでは被保険者の８割程度が特

別徴収ということで見込まれております。次に国民保険税との関係でございます。これ

については議員の方から国保、介護保険料、後期高齢者保険料となるかというような御

質問でございますけれども、これにつきましては後期高齢者につきましては介護保険

料、後期高齢者保険料というふうになります。 

次に後期高齢者は今後も増加の一途を辿ると思われ、病気の罹災率も高く加入者も

増えることを考えると保険料はどんどん高くなると思われる。どう見通しされているか

についてでございますけども、保険料の見通しについては予想しにくいところでござい
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ますけども、現時点でははっきり御答弁は申し上げられませんけれども、今後の見通し

としては財政の均衡を保つ必要があるため、２年間の療養給付費、財政安定化基金拠出

金、特別高額医療費共同事業拠出金などを見込み、広域連合で２年ごとに見直すことと

なっています。 

最後に新しい制度と介護保険料より高い負担を求めながら、国民にはほとんど論議

されなかったように思うと、市民への周知はどう考えているかについてお答えいたしま

す。広報につきましては、広域連合と市町村とで役割を分担しながら次のような要領で

行なうことにしております。まず広域連合におきましては、新聞等への掲載、ポスタ

ー、被保険者証を配付時に折込用の個人用のパンフレット等を作成し、医師会等など関

係団体への周知を行なうということになっています。各市町村に広域連合で作成したパ

ンフレット等を配布します。ホームページによる情報提供を行ないます。市町村におき

ましてはホームページや広報紙等を活用して適宜市民への周知を行ないます。そして国

の広域連合の方から配布されましたポスター等々の掲示を行なうということになってお

ります。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） ２４番、田島議員。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） ただいま御答弁をいただきましたけれども、後期高齢者医療

制度がなぜ必要かということについては、少子高齢化社会の進展が予想以上に早いと、

したがって保険制度を安定させるためということですけれども、大体介護保険料の同意

のときもですね、老人医療がパンクをするからこのままでは支えきらんということで、

できたところですけど、わずか６年しか経っていないわけですね。だからそこら辺のそ

の反省なり見通しの甘さというのも本当はきちっと前段で述べながらですね、こういう

新しい制度を取り入れるというその説明ぐらいあって然るべきじゃないかと。ただ苦し

い苦しい、だから負担してくれじゃですね、もうそこには政策というのがあまり感じら

れない気もするわけですけれども、そういう問題がですね、ひとつ前提にあるというふ

うに私は思っております。それから将来に向けては規模の適正化、医療制度の規模の適

正化、県内を単位とする、今社会保険庁も再編の問題が出てきておりまして、その中で

は保険と年金を切り離して、その保険の部分を県単位にという、そういう方向が検討さ

れておるという答弁ではなかったかというふうに思うところです。それから弱小の国民

健康保険、こういうところもまとめるというふうな御答弁だったかとも思いますけれど

も、国保もそういう県内一つにという方向で検討がされておるのかどうなのか。そこら

辺がはっきり聞き取れませんでしたので、国保についてもそういう論議がされておるの

かどうかというのを、御見解を再質問でお願いをしたいというふうに思います。 
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それから保険料の徴収、仕組みについてがですね、なかなか例えば年収３００万

円、年金３００万円の人は大体どの程度の負担になるのかというのが、その国の平均的

なという形ではその９００円と平均的に６,２００円だということだけしか示されてい

ないわけであります。大体介護保険のときもそうでしたけれども、玉名市では介護保険

のときは全国平均からすると当初は全国平均を５００円ぐらい高い料金に設定になっ

て、３年後の見直しのときには１,０００円ぐらい平均よりも高くなるというふうな傾

向を示しておりました。そういうことを考えるとですね、全国平均からすると熊本はや

はり賃金水準が所得水準が低い関係で、少し高く設定されるんじゃないかという危惧も

するところですけれども、なかなかそういうやつがはっきりしない中でですね、もう見

切り発車的に広域連合の条例が今議会にかかっておると、どのように判断すればいいの

かというのは私自身迷うわけです。中身を理解できないときにですね、ただ手を挙げて

いいのかという思いもありますし、お尋ねしたところですけれども、なかなかそれ以上

のことは出てこないという御答弁だったかと思います。 

それから国保等の関係については私もちょっと初め、国保と介護とさらに負担を高

齢者医療と３つもなるなら大変な負担になるという思いがあったわけですけれども、そ

れは７５歳以上の人は国保からは脱退をする。したがって介護保険料と後期高齢者医療

保険料になるということでは、この場合負担は現在の国保と高齢者医療保険とどうかと

いうことについては、ですけれども出発当時はそう大きな負担になるか、逆に安くなる

かということの判断については今の段回では私自身できないところですけれども、先ほ

どもこの保険料の設定の中で現役世代が４割、残り１割が後期高齢者の負担と、この割

合というのが少子高齢化が進むと現役世代が少なくなる関係でですね、後期高齢者医療

財政の概要という政府のつくった資料を見てみるとですね、２年ごとに見直して減少、

若者が減った、現役が減った分の割合の２分の１をですね、高齢者が保険料として負担

をすると。だから今は４対１ですけれども、それが３.８対１.２、３.５対１.５という

ふうな形で負担をするという方向はですね、はっきりと位置づけられておるようですか

ら、出発当時はそう負担はないというところであるけれども、そういう負担がですね、

増えていくというのが道筋として示されておるところにいささか不安を感じるところで

ございます。 

そういう中身ですからですね、本当にそしてあまりその中身が、中身というよりも

こういうことが取り入れられるということがまだ今からの徹底にはなるとは思いますけ

れども、ほとんど議論されないままにですね、今回出てきたということに対して非常に

性急なやり方じゃないかという思いがしてなりませんけれども、今質問を、再質問をし

たところをお答えいただきたいというふうに思います。 

○議長（松田憲明君） 市民部長 田上敏秋君。 
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［市民部長 田上敏秋君 登壇］ 

○市民部長（田上敏秋君） 田島議員の再質問にお答えいたします。 

まず今回の後期高齢者医療制度につきまして、十分住民にも説明がないままこうい

う制度が発足したというようなことで、この件につきましては私たち行政に携わるもの

といたしましても議員の意見と同感でございます。これにつきましては先ほど御答弁申

し上げましたとおり、国の方で今年の４月に老人保健法が高齢者の医療の確保に関する

法律に改正をされまして、そういう中で後期高齢者医療が新たに設置をされたところで

ございます。そういうことでまあ行政といたしましても、この件につきましては大変今

設立準備会を設置をいたしまして、この事務の遂行につきましては事務の方で準備設立

会の委員会の方で進めているところでございます。そういうことで今後の保険料の仕組

みとか、先ほど議員から再質問されました点等につきましては今後広域連合の中で、十

分検討をされますし、また私たち事務執行者といたしましてもいろんな事務問題あたり

をですね、提供しながら広域連合の中で論議をしていただきたいというふうに思うわけ

でございます。 

また国保、介護保険、こういう制度との一体化、こういうことも広域連合設置の段

階でいろいろ論議がされているようでございます。しかし今回の法律改正に基づきまし

て、まず後期高齢者医療制度の事務につきまして推進をしていく、それからこういうこ

とを検討していくというような方向で広域連合準備室の方でも検討されておりますし、

また県の方の指導としてもそういうような方針が示されておりますので、いろんな問題

につきましては今後広域連合が設置された段階で詳細に検討されるというふうに伺って

おります。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 以上で、田島八起君の質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１０時５５分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時０６分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ４番、北本節代さん。 

［４番 北本節代さん 登壇］ 

○４番（北本節代さん） おはようございます。一人会派の北本節代です。通告に従い

まして一般質問を始めます。 

今回の質問は、障がいがある子どもたちの環境についてということで、障がいを中

心に質問いたします。このたびは障がい者自立支援法の施行に伴う利用者の１割負担の
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軽減措置を玉名市も早々に２分の１負担を実現していただきました。来月から実施との

ことで関係者の皆さんも大変喜んでいることだと思います。まず一歩前進、感謝申し上

げます。 

２００４年に障がい者基本法が施行され、障がい者の権利、尊厳は大きく変わりま

した。地域の小学校に行かせたい、お友達と一緒に学ばせたいと訴えても地域の小学校

へ行くことができなかった時代から、この基本法の成立により障がいがあっても養護学

校にするか、地域の学校にするか選べることが与えられるようになりました。すべての

障がい者はこの基本法はすべての障がい者は個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさ

わしい保護をされる権利を有する、またすべての障がい者は社会を構成する一員として

社会、経済、文化そのほかあらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる。「何人も

障がい者に対して障がいを理由として差別をすることを、このほかの権利を侵害する行

為をしてはならない」とあります。また三障がい、身体、知的、精神をひとまとめにし

た障がい者自立支援法が今年１０月に本格的に稼働されたことは先ほど申し上げました

が皆さん御承知のとおりです。その１年前２００５年４月に発達障がい者支援法が施行

されています。この法律は三障がいの中には入っておらず、これまでに法律や制度の谷

間に置かれていて、支援の対象とならないあるいは支援が受けられないまま放置されて

いた子どもたちが、この施行により発達障がいに対する社会的な理解が大変広がりまし

た。この発達障がいとは御承知のように自閉症、アスペルガー症候群、そのほか学習障

がいＬＤと呼ばれていますが、注意欠陥多動性障がい、そのほかこれに類する脳機能の

障がいであって、症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもので

す。この発達障がい者支援法ができ、発達障がい者を持つ本人はもとより家族への支援

体制の整備の期待が持てるものと思っております。私は今回玉名市内の小中学校におい

て、特殊学級をすべて訪問してみました。合併直後に３町の小中学校を訪問しておりま

したので、今回は１１校を訪問させていただきました。障がい児の特殊学級は２４クラ

スです。玉名市内には小中学校合わせると２５５のクラスがありますので、約１割の割

合で特殊学級が小中学校においてあります。学校を訪問する中でそれぞれに特徴があ

り、大変勉強になりました。子どもたちも精いっぱい頑張っている姿をみせてくれまし

た。また親学級でほかの学級の仲間と一緒に学んでいる子どもたちもお会いしました。

先生方も模索されながらも一生懸命やっておられる姿は真に伝わりました。バリアフリ

ーになっていない今までの学校建設では障がい児が入学するたびにいろいろなところを

整備、予算計上しなければなりません。今議会には玉名小学校のバリアフリーの予算と

岱明中学校の難聴教室の予算が計上されております。また三ッ川小学校からは健やかな

子どもたちを育てる環境に関する陳情がＰＴＡ保護者、地元の皆さんから上がっている

のは皆さんも御承知のとおりです。来年度特殊学級のクラスの許可新制を熊本県の方に
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出されたのは５学級と聞いております。５学級認可になるのを願うばかりですが、現実

の問題として質問いたします。特殊学級の新設に伴う予算が県より降りなかった場合、

市の対応とその対策についてです。２つ目に発達障がいの子どもたちに対して大変個性

があり、対応もさまざまです。この状況の対応策は考えているのかもあわせてお願いい

たします。今年４月より通級の障がい物が学習障がいまたは注意欠陥多動性障がいの児

童生徒のその障がいの状態に合わせて行なわれる通級の指導の改正がされ、自閉症、情

緒障がい、学習障がい、または欠陥多動性障がい者に改正されました。現在どのくらい

の対応でしょうか。通級の現状をお尋ねいたします。この１点目の３つは教育長に答弁

をよろしくお願いいたします。 

２点目、発達障がい者の早期発見の取り組みについてです。障がいを持つ子どもた

ちの早期発見は本人はもとより親御さんにとっても大変に助かることです。発達障がい

者支援法の中で児童の発達障がいの早期発見の条文に、市町村は母子保健法の規定する

健康検査を行なうにあたり発達障がいの早期発見に十分留意しなければならない。また

就学前健康診断にも同じく早期発見に十分留意しなければならないとあります。そこで

健診時の結果をお尋ねいたします。１番、３歳児健診などでわかったケースはどれぐら

いでしょうか。同じく、就学前の健康診断でわかったケースはどれくらいでしょうか。

３番、ＬＤ学習障がいは３歳児健診では見つけにくく、就学前か５歳児のころにわかる

ケースが多いようです。このことを見まして５歳児の健診の実施が必要だと思います。

５歳児の健診の実施についてどのように判断されますか。発達障がいを持たれた本人の

リハビリや療育は大変重要なことですが、親や家族に対して発達障がい者の支援をどの

ように進めるかは大きな課題です。保健、福祉、教育と各課がどれぐらい連携をされて

おられるかをお尋ねいたします。５つ目、発達障がいについて多くの人に理解をしても

らうために玉名市はどんな取り組みを考えているか、また実施されてこられたか。 

次に障がい児の一時預かりについて現在障がい児の一時預かりがあっておりました

が、この制度が変わったときになくなったと聞いております。療育事業に変わられたと

聞きましたが、そもそも預かりの役割と療育の役割は違っていて、障がい児の一時預か

りはどのようになったのかを質問いたします。また一時預かりの送迎に関してはどのよ

うになっているのでしょうか。お聞きしたところによると子どもを預けるために一旦学

校にお迎えに行き、また一時預かりの場所に預けてまた職場に戻らなければならないと

いう原状があっているとのことですが、これもあわせてお答えください。 

続きまして、発達障がいを含む三障がいの就労支援についてお尋ねいたします。こ

れは玉名市長にお尋ねいたします。ノーマライゼーションの理念を追求し、障がいがあ

る人といない人が共に働き、生活できる社会を実現するために取り組むべき課題はたく

さんあります。現在玉名市内の精神科で取り組まれている病院内での軽喫茶、入院患者
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さんの洗濯など就労と社会復帰を目指した取り組みが行なわれています。熊本市内の病

院でも知的障がい者の軽食喫茶に取り組んでおられました県営の売店、議員サロン、い

ろんなところで障がい者就労支援を目にするようになりました。障がい者は精神障がい

であったり知的障がいであったり発達障がいであったり、または母子福祉の支援であっ

たりとさまざまです。玉名市は現在希望の家とわかば作業所の通所作業がありますが、

なかなか社会参加までは行かないのが課題となっております。誰もが生きててよかった

と思える地域社会にするためには積極的な就労支援に取り組む必要があると思います。

現在玉名市が持つ建物の中に玉名市市民図書館、市民会館、運動公園、プール、市役

所、支所、地域の福祉センターなどなどちょっとしたスペースに障がい者の就労支援を

考えていくことは玉名市としてはいかがでしょうか。具体的には軽食の店であったり、

パンの販売店であったり、ケーキ屋さんであったり、いろんな形が考えられると思いま

す。障がい者の社会参加は共に生きることをより深く理解できるだけではなく、障がい

者にとっても社会参加のリハビリにもなります。これから合併したことで新しい施設、

新庁舎の建設も予定されています。また新幹線玉名駅舎も新しく設置されます。助成金

を配付していくだけの支援ではなく館内に１カ所障がい者の就労支援としての場所を提

供する、玉名市においての取り組み、福祉が息づく町に大きく近づくと思われます。 

先日、熊本市の障がい者の採用試験がありました。市長も御存じのように熊本県で

も長年障がい者の別枠の採用試験を実施されております。障がい者雇用について私も議

員になって玉名市の雇用状況を質問いたしました。答弁では普通の採用試験の枠内で同

じように受け入れていっています。今のところ障がいを持っている方が採用試験に来ら

れたことはありませんとの答弁でした。もちろんここの玉名市でも障がい雇用率は達成

しておりません。玉名の身体障がい者の実態調査では就労している人は身体で２６％、

知的で２１％、精神で２７％となっています。約７割強の人は自宅で過ごすと答えられ

ております。就労の状況では給料が知的障がい者は３万から７万円が３０％で一番多

く、１５万円以上の収入がある人はいない現状です。授産院施設や小規模作業所では身

体、知的障がいでは５,０００円未満が５割を超えております。共に生きる玉名市に住

んでよかったと思えるようなことを考えていただきたいと思います。答弁、よろしくお

願いいたします。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 北本議員の質問にお答えいたします。まず特殊学級が新設で

きなかった場合の対応についてでございますが、特殊学級を新設するには県教育委員会

の同意が必要となっております。近年は地域の学校に就学させたいと希望される保護者

が多く、平成１９年度は特殊学級の新設を小学校９学級、中学校１学級、計１０学級申
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請いたしております。今の時点ではまだ幾つ特殊学級ができるかわからない状況でござ

います。平成１８年度は８学級申請いたしましたが、新設できなかった学級が２学級あ

りましたので、市費による補助員を配置して学級の支援を行なっているところでござい

ます。平成１９年度も新設できなかった学級には市費による補助員を配置して学級の支

援を行なうように現在検討しているところでございます。 

次に、特殊学級に障がいを持った児童が増加した場合の対応についてであります

が、１学級当たりの定数というのは公立義務教育小学校の学級編成及び教職員定数の標

準に関する法律によって定められております。この法律により特殊学級の定数は１学級

８人と決められております。８人を超えれば２学級となりますが、しかしながら８人以

内であっても多学年にわたって比較的人数の多い特殊学級もあり、特別支援を要する子

どもが入るような場合も市費による補助員を配置して学級の支援を行なうよう検討をい

たしておるところでございます。 

次に、通級指導教室の現状についてお答えいたします。平成１８年度築山小学校に

ＡＤＨＤいわゆる注意欠陥多動性障害などの発達障害に対応する通級指導教室が設置さ

れました。通級による指導というのは通常学級に在籍し、障害の程度が軽度の児童に対

して各教科の大部分は通常の学級で行ないつつ、障害に応じた指導を特別の場でいわゆ

る通級指導教室で行なうものであります。通級指導では生活や学習を改善または克服す

るために支援を行なっております。現在４名の児童がこの通級指導教室に通級をいたし

ております。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 市民部長 田上敏秋君。 

［市民部長 田上敏秋君 登壇］ 

○市民部長（田上敏秋君） 北本議員の御質問にお答えいたします。 

障がいのある子どもたちへの環境について、３歳児健診の発見状況につきましてま

ずお答えをいたしたいと思います。３歳児健診等の現況につきましては１歳児半健診、

３歳児健診を毎月１回ずつ実施をしているところでございます。１７年度の実績につい

て報告をさせていただきたいというふうに思います。１歳児半健診が５３１名、３歳児

健診が６２４名、その中で異常なしが約７０％で要指導、要観察、要精検、要治療など

病気や身体発育状況など何らかの指導を要する割合が約３０％であります。そのうち発

達障害に関しましては発達障害等を診断された児が２５名、ダウン症児４名、発達の遅

れのある児３５名などを含め、約６４名の方が支援を要する子どもとしておられまし

た。このような方々につきましては、専門の医療機関や療育事業を紹介しており、保護

者や周囲が障害を受けられることはなかなか時間を要することもあり、その子どもにあ

った療育を受けてもらうため保健師の家庭訪問を実施したり、医師、心理判定員での乳
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幼児発見相談を以前は保健所で実施をしていたところでございますけれども、平成１７

年度から有明地域で合同で実施をしているところでございます。 

 次に５歳児健診についてどう思うかというようなことでございますけれども、先ほど

議員の方からもありましたとおり平成１７年４月に発達障害者支援法が施行されまし

て、発達障害者の障害の早期発見、乳幼児健診、就学健診、早期発達支援等が施策とし

てあげられております。発達障害の早期発見の一つの方法といたしまして、最近モデル

的に取り組まれている事業でありますが、そのこのモデル事業のその背景につきまして

は、発達障害の中でも軽度発達障害として注意欠陥多動性障害、アスペルガー症候群、

高機能自閉症、ＬＤといわれております学習障害等が解明をされてきたものであり、こ

れらが年々増加している現状にあります。その軽度発達障害児は現在の３歳児健診で

は、発見が困難と言われていることや、周囲の人々から障害に対する理解が得られにく

いことから就学後不登校などの二次的な不適応に発展したり、保護者や子どもの問題が

障害からくるものではなく、家庭のしつけに原因があるのではと不安を抱いたり困惑し

ていることが多いようでございます。このような背景からモデル的な取り組みとして今

始まったところでございますけども、実際に５歳児健診を実施していく上には健診担当

の医師の確保や健診制度の維持、向上、健診後の就学に向けた連携体制等の確立などま

だまだ課題は多く残っております。現在県下では平成１８年度から城南町及び富合町の

２町がモデル的にこの事業を実施をしております。全国的には鳥取県では全市町村が５

歳児健診を実施しているというようなことでございまして、市といたしましてもこれか

らの早期発見、早期支援並びに地域の子育て支援強化を念頭に置きながら現在の３歳児

健診やその後のフォローの充実を図り、健康保険課、特に保健センター、福祉課、教育

委員会等々の連携を密にしながら種々の課題等を検討しつつ、今後の体制づくりについ

て努めていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 元田充洋君。 

［福祉部長 元田充洋君 登壇］ 

○福祉部長（元田充洋君） 北本議員の障がいのある子どもたちの環境の中での特に発

達障害、その一元化の取り組みについてということでお答え申し上げたいと思います。

３歳児就学前、小学生、中学生などそれぞれの相談を成長過程を通しての一元化への取

り組みにつきましては、現在、本市では発達障害児に対して特別の対応はいたしており

ませんが、今後は現在毎月１回実施されております保健連絡会での対応はもちろんのこ

と、来年度実施予定の地域福祉計画策定段階において、発達障害は決して普遍なもので

はなく、適切な療育により発達を促し改善していけるものとして各課連携するととも

に、それぞれの課においても一元化への取り組みを検討してまいりたいと考えておりま
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す。 

次に、障害児の一時預かりでありますが、障害児の一時預かりにかかわる事業とい

たしまして実施しておりますのが、日中一時支援事業であり、その送迎につきましてお

答えをいたしたいと思います。日中一時支援事業の役目は障害者及び障害児を一時的に

預かることにより日中活動の場を提供し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護して

いる家族の一時的な負担軽減を図る事業であり、１０月から地域生活支援事業の一環と

して実施しております。障害児の１０月の利用実績は５カ所の施設で１５名の利用があ

りました。そのうち放課後デイサービスとして利用された方が９名おられます。１０月

からの法施行前の放課後デイサービスの登録者数は７名でしたので、利用者も増え日中

一時支援事業の役目は果たされていると考えられます。次に送迎についてであります

が、市内のＮＰＯ法人においては就業後事業所から無料で養護学校まで迎えに行かれて

おりますが、他の事業所については行なわれてはおりません。玉名市の今後の取り組み

といたしましては、国において利用者が利用しやすくなるよう通所についての送迎を加

算する案が出ております。内容が明らかになり次第、内容を把握した上で広域圏域で検

討し取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、就業支援の取り組みについてお答えいたします。障害者の就労支援に関連し

まして、現在玉名所管内の民間企業における障害者の雇用状況は５３の企業が雇用し、

その内訳として身体１０７名、知的４０名、合計１４７名の障害者の方が雇用されてお

られます。障害者の就労支援につきましては、関係の福祉施設との連携は非常に大切な

ことだと思います。幾つかの方策を取り上げてみますと、就労移行支援事業予定者との

連携の確立、ハローワークが行なっている就労移行支援事業、トライアル事業でござい

ますが、おいて障害者の円滑な就職や離職した障害者の再チャレンジに向けた継続的な

支援を図る、またジョブコーチ支援実施機関との連携、ジョブコーチとの日常的な連携

の確保に努め、障害者の円滑な就職及び職場適応を図る制度がございます。一方本市と

いたしましては、先ほど議員も質問にお答えになられましたが、新しくできる建物、例

えば市庁舎などにおきまして、障害者が就労するスペースの確保を関係局課と協議をし

てまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 就学児健康診断についてお答えしておきます。就学児健康診

断は学校保険法第４条及び学校保険法施行例第１条により就学予定者に対して健康診断

及び知能検査を行ない、心身の状況を把握し入学に備えております。知能検査は年齢に

応じた点数で判断の目安にはしておりますけれども、この検査で発達障害等はわかりに

くいと思われます。支援を要するお子さんの就学に当たりましては、保健センターや保
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育園、幼稚園など関係機関と連携をとりながら事前に就学相談を行なっております。今

後も教育委員会といたしましては、十分な就学相談を行なってまいりたいと思っており

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） お答えをいたしますが、市の公共施設、代表的なのはこの市役

所かもしれません。確かにバリアフリーという意識言葉がなかった時代に建設されたも

のが多いと思いますが、これからの公共施設はやはりバリアの理念が生かされた建物で

ある、あるいは工事である。これはもう随分と進んできているものではないかなと。あ

る人に言わせると熊本発信だと言って威張っている人もいましたが、熊本発信かどうか

は別にしてバリアフリーという理念がもうずっと深まってきているという認識を強く持

っています。今後玉名市が公共施設を準備していく中で、この理念は欠かすことのでき

ないものであろうと思っています。 

その中で今障害者の就労支援を意識しなさいというお話がございました。例えば新

幹線の工事の中でとりわけ玉名市が責任を持たなければならない部分がございます。そ

ういう事柄について具体的にどんな形にするのかという協議に入らなきゃならん時期に

きつつあります。あるいは新庁舎もそうかもしれません。そういうふうに就労支援とい

う考え方に立てば、単なるバリアということではなくて、やはりそこには職場としての

スペースなり、準備なりが必要だろうと思っていますので、その辺をいよいよ具体的な

協議に入ろうとする時期に努めて協議していかなきゃならんと思います。 

障害者雇用については、部長の方からおおむね答弁を申し上げました。部長が申し

上げたようにこの玉名という地域社会全体の中でも障害者雇用についての理解、認識は

随分と深まっているという認識を私は持っております。市の機関に障害者の雇用枠を設

けるべきではないかという主張だったかと思いますが、このことも意を踏まえて検討を

させていただきます。 

○議長（松田憲明君） ４番、北本節代議員。 

［４番 北本節代さん 登壇］ 

○４番（北本節代さん） 総合的にですね、すごく前向きな答弁をいただいたかなあと

思っております。本当に感謝申し上げたいと思います。通級の方もですね、私からのこ

れはお願いですけど、通級が築山小学校であっているというふうなところの部分をまた

その普通学級にいらっしゃる方たちに本当に通級というのは、やっぱり親が連れて行か

なくちゃいけないというか、そういうふうな現状があります。どうにか通級も受けやす

い状況をですね、これからつくっていかなくちゃいけないかなあというふうに思ってま

すので、そのことも含めて情宣もしていただきたいし、親御さんの負担が少なくなるよ
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うな方法手段も考えていっていただきたいなあというふうに思います。それから県の申

請がおりなかった場合は、今までは市の市費によってされているというふうな答弁でし

たので、おりなかった場合の補助員のですね、市費を使っての補充をどうか本当によろ

しくお願いいたしたいと思います。 

それから３歳児健診と就学前健診のところでは私も数字的には大変驚きました。６

４名ですね、３０％の方たちが３歳児、１歳児半健診で見つかっているというふうなこ

とでした。それも今発達障がいを診られる先生が熊本県内にですね、すごく少ないとい

うことで、今もそれが大きな課題になっているようです。就学前でも教育長の方から難

しい状況にあるというふうにおっしゃられましたので、１歳児、３歳児健診で探され

た、本当に発見された６４名の方たちの連帯をですね、組まれて就学前の健診に生かせ

るようなシステムをつくっていかなければならないかなあというふうに答弁をお聞きし

ながら思いました。総合的には市民部長の方、そして福祉部長の方から各課ですね、連

携・連帯を密にしていかなければならないというふうなことをしっかりおっしゃってい

ただきましたので、特に発達障がいの方、子育て支援もそうだと思います。今の縦割り

行政の中ではなかなか答えが出しにくいし、私の答弁にあたってもどこの課がするかと

いうふうなことを考えなくちゃいけない、いろんな課にまたがってしまうという部分で

は昨日市長の方も機構改革というふうな言葉おっしゃってましたけど、機構改革の中で

どこかの課を設置するというのはもう不可能だと思いますので、各課が連携・連帯、本

当に密にしていくことをですね、切にお願いをいたしたいと思っております。６４名と

いう数字が出ておりましたけど、それに関しても就学前に必ず継いでいっていただくと

いうふうなことを思いましたので、再質問はいたしません。 

次の質問に移らせていただきます。障がい児の実態調査とその取り扱いについてと

いうことで。障がい者の基本法の改正に伴い、市町村は障がい者基本計画を実態調査を

踏まえて、策定しなければならなくなっております。玉名市でもその取り組みをされて

いるところです。障がい者（児）の実態調査を実施し、８月に調査結果が出されており

ます。御覧になった方もいらっしゃると思いますけど、これは地域福祉計画、玉名市の

障がい者基本計画を策定するのに基礎となる資料です。おおよそ６０％の有効回収だっ

たようですが、現在利用者のニーズを基本とした福祉という声が大きくなっている中

に、できる限り効果的にそして有効に活用して、住民本位で地域の特徴を生かした福祉

が実現されることが望ましいと思っております。まずは１点目、障がい者の基本計画の

策定委員会について、構成メンバーはどのようになっておりますか。障がい者福祉計画

策定に当たっては広く住民のニーズを把握し、まちづくりという視点を広めていくこと

が必要であると思っております。その策定委員は公募はされましたでしょうか。市民の

参加はどのようになっていますか。三障がいの状況もあわせてお願いいたします。２点
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目、この実態調査を含めて委員への多様な情報の提供は必要ですが、策定委員会のあり

方についてお尋ねいたします。３点目、この実態調査とは別に自由回答があります。そ

の中に障がい者の本音が書かれてあります。自宅にいて医療費がかかること、自分の障

がいの進行、地域で孤立されている不安、また障がい児の代筆で書かれている育成医療

を持たれている保護者の気持ちで、私が死んだらこの子はどうなるのだろう。親と一緒

にあの世に逝く方がいいんだろうか、この子の将来を思う、障がい者を持つ親が安心し

て死ねる世の中になってほしいと１２ページに及ぶ自由解答欄が埋め尽くされていま

す。この障がい者への対応措置はどのように考えられていますか。 

それから先ほどから障がいというふうに言っておりますが、障がいについての表記

の変更についてのお尋ねです。障がいの表記、障がいの「障」は漢字で「がい」はひら

がなで表記の変更についてお尋ねいたします。昨年も同じ質問があっておりますが、そ

のときの答弁ではまだ検討するまで至っておりませんとありました。表記においては皆

さんの身近なところでは、高齢者の認知症、今認知症と呼ばれておりますが、以前は

「ぼけ」ぼけではない、そのあとにできた言葉が「痴呆」痴呆でもおかしいということ

で認知症ということに変わりました。「精神分裂病」が「統合失調症」に「精神薄弱

者」が「知的障がい」にどれも漢字の意味を持つ偏見や差別により、その言葉から来る

イメージを偏見を与えない、まさしく言葉の差別の奪回でありました。障がいの「害」

とは災いです。公害や災害の「害」と同じ意味を表します。現在では文字の持つ差別や

偏見をなくす問題として福岡市はもとより北海道、千葉県など多くの自治他や団体が個

人が、このことに取り組んでおります。近隣市でもお聞きしましたが、統一はしており

ませんが、担当課として「害」を使わないような配慮をしておりますと答えられまし

た。この表記を変えることは何らかの混乱をきたすとは思えません。できることからや

り始められないかということの表記に対するお尋ねです。 

次の質問までいかせていただきます。最後に妊産婦のやさしい環境づくりについて

の質問です。マタニティーマークを御存じでしょうか。妊産婦にやさしい環境づくりの

推進として、今年７月に厚生労働省、国土交通省が発表いたしました。玉名市の健康保

険センターにも置かれてありました。このマークは妊産婦に対し、理解がある地域環境

や職場環境の実現、受動喫煙の防止、各種交通機関における優先的な席の確保などにつ

いて国民、関係機関、企業、地方公共団体、国がそれぞれの立場から取り組むことが重

要であるとなっております。お腹が大きくなる妊娠後期ではわかりやすいのですが、一

番危険が多い妊娠初期は外見から妊娠しているのかどうかわかりずらいことから、周囲

からの理解が得られない状況にあります。熊本県において乳幼児死亡率がワーストワン

になった県でもあり、長年このことは言われておりました。玉名市においても母子手帳

配付時にこのマタニティーマークのステッカーを配付し、妊産婦にやさしい環境づくり
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を推進したらどうかと思います。具体的に玉名市ができること、玉名市でも働く企業

へ、妊産婦の理解を広げるためにこのマークを掲示する、または優先的に伝える、現在

身体障がい者の駐車場がありますが、妊産婦の皆さんもステッカー掲示により使用が可

能にする。妊産婦は病気ではありませんので、目に見えない分状態が悪いときも無理を

する傾向があります。どちらでも譲って使えるようにはできないだろうかと考えます。

また働く職場での活用、交通機関での活用を多くの人に知っていただくためにこのマー

クを生かせることを思います。玉名市の見解を質問いたします。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 元田充洋君。 

［福祉部長 元田充洋君 登壇］ 

○福祉部長（元田充洋君） 玉名市の障害児の実態調査とその取り扱いにつきましてお

答えいたします。１点目の障害福祉計画策定委員の構成メンバーにつきましては、学識

経験者、関係行政機関の職員は言うに及ばず幅広く障害者関係の方々の参加がなされて

おります。メンバーである策定委員数は１４名の中に身体・知的・精神の三障害の施設

の代表者、さらにサービスを利用している本人、また保護者の参加もなされて意見の集

約を図っているところでございます。２点目の障害福祉計画の委員会のあり方につきま

しては、本年度３回行なう予定で、既に９月６日、１２月６日に実施しており、来年２

月に３回目の策定委員会を実施し、関係者の意見の取りまとめを行なう予定でありま

す。３点目に障害福祉計画を策定する中で実施した実態調査の生かし方につきまして

は、御存じのように現在実施しています玉名市障害福祉計画策定の基礎資料として障害

者の生活実態や福祉サービス等の利用状況、利用意向また行政に対する要望を把握する

目的として実施したところです。現在、福祉部や関係各課及び関係機関等にも配布を

し、障害児・者の生活上の不安や悩みを捉えるとともに今後の支援を図っていく上での

参考資料といたしております。またこの調査結果は冒頭北本議員もお触れになられまし

たが、来年１月１日より本市が実施予定であります自立支援法におきます地域生活支援

事業の１割負担の軽減にも活用したところであります。 

次に障害の「害」を「障がい」と表記する取り組みについてでございますが、「障

害」という漢字の表記をひらがなを入れての「障がい」にしてはどうか、また既にその

取り組みを始めている自治体とその意義について今御紹介をいただきましたが、障害の

捉え方につきましては議員も御承知のように本来、障害の表記変更のみならず、まずは

障害を持つ人たちを地域社会の構成員として受け入れ、共に生きようとするノーマライ

ゼーションの意識を十分に育てなければならないと思っております。本市といたしまし

ては、障害者の社会参加を目指した共生社会の行政運営に心がけ、障害を持つ人が自分

の住む地域で自立し、安心して生活できる環境づくりを目指していきますとともに、障

害の表記変更につきましては、他市の状況等も参考にし検討してまいりたいと思ってお
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るところでございます。御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松田憲明君） 市民部長 田上敏秋君。 

［市民部長 田上敏秋君 登壇］ 

○市民部長（田上敏秋君） 北本議員の御質問にお答えいたします。先ほどマタニティ

ーマーク御存じですかというような問いかけがございますので、議員の皆様方にマーク

を一応お知らせをいたしたいというふうに思います。こういうマークでございます。 

議員も御承知のとおり２１世紀の母子保健分野の国民運動計画である健やか親子２

１ではその課題の一つに妊婦出産に関する安全性と快適さの確保をあげております。御

承知のとおりマタニティーマークは特に妊娠初期などのお腹が目立たない妊婦がマーク

をつけることにより、電車等で席を譲る、たばこを吸わないなどの配慮を促進するのが

目的となっております。現在、全国各地の自治体においても少しずつその広がりをみせ

ており、利用者からは喜びの声が聞かれております。玉名市といたしましても保健セン

ターにポスターを掲示し、窓口にはチラシを置くなどの啓発に努めております。母子手

帳交付時のマタニティーマークの配付につきましては、十分検討し、早急に実施の方向

にもっていき妊婦にやさしい環境づくりに努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。また企業等への働きかけ、また市としてできる市役所の駐車場の配慮等につきまし

ては、関係各課と十分協議をしながら検討していきたいというふうに思っておりますの

で、御理解・御協力をよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） ４番、北本議員。 

［４番 北本節代さん 登壇］ 

○４番（北本節代さん） 今回は障がい者のことを中心に一般質問させていただきまし

たけど、発達障がい支援法や障がい者自立支援法も含めてですけど、法律が次々に新し

い法律が変わっていきます。そのことで基本計画も変わっていきます。追いついていか

ないという執行部のですね、いろんなことも理解できると思います。しかしやらなけれ

ばならないことはやっぱりやらなければならないというふうなことで、今回私は各課の

ですね、先ほども言いましたけども、本当に各課、教育・福祉・保健そして労働までで

すね、各課が連携をしていく、いつでもそのことを情報を共有できるというですね、こ

とをぜひ進めていただきたいというふうに思っております。まとめといたしまして切に

要望しながら私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（松田憲明君） 以上で、北本節代さんの質問は終わりました。 

ここで昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５４分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 
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午後 １時０３分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

２７番、堀本泉君。 

［２７番 堀本 泉君 登壇］ 

○２７番（堀本 泉君） 御指名をいただきました堀本でございます。ただいまより一

般質問をいたします。あらぬうわさか知りませんけれども、堀本が市長ばやっつけると

たいといううわさが最近広がりまして、私が市長からいじめられよっとが現実でござい

ます。出るのはため息でございます。 

まず、第一項目に挙げております新庁舎の建設と市長の指導力、これはあくまでも

庁舎に関する指導力という限定ではございません。全体的な指導力にも言及をしていき

たいと思います。まず、新庁舎建設と市長の指導力についてと題して伺います。今、玉

名市民の話題は７０億からなる予算の投入と周辺住民の生活圏を左右するであろう新庁

舎の建設予定地に新幹線以上の関心が沸いております。それにいたしましても日ごろ濶

達な自己主張をされる意見を述べられる島津市長がこの問題に関する限り、何と申しま

すか、自分の気持ちを表さずにまず市民の声を聞くというソフトな軟着陸なやり方をや

っておられます。１市の長たるものとして自分の考えを表明し、市民の批判をいただく

ということはいわば選挙の公約を表明して、それに対する投票を受けて当選していく、

あい通じる問題だと私は考えます。市民の半数以上の反対者が最近わかって、ようやく

選挙に勝って気が弱くなっておられるかとも思いますが、まだ１年の、就任１年の市長

が、やれフォーラムとかシンポジウムとかを先行させ、あたかも言葉があたるか何か知

りませんがＥＭ菌のばらまきをして、それでソフトになったところで乗り出すという、

いわゆる政略家的政策を徴用されるやり方は、あなたを熟知したつもりの私もいささか

期待が外れました。市長の指導力というか政治力を逆に弱める方へ直通することになり

はしないかという危惧をしております。まず市長が本来自分としてはどこがよかかなあ

というぐらいのことは言うべきだと思いますが、あくまでも最後の最後までそれは言い

ませんが、お尋ねをいたします。 

また現在地を排除、排除という言葉は何ですが、どこかの適地を見つけると言われ

るならば、その主な理由は何なのか。あなたは公約にもそうですけれども、中心市街地

の活性化、精いっぱい努力するぞというような公約をされて、少なくともこの付近の票

は何十票か何百票かは入っておると思います。私に言わせれば１８０票はこの辺で入っ

とっとじゃないかと思っております。お答えをいただきます。 

関連いたしまして、私なりの今もう言うたついでですけんな、申し上げさせていた

だきます。この庁舎建設のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ案、一般の方はどうか知りませんが、項目を

挙げて候補地を出して検討ということで、先日も全員協議会の中に出ていたそうでござ
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います。つまり県事務所、総合庁舎の跡地という言い方はまだ建っとっとですけんね。

跡地にはどうだろうかというような提案が現在も続いております。私に言わせると相変

わらずですが、まやかしじゃないかと、いわゆる消去法の当て馬じゃないかと思ってお

りますが、天下の公的な機関玉名市がですね、堂々と県事務所跡地と名指しで何千平米

かをですね、ほかのところはまあ大まかなことでいいでしょう。しかし行政違いの県の

出先機関のあれをやる以上は公文書での売却依頼ですか、もう長うなるけん買うちくれ

んかと、あたげが買うてくれる方がよかというような依頼があっているかどうか、確認

にも行きました。確かに皆さんが御承知のとおり町村減ってですね、出先機関としての

機能が薄れたということで八代あたりはもう村は町は氷川町がいっちょあるぐらいで、

全然ないと。玉名市の方も鹿本地区に移転するかここに残すかのあれを内部的にはやり

よるけれどもというようなお話は聞いてきました。要するに出先機関の統合計画が云々

されていることは私なりに漏れ聞いている現実は、昨日確実な調査をしましたぐらい

で、漏れ聞いている状態でございますが、何遍も言うように市長は玉名市を情報発信の

中心地と、やはり城北の中心地にすることが念願というのがかねがねおっしゃっておら

れますが、その言葉と裏腹にですね、出先機関がたったいっちょあっとばよそにおっと

ってもらうような、おれはもう市役所建てなんけん出てくれというような方に、裏腹に

発言をされていると思いますが、これは市長がそういうふうに帰謬法的な行政のやり方

を意図的に変えておられるのか、ひょっとすればここへ建つうごったとば言われんけ

ん、そがんとこば出してそがんとこされんじゃなかかというふうにまとめるための高度

なですね、謀略というとまた腹かきなはるけん何ばってん、作戦なのかとも思います

ね。しかし、前回の議会でも申し上げましたように県議時代のあなたはそういう性格じ

ゃなかった。堂々と言うてどがんでんよかぞって、こかすならこかせとおっしゃってお

った島津さんだったですけどね、市長になるとそがんやっぱやわらしゅうならなんかな

という同情哀れみも持っております。どっちにしたてちゃですね、この当て馬に出すに

は他の行政機関だからですね、ちょっと問題があると思います。しかも公式にこの議会

に、まちの人たちに、区長さんも見えて聞いておるが、どう思うかなあと。これはよか

と思います。しかし議会にかける以上は後段でも触れなんですがね、議会軽視の兆候が

ありはせんかということでございますが、どうもちょっとおかしいと私は思います。田

島議員さん流に言えば私はそういうふうに思います。 

またＡ案というのはここに建てるという案でございますが、Ａ案におけるリスクの

説明の中で本庁舎も同時に解散する、解散せんならプレハブはいらんわけだから、プレ

ハブ費用が何億とかかるとか、まあメンテナンスじゃないその何ですかインターネット

のあがんとも配置がえせなんどうこうというような説明がいっております。全面的にこ

の面を一丁八反を利用するというだけが前向きに先行しているようでございます。私は
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日ごろから言っておりますけれども、この駐車場の南に４階ないし５階建てを計画し、

現庁舎は２年間そのまま使うというような想定がなぜ浮かばんのか。プロジェクト何と

かチームまでつくってですね、いわゆる中央権力者の集団もわざわざ、牧野先生がおら

れて何ですがな、つくって、なぜそういうイージーな我々がだれでん素人の考えるよう

なことが浮かばんのか、面積が足らんという判定はまだ出ておらんはずだから、案とし

ていわゆるリスク説明をするときはそこまで挙げて問うのが議会に対する親切でもある

し、市民に対する親切じゃないかと思います。 

改めて提案をしますが、現本庁舎はそのまま利用し、別館跡地に建設すると。今も

見てきましたけど、南側の民間駐車場あたり、あの名前は何ですけれども、あります

が、御存じの方はあると思います。あの辺の間口を１７メートルぐらいあけて、玄関は

南向きにすると。建設を機に職員さんの駐車場あたりは今のうちから全車民間駐車場に

回すと、荒っぽい提案をいたしますが、市長のお考えをちょうだいされればですね、堀

本さんよか考えなあっておっしゃっていただければ結構かと思います。７０億のプロジ

ェクトの割には事務員さんたちの計算が甘いような気がいたします。その一つに現在地

を空にするという計算ができておっとならですね、空っぽのままではあとはようだいな

ことだろうと思います。つまり現在地を空地にした場合の跡地には何を誘致というか建

設するか。ただ緊急時の玉名大地震に備えて、いざというときは人間は来なんけんがヘ

リコプターもおりらなんけん、何もつくりなしに更地にしておくとおっしゃればそれで

結構です。ここの価値観をそのときは財政課の方に幾らがつぐらいの現存価格があるの

かですね、そういうふうに切りかえて伺いますが、そこまで言わんでも市民に説明をす

る以上は跡地には何をすると。そのときの費用はこのくらいかかるというのを同時に提

案してですね、いわゆるＡ案、Ｂ案、Ｃ案の比較の対象にするために。相手方の値段な

中途半端でこっちだけこがんかかりますじゃおかしいと思います。だから甘いという表

現をいたします。これはここに市役所があるということで、おどんが中心地に住んでお

っとだけんということで固定資産税、都市計画税が多額です。私も資産評価額は持って

きてよかですけど。多額の額を何十年て払ってきた人に対して不親切きわまりない。し

かも先ほど申しますように玉名市の中心地域の活性化については頑張りますよというこ

とも言うたあなたがですね、今にして世論、所論に迎合したそれこそ脆弱な体制になる

と、またのときはほんなこて厳しかろうと私は思います。頑張らなくちゃならんとも思

います。何か申しますように甘いというのを私流に言うとアバウトすぎるのじゃない

か。国家戦略を言う割にはですね、アバウト過ぎる。先ほどの県事務所の跡地の問題も

含めてですね、この計画の予算の計上は申しますように比較論を展開する以上は最低の

必要物だと思います。いかがでしょうか。現在地以外に新庁舎を建てるための嫌がらせ

じゃないばってん、やらせじゃなかろうかと、私は考えております。 
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皆さんにお断りすることもないと思いますが、実はですね、玉名市役所の通称とい

うか侍がおることを発見しまして、今度の議会は私にとりまして有意義な議会になって

おります。通告を各課の先生方が聞きに来るから漫才じゃなかっだから、私の質問の要

旨はほとんど６割は市長に向いておるから秘書課に持っていって、秘書課長、あんたの

方で集約して聞き取りはそっちでしなさいと、私はこういうふうに言おうかと思うとる

けん、要約を言うけんメモして、それによってやってくれと言ったら、課長いわく、私

は天水時代も反対派の何とか議員どんが来たってちゃ、聞き取りとかしよらんじゃった

もんなと、こう言いよります。ああおれも反対派と思われるとか。なら、よかばん、か

たらんばんと言って帰ったことはあります。私は妙な意味じゃなくして侍は侍ばいなあ

と思いました。今回も、昨日も市長がここで嫌がらせば、学校ばっかりじゃなか議会に

もあるって言ってわあわあ言いよらしたけんですね。私が嫌がらせをされよっとじゃい

じめられよっとじゃなかなあと言うたら、やっぱり私がいじめよるというようなです

ね、話でした。だから打ち合わせはあっておらんけん、私はもうどういう答えが出たて

ちゃもう何とも言えんと思います。聴衆の皆さんがですね、ちょっと微に細にわたり打

ち合わせておるとはほんなことかとおっしゃられれば、まあ私は断らなんなあと思って

おります。内容がずれることはもう覚悟しております、私は。市長に指導力の欠如が、

欠如ということで疑問があるのは何も先ほどから言う庁舎問題だけではないということ

をお断りしておきます。 

例えばいろいろ当たりさわりありますけれども、間もなく供用開始、１９年度に供

用開始になる寺田河崎、現在の名前は仮称、新玉名大橋のネーミング、名前の問題です

が、話では寺田河崎大橋ということで議会関係も大体一定したと、決まったという話は

聞きませんが、聞きました。私は大きな不満があります。この件については過年、５０

１号線にかかった新大浜橋のとき、何で有明大橋なんとんつくるとよかとに、新大浜橋

でなからなんかという苦情を建設省にも持っていきました。反対運動を起こしました。

なぜかと言うと、橋げたば言うなら滑石にも建っておりますと、上に大浜橋があるけ

ん、今度は滑石橋というふうにするなら平等だという意見です。それが建設省はそのと

きは新橋をかける場合は上下流アバウトで３００メートルぐらいのときは慣例として旧

橋に新をつけて、ずっとネーミングをやっておりますと、御理解くださいという説明で

ございます。その点で言うなら、今度は上に玉名橋もあるから、下は高瀬橋ばってん新

高瀬橋か新玉名橋でいいはずです。それなら文句はない。市長はそがんとにはですね、

市長、言われんとかいなあと思います。例えばあたの副案、細かつか太かつか、ちっと

どま太かつば小岱越橋というようなのをつけんかとか、そがんいう。昨日は、公文書で

の玉名市に依頼かどうか、なぜかならば今日も会わんですが、一安室長か担当者には、

答えは玉名市の決まったなら市長の印鑑の押さった公文書でですね、返事はもらわんと
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動きはでけんというようなことですね。そんなら局長、公文書で玉名市もやっておるか

と、控えば見せてくれと、それはないと。それなら地元という判断は、今は申しません

が、橋げたの建っておるところは地元なのか。ところが１地区がまたがっておらん場

合、玉名市から熊本市に相手があるようなところは別として、自治体の中の橋ならばで

すね、あくまでもその自治体が地元という判断をしております。これ間違いないです

よ。これ全部向こうの名前は聞いておりますから、この課長の名前、寺本さんはずっと

聞いておりますから、間違いない。というような御返事でした。そこまであたたちが決

めておっとなら、やはりトップはいささか貧弱と言うといかんばってん、市長はおっと

だけん、島津という市長が。あたどんが先輩県会議員しておるじゃなかて。なぜ島津市

長、いっちょ決めちくれんかいというようなことをなぜ直接言わんか。担当課と話をす

るこつかと言いました。その点については今後、担当課ともばってん、島津先生にも話

をしますというようなお答えでございました。あたの心が出んと、なぜあらわれんかで

すね、区長さんあたりも惑うとっと思いますよ。つき合うとならおれげば覚えとってく

れてだっでん言うですもんな。市長はなぜそこらのいわゆる情熱はないのかですね、よ

かごとせれせれて、その辺についてよければですな、聞きたい。指導力の欠如になるか

ならんかは各位の判断です。私はほかにもいろいろとあります。しかしあんまり言うと

ですな、目付ばあさんのごつなるけん、言いません。 

それからここの市役所の問題ですけれども、１日に担当課からもずっと聞き取りし

ましたけども、横島あたりは２０、３０人の来館者、来庁者ということですが、玉名市

はさすが本庁ということで１日に９００人を超える来客者があるようでございます。し

かしその中身はやはり各窓口業務、市民課窓口に３５０人とか、福祉関係が何十人とか

分かれております。その９００人についても重複してばあさんばこけ連れてきて、こっ

ちもというようなこともあると思われますんで、実数は約６割だろうと思います。来館

者は。皆が車で来るわけじゃないから、車は恐らくその５０％だろうと、いわゆる約４

００人近くの人が８時間にわたって出入りしておるわけですね。その人の計算が、今度

の新庁舎の計画では２５０台の来館者の予想だったでしょう。よくはメモを持たんけ

ど。今度新しく建てる場合に必要駐車場の台数は。それにしても職員の駐車場の面積が

３５０台ですか。あつかましさにもほどがあると思います。その提案をされた段階で市

長には来んとですかなあ。市長さん、こがんでございますというような。まだ反対派が

おっとかいた、市役所の中には。もう昔は選挙のときは７割からの反対があったつは知

っておりますよ、私も。しかしもうですね、長が決まったんだからやっぱりそういう詳

細はですね、矛盾しちゃおらんですか、大体。そうは思いなはらんですかな。１日に３

００何十台、３００台以上の車が来よっとは、今でんはっきりしとっとだからな。逆に

ですね、逆論的にコンピュータの時代になるから減っとばいということなら、何も言う
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ことありません。市長のお考えはそがんときチェック的に働かんのか何かですね。もう

あなた任せでいかれるのか、その辺もよければですね、知らんだったのか、知っておる

のか、そういう詳細はですな。もう私は素人だけんが市役所の中まではわかりません。

まず、まだいっぱいあるばってんが、こしこ聞いてからですね、あとに進みます。わか

ったですか、項目わかりますか。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 昨日お手やわらかにお願いしますよと言ったら、御本人の方か

ら全然情は通じてないみたいで、シビアな御指摘をいただきました。まあちょっとふく

そういたしますが、まず後先になりますけれども、新大橋の名称の件ですが、御存じな

い議員の皆さんもおられると思います。バイパスが来年東半分が開通する。その際にこ

の橋に名称をつけなきゃならんという話が現場監督サイドから出たようでございます。

先般、玉名バイパス建設促進特別委員会と期成会の方々が陳情されました。そして視察

もありました。その折に私どもの執行部の方から国交省の方からも地元の意向を大事に

したいと、名称を地元の方で検討してくれませんかと、こういう話があっておったとい

うことで、その席で話題に出したというふうに聞いております。そのときに今堀本議員

が指摘をされたような地元の区長さん方も入っておられますから、地元としてはやっぱ

りそれは地元の名前がかかった名前がいいですねと、そういう話が出たようでございま

す。そのことは私もそういうふうに承知をしております。しかし基本的にはこれは国交

省がお決めになることでございます。 

ですから、この話し合いがあった、その玉名バイパス建設促進特別委員会の皆さん

がお集まりの中で話し合いがあったときにそういう名称が示されたと、地元の意向とし

てはこうですよというふうに示されたことは事実だと承知していますが、だから即そう

いうふうに決まるとは私は承知しておりません。基本的に国交省の方が地元の意向を大

事にしようという姿勢を見せていただいたことについては、非常にありがたいと思って

おりますが、だからといってそれで即決まるとは私は理解をしておりません。それから

この問題について私自身がまだちょっとさっき公務という話が出ましたが、県の方とち

ょっと話がごっちゃになっているのかなあと思いますが、これは県は関係ありません。

これは国交省の方ですから、国交省の方々とこの橋の名前についてまだ私は話をしたこ

とはございませんが、近々もうそういう時点に来ているとすれば、話をしたいと思って

おります。後ほどもまたちょっとその今日の質問の一番趣旨である、こういう際に市長

はどうして自分の意志を示さないんだと、こういう指摘があなたの考えが見えんじゃな

いかというのが堀本議員の一番大きな指摘だろうと思いますから、トータルな形で申し

上げなきゃならんと思いますが、私は私なりにもちろんこの橋の名前についてのイメー
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ジを持っていますよ。持っておりますけれども、私が持っていることと地元の皆さんの

そういう気持ちを無視していくということとはまた別だろう、それはそれで地元の皆さ

んがそういう期待を持たれるのも私はうなづけるような気がします。しかしそこは国交

省の方とよく話をしまして、国交省には国交省のね、やっぱり気持ちがあると思います

よ。菊池川にかかっている橋の中では最大級の橋です、これは。玉名から菊池まで含め

てですね、一番立派な大きな橋になるわけですから、それはそれなりに国交省としては

イメージをお持ちなんではないかなあと私は想像をしています。ですからそういう雰囲

気を踏まえて、国交省の方ともどうお考えになっているか聞きながら名称の決定にも関

係ないとは言いませんよ、地元市長ですから。強い関心を持ちながら協議をしてまいり

たいと思っております。 

新庁舎の進め方の問題でございますが、自分の考え方は示さないで回りの意見、フ

ォーラムみたいな形をやって意見を聞いていくというのは、言うなればひきょうじゃな

いかとそういうことですよね、趣旨は。もっと自分の考えをおれはここがいいというこ

とを示しなさいということですが、それは受けとめ方の違いじゃないでしょうか。それ

は堀本議員は市長としてここがいいと言うた以上は発言した以上はそこに向かって進め

るように努力をしなけきゃなりませんが、そうするのがリーダーシップの発揮の仕方だ

とおっしゃっている。私は極めて大事な問題、今日的じゃない将来にわたって極めて大

事な問題、そして市民の関心も高い事柄ゆえ広範な市民の皆さんの御意見を伺った上

で、そして私としての考え方をきちっとまとめる、これが私に課せられた責任である

と、そういうふうに私は受けとめる。この辺はちょっと受けとめ方の違いというふうに

とっていただければありがたいかなあと、そういうふうに思います。そういうフォーラ

ムや何かを開いて、広範な市民の意見を聞くということが市長の指導性あるいは手法と

して市長の手法だという指摘、これについては少々そうですかねと、私はやっぱりそう

いうあり方があってしかるべきだと思っておりますというふうに答えさせていただきま

す。 

地域振興局をなぜ取り上げたか、あの辺ずっとあの当時考えられる地点をあげてき

て、そしてさっきいろんなおかしいじゃないかという指摘もありましたが、いろんなこ

の地点ではこういうメリットがあります、こういうデメリットがありますというのをず

っと洗い出した形で候補地を挙げて皆さんに御議論いただいたと思いますが、今地域振

興局についてはこれは率直に言いましてね、堀本議員のそういう指摘に対してその論理

を踏まえれば、私自身も配慮が足りなかったのかなあと率直に受けとめております。 

以上、またどうせ何かいろいろお話がありましょうから、どうぞひとつよろしくお

願いいたします。 

○議長（松田憲明君） 企画財政部長 牧野吉秀君。 
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［企画財政部長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画財政部長（牧野吉秀君） 堀本議員のお尋ねの中で市役所の南側になりますでし

ょうか、仮庁舎の必要性、建築の方法でですね、仮庁舎の必要性のお尋ねもあったかと

思います。これにつきましては、現在の第１及び第２別館を取り壊し、そして駐車場付

近に高層の庁舎を建設すれば仮庁舎の費用につきましては、不用ではないかという御質

問かと思います。両別館に勤務します職員の数が合わせて現在７６名おりまして、これ

は現在の岱明総合支所の３階に配置しております教育委員会あるいは企業局等の職員数

７０人よりもさらに多い人数でございます。現在のところこれだけの人数を配置できる

スペースが総合支所を含めた庁舎の中にはございませんということと、仮に他の市有施

設でスペースが確保できたとしても、電気とかあるいは電話とか電算のＬＡＮ関係でご

ざいますとかあるいは引っ越し費用に要します経費等が相当必要になってくるのではと

いうことでございます。それと土地の評価についてのこの現有地のですね、お尋ねがあ

ったかと思いますけども、当然現在のこの市有地、仮にですね、仮に市民会館周辺ある

いは他のこのＡ地区以外のＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅの地区に庁舎が移設した場合に、ここの固定

資産の評価がどういうふうになるのかというお尋ねであったかと思います。当然そうい

うこういう評価の中にですね、その不動産の鑑定あるいは評価の中に公共施設までの距

離という項目がございますので、そういったところが出てまいりますと、駅あるいは商

店街あるいはこういう公共施設というところで接近の状況というところでですね、そう

いう路線価の比較の中でそういう路線価の決定の中に影響が出てくる部分はあろうかと

思います。 

それから駐車場のお尋ねがあったかと思います。基本構想案に掲げます駐車場の台

数が多いのではないかというお尋ねでございました。先ほど駐車場で来客数２５０とい

うふうにお尋ねだったかと思いますけども、来客が逆に１７０でございまして、職員の

方が２１０から最大で３５０という幅を持たせております。で、この１７０のですね、

まず来客の根拠でございますけども、来庁舎が少ない日やあるいは時間帯によっては現

状でも空いているところがありますので、ごもっともな御指摘かと思います。しかしな

がら雨天時や議会開催時には恒常的に不足している状況でございます。これにつきまし

てはだれもが感じておられることかと思います。今回の駐車場の台数の積算につきまし

ては、最大滞留量のちょっと言葉があれですけど、近似的計算法ということでですね、

１日当りの駐車台数に滞留する、要するにとまる時間とかあるいは集中率等を掛けまし

て、必要な駐車場の台数を求める方法で求めております。ほかの自治体にもこのような

事例があるところでございます。そういう計算に基づきまして窓口部門で７３、それか

ら窓口以外、要するに来客とかですね、会議とか打ち合わせとか、そういったのでおい

でになる数を合計しまして１７１台ということで１７０台を来客用の駐車場ということ
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で設定しているところでございます。それから職員の駐車場につきましては、現在の庁

舎にさらに職員にですね、さらに企業局でございますとか教育委員会等が新庁舎ができ

ますと合流いたします。そういった分を加味したところでそういう台数を示していると

いうのが現在の駐車場の状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 先ほどお答えいたしました中で、跡地の問題が強く指摘があり

ましたが触れませんでしたので、追加させていただきますが。中心市街地の活性化とこ

の市庁舎の移転等を絡めた議論をいたしますと、ちょっとぐあいが悪いのかなあと私は

まだこの時点で思っています。中心市街地の活性化というのは市庁舎の問題があろうが

なかろうが極めて大事な問題だという認識を持っております。ただ、まだそのどこにど

うするという方向性を決めてない段階で跡地の問題を踏み込みますとね、また決めても

おらんとにと言われることは明らかでございます。またそれはちょっと僭越な話だろう

と思います。もし方向性が決まってこの場所は移った方がいいという判断に立った折に

は当然のこととして、跡地利用を含めた中心市街地の問題について広範にあるいは専門

的に御意見を伺う必要性は出てくるときが来るんだろうと、そういうふうに受けとめて

おります。それから議会へまだ何にも提案はしてないわけです。先日、全員協議会が開

かれましたが、これはこれまでやってきたことを報告をして、そして議会の皆さんのお

一人お一人の御意見をお伺いをしたということであって、こうしたいという提案を申し

上げているわけではありません。これはそういう手順を踏まえた上で新庁舎についての

議会への提案は極めて慎重に準備をして御提案をさせていただきたいと、そういうふう

に思っております。 

○議長（松田憲明君） ２７番、堀本議員。 

［２７番 堀本 泉君 登壇］ 

○２７番（堀本 泉君） 今日は野党になってしまいますが、市長との意見が真っ向か

ら違いますので、政治生命に及ぶか何かは別としてですね、私なりの意見を述べさせて

もらいます。今、２番前にありました跡地の問題ですがですね、これに私が固執します

といわゆるここを退去することを前提とした話になりますから、固執はしません。しか

し私が申し上げるのは、その比較論で出しておる材料がですね、比較論で建設費ここで

するなら７０億、その場合のリスクは何だとか、仮庁舎がいるからこうだとかですね、

比較論を言うならですね、ここに建てれば土地代も何もいらんわけだから、その跡地を

有効に利用することのリスクは向こうにあるわけたいな。どっか知らんばってん新幹線

の駅に行くならば、ここは解体するわけだからそのときのいわゆる跡地の利用する予算
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とか、項目次第では反対運動がここへパチンコ屋ば建てるとどん言うならわあわあ言う

わけだからな。そこまで極論をせんでもそのリスク計算が正しい、ただし書きを載せて

Ａ地区以外に建てる場合は、Ａ地区が空っぽになるわけ、そのときの跡地費用は２２億

なら２２億、あるいは物件次第ではさっきも言ったように震災時の非常災害あれで、む

しろ補助金もらって原っぱにするというようなことならばですね、また話は逆論です。

そういうことでの意味を言いよっとだから、ねちこちは言いません。 

それと今申し上げたいことは先ほどちょっと言ったように、固定資産税あるいはい

ろいろある中であの辺というと、外部の山つきの土地が今いわゆる農振地になっておる

か何かは別にして、固定資産税とか何とかの評価ですね、宅地並みに課税になっておる

のか、田んぼ課税か、それが市の計算では何年間で、例えば岐阜羽島駅の駅前が１７年

もかかってどうにか町らしくなったという、今の当時以上の商店街とか何とか形成され

る、そのときになって初めて固定資産税が入る。その前にはこちらはもう錦館じゃない

けど廃墟になっている、固定資産税ば払えるかという運動でも、こういうことは必要で

す。そういういわゆる税金の収入のギャップは幾らぐらい見ているのか。１０年間でで

すね。もうあっちゃんなおるというならこの辺のもんな後継者もおらんだろうし、おの

ずから店はつぶれてしまう。あんたが店持っているけん言うとかと言いよるやつば、私

も今市役所・市長から取り上げられよるけん、それはするかせんかはまだ決めとらん。

市役所どんなかごつなるならもうやめてはってく。田舎で苺どんつくった方がよかとい

うことになります。そういう苦境の人間に対して、もう少し愛想あるあれを市長として

聞きたいと私は思います。それとこれと絡ませるとやりにくかもんなとおっしゃるな

ら、もうあたが政治だけん、私は市長になられんとだけん何も言いません。ばってん、

本来ならやっぱりそこまで田舎のおっちゃんも市民、街のばあさんも市民ならですね、

やっぱり今まで多角的に最初言ったように固定資産税も払ってきておる、都市計画税も

払ってきておる。１坪何十万の評価の中の１０何パーセント払ってきておるとだから計

算すればすぐ出ますよ。しかし、そっじゃあ我がこつが言いよるごたるけん言いませ

ん。私たちも誠心誠意文句たらたらばってん、税金も納めてきておるとだから、もう少

しやっぱりコクのあるというかラーメンの味じゃないけど、お答えをいただきたいと思

うが、この件についてはもうこれで打ち切ります。まだいろいろありますけどですね、

よかです。 

先に進みます。議会軽視の風潮の台頭というきざな、市長を腹かかせるようなタイ

トルにしていますがですね。先日議長のもとに、今も読んでましたけど、１日も早く政

治倫理条例をつくるべきであると、しかも２親等までに規制すべきだというような、あ

りがたい要請があっております。自称オンブズマン、私、背後霊じゃないかという見解

を持っていますが。今のところ言いがかりとか要求、要望はないと思いますが、各位御
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承知のとおりですね、私たち議員は国法にのっとり、日本国憲法の中のいわゆる選挙を

いたしております。好かんもんな入れんとよかっだからですね。いわゆる選挙として一

生懸命、大げさに言えば日夜市民のために努力している集団でございます。そこに何で

新聞記者まで帯同してですね、受け取りによったことじゃないかて言っても仕方のない

ような、本人たちが来るのは自由でございます。それを何で新聞社が応援せなんかとい

うことで、結果論を報道するのは新聞のそれは基本的なあれだろうと思います。しかし

極端に言うならやらせ。昔、私は県庁に泥を塗ったときですね、ＲＫＫか熊日だったか

電話しまして、トラブルの起こるとは間違いなかけん、記録しておいてくれと言うたこ

とはあります。そういう意味での帯同ならわかります。しかし、善良な議会に意見を持

って来るのにですね、新聞社に電話してどういうこつかという、その電話が市役所がや

っておるですな。秘書課広報があがんして陳情のあるけん出席しないかと、内容はわか

りませんけどですね。新聞社から逆切れで怒られましてですね、逆じゃないかと。私た

ちは市役所から連絡があったから行きましたということですが、これは市長、議会は事

務局もあってですね、人事権でんそれはあたが決めるときだって、やっぱ議長、市長は

どがんだろうかという相談があってしかるべき、私も議長したから。そう確信を持って

います。これは髙嵜旧玉名市長さんともめたんだから裁判どんするぞという人事権、任

命権はあたが持っておるばってんですね。そのくらいの格式がある議会に対してです

ね、何で秘書課が行きなっせ行きなっせというような連絡をするのかですね、解せんか

ら。おらあぬしゃ議会ばなめとりゃせんかというて秘書課長とはいまだにもめておりま

すが、いかがですか。おれば入れんだったけん、そうよ与党になっておるけんが、何ば

言うかという体制なのかどうかですな。ちょっと私は気に入らんからお尋ねします。そ

れ以上のことは言わん方がよかろうと、いっぱい書いておりますばってんが、ちょっと

ですな、ほんなこて野党にならなんけんな。さっきの昨日の共産党さんの今も確認ばし

たんですが、質問の最後にですね、前議会での質問のこれは天水の支所長にやかましゅ

う言ったと、あただったかな。私は共産党さんが例の何とか町長のことの名前まで言っ

て言うたのかなあと思って、誣告罪で告訴するぞということで向こうとも会うていろい

ろ作戦を立てよりました。ところが調べてみたら市役所が答えとっとですね、名前まで

出してですね。ところが昨日共産党さんはそういう土管はあったと、布設した形はあっ

た。いわゆる結果を認めた発言だったのです。そういう調査結果とか何とかは、本来質

問者が言ってですね、共産国になったのか知らんがそういう制度です。聞かれたあたが

答えておっとだから調べたところはこうでしたとか、なかったとか言うて前田さんは断

わらなんとじゃなかですか。言い過ぎましたとか、結果ありませんでしたとか。ところ

が今聞いたところがあったばいたと、どっちがほんなことですか。議会を軽くあしらっ

てもらうと困る。まあ議長がおられるし、私は責任者じゃないけんばってんですね、議
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長はあとはどがん思うとるか。それは懲罰でん何でんかけてよかっじゃなかろうかと。

言うとって我がで答えを出すというようなことは議会で許されんと思いますが、いかが

ですか、支所長、どがんですか。答えはあたがせなんと思う。こがん言われて調べたば

ってん、なかったですとか、昔は引いてあったばいたとかいう答えをですね、あたが方

から結果報告をせなんだろうと思うが、いかがでしょう。この辺を含めてやっぱちいと

議会ば軽くみておるなあという気はいたします。ずっとそれでもう糖尿病の高かごつ腹

かいとります。もう報告は要りません。 

さて、農政問題と移ります。昨日も何人かの人が提言や質問やらありました。今日

の農業政策はまことに目まぐるしく国の制度メニューの説明すら言い過ぎかも知れませ

んが、担当者によっても明解にできないような目まぐるしい変化であります。私はここ

の壇上のみでなく、日常的に国は大型農業者や団体あるいは認定農業者については手を

尽くしているから、むしろ単位自治体、行政はそれに届かない認定農業者でもない老齢

農業者あるいは通称一反百姓等々についての愛の手を伸べるのが、先決じゃないかとい

うことを口はばったく申し上げております。申すまでもなく横島出身を自称される自負

される、市長は農家の実態、現状等々については十分以上熟知のはずであります。そこ

で２、３の質問をいたします。まず、島津市政として玉名周辺のいわゆる零細な農家支

援のための玉名市独自オリジナルなメニューは何かありますか、いっちょどまあるか、

２つどまあるか、お知らせを願います。その２、前回の台風による海岸の被害は何も佐

賀ばかりではない。皆さんも御承知のとおりであります。それにしても現在でも、まあ

うちの部落のことしか言いませんけれども、立ち枯らすといいますか、もう刈ったっち

ゃ赤字ということで、かなりの面積がもう火つけると燃える状態で立っております。市

長は御存じでしょうか。担当課においてはそれらにその見回りというか、あいさつぐら

いあっているのかどうか、また現在にして共済の話もありません。共済がどしこ出るの

か、どがんした算定なのか。その論拠とした新聞社もおられますが、玉名地方は８０何

パーセントですか、有収率というかな、佐賀は４６％という、ような比較論です。とこ

ろがそしこの数字が出たてそぜとらんところも山手にはあるわけだから、海岸のそぜか

たはそれこそ目を覆う状況と。そがん部分的な差別的な接遇はするなと言われれば、聞

きましょう、いつでも。現実にやられておるところは無理なもん。私の米の伝票を昨日

奥山さんに見せたが、それは稲刈り賃のコンバインのかわりでんない状態です。泣きは

しませんけど、好きでしよっとだからですね。そういう農家の状態を市長は御存じなの

か。仮にうわさだけでも知っておるなら、「おい、共済はどがんなっておるかいた、た

いがいで出さんならぬしゃ精米のかわりでん、払いきらんて堀本がわあわあ言いよった

ぞ」というようなことでも言っていただくならありがたいと思います。玉名市のいわゆ

る零細農業者に対する何かのメニューはどういうのがあるかと、そういう慰労の気持ち
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が市長はじめおありかどうかですね、これを伺いたい。 

その３、現在あの一部の方御存じと思いますけど、後継農業者がおらない、それで

このままにしておるなら農地が荒れる、これは地域の財産として守ろうじゃないかとい

う趣旨から国が主張して、あれは市もつけなんとかな。とにかく市も関連して農地、

水、環境保全のいわゆるチームづくり、私たちは共和地区環境保全支援隊、兵隊のごた

る名前つけてやりよりますが、まずやるなら玉名市のモデルになろうじゃないかという

気概を持ってスタートしております。なかなか大ごとです。暇暮らしです。この辺につ

いて議員の皆さん方にも百姓じゃない方もおられますから、よければですね、わかって

るしこよかですか。ちょっとさらっと説明をお願いします。制度としては今申しました

ように玉名市の独自でなくてもですね、市がはまって応援していただくならそういう制

度もあるのはあるです。私の言うのはやはり愛情あるこういうつぶれかけておっとの救

済は、これは行政の責務だろうと思いますから、なかなら新しい制度をつくって、例え

ば一寸ソラ豆の応援とかイチゴの何とかの応援とか、やってもらいたいと思います。

今、きゃあ言いましたが、その４に書いております。もともと老齢者の健康づくりと玉

名市の一品づくりのためにということで、当時６５歳以上の老齢者が一寸ソラ豆をつく

る場合には種の必要代金の３分の１だったかな、玉名市が独自の資金で補助してしりを

たたいた時代もございました。その後出荷が全部東京に目をむいて大田市場に向いてお

るもんだから企画をやかましく言い過ぎてですね、もうそがんせからしかなら、かたら

んばんということで、減ってしまっております。その辺に対する状況は全市的にはどう

なのか、私は滑石のことは知っておるばってんですね、やはり先ほどもデータ見よった

けど、熊本県は全国の１番が、まあレンコンとかいろいろある。玉名はその中でもイチ

ゴとかトマトとかあるようでございます。その中に加えてせっかく育てているソラマメ

等についてですね、今一口の支援をする考えはないか、これは知んなはらん人は知んな

はらんばってん、簡単なことだけん、答弁はでくると思います。将来の考えを伺いま

す。 

時間が長くなりましたけど、最後の問題。これはもう通告のとおり、何も原稿も何

もございません。庁内におけるたばこの問題等々について、市長はちょっと時間をくれ

というようなことでございましたので、もう時間切れももう年度が変わりますけんです

ね、正月前にどがん考えなのか、どがんしようてと思うとんなはるかですかね。それは

どっちでん。よかです。よかですか。それと先ほど来言っております駐車場、これは職

員の幹部の方にお願いしてあったつばってんですね、これを機に今なら間に合う終列車

じゃないけど、マルショク跡地も３,５００円で貸しよるようです。マルショク跡地

も。市長が買いきらっさんけんですね。関係者もおられてなんですが、内田商店の石油

屋の裏あたりもただいま募集中という看板が、料金は知らんけど、それはまとまってで
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すね、１００台１５０台の借地ができると思います。職員の中に４,６００円も通勤手

当もらっておって、ただでふん座ったらいかんばんという気がもしもおありならです

ね、これだけ何回も言いよっとだから、さっき言いよった侍がおってもよかっじゃなか

ろうかと思います。この辺について駐車場の占有権が市役所職員にあるのかないのかで

すね、これは重要なことです。私は反対運動起こします。トラックば持ってきてとめる

けん、あたどんが出されんごつ。これが一番早かつばいた。おれもとめられたっだけん

な。はっきり言って。それくらいのことしますよ、私はやります。一応御検討をここで

お願いします。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 総務部長 村田隆夫君。 

［総務部長 村田隆夫君 登壇］ 

○総務部長（村田隆夫君） 堀本議員の議会軽視の風潮の台頭についての御質問にお答

えいたします。議会は住民の直接選挙により選ばれた住民の代表者であります。議会執

行機関である首長と対等独立の立場を持つ議決機関であるという認識のもとに、３０名

の議員各位に敬意を抱いて行政運営に臨んでいるところでございます。 

御質問のまず、広報の件でありますが、自治体の広報ということで、政治、宗教、

営利目的関係の記事は広報紙にも掲載しませんし、各報道機関への通知等も率先して行

なうものではございません。玉名市役所には記者クラブがございます。よりよい記者ク

ラブとの関係を考えながら、また常駐されていない関係上、記者クラブから依頼があっ

た場合は報道機関と行政との立場を考えながら内容を吟味いたしまして、できることは

報道機関、便宜を図っているところでございます。しかし今回のすなわち市民オンブズ

マンからの議長あてへの陳情をファックスしたことにつきましては、まことに遺憾に感

じておりますし、職員に対しましても私も厳重に注意をいたしました。今後このような

対応がないよう十分に気をつけてまいりたいと思います。 

ちょっと順番が前後いたしますけれども、たばこの喫煙問題についてお答えいたし

ます。これは６月、９月議会で市長の方からも答弁があったとおりでございますが、そ

の後協議を重ねてまいったところでございます。庁舎における喫煙につきましては、喫

煙者が個人の嗜好に強くかかわるものとして喫煙に対して寛容な社会的認識がなお一層

一部に残る中にありまして、職場における喫煙対策を推進するに当たりましては、喫煙

者と非喫煙者が相互の立場を尊重することが重要ではなかろうかというふうに思ってお

ります。県内の各市の状況をちなみに見てみたんですけれども、庁舎内禁煙を実施して

いる自治体、これは県下１４市ございますけれども、玉名市を含めて３市でございま

す。それからこれは９月１日の官庁速報の情報によりますと、全国４７都道府県の庁舎

内禁煙、これは１２県が実施をしております。したがってそういうことから見ますと本
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市の庁舎内の禁煙というのはかなり進んでいるというふうに感じたところでございま

す。このようにこれまでの措置により健康増進法のいわゆる受動喫煙防止対策、この点

についてはクリアをしているというふうに受けとめております。議員お尋ねの喫煙の是

非とか、喫煙場所の適否、こういったことにつきましては喫煙者個人の、幾つかその方

策がございます。検討する中で喫煙をしない人そして喫煙をしている人に、それぞれこ

れは事情聴取を行なっております。その中で考えられますのは喫煙者個人のモラルにゆ

だね、できるだけ喫煙回数時間を減らすことが必要でございます。それからもう一つは

喫煙回数、時間を執行部の方で指定をする、例えば午前１回ですよ、午後１回、時間は

５分以内と、こういった場所、時間の指定をすること、それからもう一つは勤務時間中

の喫煙は全面的に禁止をすると。あんまりでございますか。そういうことを検討いたし

ました。私も以前は喫煙者でございましたのでですね、喫煙をする人の気持ちはわかり

ます。ちょっと午前が大体３時間４５分ございます。午後が４時間１５分、４時間前後

の勤務時間をぶっ続けて仕事をいたしますとなかなか頭の回転も悪くなりますので、中

に１、２回はその休息といいますか、休養をとる時間も必要じゃなかろうかというふう

に思うところでございまして、しかしながらそういった喫煙に対する意見もまちまちで

ございますけれども、この最終的に結論を出すのはなかなか難しゅうございます。まず

は現段階ではですね、喫煙者個人のモラルにゆだねてできるだけ喫煙回数を減らす、そ

して時間も短縮すると、こういった取り扱いが一番いいのではないかというふうにいた

しまして、各課長が各課の職員を管理・指導するというふうにしたいと、今のところは

そういうふうに考えております。市長の方からは職員の勤務意欲をそがない程度、そし

て市民の皆さんから見て特別に悪い印象にならない形での喫煙、このような喫煙のあり

方がよいのではないかというようなお答えをしたところでございますけれども、まず今

の段階では課長が管理監督者ということで仕事に支障を来さない、そして市民の皆さん

から見ても見苦しくないような喫煙のやり方で取り組んでまいるならばというふうに考

えております。 

次に駐車場の問題がございました。来客用の駐車場につきましては、庁舎の北側、

こちら側でございますけれども、こっちに４１台ございます。これは障害者２台を含ん

でおります。また南側の立体駐車場の２階に３３台ございます。そして第１別館前に１

０台、合計８４台の来客用駐車場があります。しかし合併によりまして来客、来庁舎も

増加しまして、会議会合等が重なった場合には駐車できないで、迷惑をおかけしている

ところでございます。また一方職員駐車場でございますけれども、これは本庁舎勤務の

自家用通勤者が２９８名おりますが、そのうち押し込み式、南側の駐車場がございます

が、そこで１３９台、それから武道館に８１台、第３別館に１０台、合計２３０台の駐

車場がございます。そのほかはこれでは当然足りませんので、周辺の有料駐車場や菊池
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川の河川駐車場等を利用して通勤している状況にございます。議員御指摘になりました

駐車場は職員の駐車場はこれだけ来客用の駐車場が不足しているのだから外部に求める

べきだというような御指摘がございました。私どもも２キロ以下でございますから、な

るだけ迷惑をかけないように民間に駐車場を借りております。絶対的にこういった来客

用の駐車場が不足するということでありますので、やはりこれは何らかの対策を講じて

職員駐車場の有料化を含めまして、いろいろ検討をしなければならないというふうに思

っておるところでございます。そのほかの自治体はどういうふうにしているのかという

研究する過程で調べてみたんですけれども、ほかの市役所、例えば荒尾市役所は６７

台、来客用があるんです。それから山鹿市が８０台、そういったことでですね、ほかの

市役所もあんまり駐車場は公用的な駐車場は持っておりません。そういうことでやはり

職員の場合は外部に駐車場を求めたりしているというふうに思うわけなんです。できる

限りですね、幹部職員あたりは特に駐車場が外にございますからですね、そういうこと

も部課長会あたりで要請をするならばというふうに考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 産業経済部長 谷口 強君。 

［産業経済部長 谷口 強君 登壇］ 

○産業経済部長（谷口 強君） まず堀本議員の新農政移行に対する施策について私の

方から御答弁させていただきます。来年度より農政改革の３本柱であります品目横断的

経営安定対策、米政策改革推進対策及び農地・水・環境保全対策がスタートすることに

なっております。担い手育成を大きな目標に掲げた対策となっているところでございま

して、このことは我が国の農業者の減少、高齢化を初め外国との農業交渉で国際ルール

の強化が進む中、これまでのすべての農業者の方を一律的に対象としてきた施策を見直

し、１９年産からは意欲のある担い手に対象を限定し、その経営の安定を図る施策に転

換するものであります。しかし、議員御指摘のように小規模農家の切り捨て施策になっ

てはいないかということでございますけれども、現在新しい対策の受け皿といたしまし

て、集落営農組織の推進をしておりまして、小規模農家や高齢者も集落営農に参加すれ

ば助成を受けられるという制度でございます。 

次に小物野菜についての補助の件でございましたけれども、旧市におきましてはこ

れまでの高齢者の生きがい対策として一寸ソラ豆やオクラ等の小物野菜の推進も図って

まいりました。現在でも米の生産調整の転作作物の特別推進作物として一寸ソラ豆、そ

れにオクラなどを指定いたしまして助成金加算、１０アール当たり５万円ということで

それまでの推進を図っているところであります。この新しい制度に対応いたしまして、

すべての集落で地域農業の将来像を描く地域水田農業ビジョンを作成する必要がござい

ますので、その中で農業団体等と話し合いを通じ対策を講じてまいることになろうかと
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思っております。それから農地・水・環境保全対策の取り組みについても御質問ありま

したけれども、この対策はこれまで地域の農家の方々がみずから行なっていた農道や農

業用の用排水路など資源保全のための共同活動について、今後の高齢化の進展や非農家

住民の増加によって将来にわたって続けていくことが困難になることが予想されること

から、この共同活動への支援を行なって、農業政策のための基盤を確保するためにあわ

せまして農業農村の持つ環境や景観などの多面的な機能の向上を図ることをねらいとさ

れております。玉名市におきましては、土地改良区の議員さんや今日お見えでございま

すけれども、区長さん方々を通じて各地区での地元説明会を行なってきたところでござ

いますけれども、県に報告するまでの期間が非常に少なく心配をいたしておりました

が、玉名市での現在での参加団体についてでありますが、玉名市全体で３６団体、面積

で田んぼが２,１１２.２ヘクタール、それから畑が２１１.７ヘクタールとなっておりま

す。旧玉名市では１１団体、それから旧岱明町では２団体、それから旧横島町では１３

団体、旧天水町で１０団体が取り組まれるようになっております。この事業につきまし

ては５年間という期限つきの事業でございまして、この事業を利用することで農家と非

農家の方々との地域が一体となった共同活動により大切な農道や農業用の用排水路の保

全、向上が図られるものと期待をいたしております。それから補助でございますけれど

も、全体的には１０アール当たり４,２００円で国がその２分の１、あとの２分の１、

１,１００円ずつが県と市の負担ということになっております。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 今日の質問は、今日は基本的に市長と考え方が違うというよう

なおしかりを含めて御指摘がありました。しかし、この新農政に対する市の取り組み、

これはまさしく同感であります。玉名が市政として農業問題を考える折に今心うべきは

この大きく変化をしようとしている国の農政に対して、そのやっぱりそのはざまを埋め

ていかなきゃならない部分が非常に多い、そのことに集中して考えるべきであろうと思

っております。３本柱による改革が示された折に私は基本的な方向性としては納得でき

るというようなごあいさつを何カ所かでした記憶があります。今もそう思っておりま

す。ただこの方向性の中で御指摘があったように、あるいはそれになじみにくい地域で

あるとか年代層であるとかということがある。これをしっかり抑えて、それではその辺

の対策をどうするかという視点が、この三大改革の中には抜けているとは言いません

が、やっぱり薄かったんではないかなあと思っています。今、水環境の問題が部長の方

から詳しく補助率等も説明しましたが、市は県あるいは農業団体と一緒になっていろい

ろ努力をしておりますが、それにしても県にしても私どもの玉名市にしても裏打ちの財
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源等々も結構これは大きなかなめになっていくわけです。しかしそれでもこの新農政が

移行しようとするならば、これには厳しい財政状況の中でも対応していく姿勢がまず必

要である。そういうふうな認識を持っております。ですから先ほどあった、じゃあどん

なことを具体的にやるのかというお話がありましたが、新年度の予算を議会に提示する

時点までにはこがんことでその振興策になるかと、また言おうと構えている人もいるか

もしれませんが、私どもなりにはしっかり考えて、市としてこのはざまをどう埋めてい

くかということに重きを置いた検討を進めてまいりたいと思いますので、御了解をお願

いします。なお、この夏の潮害被害についてのお話がございましたが、私もしょっちゅ

う共済の玉名地域の責任者の方々とは会ってはおりますので、よく話が出てまいりま

す。その辺の事情を知らないはずはありませんので、よく承知をいたしておりますこと

を申し上げて答弁にさせていただきます。 

○議長（松田憲明君） ２７番、堀本議員。 

［２７番 堀本 泉君 登壇］ 

○２７番（堀本 泉君） まだ２２分持ち時間あるそうでございますので、まだと思い

ますが、正直言ってお疲れの御様子ですので、ただ答えの欲しいところが１つ２つあり

ました。まず部長の自動車の問題ですね。私が言ったのはここで宣誓せれとは言わんけ

れども、この機を利用してというか、はっきり職員の中に侍はおらんかというようなこ

とを言ったのは、この辺でそれなら今合計２２０何台かおっしゃったが、そのうちのせ

めて５０台でもですね、３０台でもここを空ければですね、不平不満は私は消去すると

思うとですよ。菊池市が何台、かん台とおっしゃったがですね、やっぱり来客者は日の

一日市役所の連中のごつ、とめるわけじゃなかけんな。帰らなん、だけんその道路もつ

くらなんし、今５０台のときに５０台分はとれんわけだから、それを踏まえてやっぱり

何台かがのけてくれればですね、皆さんもこうして、私は昨日も自動車の入れるところ

のなかったけん、大事な品物もいろいろ乗せておるけれども、かぎをつけてですね、置

かせてもらいました。そがんせんとすぐとめられるけんな。職員の気持ちをここで鼓舞

してくれという意味で言うたつもりでおります。しかし全然それは出ないなあ。あたも

置こごつなかっだろう、よそにはな。一口、職員に今からお願いをしますとか何か出る

ばいと思ったら、出んですなあ。私のおしっこのごたる。（「さっき言ったでしょう」と

呼ぶ者あり）いや、ここで言ってもらいたかったつ。そういう検討しますか。もう一遍

言ってください、そんなら耳の遠なったですもん。 

それと私と市長と意見が今後もずっと平行するだろうと思いますが、私は市役所の

庁舎は商店街ここを中心にまとまってきた玉名市の中心街とあくまでもリンクして考え

るべきだと思います。堀本が店持っておるけんとそういうちゃちなこつなら、今日でん

私は店は閉店します。もうしょんなかけん、あたげへ加勢するなら店はやめなんとだけ
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んなあ。何のこつはわかんなはらんばってん。それでただ平行線のままで優柔不断とい

う言葉は当たらんとは思いますけどですね、長としての決断力と何もかんも出てからや

るのが長としての決断なのかですね、極端に言うならばかでんでくるじゃなかですか。

そうよが決めた後に「はい、異議なし」と言うてよかっだけんですね。そっじゃいかん

と思います。やっぱりさっそうとして県議幹事長でやりよったあの勢いでですね、「お

い議員、職員どがんかい、おれはこがん思うとるがねえ」って言うてもらいたかったで

すばってん、やっぱり出んですか。まだ時期尚早という、なら一人でしゃべったって漫

才になりますけん、やめます。 

以上で終わります。 

○議長（松田憲明君） 総務部長 村田隆夫君。 

［総務部長 村田隆夫君 登壇］ 

○総務部長（村田隆夫君） 議員の御質問にお答えいたします。職員駐車場の中で職員

がかなりのスペースを占めておるというようなことから来客者の駐車スペースが狭くな

っております。そういうことで職員がみずから庁舎外に駐車を求めるべきだというよう

な御提言がございました。先ほども私はお答えをいたしました。私自身、通勤距離が２

キロもございませんもんですから、私は八幡さんに今借りておりまして、そのほかここ

に出席しております部長連中もですね、もう知っているだけで元田部長、田上部長初め

ですね、ほかに有料駐車場を求めましてですね、なるだけ市役所のスペースが空くよう

に努めております。そして先ほども申し上げましたように部課長会がございます。せめ

てその幹部職員でも庁外にそういった駐車場を求めるように提言をしてまいりたいとい

うようなことを先ほども申し上げましたが、改めて申し上げます。 

○議長（松田憲明君） 以上で、堀本泉君の質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ２時２２分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時３６分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開き一般質問を行ないます。 

１１番 青木 壽君。 

［１１番 青木 壽君 登壇］ 

○１１番（青木 壽君） 公明党の青木でございます。通告の順に従いまして、一般質

問をいたします。 

まず初めに子育て支援策について、２点ほどお尋ねします。まず１点目、地域によ

る子育て支援の拠点づくりについてお尋ねします。近年、核家族化の進行に伴う家族形

態や地域社会の変化など子育てをめぐる環境が大きく変わってまいりました。そんな環
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境の中で今や家庭のみでは子育てを負い切れなくなっており、これからは近隣など身近

な地域社会での助け合いネットワークが有効に機能することが望まれております。こう

したことから近年、地域全体で子育てをサポートしようという事業が進められておりま

す。その一つ「地域子育て支援センター」は地域の拠点となる保育所等で保育士など経

験相当の知識を有する職員が育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支

援を通し、子育て家庭に対する育児支援を行なうものとして地域で有効に活用されてお

ります。玉名市では現在、敬愛保育園、小天保育園、大野保育所で実施中であります

が、その利用状況について、またそれぞれの保育所、保育園入所者以外の利用状況もお

尋ねいたします。また一方、「つどいの広場」というのがあります。これは主に乳幼

児、ゼロ歳から３歳を持つ子育て中の親とその子どもが気楽に通い、打ち解けた雰囲気

の中で語り合ったり学びあったりすることで精神的な安心感をもたらし、日常の問題解

決への糸口となる機会を提供する場となっております。特に在宅で子育てをする親が密

室育児による孤独感や閉塞感から子育てへの不安や精神的負担感を増大させ、育児ノイ

ローゼになったり、ネグレクト、これは育児放棄といいますけど、ネグレクトや児童虐

待にいたるケースもあることからその予防対策としても効果があるとして導入をされて

おります。商店街の空き店舗や学校の余裕教室などのスペースを活用した身近な場所へ

の設置が進められております。厚生労働省では地域による子育て支援の拠点整備に力を

入れるべく「地域子育て支援センター」と「つどいの広場」について平成１９年度まで

に合わせて６,０００カ所を設置することを目標にしております。そして平成２１年度

までには１万カ所設置の予定になっております。平成１７年度実績では両方合わせてま

だ３,６６５カ所ですので目標の６割程度ということになります。そこで質問ですが、

玉名市の子育て支援センターは３カ所でありますが、新たに設置するなどの拡充の計画

はあるのか、また「つどいの広場」の設置についてお尋ねいたします。 

次にファミリーサポート事業についてお尋ねをします。この事業については旧玉名

市において平成１３年の３月定例会でも同様な一般質問をこの場でいたしました。この

事業は１９９４年、当時の労働省による仕事と育児の両立支援事業として発足いたしま

した。育児の援助をしてもらいたい依頼会員と育児を援助する人、いわゆる援助会員が

それぞれ会員登録し、センターに常駐するアドバイザーや会員の世話役として活動する

サブリーダーがニーズに合わせた時間など調整を行ない、子育て支援サービスのあっせ

んなどを行なう仕組みであります。事業者の対象に関しては以前は雇用労働者に限定さ

れておりましたが、現在は規制緩和をされ、専業主婦や自営労働者らにも広められてお

ります。一般質問当時の市民部長の御答弁は、本市も条件が整えば取り組みは可能でご

ざいますとの答弁でした。またさらに今後のニーズの高まりにより補助事業としての可

能性が出てくれば十分検討してまいりたいと考えておりますという答弁でありました。
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先般の９月議会でも近松議員も同様な質問をされ、執行部の回答は国庫補助要件である

１００名以上の会員の確保が最大のポイントであることを踏まえ、答弁で平成１９年度

にこういうふうな国庫交付金の最低ポイントの対象人数を確保できるようにひとつ努力

して頑張ってまいりたいというふうに思いますとの回答でありました。すべての家庭を

対象とした地域による子育て支援環境づくりとしてファミリーサポート事業の現在の進

捗状況をお知らせ願います。 

次に、放課後子どもプランについてであります。これは全く新しい事業でございま

す。放課後子どもたちが安心して楽しく過ごせる居場所づくりを促進するため文部科学

省と厚生労働省は「地域子ども教室推進事業」と「放課後児童健全育成事業」が連携し

合う「放課後子どもプラン」を創設いたしました。２００７年途中に全国のすべての小

学校区で具体的には空き教室などを利用し、教員ＯＢや大学生、地域のボランティアが

勉強やスポーツを教えます。また空き教室終了後の夕方も共稼ぎ家庭でおおむね１０歳

未満の児童は従来の学童保育も受けられます。この事業の背景には一つとして１番目、

放課後対策をスピードアップさせる。２点目に子どもの安全を確保するとのプランとの

観点からプランの実施については学校の協力は不可欠と判断され、基本的には教育委員

会が指導し、福祉部局との連携のもと実効性ある放課後対策としていく必要があると思

います。具体的には校長や教頭を構成メンバーとする運営組織の設置、福祉部職員や教

員を目指す大学生、教員ＯＢ、地域ボランティアなど協力を得て、子どもたちを預かる

ことになると思います。場所などについては当面児童館や公民館なども認められ、将来

的には小学校で実施しているようですが、玉名市としてのこの事業を実施するためにど

う現在対応されているのかお尋ねします。放課後児童対策として厚労省が進めてきた放

課後児童健全育成事業は児童福祉法に基づき、保護者が仕事などで昼間家にいない小学

１年生から小学３年生を対象として全国的に現在１万５,０００カ所で実施され、質量

とも充実をしてまいりました。玉名市では大倉幼稚園やこのほどスタートした横島小学

校の空き教室などを利用するこの事業は、今全小学校区で拡大をしております。この事

業そのものは福祉部子育て支援課がされております。一方これから行なわれる子ども放

課後プランは教育委員会主導であります。 

そこで教育委員会と福祉部の放課後対策の事業の連携について、１番目、事業連携

の基本的な方向性、２番目に今後の事業の進め方などにどう対処されるのかお尋ねいた

します。そして最後に今後の児童のさまざまな環境づくりについて全般について市長の

御見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 元田充洋君。 

［福祉部長 元田充洋君 登壇］ 

○福祉部長（元田充洋君） 青木議員の地域による子育て支援の拠点づくりに関する質
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問についてでございますが、現在本市では次世代育成支援行動計画において、「地域に

おける子育ての支援」を取り組みの柱に子育て支援サービスの充実を図っております

が、議員の御質問にあります子育て支援の拠点となるべき事業であります地域子育て支

援センター事業は、昨日もお答えいたしましたが、家庭における育児不安の解消や子育

てサークルなどの育成・支援を行なう事業で、３カ所で実施しております。年間の利用

状況は敬愛保育園の「子育てネットワーク」が４,８００人、大野保育所に隣接の「く

すの木」が１,４００人、小天保育園の「天水町地域子育て支援センター」が８３０人

になっております。相談については主なものが子どもの食事や睡眠などの生活習慣、身

体発育、保育サービスの照会など年間２３９件を受けております。地域での子育て支援

を図るため平成２１年度までに５カ所で実施する計画でおります。次に「つどいの広

場」、「ファミリーサポートセンター」についてでありますが、これは児童福祉法の特定

１４事業に位置づけられており、平成２１年度までに実施する計画で進めておるところ

でございます。まず「つどいの広場」は主に０歳から３歳までの乳幼児を持つ子育て中

の親が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合うことで子育ての不安などを解消

し、精神的な安心感をもたらし、子育て中の親の問題解決の糸口となる機会を提供する

広場でございます。少子化におきまして０歳児から２歳児までの昼間の居場所はほとん

どが在宅で子育てをされている方が多いため、公的支援が必要と考えられ、これも１カ

所を設置する計画で進めておるところでございます。また「ファミリーサポート事業」

は核家族や雇用環境の社会変化に伴い、急な用事や仕事など子どもを預かってほしいと

思ったときに、子育ての援助を受けたい方と援助を行ないたい方を会員を組織化し、会

員の相互協力と信頼による子育ての援助をする活動でございます。計画の実現に向けま

して、家庭、地域社会、行政がそれぞれの役割を認識し連携を深めながら子育てしやす

い環境を整備してまいりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 放課後子どもプランについて青木議員の質問にお答えいたし

ます。来年度から実施される放課後子どもプランにつきましては、文部科学省の「放課

後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」が一体的あるいは

連携して実施する総合放課後対策事業で、地域社会の中で放課後に子どもたちの安全で

健やかな居場所づくりを推進するために実施されるものであります。この放課後子ども

教室推進事業に関しましては、原則として全国の公立小学校区において放課後や週末等

に小学校の余裕教室等を活用して、地域の方々の参画を得て子どもたちとともに勉強や

スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の取り組みを実施してまいるものであり

ます。また放課後児童健全育成事業の対象児童に対しましても本事業の活動機会を提供
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できるものでありますので、一体あるいは連携を強め、協力体制の構築を図ることとな

っております。玉名市におきましては「放課後子ども教室推進事業」の実施について、

今後県の指導のもとに市内小学校１校を選定いたしまして本事業の効果や成果を十分に

研究するために、来年度に向けたモデル的事業の実施を計画いたしております。また来

年度から「放課後児童健全育成事業」が市内すべての小学校を対象に実施されることも

ありまして、教育委員会と福祉部で十分に調整を図りながら地域の実情に応じて検証

し、適切な取り組みをしていく所存であります。今後ともひとつ御理解、御協力をお願

いいたしておきます。 

○議長（松田憲明君） １１番 青木議員。 

［１１番 青木 壽君 登壇］ 

○１１番（青木 壽君） 子育て支援センターについてお尋ねしました。昨日の近松議

員の質問の中で、子育て支援センター、これについては玉名市は従来型と小規模型とい

うのがあるんですけど、すべて従来型というお話を聞きました。従来型というのは保育

士が２名以上、そして国から示されている事業５つあるんですけど、その５つのうちの

３つ以上しなければならないということなんで、ちょっと再質問ですみませんけれど

も、ここの支援センターの事業内容について後ほどお尋ねしたいと思います。 

放課後子どもプランについては非常にまだまだ先が見えていない。最もな話です。

昨年９月にこの話が出てきまして、まだ本当に詳細にわたってできていない、私が聞き

たかったことはまだ、学校運営であるとか、一週間に何日やるのかとか、時間は何時ま

でやるのかとかそういうことを具体的に聞きたかったんですけど、まだ煮詰められてな

いと、早急な話でこれから来年度に向かってあまり時間がありませんので、どうか万全

な体制をとっていただきたいと思います。 

続けて質問します。２番目に「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進について。文

部科学省は親と子どもの豊かな育ちを支援するために、早寝・早起きや朝食をとるなど

子どもの望ましい基本的習慣を育成し、生活リズムを向上させる「早寝・早起き・朝ご

はん」国民運動の全国展開を推進しております。今年４月にはこの運動に賛同する個人

や団体、すなわちＰＴＡ、子ども会、青少年団体、スポーツ団体、文化団体、読書、食

育推進団体、経済界等が幅広い関係者による「早寝・早起き・朝ごはん」全国協議会が

設立されたところです。子どもたちが健やかに成長していくために適切な運動、調和の

とれた食事、十分な休養、睡眠が大切ですが、近年「よく体を動かし、よく食べ、よく

眠る」という成長期の子どもにとって、当たり前で不可欠な基本的生活習慣が大きく乱

れ、それが学習意欲や体力、気力の低下の要因の一つとして指摘されております。例え

ばテレビを見るなど夜更かしすると体内時計と実際の時間とのずれが生じ、時差ぼけの

ような状態になってしまう。そうなると体調が崩れ何事にも意欲が低下し、生活の悪循
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環が固定化される最悪の事態になると指摘をされております。そこで家庭における食事

や睡眠などの乱れを個々の家庭や子どもの問題として見過ごすことなく、社会全体の問

題として地域において一丸となった取り組みが重要な課題として「早寝・早起き・朝ご

はん」運動を今盛んに展開されるようになりました。最近の調査では就寝時間が午後１

０時以降という小中学生が過半数を占め、子どもの生活の「夜型化」が進行しており、

朝ごはんの欠食率、朝を食べない率は、小学生が約１５％、中学生では約２２％に上っ

ておるのが実態であります。今、文部科学省としても基本計画を練り、項目別に目標値

を掲げ、各自治体への推進を呼びかけています。この「早寝・早起き・朝ごはん」運動

の推進についていかがお考えでしょうか。当局の御見解をお尋ねします。 

次に３番目、玉名市の慣行の取り扱いについてお尋ねをします。現在、全国で約７

００の自治体のうち９割近くに「市民憲章」が制定されております。これまであまり注

目をされたり話題になることもなく、ただ飾り物のような存在でありましたけど、数年

前から見直しが進められるようになりました。その要因は７つあるそうであります。１

つ目がイギリスの市民憲章に倣って行政サービスの見直しが進められつつある。２番目

に地方分権の流れに沿って地方自治条例が具体的に検討されつつある。３番目にまちづ

くりへの市民参加意欲を喚起するツールとして使用されつつある。４番目、声を出して

読む美しい日本語の例として市民憲章の文章が見直しされている。５番目、地域におけ

る生涯学習や初等教育のテキストとして利用されつつある。６番目、日本人の国民性に

あった法規表現を根本的に検証する材料として注目しつつある。７番目に市町村合併の

際の協議事項の一つとして検討の必要に迫られている。このように市民憲章は一人一人

の日本人が２１世紀の日本の社会を考える上で大きな意味を持つものと言えます。ここ

２、３年に合併した自治体を見ますと、菊池では１周年式典で発表制定、山鹿市も市民

憲章と言わず愛市憲章、愛する市と書きますけど、愛市憲章と名前こそ違いますが、策

定済みです。合志市では政策審議会で今審議中であります。また阿蘇市、宇城市も制定

済みでありますが、玉名市では市民憲章の策定計画について玉名市の計画についてお尋

ねします。次に、市民憲章とワンセットなのが市の花・木・市の鳥であります。玉名市

のイメージとなるこれらは、平成１６年１１月２０日の玉名地域１市３町合併協議会で

慣行の取り扱いとして議題に上りました。市章については御案内のとおりもう策定済み

で、花とか木とか鳥については市民憲章と同様に新市において新たに制定することが決

定をされています。合併１年を経過し、この市民憲章また市の花・木・鳥についての策

定はどのようになっていますでしょうか。ちなみに旧玉名市、旧岱明町、旧横島町、旧

天水町におきます花・木・鳥を比較しますと、花は肥後ショウブ、コスモス、ミカンの

花、木は小岱松、楠、キンモクセイ、桜、鳥では旧玉名市と天水町では策定はしていま

せんけど、旧岱明町はメジロ、旧横島町ではヒバリとなって、なるほどなあとうなづけ
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る制定がされております。これの調整もまた至難の技でありますが、御答弁をよろしく

お願いいたします。 

○議長（松田憲明君） 福祉部長 元田充洋君。 

［福祉部長 元田充洋君 登壇］ 

○福祉部長（元田充洋君） 青木議員の再質問にお答えいたします。敬愛保育園の「子

育てネットワーク」と小天保育園の「天水地域子育て支援センター」では、まず１番目

に育児不安等についての相談指導、２番目に子育てサークル及び子育てボランティアの

育成支援、３番目に地域の需要に応じた保育サービスの積極的実施普及促進、４番目に

地域の保育資源の情報提供等の４事業を実施しております。岱明町大野保育所隣の「く

すの木」では、まず１番目に育児不安等についての相談指導、２番目に地域の需要に応

じた保育サービス積極的実施普及促進、３番目に地域の保育資源の情報提供との３事業

を実施しております。先ほども申し上げましたが、相談内容につきましては主なものが

子どもの食事や睡眠などの生活習慣や身体発育、保育サービスの紹介などが主なもので

あります。議員も触れておられましたが、制度の内容でありますが、従来型の１８年度

補助基準額は１カ所当たり年額７７３万円、小規模型が基本分１カ所当たり年額２５１

万３,０００円で加算分として週のうち３回、保健士や看護師が保健相談などを受ける

ことにより保健相談等を加算分として１カ所あたり年額１３５万２,０００円が加算さ

れるようになっておるようでございます。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 青木議員の「早寝・早起き・朝ごはん」の運動の推進につい

てお答えいたします。文部科学省もこの国民運動に参加する省庁の一つとして名を連ね

ております。家庭地域の教育力の向上に関する特別委員会の中では子どもの生活リズム

の向上のため、「早寝・早起き・朝ごはん」運動は誰にもわかりやすく、またこのこと

が学力の向上と関連があることを認識していただきますと、親の関心も高まり協力も得

やすくなると、そのように書いてあります。また「早寝・早起き・朝ごはん」というリ

ズムの中で早寝というところがポイントでありまして、友達と遊んだり体を動かし汗を

かいてぐっすり眠るという睡眠の大切さを強く訴えていきたいと思いますと、そういう

ふうに整理をされております。 

さて、玉名市の現状を申しますと合併後２月に実施されました「熊本県就学前教育

振興充実にかかわる実態調査」から玉名市の小学１年生、２年生、３年生の就寝時刻の

実態を申し上げますと、午後１０時以降に寝る児童の数は小学１年生で６７１名中１０

４名で１５.５％となっております。２年生で６９０名中１５３名で２２.２％、３年生
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では７０３名中２０５名で２９.２％となっています。また朝食を食べてこない児童は

小学１年生で１６名の２.７％、小学２年生で３０名の４.３％、小学３年生で１２名の

１.７％となっています。この結果から睡眠時間について考えてみますと学校の始まり

は午前８時２０分ぐらいですので、通学等の時間も考えますと２時間ぐらい前には起床

しなければならないと思います。そうしますと午前６時２０分に起床ということにな

り、これらの児童にとって睡眠できる時間は長くて８時間程度です。また実際に床に入

ってすぐ眠れるかどうかもわかりませんので、６、７歳の児童にとりましては睡眠不足

となってくるものと思われます。睡眠不足になりますと疲れが取れない、気分が不快に

なる、物事に集中できない、胃腸障害が起こりやすい、こういったことで体に変調をき

たすようになると考えられます。また朝食の欠食についても朝から脳にエネルギーが送

れませんので、学校での生活にも大きな支障を来すようになってくると思われます。こ

のようなことをもとに市内の小中学校では生活のリズムを身につけさせるためにこの

「早寝・早起き・朝ごはん」運動を進めているところでございます。具体的な取り組み

で、取り組み例を一つ挙げますと、ある小学校では児童自身が健康状態を自己管理でき

るように昇降口に全員分の一覧表を掲示して、午後１０時までに眠れたか、朝は早く起

きたか、朝ごはんを食べたかなどについて自分で点検するようになっており、自分の早

寝・早起き・朝ごはんを自覚し、自分でできるように促しております。このほかにも保

健の授業など機会をとらえて指導いたしております。また子どもの生活習慣は幼いほど

保護者に依存しておりますので、家庭と連携して推進するために学校便りや保健便りを

活用して啓発にも努めております。教育委員会といたしましても平成１８年４月１日に

制定いたしました家庭教育憲章の基本理念の一つ、「責任ある子育て」の中に、「いつも

子どもの姿を見つめ、正しいしつけと責任ある子育てで心身ともに調和のとれた人間教

育に努めます」と提唱し、その具体的な取り組みの中に「子どもに基本的な生活習慣・

生活能力を身につけさせます」と、これを掲げこの運動の推進に努めているところでご

ざいます。また各校が進めるこの運動については全面的に支援をしてまいりたいと考え

ております。 

○議長（松田憲明君） 総務部長 村田隆夫君。 

［総務部長 村田隆夫君 登壇］ 

○総務部長（村田隆夫君） 青木議員御質問の玉名市の慣行の取り扱いについて、お答

えいたします。議員御承知のとおり市民憲章、市の花・木・鳥につきましては、合併前

の１市３町におきまして市民憲章、町民憲章、市・町の花・木はそれぞれ制定され、町

の鳥につきましては旧岱明町と旧横島町において、制定されていたところでございま

す。市民憲章、市の花・木・鳥の制定につきましては、合併協議会の協議の中におきま

して新市において新たに制定するように決まっておりましたが、まだ制定はいたしてお
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りません。市民憲章は市の発展、市民の幸福、人づくり等を進めていく上で産業・文

化・教育・福祉・経済など広い範囲での規範となるものであり、また市の花・木・鳥に

つきましては、玉名市のイメージをあらわし、シンボルになるものと考えております。

これらの制定の時期につきましては、現在準備に入っておりますが、来年の合併２周年

をめどに制定する予定でございます。制定の方法につきましては公募を行なうか、ある

いは制定委員会で制定するかなど、幾つかの案を考えておりますが、それぞれ十分に検

討を行ない市民の方々が誇れて、そして末永く愛されるような憲章、市の花・木等にし

たいと思いますので御理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 前議会でもあったと思いますが、やっぱり市長答弁の急に来ま

すと慌てますので、よろしくお願いしておきます。 

おおむね３点、４点についての質問がありましたが、この昨日近松議員さんが質問

された地域支援センター、子どものね、これは合併前に玉名市に１カ所、岱明町に１カ

所、天水町に１カ所というふうに１つの行政体に１カ所という形で設立された。横島あ

りませんでしたが、設立された。これがそれぞれに８００万円近い補助金が出て運営を

されている。昨日近松議員にどうでしょうね、合併したことですから、これ３つを１つ

にしてもっと充実した仕組みにしたら考えられないかなあと言ったら、それもいいかも

しれませんが、合併したら何でんかんでん統一してしまうと言われて、ますます市長い

けませんよという近松議員の感じ方、アドバイスもあっております。ただ行政が１つに

なった、これ私のかつての仲間の諸君がやっているから、私もちょっと触れにくい部分

があるんですが、その合併前は別々にやっていたんですよね。しかし合併したら１つの

行政体の中の組織、事業ということですから、やっぱりこれは窓口がしっかりリーダー

シップをとってですね、やっぱり活動を検証しながらそのせっかくの事業ですから、充

実を図っていく必要があると受けとめております。 

子どもプラン、放課後プランですが、国もどうもやっぱりその辺についての定かな

確信が子育てなりあるいは少子化なりについて、どうも確信が持てた考え方が整理され

ていないんでしょうかね。何か時々ぽっと屋上屋を重ねるような計画なり事案が出てく

るような気がしてなりません。これ全小学校、全クラスでこれを実施すると教育長、そ

ういうことになっているようですが、極めて難しい問題をはらんでいるんではないかな

あと。ですからそれは福祉の方の学童保育とのかかわりもあって、その辺の整理がなさ

れないまんま文科省は文科省、厚労省は厚労省として打ち出されてきたきらいが、私の

受けとめ方ではないわけではない。しかしまあ教育委員会としてはそれが国の一つの方

針として打ち出されたわけですから、これ対応はしていかなきゃならない。しかし先ほ
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ど答弁もあったように、また御指摘もあったようにきちっとやっぱり整理をしていく、

それはやっぱり教育委員会と福祉という違いはあるにしても市のやっぱり整理の仕方が

大きく絡んでくるのかなあと自覚をしております。 

「早寝・早起き・朝ごはん」は子どもだけじゃないですよ。大人もやった方がい

い。いいことですから皆さん議会でもぜひ「早寝・早起き・朝ごはん」運動を広めてい

ただきたいと思います。 

市民憲章の問題ですが、部長が答弁したとおりでございます。やっぱりできれば簡

明である、市民が親しみやすい、あるいは総務部長の答弁は誇りに思えるというような

話でしたが、あれは書いてあるけど、何か皆が意識もしないような市民憲章じゃああん

まり意味がないかもしれませんね。市民憲章を決める以上は、市民みんなが親しみやす

い、そして口に出して、声に出してできる、そういう市民憲章が期待をしたいなあと思

ってますが、部長から答弁申し上げたように合併２周年をめどとして準備をさせていた

だきたいと思っております。憲章とあわせて市の花、市の木、鳥、これは旧市町にいろ

いろありましたから、逆にこのことも調整にあるいは気を使わなきゃならん部分がある

と思いますが、もう１市としてスタートしたわけですから、できるだけその辺はかつて

の行政の垣根を超えた形でしかるべき機関、あるいは市民の方々が新しい玉名市として

のシンボル、象徴をお決めいただく手順を執行部の方で整えていく、そういうことが大

事かなあと受けとめております。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） １１番、青木議員。 

［１１番 青木 壽君 登壇］ 

○１１番（青木 壽君） 福祉部長の方から再質問のお答えいただきました。これは現

在は３つから４つという事業でございますけども、全部５つやってもこの運営費の補助

金の７７７万３,０００円には変わりませんので、なるべく一つでも多くできたらいい

なあと感じます。ただし、市長のお話の中で、１カ所でどうだという話も私もこれから

１０年先とかいろいろ考えますと、基本構想の中でも１５分計画なんていう話も出てい

ますので、１５分ですね。市内からどこでも中心地に１５分で来れるという話も聞きま

したから、それも一理あるなあと今気がしております。あと慣行についてはわかりまし

た。ただ気になるのはですね、慣行と直接関係はないんですけども、玉名市のホームペ

ージ見ますとまだいまだに玉名市の花は肥後ショウブというように表現されております

ので、私は肥後ショウブで大変嬉しいんですけども、それもちょっと検討してくださ

い。 

以上で、終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で、青木壽君の質問は終わりました。 
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本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめ延長いたします。 

引き続き、１９番 永野忠弘君。 

［１９番 永野忠弘君 登壇］ 

○１９番（永野忠弘君） 市民クラブの永野でございます。通告に従って質問をしてい

きたいと思います。しばらくお付き合い願いたいと思います。 

玉名平野の排水路整備についてから質問いたします。九州新幹線推進事業につきま

しては、関係当局の努力により着々と進んでいるように思います。玉名平野部分でも新

駅予定地より大坊トンネル出口まで橋脚工事も大分でき、菊池川堤防より県道玉名立花

線までも工事進捗中で、玉名平野の景色も変わり周辺地域では騒々しい毎日を過ごして

いるというのが現状です。新幹線新駅周辺整備については以前より一般質問でも取り上

げられ、活発な意見、提言等を述べられておりますが、今回私は地域に住んでいる者と

して玉名平野の排水路整備について質問したいと思います。この問題につきましては、

私も１７年６月の旧玉名市の一般質問でも取り上げ、新幹線推進特別委員会でも質問も

あり、また春の市政懇談会の玉陵校区の場でも地元の区長さんより発言があっておりま

す。そのほかの場でも玉名平野の排水路整備については問題になっているように聞いて

おります。地域の者として気になる点を玉名バイパスを境に北と南に分けて取り上げて

みたいと思います。 

北側の駅前広場整備４ヘクタールについてと線路の雨水については調整池、調整タ

ンク等で対応するということでまず安心ですが、新幹線は玉名平野を横断するわけで、

その工事により大雨のときには田伝いに流れ出た雨水も遮断されるのではないのか、

６、７月の集中豪雨のときには工事中の現場でそのような現象も現実にありました。ア

クセス道路でもある県道玉名立花線は玉名小より北へ玉杵名大橋まで新設、また駅前広

場より県道玉名八女線まで新設、この線も盛土で玉名平野を東西に横切り、集中豪雨の

ときが心配です。特に県道玉名立花線の道路新設で少ない水田を盛土し、堤防と裏山に

囲まれた元玉名地域の排水はどうなるのでしょうか。また山砂採取や宅地造成など土地

利用の変化もあります。そういう上流地域の変化に玉名バイパス下流域の排水路の整備

計画はあるのでしょうか。玉名平野３８０ヘクタール以上ある流域の菊池川への自然排

水は大小２つの樋門であり、緊急時にはその中の裏川排水機場も入れて３カ所で対応し

ているのが現状のようです。メインの裏川機場は近年にできた最新鋭の設備で毎秒５ト

ンの排水能力があり、河崎機場１トン、岩崎機場３トンとの排水能力があるように聞き

ました。緊急時には３カ所の排水機場を使っても集中豪雨のときには大洪水になるので

しょうか。岩崎排水機場は県の所有で市が委託を受け、玉名平野排水組合が管理してい

ると聞いておりますが、昭和３０年代にできた緊急時でも２台ある機械も１台しか動か

ず、始動するまで何時間もかかるようなありさまで機能を発揮できていないのが現状の
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ようです。岩崎機場までの秋丸・岩崎地区の水路の汚さには驚きです。何年前にしゅん

せつしたかわからないぐらい流れは悪く、浮遊物、水草、ヘドロでいっぱいで夏場には

悪臭がひどいそうです。この場所は玉名市が誇るしょうぶまつりが行なわれる裏川と商

店街をはさんで北側に位置し、住宅も多いところでもあります。しゅんせつでもしたら

水の流れは随分よくなるはずです。ぜひ担当者の方も見てもらいたいと思います。先週

友人２人とこの流域を見て回ったわけですが、下流域の排水を見た中で裏川から上がっ

て玉名平野土地改良区の用水路との交差している一番集中している排水路周辺を改良

し、整備したり先ほどしてきました岩崎機場までのしゅんせつをしたりしたら、今の排

水事情も随分よくなることと思います。しかしバイパスより下流域も、西側には立願寺

横町線の新設で埋め立て、またこのあたりは新庁舎建設の候補地でもあります。まだ決

まってはおりませんが、有力候補地であるように思いますし、今後も優良地域でありま

すので、何ができてもおかしくないのがこの地域だと思っております。今後この平野は

玉名平野は大変変化していく地域だと思いますし、玉名の中心地域としてしっかりした

長期的に見た都市計画をつくらなければいけないのではないでしょうか。そういう意味

で排水路計画を市の重要課題として取り組んでいただき、この玉名平野が変化していく

中でますます玉名の中心地域として魅力ある都市になることを願うものです。 

そこで質問ですが、①玉名平野の課題の排水路問題を市の重要課題として取り上げ

てもらいたい。②岩崎排水機場の老朽化した設備への対応。③元玉名地域の県道新設に

よる排水事情への対応。④秋丸・岩崎地区の用排水路の早期のしゅんせつ。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 助役 髙本信治君。 

［助役 髙本信治君 登壇］ 

○助役（髙本信治君） 玉名平野の排水路整備についてお答えをいたします。昨日もご

ざいましたけれども、この問題につきましては複数の部に関係をいたしておりますの

で、私の方から答弁させていただきます。 

まず玉名平野の現状でございますけれども、御案内のとおり玉名平野は菊池川と繁

根木川に囲まれた約３００ヘクタールの平坦な水田地帯で、狭い水路が網目状に広がり

排水路が十分整っていない状況にございます。また排水先は県管理河川裏川を経由し

て、１級河川菊池川に至るルートと繁根木川を経由するルートとになっており、排水機

場は裏川、岩崎、河崎に設置されております。これまでに玉名平野の圃場整備は行なわ

れておらず、水路は用排水兼用になっています。このため取水時には堰を設け、豪雨に

なると水路は水であふれ、水田も冠水し田や道路を越えて水が流れ、道路交通に支障を

生じるところもあるのが現状でございます。 

次に玉名平野の排水路計画の経緯についてでございますが、昭和５８年に玉名平野
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約２００ヘクタールを対象とし、農業用排水路や農道などの基盤整備を行なう圃場整備

の事業計画がございましたが、農業後継者不足や小規模経営のため、同意率が低く事業

化できずに今日に至っております。また玉名平野に国道２０８号が玉名バイパスの計画

がされた際、盛土により平野を分断することになるため、バイパスを横断する水路改修

が課題となりました。そこで平成５年度に平野全体の排水を対象にバイパスの横断排水

の断面を検討し、バイパス横断部分のみ水路改修が行なわれました。ただこの計画当時

は新幹線事業や新駅周辺整備の計画もまだ明確でなかったため、平野全体を水田として

継続利用することを前提としたものでございました。平成１０年３月に仮称新玉名駅の

設置が明示され、平成１４年度に玉名市で新駅を含む、ただいまお話がありました約３

５ヘクタールの新駅周辺整備構想を策定いたしたところであります。その後平成平成１

６年４月に構想を具体化するべく基本計画実施計画を検討し、新幹線工事完成が２年前

倒しとの情報が濃厚になった状況で駅前広場、アプローチ道路、駐車場など開業までに

整備する実施計画では下流域に支障を来さぬよう調整池で対応することといたしまし

た。なお調整池は公園ですとかロータリーを兼用し、土地利用の効率化を図るものでご

ざいます。また平成１８年２月に仮称新玉名駅周辺整備の役割分担を明確にした協定を

熊本県と玉名市で結び、その中で熊本県の支援策といたしましては新駅周辺整備の骨格

となる東西道路を整備すること、また新駅周辺整備下流域の排水路につきましても、引

き続き検討することとなっております。 

次に玉名平野の排水の課題でございますが、ただいま申し上げましたように玉名平

野はバイパスや新幹線、東西道路などの交通網や新駅周辺整備など開発の方向に動き出

しております。また玉名平野排水路の流域は後背地の集落や丘陵地を含め約４００ヘク

タールございますが、近年は上流の地域で山砂採取や宅地造成などの開発による河川や

水路の流域拡大、森林や農地の減少など土地利用の変化による保水力の低下も見られて

おります。このため後背地や平野の環境の変化から生じる水問題を従来の農業排水路の

みで対応することは難しいと考えております。本市といたしましては、玉名平野全体の

将来像を描き、土地利用のあり方を考え、土地利用増進や農地保全を含めた玉名平野の

排水計画を市の重要課題として早急に検討する時期にきていると認識をいたしておりま

す。今後の対応についてでございますが、玉名平野全体の土地利用が大きく変化し始め

る前に平野流域全体を対象とした排水対策について、早急に検討いたしたいと考えてお

ります。また一方で玉名平野全体の土地利用の将来像を描き、新駅周辺整備にとどまら

ず、将来の平野全体の開発と保全の方針を定め、今後都市的土地利用と農業土地利用の

調整、段階的な開発計画の検討、時間軸を設定した整備シナリオの作成を行なう必要が

ございます。排水計画につきましては、開発規模や段階に応じた排水対策、事業計画の

作成、事業費比較、事業メニュー検討などにつきまして、地元の皆様や用排水、河川管
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理者など関係機関の方々と協議しながら検討してまいりたいと考えております。 

そのほか議員お尋ねの岩崎排水機場につきましては、昭和２７年から３２年に県営

事業で計画実施された排水機場でございます。昭和３１年に熊本県と玉名市土地改良区

とで管理委託契約が交わされ、地元の排水管理組合で管理をされております。市として

の対応は毎年電気料、水道料、燃料費、管理費等、合計３４万円を補助いたしておりま

す。また施設の簡易な修繕等につきましては玉名市において実施をいたしております

が、大きな施設改修につきましては、まだ財産としては県有物になっておりますので、

関係機関と十分協議して進めていく必要がございます。玉名平野の排水問題は大変重要

な課題と認識をいたしておりまして、岩崎排水機場も個々の問題としてではなく、平野

全体の課題としてとらえ、今後取り組んでまいりますので御理解をお願いいたします。 

○議長（松田憲明君） 産業経済部長 谷口 強君。 

［産業経済部長 谷口 強君 登壇］ 

○産業経済部長（谷口 強君） 永野議員の元玉名地域排水事場への対応について③と

④についての御質問にお答えいたします。まず、元玉名地域排水事場への対応について

の御質問でございますけれども、現在、元玉名地区に県道玉名立花線の改良計画があり

ます。事業に伴って地元より地区の排水整備要望がありました。なお、校区懇談会にお

きましても同様の要望があっているところでございまして、県といたしましても道路整

備がメインでありますが、地区の排水対策についても検討をなされております。玉名カ

ントリークラブも含め、周辺開発に伴う雨水排水の変化への対応につきましては、ただ

いま助役からも御答弁がありましたように新駅周辺整備を含んだ玉名平野の土地利用総

合計画の中での排水調査等を実施し、検討しながら県と一体となって関係各位協議しな

がら進めていきたいと考えております。 

次に秋丸・岩崎地区用水路の早期のしゅんせつについての御質問でございますが、

この御質問の用排水路しゅんせつにつきましては３年前、岩崎排水機場から石坂デンキ

裏まで市の機械借上費でしゅんせつをいたしております。しかし何分勾配がございませ

んので堆積をしているものと思います。早急な対応が必要でありますと関係者と現地立

ち会いをいたしまして対応を検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） １９番 永野議員。 

［１９番 永野忠弘君 登壇］ 

○１９番（永野忠弘君） 排水路整備につきましては、助役から大変丁寧な答弁をいた

だきありがとうございます。玉名平野の排水問題は重要課題として岩崎排水機場も含め

て、玉名平野全体の課題としてとらえ、取り組んでいくとの答弁と受けとめました。ち

ょっと進んだかなあという思いです。この問題は大変大きい課題で大きい事業になるこ



 －156－

とと思いますが、企画課あたりは先頭に立って、各関係各課連携を取り合い、庁内一つ

となり取り組んでいただきたいと思います。この排水路問題は流域住民全体の願いでも

あります。ひとつよろしくお願いいたします。 

それじゃあ次の質問に移させていただきます。里山保全と整備について。東に木葉

山、菊池川、西に小岱山、繁根木川に囲まれた玉名平野の中に九州新幹線新玉名駅（仮

称）ができることになっておりますが、その北側に東西に小高い里山が連ねておりま

す。その里山には歴史ある玉名大神宮があり、その一帯が玉名の地名の発祥の地といわ

れているところです。大和朝廷時代に日置氏が最初に活動の中心としたのが、「玉杵名

邑」です。７世紀ごろは初期の「玉名郡衛」（役所）が置かれ、政治・宗教・文化の中

心であったと考えられているところであります。玉名大俵まつりのシンボルであります

玉世姫が祭られているのもこの玉名大神宮であります。また国指定にもなっている５つ

の装飾古墳もあり、そのほかにも貴重な史跡を抱えている歴史的にも重要な里山と思う

ものです。東に菊池川、西に小岱山、繁根木川に囲まれた肥沃な玉名平野、その北側に

東西に横たわる里山はその地域の歴史を詰め込んでいる浪漫あふれる場所であります。

ぜひこの里山は後世に残さなければいけないと思っているところです。新玉名駅（仮

称）駅舎関連検討会での駅舎のイメージについての提言の一つに自然を感じさせる

「森」の中にある駅をイメージした駅舎とありました。提言をイメージするなら新駅の

北側に位置する森であるこの里山は絶対に必要だと思います。国指定の装飾古墳は整備

が終わっている箇所もありますが、ほかにもまだ眠っている史跡もあるようで、これら

を発掘・整備し、この里山全体を観光資源としてとらえ、「たまきなの里」として保存

できないかと願うものです。この里山から繁根木川沿いに北へ行きますと国指定ナギノ

横穴古墳群があり、里山の反対側に横穴観音、頂上には神社跡、古墳等もあり、ここも

里山全体が史跡そのものであります。また西に行けば富尾地区の古墳群、その西へ九州

看護福祉大学、玉名温泉と続くことになります。月瀬の青木神社の梵字もそう遠くあり

ません。菊池川も繁根木川も流れております。これらを散策道でつなぎ、九州新幹線開

業には湯の町玉名の歴史めぐりとでも名づけて観光ルートでもできないかと思うところ

です。この里山保全の観光資源としての取り組みについては地元の有志の方々も検討を

なされているところです。明るく夢を持たれるこの里山も問題を抱えている場所でもあ

ります。この里山も南側、新駅の方向からはまだ原形に近い形で見えますが、北側、広

域農道から見てみますとかなり変形しております。これはこの里山は良質な山砂が豊富

であることから山砂採取の現場であり、山は削られ地肌むき出しの荒地となり、採取後

の土地が山砂崩壊、土砂流出等の危険いっぱいの地域になっております。新幹線新駅整

備事業でも埋め立てが始まるようですが、どこから砂は持ってくるのでしょうか。今期

の整備は４ヘクタール、その後３.２ヘクタール、構想として３０ヘクタール全部の土
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地を１.５メートルの高さに埋め立てたとしたらどのくらいの里山がなくなるのでしょ

うか。山砂採取は現在、玉名、月瀬、石貫、三ッ川と行なわれております。採取現場は

どこも似たような問題を抱えているようですが、今後も山砂採取は公共事業等利用に欠

かせないとは思うものですが、計画的な認可場所の検討の必要と採取後の土砂災害等の

危険性と荒れ地の解消をぜひ考えなければと思うところです。もう一つの問題は南側の

集落地帯の急傾斜崩壊危険区域であります。先の６月、７月の集中豪雨のとき、永安寺

地区で２カ所の土石流が家屋まで流れ出し、幸い大事には至りませんでしたが、家族の

方々はもちろんですが、区長さん初め関係者の方々は大変御苦労なさっておられます。

今回は２カ所の土石流で済んでおりますが、今後集中豪雨でもあれば崩壊するのではな

いかと思えるところは、何箇所かあります。心配されるような危険急傾斜のもとで生活

しておられる方々の気苦労は大変なものと思うものですが、予防対策等はないものでし

ょうか。 

そこで質問です。①里山保全という課題を文化財保護という視点からと観光資源と

しても残すことができないか。②山砂採取場所の認可を計画的にできないか。旧玉名市

議会１７年６月議会一般質問での私の質問の答弁の内容はどのように検討なさったの

か、内容をお聞かせください。今年も年１回の立入検査があっていると思いますが、問

題点はなかったのでしょうか。③急傾斜崩壊危険区域への防災対策の計画はあるのでし

ょうか。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 永野議員の一般質問の途中でございますが、議事の都合によ

り、暫時休憩いたします。 

午後 ３時５０分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ４時０１分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 教育次長 杉本末敏君。 

［教育次長 杉本末敏君 登壇］ 

○教育次長（杉本末敏君） 永野議員の里山保全と整備についての質問にお答えいたし

ます。玉名の山砂は九州でも指折りの良質なものであり、県外からの需用も非常に多

く、次々に採取されてきております。このため永野議員御指摘のように玉名地区の里山

の荒廃は昭和３０年代後半から急速に進んでおります。文化財側から見ますとこの地区

には国指定史跡の大坊古墳や永安寺、東・西古墳が残されはしましたが、１５００年前

の装飾古墳２基を初めとし、６基の古墳が失われてきた残念な経緯があります。またつ

い最近では５００年前の集落の跡、山城の跡が一部山砂採取にかかわって発見されまし
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た。これらも従来型の対処法を続けていくならば、里山とともに消滅することが確実な

ことと思われます。立ちどまって、この玉名地区のことを考えますときに玉名の地名伝

承の一つでもあります「玉世姫」の鎮座されるところでもあります。先ほどの山中の集

落跡や山城はあるいは「玉世姫」と深いかかわりがあるのかもしれません。その点から

もこの地区は玉名市にとって心のふるさととも言える大切な地域だと考えております。 

しかし、そのような地区にもかかわらず、里山は消滅しようとしています。教育委

員会は今、国土への愛、ふるさとへの深い愛を持った子どもたちを育成する必要がある

と考えているところでもあります。黙視できない事態であると考えております。したが

いまして何らかの違った観点からこれらを検討する必要があるように思われます。里山

はどのようにすれば保全・保護ができるのかということですが、里山はそこに住む人た

ちの日常的ななりわいの中で保全するものであり、他人の力では限度がありどうしよう

もできない部分が多いという現実があります。既に山中には昔の段々畑が竹林や雑木林

となって放置されていますし、高齢化が進んでいる中での保全・保護活動には限界があ

るように思います。それでも行政として手をこまねいているわけにはいきません。議員

の御指摘に優れた文化財を含みます里山を観光資源として保全活動はできないかという

ものがございますが、玉名地区の里山は新幹線新駅にも近い里山でもあり、近隣にも青

木、石貫などの文化財が抱負でそれらを結びながら玉名温泉にもつながる観光ルートの

開発を視野に含めて検討したいと思っております。また幸いにも里山を守る有志の会が

あるそうですから、その方々とも論議を議論を交わしながら、そして何よりも議会の御

意見を拝聴しながら里山保全の方策について、庁内関係各課ともに検討してまいりたい

と考えておりますので、議員の皆様方の御協力をよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 産業経済部長 谷口 強君。 

［産業経済部長 谷口 強君 登壇］ 

○産業経済部長（谷口 強君） 里山保全と整備についての中の山砂採取に関する御質

問にお答えをいたします。山砂を採取するには砕石法第３３条に基づき、熊本県知事の

認可が必要であります。認可に当たっては砕石法に基づきまして、市に対して意見が求

められ、庁内の関係各課から意見を聴取したものを取りまとめた上で市の意見書として

県に提出いたします。その後、県において最終審査の後認可されます。山砂採取の認可

を計画的にできないかという御質問でございますが、確かに無秩序な山砂採取は環境の

破壊や災害の発生を誘発することが懸念されますので、そういうような状況が起こらな

いよう計画的な採取について、県による強い指導を行なっていただくよう働きかけてま

いりたいと考えております。また年に１回の現地調査についての問題はなかったかとい

う御質問ですが、今年も７月に県・市による山砂採取現場への立入検査があったわけで
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ございますが、計画書どおりに採取が行なわれているか、排水施設に問題がないか、採

取付近の道路、水路等に土砂が流出していないか、採取土積量は妥当なものか、採取跡

地の整地は行なわれているかなどの災害防止の観点から検査が行なわれましたが、早急

に改善を要するような指摘はあっておりません。 

山砂採取地の緑地保全に関するその後の対応についてでございますが、緑地の保全

につきましては隣地において山砂採取等の開発行為を行なう場合、森林法に基づき林地

開発許可申請が必要でございます。この中で許可条件として、緑化については申請者が

緑化計画に基づき、確実に実施することとされておりますので、県を初め関係機関と一

体となり指導及び監視体制を強化してまいったところでございますが、今後もより一層

森林保全対策については県とともに採取業者に対する指導・監視を強化してまいりたい

と考えております。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） 建設部長 取本一則君。 

［建設部長 取本一則君 登壇］ 

○建設部長（取本一則君） 永野議員の里山保全と整備についての急傾斜崩壊危険地域

への防災対策の計画について答弁いたします。現在、玉名市には急傾斜地崩壊危険箇所

が玉名総合支所で１９７カ所、岱明総合支所で９カ所、横島総合支所で６カ所、天水総

合支所で２８カ所の計２４０カ所があります。今年の６月、７月の豪雨による裏山崩壊

が玉名総合支所で８７カ所発生し、土砂廃土を市の機械借り上げ等で対応してまいりま

した。今回御質問の急傾斜地崩壊対策事業につきましては、熊本県が各自治体からの申

請を受け、採択基準に適合したものに限り危険区域の指定を行ないます。また、区域指

定に必要な土地を無償提供していただくことが前提条件となっております。議員御指摘

の箇所は県の採択基準に適合せず、現在復旧方法が見通しがつかないところであります

が、玉名市も単独急傾斜地崩壊防止工事の採択基準を現在調整中であり、今後進めてい

きたいと考えております。現在の玉名地域振興局内の現況といたしましては、市・町か

らの要望箇所は増えていますが、予算は毎年減少傾向にあり、今年度の単県急傾斜事業

費は約５,３００万円で施工箇所は７件で非常に厳しい状況と聞いております。今後も

単県事業での採択要望を強く働きかけを行なっていきたいと考えておりますので、議員

の御理解のほどをよろしくお願いをいたします。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） １９番、永野議員。 

［１９番 永野忠弘君 登壇］ 

○１９番（永野忠弘君） 里山保全の件でございますが、これは本当に玉名地名の発祥

の地でもありますので、何とか残さなければいけないんじゃないかというふうに思いま
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す。地元の有志の方々ともですね、いろいろ検討しながらまた行政とも相談しながら何

とかいい方向にいくように頑張っていきたいと思います。 

それでは、最後の質問に移ってまいります。少人数学級について。国会では今日に

でも改正教育基本法が成立するようです。今回の玉名市議会でも教育関係の質問が一番

多いようで、教育問題は今の世の中、一番の関心事のように思うところです。玉名市小

中学校の生徒数の資料を見ますと小学校２１校のうち、全校生徒数１００名以下が７校

あります。６０名以下が４校で、単純に計算しても１学年１０名以内です。複式学級も

本年度も３クラスで来年度は６クラスになるようです。教育関係者に聞くところにより

ますと理想の１クラスの人数は２５名ないし３０名とのことでした。まあ異論もあるか

とは思いますが、そうやってみますと玉陵中校区の６校と豊水小、小天東小も全校生徒

数が少ないように思います。少人数学級に対してその地域の父兄の方々はどんなふうに

受けとめておられるのでしょうか。大変関心のある父兄もおられて多人数の学校で学ば

せたいとおっしゃる父兄もいらっしゃいました。そういう人が何人かおられますと人口

が減っていくことなります。それがその地域の過疎化にもつながるんじゃないかと思う

わけです。少子化はまだ進んでいくと思います。 

そこで質問ですが、少人数学級を玉名の教育委員会としてはどうとらえて、どうい

った教育方針のもとに取り組んでおられるのか。また少人数学級では非常によいところ

もあると思いますが、反面デメリットもあるのではないでしょうか。私は少なくとも２

クラスはあり、学校生活にも成績にも切磋琢磨するところがあって、人間的にも学問も

向上するのではと思いますので、今後の取り組みとして学校の統合も考えてほしいと思

いますが、教育委員会の見解をお聞かせください。 

○議長（松田憲明君） 教育長 菊川茂男君。 

［教育長 菊川茂男君 登壇］ 

○教育長（菊川茂男君） 永野議員の少人数学級についてお答えいたします。現在玉名

市において、議員のおっしゃる少人数学級については、今議員がおっしゃったように玉

陵中学校区の小学校６校と豊水小、小天東小学校が対象になるのではないかなあという

ふうに思っております。それらの学校を念頭におきまして、お答えをしてまいりたいと

思います。 

まず、少人数学級についてどういう考えをもっているかについてでございますが、

学力面から見ますと標準学力検査の結果からこれらの学校の子どもたちは、全国平均よ

りも高い数値を出しております。例えば学力検査の数値は５０が平均でございますが、

この８校の平均が国語が５４.３、算数が５４.０となっております。これは大変高い数

値を示しております。一番高い学校では国語が５７.８、算数で５８.２、一番低い学校

でも国語の５０.５でありましてこれは１校のみで残りは高い数値を出しております。
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この学校でも算数は高い数値でありますし、５０.５といっても全国平均よりも高くな

っております。検査の種類もいろいろありますけれども、ＮＲＴという難しい方の検査

でありますので、これらの学校が子どもたちの学力を伸ばすために大変努力をしている

ということが伺えます。また今年度それぞれの学校を訪問し、子どもたちの学習の様子

や生活の様子を見てまいりましたが、大変意欲的に学習をしておりますし、規律のある

学習が展開されておりました。あいさつ、掃除、靴箱の整理等々の基本的な生活習慣に

つきましても大変すばらしいものでありました。また保護者や地域とも密接に連携し、

開かれた学校となっており地域文化の拠点としての機能も果たしていると思いました。

以上の点は、少人数学級のメリットであると思いますし、各校ともそれを十分に生かし

一人一人の子どもたちの能力を先生方が十分に引き出していると考えております。デメ

リットとしては議員もおっしゃるように少人数ですので、集団としての取り組み、例え

ば体育面ではチーム編成等において困難をきたす面があり、また切磋琢磨する機会が少

なく子どもたちがたくましく育っていかないのではないかという御心配や人間関係が固

定してしまうのではないかという危惧もありますが、このことにつきましても各校で校

内研究等を通して、子どもたちに悪影響を及ぼさないように取り組みを進めているとこ

ろでございます。例えば１時間の学習の中で堂々と自分の意見を出し合い、学び合う場

を設定しておりますし、人間関係の固定化につきましては道徳の時間であるとか、ある

いは人権学習の時間などを中心にして学習生活の場で生かされるように学校教育全体で

取り組みを進めているところでございます。デメリットと考えられる面につきまして

は、教育委員会といたしましても今後ともできるだけ支援をし、また指導もしてまいり

たいと考えておりますので、議員の御理解をお願いいたしたいと思います。 

次に少人数学級であるために転校する保護者がおられたり、そのことがひいては過

疎化につながるのではないか、またこの機会に学校の統合問題を視野に入れてみてはど

うかという議員の御指摘でございますが、教育委員会といたしましては学校統合につき

ましては今のところ考えておりません。現在ある学校を大切にし、保護者から預かりま

した子どもさんたちを精一杯伸ばしていくように指導をしていきたいと、こういうふう

に考えておりますので、この点につきましても議員の御理解をお願い申し上げたいと思

っております。 

○議長（松田憲明君） １９番、永野議員。 

［１９番 永野忠弘君 登壇］ 

○１９番（永野忠弘君） 教育長ありがとうございました。少人数の地域が学校が８校

ばっかりですかね、あるように思いますが、デメリットもわかっての教育をなさってい

るようですので、今後もよろしくお願い申し上げます。私は教育は皆平等に受ける権利

があると思いますが、もし時代の変化等でそれができないようになるなら、教育環境の



 －162－

整備も考えていただきたいと思うものです。地域資源の一番は人だと思っております。

今後の玉名市の教育委員会の御努力に期待しているものです。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） 以上で、永野忠弘君の質問は終わりました。 

引き続き、１７番、江田計司君。 

［１７番 江田計司君 登壇］ 

○１７番（江田計司君） こんにちは。有明クラブの江田です。遅くまで傍聴の皆様あ

りがとうございます。お疲れさまでございます。 

通告に従って、新庁舎建設について質問をいたします。前回９月の定例会において

新庁舎の建設に関する質問を幾つかいたしました。新庁舎の必要性や建設の時期、規

模、市民の意見の活用などについてお尋ねをし、答弁いただいたところですが、その後

市民会館でのフォーラムや地域協議会など市民の意見を聞く機会を設けられ、幾ばくか

進展しているようですので、再度新庁舎の建設について質問いたします。堀本議員と重

複するかも知れませんけれども、まず１点目として新庁舎に付加する機能についてお尋

ねします。一般的に考えられる最低必要な行政機能のほか、どのような機能を付加する

かお尋ねをいたします。またその際には市民の意見を生かすのかお尋ねをいたします。 

次に２点目として、新庁舎の建設位置についてお尋ねをいたします。策定中の基本

構想案では最終的に１カ所に絞り込む予定のようですが、具体的にどのような方法で絞

り込むのか、またいつの時期に絞り込みを行なって決定するのかをお尋ねします。位置

の問題については市民それぞれも高い関心を持っていると思います。明確な答弁をお願

いします。 

続いて３点目として、市で考えておられる新庁舎建設にかかわる今後のスケジュー

ルについてお尋ねします。今後どのようなスケジュールで進められるのか、お答えくだ

さい。 

以上、３点につきまして答弁をお願いします。 

○議長（松田憲明君） 企画財政部長 牧野吉秀君。 

［企画財政部長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画財政部長（牧野吉秀君） 江田議員の質問にお答えいたします。新庁舎には多様

な市民ニーズや高度化する行政事務に対応できる機能はもとより、市民に親しまれまち

づくりの中心的な役割を果たす機能を持つことが求められます。そのためにも市民が気

軽に集え、利用できるスペースを確保するなどといった配慮が必要かと思います。また

昨今の異常気象や天災などによる甚大な災害が発生した場合の防災拠点としての機能を

確保する必要もあります。建設地によりましては、十分な盛土や地盤改良などの措置が

必要ですし、防災資材、用品を保管する倉庫及び配布に必要なスペースを確保する必要
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もあります。さらに議会につきましても現在不足しております委員会室の面積の確保な

ど、議会運営に支障を及ぼすような問題の解決を図り、議員活動の拠点としての機能を

充実させることはもとより、今後の合併などによる議員定数の変更にも対応可能なスペ

ースを確保することが重要であると考えております。これらのほか来庁者にとっても職

員にとっても利用しやすい機能を持つ必要があります。例えば、十分な面積を確保した

駐車場や駐輪場の整備、ユニバーサルデザインの視点に立った設備の充実などがあげら

れます。これら新庁舎に付加する機能についてはこれまで市政フォーラムなどでお伺い

した市民の皆さんの御意見はもちろん、今後策定予定の新庁舎建設基本計画の策定過程

においてもさらに意見をお聞きした上で精査していきたいと考えております。 

次に、新庁舎の建設位置については策定中の基本構想案の中で５カ所の建設候補地

を掲げ、皆さんの意見をお聞きしてまいりました。例えば９月に実施した市政フォーラ

ムや旧市町ごとに設けられた地域自治区の組織である地域協議会で市民の意見を拝聴

し、さらに先月の市議会全員協議会で議員の皆様の御意見を拝聴したところでございま

す。これらお伺いした意見のほか、より客観的で公平に判断できるよう数値化したデー

タを得るために、基本構想案にも掲載しております「新庁舎建設に係る評価シート」に

よりまして候補地ごとの評価を行ないました。評価は多面的な視点から３０数点の評価

項目を設定しまして市の幹部職員がそれぞれの立場において評価を行なっております。

この数値化したデータと市民の皆さんから拝聴した意見、また市議会での御意見を総合

的に判断してなるべく早い時期に建設候補地を１カ所に絞り込むことと考えておりま

す。 

続きまして、今後のスケジュールについてでございますが、先ほど申し上げました

とおり今回の議会での意見も含めまして建設候補地を１カ所に絞り込んだ後はその旨を

基本構想案に掲載しまして、最終的には構想案とし市民の皆さんに対してパブリックコ

メント、意見の公募を行ないます。方法としましては、市のホームページに構想案の全

容を掲載し、１カ月間程度の期間を設定しましてメールなどの方法により意見を募りま

す。このパブリックコメントの結果を踏まえまして最終的には市の行政運営の重要事項

について審議する機関でございます庁議で最終決定に至る予定としております。基本構

想の確定後、来年度以降のスケジュールといたしましては、より具体的な計画である基

本計画の策定を考えております。その後基本設計、実施設計と移ってまいりますが、建

設地によっては用地の取得や調査が必要ですので、市民の皆様の御理解と御協力を賜り

ながら早期建設に向けて努力していく必要があろうかと考えております。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） １７番、江田議員。 

［１７番 江田計司君 登壇］ 
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○１７番（江田計司君） 平成１８年１０月２０日、島津玉名市長宛に玉名商工会議所

徳永会頭名で玉名市新庁舎建設に関する提言が提出されていると思います。この報告書

は本年５月より商工会議所内に新庁舎など検討特別委員会を立ち上げ、６回の勉強会を

重ね、新庁舎の位置の検討だけでなく、これからの行政のあり方や新庁舎像にも触れて

おり、基本的なものを取りまとめたものだと聞いております。その中でまず現在地での

建設の可能性を十分に検討していただき、その上で他の候補地とともに選定作業に移っ

ていただきますよう玉名商工会議所として要望する次第であります。また新築移転とい

うこととなれば中心市街地の機能として、現庁舎跡地の活用が重要であると認識してお

り、窓口業務の維持、文化センターとの複合施設や周辺道路整備により賑わいの継続を

求めるものです。ぜひ新庁舎と平行して検討していただきますよう重ねてお願い申し上

げます、と要望がなされているところであります。新庁舎建設問題の検討資料として活

用いただけたらと思います。また、現在地での庁舎の建てかえについては仮庁舎を建て

なくても建設できるのかどうかも含めて検討していただきたい。 

次にまちづくりについて質問いたします。まちづくりは範囲が広いわけであります

が、今回は今後のまちづくりに関連した新たに生じる地域住民のつながりについて質問

します。今後まちづくりを展開する上で行政と住民、行政と地域とが一体となり住民参

加のもとどのように具体化するかが重要であり、また求められております。行政指導型

から住民が主体へと大きな転換期を迎えております。そのような中、市民の方々へどの

ような組織づくりを進めていかれるのか、どのような手法で住民提案型のまちづくりを

展開させようとお考えなのか伺います。また新幹線開業に伴う周辺整備や新庁舎建設に

かかわるハード事業の促進については、複数の課にまたがることは当然のことであり、

綿密な調整が必要となってきます。現在、市の状況を見てみますと場合によってはいわ

ゆるたらい回しとなっているケースも耳にしております。私はそこで提案するわけです

が、市が主体となって運営するプロジェクトにおいてチームといいますか、協調を図る

ための組織づくりが必要ではないかと考えます。縦割り行政でなく横の連携を綿密にで

きるような体制づくりをぜひともお願いしたいと提案しますが、市の考えを御答弁お願

いします。 

○議長（松田憲明君） 企画財政部長 牧野吉秀君。 

［企画財政部長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画財政部長（牧野吉秀君） 地域住民と行政のつながりについてお答えいたしま

す。今議会に提案しております基本構想の中で「人と人、人と自然がふれあい、活力を

生み出す交流の都づくりを明記しております。その具体的な基本目標として、市民参加

や市民と行政の協働により地域づくり」を進めていくことをお示しいたしております。

またＮＰＯやボランティア団体等による市民活動に対して資金や人材、拠点の確保、情
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報提供などの適切な支援措置を検討してまいります。また地域の自治、自立を図り、コ

ミュニティづくりを推進するため、地域の住民と関係団体がともに活動できる新たな組

織づくりを検討いたします。また協働する上ではそれぞれの立場や役割、責任を明確に

し、住民主体で取り組むことが大切ですので、市民協働の指針やマニュアルの作成も検

討してまいります。また商工会議所や市民団体、また企業等の民間団体の先進的な御意

見や新鮮な情報を取り入れながら連携、協力を図ってまいります。このような地域住民

の思いや願いなどが十分に反映できるような協働のまちづくりを積極的に推進してまい

ります。 

次に市役所内の連携をもっと綿密にできないかの御質問にお答えいたします。現在

本庁に３６課、岱明などの総合３支所に２４課、これは会計課分室、教育課を含むわけ

でございますけども、合わせて６０課ございまして、事業を進捗する上で複数課にまた

がるものがほとんどでございます。必要に応じて会議や打ち合わせなどを関係各課集ま

って協議を行なっている状況でございます。まちづくりを推進する業務一つをとりまし

ても企画、商工、観光、土木、都市計画などなどの多数の課で協議をしながら方向性を

導いております。公正かつ効率的に仕事を進めるのは当然のことでございますが、事業

を推進するに当たって短時間で処理すべきものや広い角度から判断する必要があるもの

など多岐にわたっております。こうした意味で議員御指摘のとおり庁内組織の連携をさ

らに深め、協調しながら事業の推進を図ってまいりますので、御理解賜りますようお願

い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） １７番、江田議員。 

［１７番 江田計司君 登壇］ 

○１７番（江田計司君） 力強い御答弁をありがとうございました。建築士会荒玉支部

では新幹線新駅周辺整備計画の研究会ができ、早速開業１０年目の長野新幹線を１０月

に視察に行ってまいりました。大成功の長野の佐久平駅、そしてまだまだ駅前は閑散と

していた群馬県の安中榛名駅、大政治家の中曽根、福田元総理のふるさとですが、乗降

客も少なく大変寂しい限りでした。周辺整備の大事さを改めて痛感いたしました。まち

づくりも取り組み方次第では、あの夕張市のようになりかねません。コンサルタントに

頼むことも必要でありますが、責任転嫁の口実にすることなく前例にこだわらない大胆

な発言を期待しております。提案を積極的に行なう民間と今後積極的に接触を図り、協

議をしていかれるようお願いをいたします。いろんなことで役所に相談に行きますと、

いやそれはできませんとすぐできない理由を言われます。素晴らしい頭脳をもう少し活

用していただきたいと思っております。石橋を叩いて渡ることについてはさすがと思い

ますけれども、中には叩いても渡らない人もおられるように見受けられます。それによ
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って進まないこともたびたびあります。タウンミーティングのようにみんなで渡れば怖

くないではちょっと困りますけど、と私は思っております。私たちが何で新庁舎、新幹

線に取り組んでいるのかといいますと、何回も申し上げているようにこの２大プロジェ

クトには莫大な費用がかかります。このことによって天水、横島、岱明町のまちづく

り、そして住民サービスなどにしわ寄せがこないよう地域も含めたまちづくりを官・民

が力を合わせて、合併してよかったと言われるような素晴らしい玉名を目指して島津市

長のリーダーシップに期待して私の質問を終わります。 

ありがとうございました。 

○議長（松田憲明君） 以上で、江田計司君の質問は終わりました。 

引き続き、３番、宮田知美君。 

［３番 宮田知美君 登壇］ 

○３番（宮田知美君） 有明クラブの宮田知美です。１２月議会最後の一般質問者で

す。よろしくお願いいたします。皆様方大変お疲れさまです。通告書どおりまいりたい

と思います。一番初めは天水町玉水ニュータウンの販売状況と今後の販売計画について

でございます。 

平成１３年から２億６,０００万円かけて２９戸の宅地分譲が始まった玉水ニュータ

ウンは１７年度までに２０軒ほどのきれいな住宅が建ち並び、土・日などお休みの日は

少子化の進む田舎では珍しく子どもたちとお父さんたちがキャッチボールをしている姿

などとてもほほ笑ましいことだと思います。しかしまだ宅地分譲の残り戸数も何戸かあ

る中、当初の販売から５年、６年とたつにつれ、販売の予算も削られていき、販売の速

度が鈍り売れ残りが放置されれば、何億も投資した税金が中途半端な投資になり借金だ

けが膨らんでいきはしないかと危惧するところです。またいつまでも売れない場所は雑

草が生え、子どもたちにも危険な場所となり、新たな問題が発生する恐れがあります。

したがって早期の完成を望んでおります。以前の宅地分譲検討委員会では玉水ニュータ

ウンは平均坪数が１００坪を超えますので、今の若い人たちには広すぎるのではという

意見もありました。しかし大量退職組の団塊の世代の方々にとっては家庭菜園ができる

広さが魅力だとも思います。よって、さまざまなニーズに合った広さの区画設定が新た

に必要ではと思っております。現在の販売状況と今後の販売計画について質問します。

ちなみに玉東町が分譲されているオレンジタウン木葉駅前は１年半前から７.６ヘクタ

ールの広さに８２区画が造成され、現在３２区画が販売済みだそうです。平均の坪数は

８０坪、平均の坪単価は７.７万円、天水町の玉水ニュータウンの平均の坪単価大体４

万円前後です。ただ販売戦略の中に住宅建築奨励金が５０万円、定住奨励金として１人

の子どもさんにつき２０万円などもあり、かなり頑張っておられます。今後の対応につ

いて明快な答弁を求めます。 
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次に玉名のお宝、願行寺の文化財指定についてお尋ねいたします。私がこの願行寺

を文化財に指定したいと思ったきっかけがあります。それは去る１１月２３日、ＪＲ九

州さんが企画した「ちょい旅」ウォーキングラリーが玉名で開催されました。近年毎年

開催され、人気があるみたいです。玉名でのテーマは「玉名はぜ祭りと天神様巡りと西

南の役をたどる」でした。参加者は山口、福岡、長崎などから年齢は６０歳以上の方々

４００名ほどの参加でした。私も玉名観光ガイドボランティアの会員として官軍墓地の

案内係として参加をいたしました。コースは玉名駅から今回玉名市が国の登録記念物に

なるはぜ並木のある菊池川の堤防を通り、西南の役の折、薩摩軍を率いて戦死した西郷

小兵衛の碑を見て、また高瀬商人の生活を見守ってきた７つの天神様を一つ一つ拝み、

有栖川親王がお泊りになった高瀬菖蒲庵や高瀬蔵を見て、料理屋さんの天運さんの裏側

の願行寺、官軍墓地を通って足湯までのラリーです。その日は朝から大雨でとっても寒

い日でした。私はウォーキングラリーで来られるお客様を官軍墓地で傘を差しながら待

っておりました。「ちょっと説明しますので、寄っていかれませんか」と言いました

が、雨が降っているせいか誰も寄っていかれません。私はとても暇でした。皆さんゴー

ルを目指して足湯の方に早速行かれました。お昼ごろになり、前の願行寺に雨宿り方々

同じボランティア活動されている竹下さんのところに手伝いに行きました。しかし雨が

大雨なために皆さん願行寺も通り過ぎて行かれます。私はちょっともったいないなあと

思いましたので、お客様に急がれるお客様に「このお寺は鎌倉時代後期に建てられ、日

本最古級の椅子に座っておられる木造の仏像がありますよ」とか、これはどういうこと

かといいますとですね、最古級の仏像というのは木造でつくった場合、虫が食ったりで

すねして腐ったりして長く保存ができないということで、こんなにきちっと残っている

のは少ないということですね。ですから平成１６年にちょっとばらばらになったこの木

造の仏像をですね、住友財団の助成によってですね、復元をなされたものです。そんな

木造の仏像がありますよとか、「１５８７年太閤秀吉が九州征伐に２４万人の兵を率い

て高瀬に入った際、陣宿として指揮を執ったお寺ですよ」とか、「その時の証拠に秀吉

が打ち鳴らした陣太鼓が置いてありますよ」とか言いながら、寄っていかれるように誘

いますと年配者の方々が多かったせいか、皆さん非常に興味を持たれ、頭から被ってい

た雨合羽をわざわざ脱いで、私のときは１人もおられませんでしたが、わざわざ脱いで

願行寺を拝見されました。そしてほとんどの方が「これは歴史的にも学術的にも素晴ら

しいですね」とおっしゃい、「玉名に来てよかった。この仏像はそのうち国立博物館に

行かんと見られん代物」と言われる方もおられました。それで私はこれはぜひ多くの皆

さんに知ってもらうためにも文化財指定に推薦してもらい、長期保存してもらいたく質

問をいたします。 

文化財指定には価値づけがあります。まずは市指定をし、県内でも貴重と認められ
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れば県指定に格上げされ、またこの仏像は国内でも貴重な価値があると判断されれば、

国の指定になっていきます。ただ指定になったからといってお金がすぐ入ってくるわけ

でもありません。日頃は管理者が管理をし、修繕などが発生した場合に補助金がおりて

くるわけです。ですからせっかくの日本最古級の木造の仏像が目の前にあるわけですか

ら、長期保存し有名にするためにはぜひ国指定を目指して推薦されるよう質問いたしま

す。 

まずここまでで答弁をお願いします。 

○議長（松田憲明君） 天水総合支所長 望月一晴君。 

［天水総合支所長兼天水地域自治区事務所長 望月一晴君 登壇］ 

○天水総合支所長兼天水地域自治区事務所長（望月一晴君） 宮田議員の天水町玉水ニ

ュータウンの販売状況と今後の販売計画についてお答えいたします。まず本事業の概要

について申し上げます。玉水ニュータウンは定住人口の増加を図り町や地域を活性化す

ることを目的に、平成１１年度から一部臨時経済対策債を活用して事業を実施してきて

います。総事業費３億１,７５０万円で２.７ヘクタールを造成し、分譲面積は１万１,

５０４平方メートル、分譲総価格は１億４,５３５万１,０００円でございます。１区画

の分譲面積は大体５００平方メートル前後で、分譲価格は５００万円前後とお手頃で車

庫や庭や家庭菜園もできるなど、ゆったりとした田舎のよさを感じられるものを計画し

ています。また当地は大塚古墳や経塚古墳等のある古墳群が近くにある高台で眺望が素

晴らしいところでございます。平成１３年８月から分譲を開始し、現在まで２０世帯７

８人の方々が居住され、町外からは５２人の方が定住されております。総区画数２９区

画のうち現在まで２１区画の分譲が終了し、８区画が残っている状況でございます。年

度ごとの分譲実績は平成１３年度１０件、１４年度２件、１５年度３件、１６年度３

件、１７年度２件、１８年度は現在まで１件でございます。残り８区画につきまして

は、これまでどおり担当課職員による除草作業や美化作業等の管理を行ないながら、小

学校や中学校に近く、玉名の中心街や熊本市へのアクセスのよさなどをＰＲしてまいり

ます。また土地条件や形状等を考慮した上で、価格の見直し等も視野に入れながら今後

早期の完売を目指す所存でございますので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（松田憲明君） 教育次長 杉本末敏君。 

［教育次長 杉本末敏君 登壇］ 

○教育次長（杉本末敏君） 玉名のお宝、願行寺の文化財指定についてお答えいたしま

す。議員御承知のように高瀬新町にある願行寺は豊臣秀吉が九州征伐の折、宿舎として

使用したこともある由緒ある時宗、踊り念仏の寺院です。このため古い資料や秀吉ゆか

りの品々がたくさん保有されています。歴史学会では願行寺文書として江戸時代から有

名でした。最近では鎌倉時代から南北朝時代にかけての木造の僧形倚像や坐像が何度も
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新聞紙上に掲載されています。また秀吉関連では秀吉から拝領したと伝えられている陣

太鼓もございます。このような願行寺ですから観光面でも注目され、高瀬町の散策コー

スにも取り入れられているほどです。教育委員会といたしましても過去に何度も支援を

してまいりましたが、市からの補助は指定物件以外にはできませんので、民間の助成事

業に採用されるよう最大の努力をしております。例えば先ほど話しました僧形倚像と坐

像の修復には初年度は県立美術館から推薦文をいただき、２年目には同館から断られま

したので、九州大学名誉教授に推薦文を書いていただき、無事に助成を得ることがで

き、このような協力を現在しております。御理解のほどよろしくお願いします。 

さて、指定の件ですが、昭和５９年から調査を始めまして、僧形倚像と坐像が時宗

彫刻の中でも特別優れたものだと認識し、指定の相談をいたしたこともございます。し

かし、前の住職から信仰の対象だから指定される意志はないとの回答を得て断念した経

緯があります。最近そのことは事情が異なっているようだとの報告を受けておりますの

で、改めて相談してまいりたいと考えております。しかし現在１市３町合併しまして４

自治体１０６件の指定文化財の見直しを現在進めております。したがいましてこの願行

寺の一件もその見直しのスケジュールの中で進めてまいりたいと考えておりますので、

議員の御理解をよろしくお願いします。 

○議長（松田憲明君） ３番、宮田議員。 

［３番 宮田知美君 登壇］ 

○３番（宮田知美君） 玉水ニュータウンにつきましては、残り８区画となっておりま

すけども、これをまたですね、何年も延ばして一つ一つ売っていくんじゃなくて、集中

して販売していただきたいと思いますので、そして完売を即できるようにこの玉名市役

所にお勤めの方々にもですね、ぜひ家を建てられる方はこの辺で玉水ニュータウンに来

られるよう宣伝方々もよろしくお願いいたしておきます。 

それと玉名のお宝、願行寺の件なんですが、皆さん御存じではない方々もおられる

ようですので、場所はですね、皆さん御存知なのは天運さん御存じですね、食堂の。あ

そこの真裏ですので、ぜひ行かれてください。素晴らしいものに出会えると思います。

玉名のお宝ですので、ぜひ国指定になるまで頑張っていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

それでは次の質問にまいりたいと思います。県下最大納税企業、本田技研の貢献に

対して熊本県内の行政としてのかかわり方について質問いたします。日本の企業は今、

工場を一つに集めて技術の向上、生産コストの削減を図っています。先日、本田技研が

二輪の生産工場をすべて熊本に移し、マザー工場をつくるとの報道がなされていまし

た。本田技研は本田の発祥地、浜松の生産工場を閉鎖してすべて熊本に、このことは熊

本にとって非常に喜ばしいことであります。そのおかげで御当地大津町は地方交付税を
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いただかない県内有数の豊かな自治体です。その上に今度はマザー工場に格上げされ

る。大津町はますます豊かになり、他の市町村との格差は広がり町民の税金はいらなく

なり、雇用は安定、今はいるんですよ、町民の税金は。しかしその内いらんかも知れん

ということですね。雇用安定、住むなら大津町となり非常に羨ましい町にひょっとした

ら展望するかも知れません。そこで本田技研がどれほど熊本に雇用や税金などで貢献し

てくれているのか、また貢献してくれている本田技研に対して熊本県、いわゆる自治体

はどれほどの対応をしているのか、両方を調査してみました。まずは本田技研、熊本製

作所下請けの数１１０社。２番目、本田技研熊本製作所関連従業員１万１,０００人。

３番目、本田技研熊本製作所従業員数直轄３,４３４人。４番目、本田技研熊本製作所

県工業支出高出荷高３,０００億円。５番、本田技研３月期県下法人税額４６億円。こ

れほど本田技研は熊本に対して貢献しております。しかしこれはまだマザー工場のでき

る前の金額です。これに対して熊本県の対応として、県庁の公用車シェアを調べてみま

した。１位日産の３６％、２位トヨタの１６％、３位スズキの１２％、４位三菱８％、

やっとここで５位ホンダ６％。県下最大の納税企業に対しての対応としてはどうなのか

なあという数字ではないでしょうか。市長は県会議員も長うございましたので、これに

対しては御存じかと思いますが、本田技研は相当熊本県に貢献しております。ですから

県の県庁の公用車がこんなにホンダに対して御無礼な数字とはいかがなもんでしょう

か。先日マザー工場決定の際に知事の潮谷知事が御礼と感謝の言葉を述べておられまし

た。玉名市は直接的にあまり恩恵はありませんが、同じ県内の行政として全然構わない

のはいかがなものかと思います。今一度玉名市としても公用車をチェックされてみては

いかがですか。また玉名にはブリヂストン、凸版印刷の工場など大きな企業が誘致され

ています。それは玉名市へ税収や雇用など大いに玉名市に寄与しています。もし熊本県

から県下最大の納税企業本田技研がいなくなる、また玉名市よりブリヂストンや凸版印

刷が浜松市のように撤退したらどうしますか。新幹線、高速道路など交通や流通が便利

になればいつでも企業はほかの地域に流れてしまいます。今現在、企業がその町にあら

ゆる面で貢献してくれていることに感謝をしなければならないと思います。その対応は

具体的でなくてはなりません。市としての見解をお聞かせください。答弁を求めます。 

○議長（松田憲明君） 企画財政部長 牧野吉秀君。 

［企画財政部長 牧野吉秀君 登壇］ 

○企画財政部長（牧野吉秀君） 宮田議員の市の公用車として県下最大の納税企業であ

るホンダの車をもう少し導入できないかという御質問についてお答えいたします。公用

車の購入につきましては、入札または見積もりあわせにより契約を行なっております

が、ホンダ車での応札、見積書は出るもののこのメーカーでの落札は少ないのが現状で

ございます。しかし、本年度ホンダの車は財政課でハイブリットの共用車を購入いたし



 －171－

ました。総務課の青色パトカーのこれは寄贈でございますけど、が入っております。導

入されまして、ホンダの車が市役所全体で９台を所有しております。消防積載車を除き

ました公用車が１５４台でございますので、先ほど県の事例６％というふうにおっしゃ

いましたけども、玉名市の場合は全体の５.８％が玉名市のホンダの車ということにな

るわけでございます。先ほど御指摘のように御案内のように本田技研は熊本県にとって

最大の納税企業であっても、本市には事業所はございませんので法人市民税等直接の税

収はありませんが、玉名市における県の整備事業や県からの補助金による市の事業もご

ざいまして、その財源をなしていると考えれば議員御指摘の貢献という意味も理解でき

るものでございます。 

しかしながら市の契約におきましては、市民の行政に対する信頼確保のため公正

性、公平性、競争性に留意し、適正な契約の事務処理に努めていかなければなりません

ので、メーカーを指定するのには厳しいものがございます。したがいまして本田技研並

びにホンダ車販売店に価格の面で努力をしていただくということになろうかと思いま

す。なお、本市に事業所を有します企業等につきましては、地場企業の育成という観点

からも受注機会の増大と一定の配慮等をしながら進めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（松田憲明君） ３番、宮田議員。 

［３番 宮田知美君 登壇］ 

○３番（宮田知美君） 今私が席に着くなり隣の中尾さんからホンダの回し者かと言わ

れましたが、決してそうではありません。私は単に貢献しているものには足で踏みつけ

るんじゃなくて、やはりそれなりの対応をしなくちゃいかんと、ですから玉名市におい

てはブリヂストンや凸版印刷など素晴らしい工場がありますので、そういうところにも

ちゃんとした対応をしないと浜松みたいにものがずっと、あそこはですね、この前見て

たらホンダだけじゃないですよ、スズキもすべて飛んでいくようにはっててなくなって

いくんですよ。どうしますか。大変なことになると思いますので、しっかり対応しても

らいたいと思います。 

それとですね、願行寺の件なんですが、先ほども言いましたように皆さんよく今度

は天運の裏ですので、見に行ってほしいと思います。そしてまた新幹線開通にはです

ね、開通までにはですね、整えるものは整えて観光面、いろんな面ですよ。整えて新生

玉名をですね、皆さんと一緒に売り込まなければならないと思いますので、皆さん方の

御協力を切にお願いして、私の一般質問終わります。 

お世話になりました。 

○議長（松田憲明君） 以上で、宮田知美君の質問は終わりました。 

これをもちまして、一般質問は全部終了いたしました。 
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議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ５時０９分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ５時２７分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 １２月８日、市長から提出された議第１９０号工事請負契約の締結について、本日付

をもって撤回したい旨の申し出がありましたので、議第１９０号の撤回の件を日程に追

加し、議題とすることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、議第１９０号の撤回の件を日程

に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 議案の撤回 

○議長（松田憲明君） 議第１９０号工事請負契約の締結について、撤回の理由の説明

を求めます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 撤回理由の説明 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） まず昨日、今日と２日間にわたりまして長時間の御審議を一般

質問をいただきまして、ありがとうございました。お疲れさまでございました。ただい

ままた議長から御案内をいただきましたように、本議会において御承認をいただきた

く、議第１９０号で大開地区処理場施設基礎土木工事の工事請負契約の締結について御

提案をいたしておりましたが、仮契約中の株式会社鴻池組の名古屋支店職員２名が平成

１８年１１月２９日に談合容疑で逮捕されたことを理由に仮契約相手方の鴻池組九州支

店より１２月１１日付で辞退届けが提出されました。それにより議第１９０号工事請負

契約の締結についての議案を撤回するものであります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 採決 

○議長（松田憲明君） お諮りいたします。議第１９０号工事請負契約の締結につい

て、撤回の件はこれを承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、議第１９０号の撤回の件は、
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これを承認することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 議案及び請願・陳情の委員会付託 

○議長（松田憲明君） 次に、議案及び請願・陳情を付託いたします。 

 議第１７６号平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号）から議第１８９号土地

改良事業の計画の概要を定めることについてまでと、議第１９１号業務委託契約の変更

についての議案１５件、請願１件、陳情９件については、お手元に配付しております議

案及び請願・陳情付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託をいたします。 

 

議案及び請願・陳情付託表 

総務委員会 

議第１７６号 平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号） 

（総則・第１表歳入の部・歳出の部、②総務費〔３項戸籍住民基本台

帳費を除く〕、⑨消防費、⑫公債費・第２表地方債補正 変更） 

議第１８６号 有明広域行政事務組合の規約の一部変更について 

議第１８７号 熊本県市町村総合事務組合の規約の一部変更について 

議第１８８号 第１次玉名市総合計画基本構想の策定について 

議第１９１号 業務委託契約の変更について 

請第  ３号 ＪＲ不採用問題の早期全面解決を求める意見書の提出に関する請願 

陳第 １２号 労働法制の規制緩和策中止を求める意見書の提出に関する陳情 

陳第 １５号 核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情 

 

産業経済委員会 

議第１７６号 平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号） 

（歳出の部、⑥農林水産業費、⑦商工費、⑪災害復旧費中２項農林水

産施設災害復旧費） 

議第１８９号 土地改良事業の計画の概要を定めることについて 

 

建設委員会 

議第１７６号 平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号） 

（歳出の部、⑧土木費、⑪災害復旧費中４項公共土木施設災害復旧

費） 

議第１７８号 平成１８年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 
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議第１７９号 平成１８年度玉名市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

文教厚生委員会 

議第１７６号 平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号） 

（歳出の部、②総務費中３項戸籍住民基本台帳費、③民生費、④衛生

費、⑩教育費） 

議第１７７号 平成１８年度玉名市老人保健事業特別会計補正予算（第２号） 

議第１８０号 玉名市天水老人憩の家条例の一部を改正する条例の制定について 

議第１８１号 玉名市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

議第１８２号 玉名市立小中学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

議第１８３号 玉名市営グラウンド条例の一部を改正する条例の制定について 

議第１８４号 玉名市立小中学校運動場夜間照明施設条例の一部を改正する条例の制

定について 

議第１８５号 熊本県後期高齢者医療広域連合の設置について 

陳第  ９号 療養病床の廃止・削減の中止を求める意見書の提出に関する陳情 

陳第 １０号 安全・安心の医療と看護の実現のため、医師・看護師の大幅増員を

求める意見書の提出に関する陳情 

陳第 １１号 庶民大増税に反対し、国民健康保険の充実を求める意見書の提出に

関する陳情 

陳第 １３号 障害者自立支援法の働く場への適用中止を求める意見書の提出に関

する陳情 

陳第 １４号 公的年金改善を求める意見書の提出に関する陳情 

陳第 １６号 健やかな子どもたちを育てる環境に関する陳情 

陳第 １７号 障害者自立支援法の利用者負担軽減に関する陳情 

 

○議長（松田憲明君） 付託を決しましたので、各委員会におかれましては、それぞれ

の会期日程に従い、審査をお願いいたします。 

 以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 ２１日までは委員会審査のため休会とし、２２日は定刻より会議を開き各委員会の報

告を求めることといたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ５時３２分 散会 



第 ４ 号

１２ 月 ２２ 日（金）
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平成１８年第５回玉名市議会定例会会議録（第４号） 

 議事日程（第４号） 
平成１８年１２月２２日（金曜日）午前１０時開議 

日程第 １ 委員長報告 
     １ 総務委員長報告 
     ２ 産業経済委員長報告 
     ３ 建設委員長報告 
     ４ 文教厚生委員長報告 
日程第 ２ 質疑・討論・採決 
日程第 ３ 委員長報告 
     新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長報告 
日程第 ４ 質疑・討論・採決 
日程第 ５ 委員長報告 
     玉名バイパス建設促進特別委員長報告 
日程第 ６ 質疑・討論・採決 
        閉 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
 本日の会議に付した事件 
日程第 １ 委員長報告 
     １ 総務委員長報告 
     ２ 産業経済委員長報告 
     ３ 建設委員長報告 
     ４ 文教厚生委員長報告 
日程第 ２ 質疑・討論・採決 
日程第 ３ 委員長報告 
     新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長報告 
日程第 ４ 質疑・討論・採決 
日程第 ５ 委員長報告 
     玉名バイパス建設促進特別委員長報告 
日程第 ６ 質疑・討論・採決 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
出席議員（３０名） 
 １番  萩 原 雄 治 君  ２番  中 尾 嘉 男 君 
 ３番  宮 田 知 美 君  ４番  北 本 節 代 さん  
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 ５番  横 手 良 弘 君  ６番  前 田 正 治 君  

 ７番  近 松 恵美子 さん  ８番  作 本 幸 男 君  

 ９番  福 嶋 譲 治 君  １０番  竹 下 幸 治 君  

 １１番  青 木   壽  君  １２番  森 川 和 博 君  

 １３番  内 田 靖 信 君  １４番  髙 村 四 郎 君  

 １５番  大 﨑   勇 君  １６番  松 本 重 美 君  

 １７番  江 田 計 司 君  １８番  多田隈 保 宏 君  

 １９番  永 野 忠 弘 君  ２０番  林 野   彰 君  

 ２１番  髙 木 重 之 君  ２２番  本 山 重 信 君  

 ２３番  吉 田 喜 德 君  ２４番  田 島 八 起 君  

 ２５番  田 畑 久 吉 君  ２６番  小屋野 幸 隆 君 
 ２７番  堀 本   泉 君  ２８番  松 田 憲 明 君  

 ２９番  杉 村 勝 吉 君  ３０番  中 川 潤 一 君  

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
欠席議員（なし） 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
事務局職員出席者 

事 務 局 長  松 岡 誠 也 君  事務局次長   梶 山 孝 二 君 

次 長 補 佐  中 山 富 雄 君  書    記   和 田 耕 一 君 

書 記  松 尾 和 俊 君     

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
説明のため出席した者 

市    長  島 津 勇 典  君  助 役  髙 本 信 治 君 

総 務 部 長  村 田 隆 夫  君  
企 画 財 政 部 長 兼 
玉 名 総 合 支 所 長 兼 
玉名自治区事務所長 

 牧 野 吉 秀 君

市 民 部 長  田 上 敏 秋 君  福 祉 部 長  元 田 充 洋 君 

産業経済部長  谷 口   強 君  建 設 部 長  取 本 一 則 君 
地域自治区 
調整総室長  井 上   了 君  出 納 局 長  徳 井 秀 憲  君 

岱明総合支所長兼 
岱明自治区事務所長  前 田 繁 廣 君  

横島総合支所長兼 
横島自治区事務所長  田 上   均 君

天水総合支所長兼 
天水自治区事務所長  望 月 一 晴 君  企 業 局 長  中 原 早 人  君 

教育委員長  坂 本 清 一 君  教 育 長  菊 川 茂 男  君 
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教 育 次 長  杉 本 末 敏  君  監 査 委 員  髙 村 捷 秋  君 
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午前１０時０２分 開議 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（松田憲明君） 全員お揃いいただきありがとうございました。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 委員長報告 

○議長（松田憲明君） 各委員会に付託してあります全議案を一括議題といたします。 

 審議の方法は、各委員長の報告のあと、質疑、討論ののち採決いたします。 

 各委員長の報告を求めます。 

 総務委員長 本山重信君。 

［総務委員長 本山重信君 登壇］ 

○総務委員長（本山重信君） 改めまして、おはようございます。ただいまから総務委

員会の審査経過と結果を報告申し上げます。 

総務委員会に付託されました案件は、議第１７６号平成１８年度玉名市一般会計補

正予算（第３号）から陳第１５号核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情まで

の議案５件、請願１件、陳情２件であります。 

初めに議第１７６号平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号）ですが、総則

として歳入歳出補正につきましては、歳入歳出それぞれ４,９８８万円を追加し、予算

の総額を２７８億４,８００万円とするものです。まず歳入では、１款市税は株式譲渡

所得の伸びが顕著であったことによる増と固定資産税の評価替えにかかる現年課税分の

減額により市税の補正額としては、４６０万円の増額であり、１１款交通安全対策特別

交付金は２００万円の増額です。１２款分担金及び負担金は７９１万８,０００円の減

額で、農業施設災害復旧費分担金等の減によるものです。１３款使用料及び手数料は

１,９４６万６,０００円の減額で、指定管理者制度導入による使用料の減であります。

１４款国庫支出金は３,７７８万８,０００円の減額で、主なものは災害復旧費の減とま

ちづくり交付金１,９１９万７,０００円の増、住宅費補助金が３４６万８,０００円の

増が主なものです。１５款県支出金は１,９３５万５,０００円の増額で農林水産費補助

金２,０１０万１,０００円の増が主なものです。１６款財産収入は４,３５３万５,００

０円の増額で土地売払収入の増と草枕温泉てんすいの解散による出資金の精算分として

２,８８５万８,０００円の増です。１８款繰入金は減債基金からの繰り入れで２,４８

５万９,０００円の増額です。１９款繰越金は前年度からの繰越金で２,６４４万６,０

００円の増額です。２０款諸収入は公共施設の建物共済統一加入により、他の共済分を

解約したことにより９２５万７,０００円の増額です。２１款市債は１,５００万円の減

額で主なものは災害関係の減によるものです。 
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次に歳出についてであります。２款総務費は２,７６０万円の増額で、主なものは草

枕温泉てんすい精算金２,８８５万８,０００円を市有施設整備基金に積み立てや、岱明

総合支所の空調工事入札残１,４４４万円の減額、それから交通安全対策費の修繕料２

００万円の増、諸費の償還金利子及び割引料で高齢者介護関係等に係る償還金が１,５

１３万円の増、農業委員会委員選挙費の７９７万円の減額などであります。９款消防費

は６５２万７,０００円の増額で、有明広域行政組合負担金の増が主なものです。次に

１２款公債費は２,４０４万５,０００円の増額で簡易生命保険資金の繰上償還として

２,４８５万９,０００円の増が主なものです。次に第２表の地方債補正につきまして

は、変更といたしまして海岸保全施設整備事業負担金が限度額３４０万円から４６０万

円に、それから県営農免道路整備事業負担金が１,７６０万円から２,０２０万円になり

ました。それから畑地帯総合農地整備事業負担金が９９０万円から１,２７０万円にな

るものでございます。まちづくり交付金事業が５億２,５００万円から５億２,０４０万

円に。それから公営住宅建設事業が１,５１０万円から１,９３０万円になります。それ

から災害復旧事業費が１億１,９２０万円から９,８００万円にそれぞれ限度額を変更す

るものです。 

以上執行部からの説明に対して、委員から５つほど質疑が出ております。まず１番

目ですが、天水公民館のアスベストに係る質疑、２つ目が地方債の利息の動向と基金の

繰り上げ償還について、３つ目に嘱託員の報酬の増に係る世帯数の増額の状況、４つ目

にいちごマラソンの広報について、５つ目が台風や強風後のカーブミラー等の点検につ

いて。その５つの質疑があり、執行部より次のような答弁がなされました。１つ目の天

水公民館のアスベスト除去に係る補助事業は優良建築物等整備事業、アスベスト改修型

であり、事業費が２６５万円のうち３分の１が国土交通省からの補助金である。また玉

名市の公共施設等に残るアスベストの使用の施設はないとの答弁であります。２つ目の

地方債の借入利子は平成１７年度までは県からの許可制であったものが、平成１８年度

からは協議制に移行している。現在協議を進めている段階であるということでありま

す。借入率については昨年とほとんど変わらないが２％前後である。なお借入金の据え

置きが据置期間が償還期間によって、多少異なるが２％から２.３４％で推移している

とのことであります。基金繰入金については住宅新築資金等貸付事業の繰上償還に係る

ものであり、郵政資金の監査にて個人の償還に係る繰上償還は個々に精査して減債基金

に積み立てるよう指摘を受けているとのことであります。この減債基金は平成１７年度

現在で６億８,６００万円との報告もありました。また昭和４２年から平成８年までに

実施した住宅新築資金等貸付事業３３８件のうち起債に係る残りの元金は８,９６４万

８,０００円で９３件とのことであります。３つ目の嘱託員の報酬の増に係る世帯数の

増加は年度当初と比べて５６２世帯の増加であります。それから４つ目の委託料の中で
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ＦＭたまなの閉局といちごマラソンの広報についての関連質問については、平成１９年

度からは県内のＦＭ局への依頼等の方針との答弁がありました。それから５つ目の台

風、強風後のカーブミラー等の点検については、担当職員の巡回や各校区の交通指導員

からの連絡等により点検を実施しているものの、広範囲にわたり多大なる件数となる。

交通安全対策設備の修繕とあわせて迅速に対応したい旨の答弁がありました。そのほか

何点か質疑応答もありましたが、採決の結果、議第１７６号につきましては、全会一致

にて可決いたしました。 

次に議第１８６号有明広域行政事務組合の規約の一部変更についてですが、内容は

収入役を会計管理者に、吏員を職員に規約改正するものであります。委員からは特に質

疑はなく、議第１８６号については全会一致にて可決されました。 

また議第１８７号熊本県市町村総合事務組合の規約の一部変更についての内容は、

消防組織法の一部改正に伴い、規約中に引用をしております法律の条項を改めるもので

す。委員からは特に質疑もなく、議第１８７号については全会一致にて可決されまし

た。 

次に議第１８８号第一次玉名市総合計画基本構想の策定についてであります。市議

会の代表として８名の議員が玉名市総合計画基本構想策定審議会委員として参画され、

審議をいただいております。その内容の詳細については先の全員協議会にて執行部から

縷々説明があっているところであり、委員会でもさらに詳しく説明を受けました。基本

構想策定審議会の要望を踏まえましての提案であるとの経過説明もあり、委員からは特

に質疑はなく、議第１８８号につきましては全会一致で可決されました。 

次に議第１９１号業務委託契約の変更についてですが、平成１８年８月２日議決に

より契約締結した西日本電信電話株式会社熊本支店との業務委託契約の一部を変更する

もので、内容としては国の補助事業で認められなかった児童生徒用パソコン２７６台及

び普通教室、特別教室用、教師用パソコン８１台を追加した結果、契約金額が５,１０

３万３,５０７円の増額変更を行なうとの説明が執行部よりありました。委員からは全

体的な配備の状況、パソコンの耐用年数、追加契約の金額の積算方法、追加契約の経緯

と理由についての質疑があり、執行部から次の答弁がありました。今般３５７台の整備

を行なう予定であるが、当初、児童生徒用が４４０台、教師用が５４台の合計８５１台

を整備し、ほぼ配備が完了したと考えている。また耐用年数は総務省の補助金交付規則

によれば４年と明記されているが、６年ぐらいは使いたいと考えている。それから教師

用のパソコンに関しては市内２７校のうち、教員が６３５名、職員、事務職員が県職で

２９名の合計６６４名であるが、更新のとき教師の職員用パソコンとして、順次整備整

換えをもって対応したい旨の回答がありました。追加契約の金額の積算方法、追加契約

の経緯と理由については、当初契約の入札率を勘案して金額を積算しており、追加整備
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分の契約の経緯についての答弁は次のようにありました。追加契約に係る本事業のパソ

コンの整備については、学校で授業のパソコン機器が異なった場合、キーボードの配列

等が一貫していないため、操作性に違いが生じるなどの授業自体に支障を及ぼす恐れが

ある。そのため本補助事業で整備を行なう同一の機種を統一整備する。またパソコン整

備とネットワーク構築には一体性が必要であると。このことは仮に個々に導入したこと

なので、障害が生じた場合の責任の所在が不明確となる恐れがある。したがって、総合

的にかんがみ、機器の調達、接続環境の設定及び動作確認について作業を一体的に行な

う必要があると考慮したとの答弁がありました。また、追加契約の金額については当初

契約の入札率を勘案したところから追加整備の金額を積算し、契約を締結する旨の答弁

がありました。さらに５,１００万円という高額な追加が慣習的に良いのかという疑問

も感じる等の質疑応答がありました。採決の結果、議第１９１号につきましては全会一

致で可決いたしました。 

次に請願・陳情についてであります。請第３号ＪＲ不採用問題の早期全面解決を求

める意見書の提出に関する請願についてでありますが、委員からこの件については司法

にゆだねられ審議されている係争中の問題であり、意見書の提出に関しては地方議会で

はなじまない事項ではないか等の考察があり、判断しかねる旨の意見がなされました。

委員からはまだ検討の余地があるため、請第３号につきましては、全会一致をもって継

続審査すべきものと決定いたしました。 

陳第１２号労働法制の規制緩和中止を求める意見書の提出に関する陳情について

は、地方議会の範疇で判断すべき事項ではないかとの委員の意見があり、さらに労働法

制の規制緩和策が具体的に示されているということでもなく、国の動向を見きわめなけ

ればならないとして、陳第１２号は、全会一致をもって不採択といたしました。 

最後に陳第１５号核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情についてであり

ます。委員から、非核宣言に関しては全国民が願っていることでもある。旧１市３町は

それぞれ非核平和宣言議決を行なっており、平和宣言は継続されていると解され、市政

になっても改めて宣言の必要があるのかとの意見もありました。宣言に係る決議は玉名

市として独自に成すべき事項と考察し、必要であるという意見が醸成されれば議会で取

り挙げることとする旨の発言もありました。最終的に委員会として、採決の結果、県下

の合併した新市の状況等を参考にしなければならないと同時に、玉名市としての主体性

を持たなければならないとし、陳第１５号核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める

陳情については全会一致をもって不採択としました。 

以上、総務委員会の報告を終わります。 

○議長（松田憲明君） 引き続き、産業経済委員長 永野忠弘君。 

［産業経済委員長 永野忠弘君 登壇］ 
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○産業経済委員長（永野忠弘君） おはようございます。今期産業経済委員会に付託さ

れました案件は、議案２件であります。その審査の経過と結果について御報告いたしま

す。 

 議第１７６号玉名市一般会計補正予算（第３号）中、付託分についてであります。６

款農林水産業費は２,０５８万８,０００円の増額であります。主なものは園芸産地かつ

りょく強化対策事業等の農業振興費補助金が１,７０３万７,０００円の増額で、いちご

栽培技術利用組合、主に横島の農家で高設育苗ベンチ、夜冷施設の整備を行なうもので

す。担い手規模拡大事業補助金は平成１９年度から始まる品目横断的経営安定対策の実

施に伴い、農地の賃借権の設定申請が増加し、事業の効果が大きく推進されているため

の増額で、本事業は借り手に１万円、貸し手に５,０００円の助成を実施するものであ

ります。また、強い農業の農業づくり交付金はトマト、苺等の産地の競争力の強化に向

けた生産コストの削減のために玉名攪拌扇利用組合、主に天水、横島、玉名で攪拌扇を

導入されるもので、この機械の設置によりハウス内の温度分布がよくなり、燃料を節約

できる効果があり、原油高騰対策の一環としての事業であります。７款商工費は４６８

万１,０００円の増額であります。主なものは山田の藤のトイレ整備補助金でありま

す。山田神社内にある山田の藤は県の天然記念物に指定され、近年、藤の開花期には市

内外からの来訪者も多く、本年は３万人ほどが来訪されております。特に設備が不十分

でありましたトイレを改修するため、神社内に公共的トイレを設置するため補助するも

のであります。１１款災害復旧費２項農林水産施設災害復旧費は８,８４０万４,０００

円の減額であります。農地の災害補助申請で災害査定の結果による減額であります。補

助災害申請地区の３６地区が査定により、２５地区の採択となったものが主なものであ

ります。委員から神社、仏閣の敷地内に対し、公共行政がトイレを設置することに問題

はないのかという質疑に対し、執行部から過去にも伊倉の寺院や繁根木八幡宮に地域の

催しや商店街など市民生活、利便性の向上のため、適当な敷地がないのでお願いし、設

置させていただいています。今回の山田神社の件については、山田の藤を地域住民が自

ら育て管理し、保存する地域活動の拠点となっており、特に藤の花の開花の期間中は地

域の方々が地域全体を盛り上げた形の中で努力されております。その成果として、多数

の観光客につながっており、市民、観光客の利便性向上を図り、またこの活動団体であ

る山田地区に対して補助することで計上しております。という旨の答弁でありました。

委員から玉名市の１０アール当たりの賃借料はという質問に対しては、執行部から横島

では１０アール当たり２万円という標準小作料が決まっていたが、今回合併後１市３町

を一本化し、先の農業委員会で決定した金額をあくまで標準的なものとして告示してい

ます。という旨の答弁でありました。さらに委員から担い手規模拡大事業補助金につい

ての質疑に対し、執行部から農地を集約するために事業として取り組んでいるのが助成
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事業で、５年間農地の賃借契約した方々にそれぞれこの助成金を行なうこととしてい

る。また、先ほどの小作料についてはあくまでも標準であり、お互いに農地の貸し借り

をする場合にはこの金額が目安になるという旨の答弁でありました。また、委員から不

在地主の土地改良費が明確でないと聞いているが、農家台帳の整備で改善できるのかと

の質疑に対し、執行部から今回計上の予算は品目横断的経営安定対策がスタートし、個

別経営体が４ヘクタール以上、集落営農で２０ヘクタール以上が対象となっています

が、その面積を計算するに当たって、その基礎になるのが農家台帳だという位置づけ

で、台帳の中で地目ごとに把握をするものです。地目は田、畑、採草放牧地とあります

が、今回品目横断的経営安定対策事業で対象となりますのが、普通畑だけです。畑の中

にはその作物によって樹園地扱いがありまして、普通畑と樹園地に分かれるわけであり

ます。農業委員会の台帳においては税の方から農家台帳を電算処理して、持ってきてい

るので、田・畑の２つの分け方しかありません。この品目横断的経営安定対策事業の中

には樹園地は含まれておらず、交付金を受領されるときに食い違いが生じる。これを把

握するために農家台帳があるわけでありまして、土地改良費についての把握はできない

旨の答弁でありました。ほかに災害査定の結果等についての質疑があっております。議

第１７６号付託分については、全会一致で原案のとおり可決いたしました。 

次に、議第１８９号土地改良事業の計画の概要を定めることについてであります。

市が土地改良事業を実施するときには土地改良法第９６条の２第２項の規定により、土

地改良事業の計画の概要について議会の議決を経る必要があるためであります。委員か

ら特に質疑はなく、議第１８９号については全会一致で原案のとおり可決いたしまし

た。 

次に、その他では明辰川の進捗状況について、温泉の「あったか物語」、「玉名活性

化ビジョン」、熊野岳の林道（遊歩道）の整備についての質疑があっております。 

以上で、産業経済委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（松田憲明君） 引き続き、建設委員長 中尾嘉男君。 

［建設委員長 中尾嘉男君 登壇］ 

○建設委員長（中尾嘉男君） 改めまして、おはようございます。今期、建設委員会に

付託されました案件は議案３件であります。審査の経過と結果について御報告いたしま

す。 

 まず、最初に、議第１７６号平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号）中付託

分についてであります。８款土木費については、今回新幹線の新駅周辺整備に関係する

予算補正が主なものでありまして、２,９５０万２,０００円の増額で、街路事業、都市

再生整備事業、住宅管理事業の増によるものであります。１１款災害復旧費につきまし

ては、今年の６月、７月の豪雨に伴う災害査定の結果を受けて、公共土木施設災害復旧
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費７９０万８,０００円の減であります。第２表地方債補正につきましては、まちづく

り交付金事業が５億２,５００万円から５億２,０４０万円に、公営住宅建設事業が１,

５１０万円から１,９３０万円に、災害復旧費が１億１,９２０万円から９,８００万円

にぞれぞれ限度額の変更をするものであります。委員から住宅に関連して一本松団地内

に高齢者と子どもの触れ合い施設を補助事業としてつくるとあるが、本来これは福祉課

の事業になるのではないかの質疑があり、執行部より中身的にいわゆるソフト事業つい

ては高齢者の生きがい対策、あるいは子育て支援策ということで福祉的な概要が強くな

るが、団地敷地内にそういう施設をつくるということで当然、補助事業も県の住宅課関

係になるし、その事業もそちらを使う関係上ハード的には住宅課で取り込むということ

で、現在子育て支援課、高齢介護課と連携をしながら協議中との答弁があっておりま

す。さらに住宅に関連して大倉団地や一本松団地は老朽化が進んでいるが、建設の計画

はいつごろからという質疑に対し、執行部より大倉団地については平成２２年からの計

画で約１０年をかけてということで、新市建設計画に計上している。また一本松団地に

ついては時期的なものはまだ計上していないが、当然古いので現在は外壁改修工事など

で対応しているとの答弁があっております。また水小屋住宅跡地のような公有財産の団

地跡はほかにどこが残っているのか、そしてそこら辺はどういうふうな将来計画を組ん

でいるのかとの質疑に対し、執行部より水小屋住宅が住宅課の行政財産として、住宅が

ある間は管理していたが、団地の用途を廃止したあとは財政課の管財係の普通財産とし

て管理をされている。市営住宅として、残っているものは現在はないとの答弁があって

おります。住宅に関連しては、ほかにもさまざまな意見が出されていましたが、議第１

７６号中付託分につきましては全会一致で原案のとおり可決することに決しました。 

次に、議第１７８号平成１８年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）についてであります。歳入歳出それぞれ５６万円を追加し，歳入歳出予算の総額を

１０億３,９４６万円とするものであります。主な内容は、歳出の建設事業費、委託料

から工事請負費への組み替えによる増額で、歳入においてはその財源調整のためのもの

であります。委員から１８年度分の農業集落排水事業については、相当な発注があって

いるようだが、その内容についてはとの説明要求があり、執行部より横島地区において

は処理場建設について、基礎の部分、建築、機械、電気、管路工事を１工区から３工区

まで、また天水地区においては尾田川左岸地区の管路工事を１工区から５工区まで工事

の発注をやっているとの答弁があっております。また、この１２月の議会において提案

してありました処理場建設に係る工事請負契約の締結議案について、鴻池組九州支店と

基礎土木工事の仮契約を結んでいたが、辞退届が出され、１５日の本会議においてその

議案の撤回がなされた件につきまして、その経緯について執行部より説明があっており

ます。去る１１月２９日に名古屋市発注の下水道工事において競争入札妨害容疑で鴻池
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組名古屋支店幹部２名の逮捕者が発生、これを受けて当玉名市において１２月１１日に

鴻池組九州支店より正式に文書で契約辞退の届けがあり、直ちに市長、助役の方に報告

し、受理したとの説明がありました。県における同社の工事請負契約で先に辞退があっ

たから、玉名市もそれに沿ったのではなく、玉名市独自でもという判断で、あくまでも

辞退届を受けたとのことであるとの説明があっております。また、委員から今後の入札

のあり方について、具体的に説明ができる範囲内で何かしらの計画説明との要求があ

り、執行部より現在契約検査課と協議中であり、今後の方針はまだ決定しておらず、再

入札をかけるかどうかすべてについて未定との説明があっております。さらにこのよう

な工事はゼネコンのような大手企業でなければできないのか、地元の業者でできないの

かとの声が委員より出されております。入札、契約につきましては、総務委員会の所管

でありますが、今回のこの件を受けまして、当建設委員会としましても、地元業者でで

きない部分の工事は仕方ないが、地元でできる箇所については地元発注をとの委員会要

望をしまして、議第１７８号につきましては、全会一致で原案のとおり可決することに

決しました。 

次に、議第１７９号平成１８年度玉名市下水道事業会計補正予算（第２号）につい

てであります。収益的収入及び支出の補正につきましては、支出で１款下水道事業費５

０万９,０００円の減額であります。次に、資本的収入及び支出の補正でありますが、

収入につきましては公共下水道事業債７５０万円と国庫補助金１,０００万円の増額で

あります。支出につきましては、施設建設費２,０３５万円と企業債償還金５０５万円

の増額であります。次に企業債の補正につきましては、変更といたしまして公共下水道

事業債５億１,６６０万円から５億２,４１０万円に限度額を変更するものであります。

委員から特に質疑もなく、議第１７９号につきましては、全会一致で原案のとおり可決

することに決しました。 

 以上をもちまして、建設委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（松田憲明君） 文教厚生委員長 作本幸男君。 

［文教厚生委員長 作本幸男君 登壇］ 

○文教厚生委員長（作本幸男君） おはようございます。文教厚生委員会に付託されま

した案件は、議案８件と陳情７件、継続審査となっております陳情３件であります。審

査の経過と結果について御報告いたします。 

 まず初めに、議第１７６号平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号）中付託分

であります。３款民生費は１,６４５万円の増額で、主なものは障害福祉費の障害者自

立支援法に係るものと福祉バス購入によります社会福祉協議会への補助金５２０万９,

０００円の増が主なものであります。４款衛生費は人件費等の組み替えによる１１８万

２,０００円の増額、１０款教育費は１,５６１万７,０００円の増額で主なものは玉名
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小学校、岱明中学校の特殊学級設置による増と要保護、準要保護、生徒就学援助費の増

によるものであります。委員から福祉バス購入補助金について質疑があり、執行部より

この福祉バスは２８人乗りを１台購入するもので、週に１回地域を運行する旨の答弁が

あっております。また、委員からし尿処理場についての質疑があり、執行部より、今現

在し尿の処理にどれくらいの規模の施設が必要であるのか調査しており、平成１９年度

にコンサルへの依頼をし、最終的にどういう形での処理場が理想的であるのか検討し、

排水計画等を考えているところである旨の答弁があっております。また委員から博物館

における田辺先生の肖像がある敷地について質疑があり、執行部より将来的なものもあ

り、事前に調査をした結果、県の装飾古墳館では初代館長の原口先生の肖像があり、土

地については県と鹿央町で共同購入、肖像が建っている場所は鹿央町が購入した土地と

なっている。これは目立つ場所がいいということで場所を設定されたと伺っている。山

鹿市の博物館にも同じようにあり、本市では天水総合支所に初代町長の肖像がある。最

初は田辺先生の肖像をつくるための民間の任意の団体から建てさせてほしいと依頼があ

り、その後の維持管理について協議がなされ、維持管理ができないということで寄贈さ

れている。よって現在は市の持ち物となっている旨の答弁があっております。また委員

から、保育所費の委託料について質疑があり、執行部より、これは第二保育所の事業で

あり、重度障害児が２名いるための障害児保育事業、０歳児の乳児保育事業、国の事業

である一時保育事業の３事業のことである旨の答弁があっております。委員から人員的

な配置もあるだろうがこういった事業はできるだけ公立にも広げていってほしい旨の要

望もあっております。議第１７６号中付託分については、後期高齢者医療広域連合会へ

の負担金に対し、異議があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

次に、議第１７７号平成１８年度玉名市老人保健事業特別会計補正予算（第２号）

についてであります。歳入歳出にそれぞれ１億９,８３３万１,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を９０億６,４２２万２,０００円とするものであります。歳入の主なも

のは、１款支払基金交付金は１億５,４８１万９,０００円の増額、２款国庫支出金は医

療費負担金２,８７８万１,０００円の増額、３款県支出金は老人医療費負担金７１９万

５,０００円の増額、４款繰入金は一般会計からの繰入金７５３万６,０００円の増額で

あります。歳出の主なものは、２款医療諸費の医療給付費負担金１億９,７９９万円の

増であります。委員から予算の積算について質疑があり、執行部より当初予算の積算に

ついては、１市３町の総保険の実績を出して３年間の平均ということで当初予算を見込

んでいる。１人当たりの医療費の負担額が１割負担者は当初６万６,０００円から今回

は６万９,０００円、３割負担者は当初４万５,０００円だったが、今回は５万６,００

０円ということで１人当たりの医療費が増えたということである。来年度当初予算につ
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いても過去３年間の実績と被保険者数の推移というものがあり、これは平成１４年１０

月に制度改正があり、７０歳が７５歳に引き上げられ平成１９年９月までは年間５００

人程度減少しているという状況であり、これらを踏まえて積算することになる旨の答弁

があっております。議第１７７号については、全会一致をもって原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

次に、議第１８０号玉名市天水老人憩の家条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。改正の主な内容は、指定管理者の経営努力により利用料金の増収、また

市にとっても利用者の増加及び会計事務の省力化等の利点を考慮し、この条例利用料金

収受のための条項を加えるものであります。委員から社会福祉協議会が管理運営してい

るということだが、利用料金と使用料金の区別について質疑があり、執行部より憩の家

の使用料については社会福祉協議会が代理で受領して市に納めることであり、利用料金

というのは指定管理者に携わるものにかかわるものになると、利用料金ということで内

容は同じであるが名称が変わってくる旨の答弁があっております。議第１８０号につい

ては、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議第１８１号玉名市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてであります。これは障害者自立支援法の施行に伴い、条例の整備

を図るもので主な内容としては、法改正による第２条第４号の医療費の定義を改め、同

条第５号では文言を整備するものであります。委員から対象者の負担について質疑があ

り、執行部より以前は旧料金表というものがあったが、１０月からは１割負担となって

いる。今回の条例改正は負担の改正ではなく、未成年の児童福祉法、２０歳以上の身体

障害者福祉法とおのおの基準があったのが、今回の自立支援法により対象が統一され、

新しい基準が一本化されたための条例改正である旨の答弁があっております。議第１８

１号については障害者自立支援法に関する条例であり、負担が増えるのは認められない

と異議があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議第１８２号玉名市立小中学校設置条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。これは玉名市立天水中学校の改築移転に伴い、条例の整備を図るもの

で、内容としては別表中天水中学校の位置を改めるものであります。委員から特に質疑

はなく、議第１８２号については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

次に、議第１８３号玉名市営グラウンド条例の一部を改正する条例の制定について

であります。前号と同じく玉名市立天水中学校の改築移転に伴い、社会体育施設を学校

施設へ変更し、あわせて玉名市横島グラウンドの使用の適正化を行なうための条例の整

備を図るもので、内容としては第３条天水グラウンドの位置を改め、第６条に休場日、

第７条に使用時間等の条を加え、別表を整備するものであります。委員から横島グラウ
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ンドと天水グラウンドの使用時間を統一すべきではないかという質疑があり、執行部よ

り天水グラウンドはテニスコート３面であるが、横島グラウンドは野球場、サッカー

場、ソフトボール場とあり、高齢者においてはグラウンドゴルフが行なわれている。桃

田運動公園でもグラウンドゴルフが行なわれており、横島グラウンドは桃田と同じ使用

時間にしている旨の答弁があっております。議第１８３号については、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議第１８４号玉名市立小中学校運動場夜間照明施設条例の一部を改正する条

例についてであります。前号と同じ、玉名市立天水中学校の改築移転に伴い、条例の整

備を図るもので、内容としては第２条に天水中学校の照明施設を加えるものでありま

す。委員から特に質疑はなく、議第１８４号については、全会一致をもって原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

次に、議第１８５号熊本県後期高齢者医療広域連合の設置についてであります。内

容としては高齢者の医療の確保に関する法律に規定する後期高齢者医療制度の事務の一

部を広域にわたり処理するため、規約を定め、熊本県後期高齢者医療広域連合を設ける

ものであります。委員から資格証明書の発行など老人に冷たい医療制度である旨の異議

があり、採決の結果、議第１８５号については賛成多数で原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

最後に当委員会に付託されました陳情についてであります。陳第９号医療病床の廃

止・削減の中止を求める意見書の提出に関する陳情についてであります。委員から医療

改革法は６月の通常国会で既に成立しており、動き出している法律である旨の意見が出

され、陳第９号については採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 

次に、陳第１０号安全・安心の医療と看護の実現のため、医師・看護師の大幅増員

を求める意見書の提出に関する陳情についてであります。委員から大幅増員とは人事、

財源など考慮する部分が多いとの意見が出され、陳第１０号については採決の結果、賛

成少数で不採択とすべきものと決しました。 

次に、陳第１１号庶民大増税に反対し、国民健康保険の充実を求める意見書の提出

に関する陳情であります。委員から文言に関しては、解釈が分かれるが陳情の要旨には

賛成であるとの意見も出されましたが、陳第１１号については採決の結果、賛成少数で

不採択とすべきものと決しました。 

次に、陳第１３号障害者自立支援法の働く場への適用中止を求める意見書の提出に

関する陳情についてであります。委員から障害者に対して、利用料を徴収するのはおか

しいとの意見も出されましたが、陳第１３号については採決の結果、賛成少数で不採択

とすべきものと決しました。 

次に、陳第１４号公的年金改善を求める意見書の提出に関する陳情についてであり
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ます。委員から財源の問題、国の動向について意見が出されましたが、陳第１４号につ

いては採決の結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。 

次に、陳第１６号健やかな子どもたちを育てる環境に関する陳情についてでありま

す。委員から教育委員会としても研究課題であろうし、三ッ川小学校だけの問題ではな

く、市全体としての問題としてとらえるべき事項であるとの意見が出され、陳第１６号

については採決の結果、賛成多数で継続審査にすべきものと決しました。 

次に、陳第１７号障害者自立支援法の利用者負担軽減に関する陳情についてであり

ます。陳情の要旨の中である利用者負担（サービス使用料）を１割から半分以下まで引

き下げる旨の要望は既に本市において一部実施していることもあり、陳第１７号につい

ては願意妥当と認め、全員異議なく採択すべきものと決しました。 

次に、継続審査になっておりました陳第１号乳幼児医療費を就学前まで入院・通院

とも窓口無料化を求める陳情についてであります。委員から乳幼児を簡単に病気にさせ

ない予防も日ごろから心がけていく必要もあるのではないかとの意見も出され、陳第１

号につきましては採決の結果、賛成多数で継続審査とすべきものと決しました。 

陳第２号管理栄養士活動の推進に関する陳情についてであります。委員から継続を

との意見が出され、陳第２号につきましては採決の結果、賛成多数で継続審査にすべき

ものと決しました。 

最後に陳第７号玉名市立小学校・中学校の学校図書館に指導員を配置することに関

する陳情についてであります。委員からこの問題は教育委員会で検討していると思うが

人事の問題もあり、調査、研究の必要性もあり、継続をとの意見が出され、陳第７号に

ついては採決の結果、賛成多数で継続審査とすべきものと決しました。 

 以上で、文教厚生委員会に付託されました案件の報告を終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で各委員長の報告は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１０時５９分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時１２分 開議 

○議長（松田憲明君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 質疑・討論・採決 

○議長（松田憲明君） ただいままでの各委員長の報告について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 

 次に討論に入ります。討論の通告があっておりますので、発言を許します。 
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６番議員 前田正治君。 

［６番 前田正治君 登壇］ 

○６番（前田正治君） 日本共産党の前田正治です。私は今議会に提案してあります議

案の中で、議第１７６号平成１８年度玉名市一般会計補正予算、議第１８１号玉名市重

度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議第１８

５号熊本県後期高齢者医療広域連合の設置について、以上３議案について反対をいたし

ます。平成２０年４月１日から後期高齢者７５歳以上を国民健康保険や組合健保から脱

退させて、後期高齢者だけの独立した保険制度が始まります。そのための広域連合設置

の議案と広域連合負担金が一般会計に計上してあります。後期高齢者医療制度は、家族

に扶養されている人を含めてすべての７５歳以上の高齢者が保険料を年金から天引きで

徴収されることになります。介護保険料とあわせて引かれることによりまして、ますま

す年金受け取り額が少なくなって、高齢者の暮らしを圧迫します。また保険料を滞納す

ると国民健康保険と同じように短期保険証や資格証明書となります。従来は後期高齢者

や障害者、被爆者などは、この短期保険証や資格証明書を発行してはならないとされて

きました。医療保障なしでは生きていけないこのような弱者にとても冷たい政治となり

ます。社会保障制度の切り崩しと言わざるを得ません。私はこのような議案については

反対をいたします。 

次に、陳情第９号療養病床の廃止・削減の中止を求める意見書の提出、陳情第１０

号安全・安心の医療と看護の実現のため、医師・看護師の大幅増員を求める意見書の提

出、陳情第１１号庶民大増税に反対し、国民健康保険の充実を求める意見書の提出、陳

情第１２号労働法制の規制緩和策中止を求める意見書の提出、陳情第１３号障害者自立

支援法の働く場への適用中止を求める意見書の提出、陳情第１４号公的年金改善を求め

る意見書の提出に関する陳情、陳情第１５号核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求め

る陳情、以上につきまして委員長報告は不採択でありますが、私はこの第９号から第１

５号までの陳情はすべて賛成いたします。特に陳第１３号、これは障害者自立支援法に

よりまして、雇用契約を結んだ労働者から工場で働くための使用料を徴収するとんでも

ない法律であります。また工場で得る、工場で得る労賃より使用料が高くなる、そうい

う状況も発生しております。自立を支援するとはとても言いがたいものであります。よ

って、この陳第１３号には大いに賛成するものであります。また陳第１５号につきまし

て核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」これは合併前の１市３町にもあったもので、これ

を制定することについて何ら問題ないものと考えます。多くの市民に賛同されるものと

確信するものです。速やかに新玉名市で非核平和自治体宣言を制定することを求めるも

のです。また陳第１６号健やかな子どもたちを育てる環境に関する陳情、陳第１号、２

号、７号について継続ということでありますが、私は直ちに採択すべきだと思います。 



 －193－

以上で討論終わります。 

○議長（松田憲明君） １７番 江田計司君。 

［１７番 江田計司君 登壇］ 

○１７番（江田計司君） こんにちは、有明クラブの江田です。私は陳第１５号核兵器

廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情について不採択の立場から討論を行ないま

す。国において１９７６年国会の両議院で核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませずの

非核三原則を決議し、現在も国是として堅持しつつあるところでございます。この決議

を受け、旧１市３町それぞれの議会の主体性において非核平和宣言の決議がなされてお

ります。先ほどの総務委員長からの報告がありましたように決議は必要であるという意

見が醸成されれば議会として取り上げ、陳情がどうこうでなく議会としての主体性のも

とに決議することが大切なことであると私も考えているところでございます。以上のこ

とから陳第１５号の不採択を表明するものであります。 

以上です。 

○議長（松田憲明君） ２４番 田島八起君。 

［２４番 田島八起君 登壇］ 

○２４番（田島八起君） 私は議第１８５号熊本県後期高齢者医療広域連合の設置につ

いての議案に対して反対の討論を行ないます。後期高齢者医療制度は７５歳以上の高齢

者を対象に国保からの脱退とこれまでの老人医療事業を廃止して、新しく高齢者医療制

度をつくるというものです。平成２０年４月の発足を目指しています。事業主体は県内

４７市町村で構成する熊本県後期高齢者医療広域連合とするもので、発足を来年の２月

と予定し、そのための条例制定が今議会に提案されています。しかし、私の一般質問で

も明らかになったように、国民的には制度導入の必要性はほとんど論議がないままに、

突然資料をいただいた程度で、しかも制度の根幹を成す保険料については平均保険料の

金額が示されている程度で、その算出の根拠や国保を脱退して新制度に移行した場合、

保険料の負担はどう変わるのかもわからず、示されている政府の試算を見ても甘すぎる

と思われるし、政府の性急なやり方にいささか怒りを覚えています。後期高齢者医療制

度を運営する経費については制度としては、総額の費用の総枠のうち公費で５割、残り

の５割のうち現役世代が４割、後期高齢者が１割の負担となっていますが、２年ごとの

見直しで高齢者が増え、若人が少なくなればその減少率の２分の１の負担が高齢者に上

乗せされ、若人の負担率を減らすことになっており、７５歳以上の後期高齢者ばかりが

加入者であることを考えると年齢的にも病気を持った会員がどんどん増え、若人が少な

くなるのは目に見えているわけですから、その分の保険料を高齢者にそのまま負担させ

るなら介護保険料の負担の増加率よりもさらに高い増加負担率で保険料が推移するのは

火を見るよりも明らかであり、保険料はどんどん上がる仕組みとなっています。しかも
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少子高齢化を控えて老人医療事業が行き詰るということで、介護保険を導入し新たな負

担を求めながら、まだ６年もたたないうちにまた新たな制度の導入に走り、その間の総

括も示されないままの導入については容認できないところであります。したがって政府

の性急な制度の発足に反対をするところであります。 

さらにあと一つ請願１号はＪＲの採用差別の問題で請願書を出しておったところで

すけれども、継続ということになりました。今回総務委員会で継続になったことについ

ては私自身異論を挟みませんけれども、ただ、今後さらに慎重審査をされるということ

でありますので、この玉名市にも国鉄から当時採用されなかった国労の組合員の人たち

も少なくとも５人程度おられます。１９年たっておりますので、今玉名に住んでおる人

ばかりではありませんけれども、身近にそういう働く人たちがいるということもです

ね、その点も十分踏まえてひとつ請願の趣旨が生かされるように審議をお願いしたいと

いうことも申し添えまして、私の討論を終わります。 

○議長（松田憲明君） １番議員、萩原雄治君。 

［１番 萩原雄治君 登壇］ 

○１番（萩原雄治君） 皆さんおはようございます。有明クラブの萩原雄治です。私は

議第１７６号平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号）及び議第１８５号熊本県

後期高齢者医療広域連合の設置について賛成の討論を行ないます。まず議第１８５号熊

本県後期高齢者医療広域連合の設置についてでございますが、少子高齢化の進展に伴い

老人医療費の増大が見込まれ、それに対応するシステムが必要となることから、将来に

わたり医療保険制度の持続的かつ安定的な運営を確保するため医療制度改革大綱に沿っ

て、所要の措置を講ずることとし、関係の法律が改正され後期高齢者医療制度の運営に

ついて県下全市町村が加入・組織する広域連合の設立を設けることと規定されておりま

す。県下では７月に熊本県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会を発足し、平成２０

年４月１日の開始に向け準備が進められているところであります。県下の全市町村が１

２月の定例議会において規約の同文議決が提案され、１９年２月１日から始まる熊本県

後期高齢者医療広域連合設立に向け、認可申請の運びとなっているところでございま

す。もし一つの議会でも否決されれば広域連合が設立されず、法律違反となるばかりで

なく、県下全市町村の後期高齢者の方々に多大な影響を及ぼす恐れもあります。国保の

被保険者として残った場合、国保の医療費が高くなる可能性もあり、一方では後期高齢

者医療支援金が交付されないにもかかわらず、国保の保険者として支援金を納付しなけ

ればならず、国保財政は運営が厳しくなるものであります。このようなことから見まし

ても議第１８５号は原案どおり可決すべきであると、また議第１７６号玉名市一般会計

補正予算に計上してあります広域連合負担金もその必要性はあり、議第１７６号も原案

どおり可決すべきであることを申し上げ、賛成討論といたします。 
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○議長（松田憲明君） ４番議員、北本節代さん。 

［４番 北本節代さん 登壇］ 

○４番（北本節代さん） 私は陳情第１６号健やかな子どもたちを育てる環境に関する

条例に関して、委員長報告は継続でありました。私は直ちに採択すべき立場から討論い

たします。三ッ川小学校の問題は陳情のとおり障害を持つ子どもさんが学校全体で５名

になり、そのうち３名の方が普通学級に在籍をされるとのことです。また現在複式では

なく、単式であっておりますが、その単式であっている全校生徒より５名子どもたちが

増える中での複式学級となります。この複式学級は１年、２年、３年、４年、５年、６

年とするのではなく、２年、３年と４年、５年の教育上プログラムに関しても大変困難

と思われる複式になる予定です。しかも最大人数１６名であるとのことです。以上のこ

とからも可決しなければならない問題は複数あります。また執行部の方へも１,５００

名あまりの署名をつけて請願も提出されております。玉名の子どもたちの健やかな環境

を整える状況といたしまして、この不安定な状況を続けることなく採択すべきだと思い

ます。また次の議会は３月にあり、入学を目前にして検討するには不十分な状況にあり

ます。以上のことから直ちに採択をすべきものだと私は思います。 

以上で、私の討論を終わります。 

○議長（松田憲明君） ほかに討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより採決に入ります。 

 議第１７６号平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号）については、異議があ

りますので、後に譲り採決いたします。 

議第１７７号 平成１８年度玉名市老人保健事業特別会計補正予算（第２号） 

議第１７８号 平成１８年度玉名市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

議第１７９号 平成１８年度玉名市下水道事業会計補正予算（第２号） 

の予算議案３件は、各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、原案どおり決定いたしまし

た。 

 議第１７６号平成１８年度玉名市一般会計補正予算（第３号）については異議ありま

すので、起立によって採決いたします。 

議第１７６号については、原案どおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立多数であります。よって、議第１７６号については、原案
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どおり決定いたしました。 

 議第１８１号 玉名市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、異議がありますので、後に譲り採決いたします。 

議第１８０号 玉名市天水老人憩の家条例の一部を改正する条例の制定について 

議第１８２号 玉名市立小中学校設置条例の一部改正する条例の制定について 

議第１８３号 玉名市営グラウンド条例の一部を改正する条例の制定について 

議第１８４号 玉名市立小中学校運動場夜間照明施設条例の一部を改正する条例の制

定について 

の各条例議案４件は各委員長の報告のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 議第１８１号 玉名市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、異議がありますので、起立によって採決いたします。 

議第１８１号については、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立多数であります。よって、議第１８１号については、原案

のとおり決定いたしました。 

 議第１８５号 熊本県後期高齢者医療広域連合の設置については、異議がありますの

で、あとに譲り採決いたします。 

議第１８６号 有明広域行政事務組合の規約の一部変更について 

議第１８７号 熊本県市町村総合事務組合の規約の一部の変更について 

議第１８８号 第１次玉名市総合計画基本構想の策定について 

議第１８９号 土地改良事業の計画の概要を定めることについて 

議第１９１号 業務委託契約の変更について 

の議案５件は、各委員長の報告のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 議第１８５号 熊本県後期高齢者医療広域連合の設置については、異議がありますの

で、起立によって採決いたします。 

議第１８５号については、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 
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［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立多数であります。よって、議第１８５号については、原案

のとおり決定いたしました。 

 次に請願について、請第３号ＪＲ不採用問題の早期全面解決を求める意見書の提出に

関する請願についての委員長の報告は継続審査であります。委員長の報告のとおり決定

することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。さよう決定いたしました。 

 次に陳情について、陳第９号療養病床の廃止・削減の中止を求める意見書の提出に関

する陳情についてから陳第１６号健やかな子どもたちを育てる環境に関する陳情につい

てまでの、以上、陳情８件については、あとに譲り採決いたします。 

 陳第１７号障害者自立支援法の利用者負担軽減に関する陳情については、委員長の報

告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。さよう決定いたしました。 

 陳第９号療養病床の廃止・削減の中止を求める意見書の提出に関する陳情についての

委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。 

 陳第９号については、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立少数であります。よって、陳第９号については、不採択と

決定いたしました。 

 陳第１０号安全・安心の医療と看護の実現のため、医師・看護師の大幅増員を求める

意見書の提出に関する陳情についての委員長の報告は不採択でありますので、原案につ

いて採決いたします。 

 陳第１０号については、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立少数であります。よって、陳第１０号については、不採択

と決定いたしました。 

 陳第１１号庶民大増税に反対し、国民健康保険の充実を求める意見書の提出に関する

陳情についての委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。 

 陳第１１号については、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立少数であります。よって、陳第１１号については、不採択

と決定いたしました。 
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 陳第１２号労働法制の規制緩和策中止を求める意見書の提出に関する陳情についての

委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。 

 陳第１２号については、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立少数であります。よって、陳第１２号については、不採択

と決定いたしました。 

 陳第１３号障害者自立支援法の働く場への適用中止を求める意見書の提出に関する陳

情についての委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。 

 陳第１３号については、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立少数であります。よって、陳第１３号については、不採択

と決定いたしました。 

 陳第１４号公的年金改善を求める意見書の提出に関する陳情についての委員長の報告

は不採択でありますので、原案について採決いたします。 

 陳第１４号については、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立少数であります。よって、陳第１４号については、不採択

と決定いたしました。 

 陳第１５号核兵器廃絶「非核平和自治体宣言」を求める陳情についての委員長の報告

は不採択でありますので、原案について採決いたします。 

 陳第１５号については、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立少数であります。よって、陳第１５号については、不採択

と決定いたしました。 

 陳第１６号健やかな子どもたちを育てる環境に関する陳情についての委員長の報

告は継続審査であります。委員長の報告のとおり継続審査とすることに賛成の諸君の起

立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立多数であります。よって、陳第１６号については、継続審

査とすることに決定いたしました。 

次に継続審査となっております陳情について、陳第１号乳幼児医療費を就学前まで

入院・通院とも窓口無料化を求める陳情についての委員長の報告は継続審査であります。

委員長の報告のとおり継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 
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○議長（松田憲明君） 起立多数であります。よって、陳第１号については、継続審査

とすることに決定いたしました。 

陳第２号管理栄養士活動の推進に関する陳情についての委員長の報告は継続審査で

あります。委員長の報告のとおり継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立多数であります。よって、陳第２号については、継続審査

とすることに決定いたしました。 

陳第７号玉名市立小学校・中学校の学校図書館に指導員を配置することに関する陳

情についての委員長の報告は継続審査であります。委員長の報告のとおり継続審査とす

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（松田憲明君） 起立多数であります。よって、陳第７号については、継続審査

とすることに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長報告 

○議長（松田憲明君） 次に、新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会に付託してあり

ます調査事項を議題といたします。 

 審議の方法は、委員長の報告のあと、質疑、討論ののち採決いたします。 

 委員長の報告を求めます。 

 新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長 堀本 泉君。 

［新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長 堀本 泉君 登壇］ 

○新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長（堀本 泉君） 御指名をいただきました堀

本です。ちょっと長くなりますけれども、取り急ぎ報告をいたします。新幹線鹿児島ル

ート建設促進特別委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 

 去る１１月２２日に委員会を開催いたしまして、まず１番、新幹線新玉名駅、あくま

でも仮称でございますが、駅舎デザイン素案について。２番、文化財調査の動向と今年

度の作業予定について。３番、新幹線用地の状況と今後の推移について。以上３点につ

きまして、執行部より説明があり、質疑応答を行ないました。当日提示がありました項

目ごとに御報告を申し上げます。 

１番、新幹線新玉名駅（仮称）駅舎デザイン素案について。まず執行部より駅舎デ

ザイン素案の策定の経緯についての説明がありました。平成１７年度旧玉名市において

市民の代表による検討会を４回開催し、その後新市になり、平成１８年４月に駅舎イメ

ージの意見交換会を経て、６月に鉄道運輸機構に市としての意見を提言したとのことで

あります。提言内容については新玉名駅は玉名市のみならず、熊本県県北の玄関口とな
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る広域の駅で、駅舎関連施設全般のコンセプトとして「森」をイメージしたもの、また

駅舎の設計に当たっては近代的な駅ではなく、この地方の歴史、文化に根ざし、やすら

ぎやぬくもり、あたたかみのある自然素材を生かした田舎のいわゆる田園の駅をイメー

ジしたものであります。この度鉄道運輸機構において提言内容を盛り込み、検討し作成

された駅舎デザイン素案が当委員会に示されました。鉄道運輸機構では、新幹線鹿児島

ルートのすべての駅の共通理念である「きらめく自然と豊かな歴史を未来につなげるお

もてなしの駅」をベースに新玉名駅（仮称）の理念を自然・光・リズムとし、地域の特

性を温泉のまち、花のまち、歴史のまち、音楽のまちととらえ、これらを重ね合わせた

デザインであるとのことであります。また機能とデザインとの対応を基本に据え、旅客

動線と駅施設配置を考慮し、デザインの題材を森や樹木に求める案であります。１、落

葉広葉樹をイメージしたアーチが重なったような外観デザイン。２、常緑針葉樹をイメ

ージした三角形の連続のような外観デザイン。３、木立をイメージした木が連続し並ん

でいる状態を明るい感じのするような外観デザインとの説明でありました。また内側は

ユニバーサルデザインに配慮し、地域の素材を生かした落ち着いた雰囲気を醸し出した

案であります。最後に鉄道運輸機構としては木立をイメージした案をもとに今年度末ま

でに構想を固めたいとのことでありました。 

この説明に対し、委員からは玄関部分のインパクトが弱いし、建物と玄関がマッチ

しておらず、何か寂しいイメージがありもっとアピールすべきではないかとの意見や、

全体的なインパクトがなく玉名がイメージできないとの意見が出されました。特筆すべ

き質疑応答は次のようなものであります。１、駅舎建設の予算については標準的な仕様

で約２０億円程度かかる。２番、駅舎の外観デザインは蔵や木立、すだれをイメージし

たもので開放感あふれる駅舎である。３番、鉄道運輸機構が検討した結果、進めている

のは木立をイメージした素案であるが部分的な修正は可能である。４番、玉名のイメー

ジとして眼鏡橋ふうに提案されているが丸みがありあたたかみが感じられる。さらに若

干の手直しを加えれば、建物との関係において調和するのではないか。５番、当委員会

として意見具申をしたいが、形や素材についての具申を実施してはどうか、などの意見

が出ました。最終的には市民各位から意見をいただき、これまで検討がなされ、可とす

るも「森」のイメージということでコンセプトが固まっており、玄関についてはデザイ

ンを再度検討してほしい。ついては執行部から鉄道運輸機構に対し、内容を取りまとめ

た上、要望してほしいと総括をいたしました。 

２番、文化財調査の動向と今後の作業予定について、新駅周辺の文化財調査の状況

説明が執行部よりありました。用地取得の終わったところから順次試掘作業に着手し、

現在未買収の９筆を除いた試掘調査をもとに、遺構の範囲や深さについて市の文化課で

整理をしている。整理を進める文化財の状況を精査しているが、工事により埋蔵文化財
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に直接影響を与えないところでは、文化財を現状保存するという基本理念から本調査の

必要性があるかどうかについて県文化課と市文化課で協議中のため、その推移を注視し

たいとのことであります。その後、委員から協議結果が判明する時期や文化財の調査の

進捗にかかわる質問があり、これに対し執行部より来年３月までに協議の結論が出ると

の答弁がありました。また、本年度の調査は水路や水田面を掘削し、遺構に影響を及ぼ

す部分を優先的に実施し、その他の部分については協議結果が明らかになった後、平成

１９年度から迅速に対応するとのことであります。また掘削はするが遺構面に達しない

ような調整池の底を上げて対応する工法変更などで、今年度の文化財調査、工事、用地

取得などの事業計画の内容に変更が生じることについての説明を受けております。 

３、新幹線用地の状況と今後の推移について、執行部より新幹線路線のルート上の

用地取得は鉄道運輸機構から委託を受けた熊本県によって進められているが、現在地権

者２５１名の中で７名の方がいまだ契約ができていない旨の説明がありました。そのよ

うなことで事業推進を図るため、去る１０月３１日に関係各位の御尽力により未契約

者、鉄道運輸機構、熊本県それに市も同席し、地元公民館で推進に向けた話し合いが行

なわれました。このように契約締結に向けた話し合いがなされる一方、鉄道運輸機構で

は平行して博多から新八代駅間の事業区間全域を対象とした土地収用手続を始めなけれ

ばならないとのことであります。具体的な事務手続の流れとしまして、未契約者を対象

とした事業説明会を実施し、その後事業認定申請を行ない、１９年３月に事業認定告

示、６月に裁決申請、２０年の２月ごろに明け渡し裁決となるとのことであります。鉄

道運輸機構や熊本県では収用事務手続を進めながらも、かかる事態にはならぬように精

いっぱい任意の交渉を継続し、地権者との合意形成に努める旨の説明がありました。そ

のほか排水計画に関連して下流域の水路や農業排水未整備地区、水門の整備状況や狭隘

な箇所についての質疑や隣接する県道玉名立花線についての、文化財調査の進捗等につ

いての質疑応答ももちろんありました。 

以上をもちまして、新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会の報告とさせていただ

きます。なお、今後の委員会の開催等については、それぞれ進捗状況を見ながら慎重審

査を期するため、引き続き調査する必要がありますので、閉会中の継続審査とすること

に全会一致をもって決定しました。 

以上で、新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員会の報告といたします。 

○議長（松田憲明君） 以上で新幹線鹿児島ルート建設促進特別委員長の報告は終わり

ました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 質疑・討論・採決 

○議長（松田憲明君） ただいまの委員長の報告について質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 

 討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。お諮りいたします。ただいまの委員長報告のとおり、継続

審査の申し出がありますので、これを閉会中の継続審査に付することに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり、これを閉

会中の継続審査に付すことに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 玉名バイパス建設促進特別委員長報告 

○議長（松田憲明君） 次に、玉名バイパス建設促進特別委員会に付託してあります調

査事項を議題といたします。 

 審議の方法は、委員長の報告のあと、質疑、討論ののち採決をいたします。委員長の

報告を求めます。 

 玉名バイパス建設促進特別委員長 小屋野幸隆君。 

［玉名バイパス建設促進特別委員長 小屋野幸隆君 登壇］ 

○玉名バイパス建設促進特別委員長（小屋野幸隆君） 長くなっておりますが、ちょっ

とだけ時間を貸していただきたいと思います。ただいまから、玉名バイパス建設促進特

別委員会の審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、初めに先進地であり玉名バイパスと類似点の多い、佐賀県の西九州道路唐津道

路及び厳木バイパスの研修視察を行ないましたので御報告を申し上げます。１１月１６

日、１７日国土交通省九州地方整備局佐賀国道事務所の案内で、西九州唐津道路に係

る、高架橋や埋蔵文化財調査現場などを視察をいたしまして、その後市としての協力体

制の説明をいただきました。国交省初め佐賀県文化課、唐津市の協力をいただき、今後

の玉名バイパス建設促進に大いに役立つ研修でございました。 

それから１１月２７日、執行部の出席をいただき委員会を開催いたしたところでご

ざいます。内容といたしましては、前回からの案件でございました玉名バイパス菊池川

架橋の名称について、それから玉名バイパスの現在の状況について執行部より説明がご

ざいました。まず玉名バイパス菊池川架橋の名称についてでございます。前回、本委員

会におきまして、名称につきましては地元代表者で構成されております玉名バイパス促

進委員会で検討はどうかという提案をしたわけでございますが、その後の経過について
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報告がございました。促進委員会の地元区長など１０名の方々と会議をしたところ橋の

名称は地区名を希望されており、起点の地区名である寺田、終点河崎地区の２つの名前

をあわせて寺田河崎大橋との要望であるとの報告がございました。地元の希望というこ

とでございましたので、今委員会におきまして全会一致で寺田河崎大橋を推薦したとこ

ろでございます。 

次に、玉名バイパスの現在の状況についてでございますが、寺田から立願寺地区ま

で平成１９年１２月までに供用開始の予定であるとのことでございまして、残り立願寺

から開田地区までの工区でございますが、平成１９年２月末までに用地測量、建物調査

それから土地の評価などの調査業務を完了し、用地の説明会に入る予定であるとのこと

でございました。早期完成、早期開通を図るため、今後も引き続き審査をする必要がご

ざいますので、全会一致をもって閉会中の継続審査とすることに決定をし、委員会を閉

会をいたしたところでございます。 

以上で、御報告を終わります。 

○議長（松田憲明君） 以上で玉名バイパス建設促進特別委員長の報告は終わりまし

た。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 質疑・討論・採決 

○議長（松田憲明君） ただいまの委員長の報告について質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 討論なしと認めます。 

 これより採決に入ります。お諮りいたします。ただいまの委員長の報告のとおり、継

続審査の申し出がありますので、これを閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり、これを

閉会中の継続審査にすることに決定いたしました。 

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいたします。総務委員長から総務部企画財

政部及び地域自治区調整総室の所管に関する調査事項、産業経済委員長から産業経済部

の所管に関する調査事項、建設委員長から建設部及び企業局の所管に関する調査事項、

文教厚生委員長から教育委員会、市民部及び福祉部の所管に関する調査事項、議会運営

委員長から議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する
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事項、議長の諮問に関する事項及び調査事項について、それぞれ継続審査の申し出があ

りますので、これを閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（松田憲明君） 御異議なしと認めます。さよう決定いたします。 

 以上で、今期定例会に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 

ここで市長より発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。 

○議長（松田憲明君） 市長 島津勇典君。 

［市長 島津勇典君 登壇］ 

○市長（島津勇典君） 今議会も最終日を迎えることができました。大くの大事な議案

について慎重に御審議をいただき、またそれぞれ承認・可決の御決定をいただきました

ことを改めて厚く御礼を申し上げます。この１年間議会の皆様方にはとりわけお世話さ

まになりました。このことも厚く御礼を申し上げたいと思います。年末でございますの

で、一応私自身この１年を振り返って改めて皆さんに感謝のごあいさつをさせていただ

きます。 

平成１８年を迎えまして４日の日に初めての名刺交換会を行ないました。旧市では

ずっと行なわれてきたことでございますが、私自身は初めてのことでございました。こ

れから１８年度の市政が動き始め、その後作本団長以下消防団各位の御努力もあって、

初めての合同出初式を盛大に執り行なうことができました。受けて、２月に入りまして

懸案だったと私は承知をしておりますが、取り急ぎという感じもいたさないわけではあ

りませんが、新幹線開業に伴う県市協定を結ばせていただきました。新年度を迎えるに

当たって１５名の職員削減と私にとっては初めての人事異動を行なわせていただき、実

質的には初めて市政運営について大きな責任を持つことになったという自覚を深くした

次第であります。あわせて４月５月体育協会を初めとして老人会、婦人会等々各種団体

が旧市の枠を超えて新しい玉名市の組織としてスタートをしていただくことになり、一

体化がそれぞれ進んできたと受け止めております。６月、７月に入りまして記録的な豪

雨災害に見舞われました。市内でもたくさんな箇所で豪雨の爪あとが残りました。今執

行部では懸命にその復旧のための工事なり事務作業を進めているところでございます。

１０月３日に合併１周年記念を盛大に執り行なわせていただき、歩み始めて１年の実感

を深くしたわけであります。秋に看護大、崇城大との協力協定調印をさせていただい

て、今後大学の持たれるノウハウ等を地域づくりに御協力をいただくという体制が整っ

たことを私は嬉しく思っております。暮れに立派な天水中学の落成式を行なうことがで

きました。この年が終わろうとしておりますが、まさに多事多難であったなあというの

が実感でございます。それにつけても議会各位の格別の御理解と御支援をいただきまし

たことを改めて感謝申し上げます。 
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新しい年、亥年でございますが、亥のように猪突猛進することなく皆様の御指導・

御支援をいただきながら着実に一歩一歩歩み始めてまいりたいと思っております。どう

ぞ来る年が皆様方にとりまして健康で希望に満ちた年でありますように、そして私ども

の玉名市にとりましても本当に新しい玉名市としての着実な歩みを重ねていくことがで

きますように、ともどもにお祈りを申し上げながら私の年末のごあいさつにさせていた

だきます。１年間お世話さまになりました。ありがとうございました。 

○議長（松田憲明君） これにて本会議を閉じ、平成１８年第５回玉名市議会定例会を

閉会いたします。 

午後 ０時１１分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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